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◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　河野大臣、覚えているでしょうか。立憲民
主党は、二〇二一年の三月八日に、新型コロ
ナウイルス感染症ワクチン接種に関して、当
時のワクチン担当大臣でしたので、喫緊の課
題として大臣室で要請書をお渡しをして意見
交換をさせていただきました。実は、私もそ
の場に同席をしておりまして、大臣にもお話
をさせていただいたところです。
　その中で強くお願いしたのが、ワクチン接
種に遅滞、混乱が生じないシステムを求めて
きたんです。
　具体的な内容としては、ワクチン接種記録
の管理にマイナンバーを活用することは一概
に否定されるものではないんですが、今回は
厚生労働省と自治体が接種台帳とＶ―ＳＹＳ
の活用を前提に非常に繁忙な体制構築を進め
ていることから、これ以上の新システムの導
入はかえって混乱を招くこと、おそれがある
と、緊急を要する今回のワクチン接種にはマ
イナンバーの使用は見送ることを申し入れた
ところです。
　この言わばＶＲＳというワクチン接種記録
システムというものなんですが、これを突
如、当時つくるというふうに言い出して、四
月に運用するという状況下での出来事です。
　このニュースが出た途端に、自治体の現場

では大変困惑をして、どのようなシステムが
できるかも分からないし、Ｖ―ＳＹＳとか自
治体独自の記録台帳があるので、それで進め
ようと思っていたのに全部やり直しをさせら
れたところです。
　私からも口頭で、新しいシステムつくるこ
とは否定はしないと、これからデータ化をし
て、大事であるとは思うんですが、運用時期
をせめて四月じゃなくて、当時もうとても混
乱していたので、四月ではなくてもう少し遅
らせていただけないでしょうかということを
申し入れました。
　しかし、大臣は、このＶＲＳというのがな
かったら市町村間をまたいだ接種が打てない
とかという、確かにそういう理由もあるんで
すが、つくらなきゃいけないんだといって聞
いてくれなかったというのが実態です。
　中島克仁、逢坂誠二、重徳和彦各衆議員も
いて、私のことは大臣覚えていないかもしれ
ませんが、首長経験である逢坂誠二衆議院議
員からも、大臣に対して、ワクチン、このワ
クチンというのは、二回目、三回目、今はも
う四回目、五回目と行っていますが、この先
もずっと打っていくんだから慌てなくていい
んじゃないかと、今、それよりも自治体現場
は必死に一回目の準備をしているので、シス
テムに問題があったら対応ができなくなると
いうことを申し入れています。
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　こういったやり取りを大臣は記憶、覚えて
いらっしゃるでしょうか、まずお伺いしま
す。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）
　昨年のワクチン接種、各党会派からいろん
な御要望をいただきました。ＶＲＳについて
もいろんな御意見がありましたけれども、あ
れをやっていなかったら更なる大混乱が起き
ていたと思いますので、新しいことをやると
きにはいろんな人がいろんなことを言います
けれども、やっぱりきちんと物事は決めてや
る、それが大事だと思っています。

◆ 岸真紀子君　
　覚えていらっしゃったということでよろし
いですかね、各党からいろんな意見を言われ
て。
　そのＶＲＳの問題なんですが、では、デジ
タル庁に確認をしますが、ワクチン接種会場
などでどんなトラブルがあったかというのを
お答え願います。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）
　ＶＲＳの導入当初、なかなか読み取りに時
間が掛かるといったことがありました。これ
は、バーコードあるいはＱＲコードを最初か
ら予診票に入れておけばよかったんですけれ
ども、そういうことが必須ではないというこ
とで、ＯＣＲラインを読まなければいけな
かったというようなことがございましたが、
まあそういうことはありましたけれども、こ
れ紙でやっていたらこんなことでは済まな
かったんで、ＶＲＳを入れたメリットという
のが最大限発揮されたと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　大臣はそのようにおっしゃるし、デジタル
庁としてもこれは必要だったということを
おっしゃるんですが、やっぱり当時は相当混
乱を来していたことは本当に厳しく指摘をせ
ざるを得ない実態にあります。
　デジタルの利活用というのは、データをデ
ジタルで管理したり流れも円滑化することに
よって労力の削減や人為的なミスを防ぐ、
またその後の二次利用、例えばこのＶＲＳで
あれば今はワクチン接種証明に使っているの
で、そういったことからいえば、後からでも
システムを改変すれば使えるというメリット
は否定はしません。
　しかし、混乱しているときに迷走するシス
テムを押し付けられた、強要されると、当時
のように二度手間、三度手間、後々、七十セ
ンチの台を置いてタブレットを置いて読み込
むとか、読み込んだ後に数字が誤って入力を
されるので、結局もう一回残業をしながら全
部の確認をしなきゃいけないというような、
自治体ではそういった混乱が招いています。
　もっと言えば、ワクチンの供給量も足りな
くなって、残念ながらワクチンをキャンセル
しなきゃいけない、そのキャンセルの電話に
数分、数分どころか何十分と時間を取って、
なおさらこういった混乱が自治体の現場に生
じています。自治体の現場が混乱を生じると
いうことは、残念ながら、住民の方にそれだ
けワクチン接種が滞って遅くなってしまうと
いうことになるので、本当に大きな問題だと
感じています。
　デジタル庁も、かといって、これを障害を
起こしたくてやったわけではないのは重々承
知しています。それはもうもちろんです。
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　これからも各省庁、なぜこれを、じゃ、も
う一回ぶり返して言っているかというと、こ
れからも各省庁のシステムにも関わってい
く上で忘れていただきたくないというのが現
場目線ということなんです。現場が使いづら
かったり、そのシステムによって住民の暮ら
しがどうなるのかということを重きを置いて
いただきたいということで、再度これを持ち
出させていただきました。
　その点、河野大臣はどのようにお考えか、
お伺いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）
　委員は大きな考え違いをされていると思い
ますが、ＶＲＳを導入していないで紙でやっ
ていたら、あんなことでは済まない、自治
体の疲弊はもっともっとひどかったと思い
ます。最初からＶＲＳを導入したからこそ、
様々なワクチンの量が把握をできましたし、
ワクチン証明書を出すときにもスムーズに
いったので、あれをＶＲＳを使わずに紙で
やっていたら、こんなことではなく、自治体
はもっともっと疲弊をしていたんだと思いま
す。

◆ 岸真紀子君　
　大臣、お答えいただいていない。現場の目
線がこれからのシステムに大事だということ
を今お伺いしているので、その点について再
度お願いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）
　現場目線でこれが必要だから入れたわけで
ございます。

◆ 岸真紀子君　
　ここに余り時間を取りたくないんですが、
これからの各省庁とか自治体のこれからシス
テム運用をするに当たっての目線として現場
の声が必要ですよねという確認をさせていた
だいているので、その点について再度お伺い
します。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）
　現場のことが必要だというんだったら、Ｖ
ＲＳを入れるなというような暴論にはならな
かったと思います。

◆ 岸真紀子君　
　随分かみ合わないのでこれ以上言いません
が、ＶＲＳを入れるなというわけではなく
て、導入は少し慎重になるべきだったという
ことを、これを指摘はさせていただいている
ところです。ただ、これ以上やり取りをして
もなかなか進んでいきませんので、次の質問
に入らせていただきます。
　新型コロナウイルス感染症ワクチン接種証
明書についてお伺いをしますが、現在、マイ
ナンバーカードを持っている人しか電子版と
いうのは発行されないという実態に、アプリ
ですね、若しくは申請自体もカードを持って
いないとオンラインでできないという実態に
あるんですが、住民の利便性を考えると、改
善できないのかなと考えるところです。例え
ば、その人しか知らないワクチンの情報とか
が手元にあるんですし、素人考えで申し訳な
いんですが、私はできるんじゃないかなと。
しかも、悪用するような、ワクチン接種証明
書って悪用するようなものではないので、マ
イナンバーカードの普及促進を優先して考え
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なくてもいいのではないかと思うんです。
　あえて、カードでなければ申請できないと
いうことがちょっと私には理解ができないの
ですが、カードがなくてもシステムはつくれ
ないものなのか、ワクチン接種証明書だけで
はなくて、その他のこれから電子申請におい
てもカードありきでなければならないという
考えにとらわれない方がいいのではないかと
思うんですが、この点についていかがでしょ
うか。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）
　ワクチン接種証明書に関して申し上げれ
ば、マイナンバーカードをお持ちでない方で
も、紙での申請、紙での発行ということをや
らせていただいております。利便性を考えて
マイナンバーカードでしっかりとこれからも
システム進めていきたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　どうにもこう答弁がかみ合わないという
か、質問の意図が分かってもらえないんです
が、カードありきということで考えてしまう
と、紙での発行というのはできてはいます。
ただ、それの紙での発行自体も申請はオンラ
インでできない実態にあるんですね。だか
ら、そういったところを、ＤＸを進めるとい
うんであれば必要なのではないかということ
で、こういった質問をさせていただいていま
す。
　ワクチン接種証明がマイナンバーカードを
持っていなければできないので、実際に申請
数が、カードの申請数が増えたとも聞いてい
ます。しかし、例えば、十月から実質の制限
が解除されて、旅行に行きたい方、証明書を

申請しようと思う方がその時点でマイナカー
ドを申請しても、発行には一か月から二か月
掛かるので、それでは現状間に合わないと。
役所に行くか、郵送でやり取りしなければな
らない状況にあるので、こういったことを本
当であればもっと改善すべきではないかとい
うことを再度申し入れておきます。
　次の質問に入ります。
　岡田地方創生大臣の政治資金についてお伺
いいたします。
　既にほかの委員会でも衆参問わず質問をさ
れていると承知をしていますが、岡田大臣が
代表となっている自民党石川県参議院選挙区
第二支部の政治資金収支報告書から、宣伝事
業費の広報掲示板管理料を計上し、地元有権
者に買収疑惑とも取れる支出がされている問
題に、岡田事務所としてはあくまでも維持管
理への対価と説明をされていますが、これは
大臣、金額も含めて買収と取られても仕方が
ないのではないかと思うんですが、その点に
ついて再度お伺いいたします。

◆ 国務大臣　岡田直樹君
  （内閣府特命担当大臣《地方創生》）　
　既に国会等でも御説明をしておりますが、
一部報道がございまして、それに事実に反す
る内容が多くございますことから、改めて事
実関係を御説明申し上げたいと思います。
　まず、御指摘のあった政党の広報掲示板に
ついてでありますが、これは自民党の参議院
石川県第二支部が党勢拡大を図るための政党
活動の一環として支援者の土地や家屋に設置
をさせていただいているものであります。掲
示板を個人の所有地内に設置させていただい
ていること、また、屋外のため広報掲示板や
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貼られたポスターなどが剥がれたり傷んだり
することも多くございまして、そうした際に
は御自身で修理をいただいたり、また事務所
への連絡などを行っていただくとともに、日
頃からそうした不具合がないかということを
確認するなどの管理も行っていただいている
ところでありまして、こうした設置に対する
対価、あるいは管理に対する対価として広報
掲示板管理料を支出いたしております。
　実際に、例えば過去一年振り返ってみます
と、四回にわたってこのポスターの交換作業
を行っておりますが、その際には支援者から
貼り替えの御協力をいただいているなど、こ
うした点からも管理の実態はしっかり認めら
れると考えております。
　また、ポスターの交換時以外にも、例えば
広報掲示板の設置箇所が一つの地域の中でも
分散しているような場合、車両で巡回して不
具合がないか確認をいただいたり、また、不
具合が生じた際は、くいであるとか、そうし
た補修用の資材を調達いただいて、軽トラッ
クなどで現場に搬送して御使用いただくな
ど、御自身で修理いただく例も多くございま
す。
　このように管理の実態は確実にございまし
て、車両や、あっ、謝礼や選挙区内での寄附
に該当するというものではなく、公職選挙
法や政治資金規正法に抵触するとの指摘も当
たらないと申し上げたいと思います。もとよ
り、お言葉ではありますが、買収との指摘は
全く当たらないということを申し上げたいと
存じます。
　また、この広報掲示板一か所について年間
二千五百円という額を支出しておりますが、
個人の所有地内に設置していただくことへの

対価や、不具合がないかの確認、不具合が生
じた場合の修理、事務所への連絡、こうした
管理を行っていただいていることへの対価と
いう性格に鑑みれば、これは妥当な水準であ
ると考えております。

◆ 岸真紀子君　
　たとえ二千五百円でも、果たしてこれが本
当に、まあ買収ではないとそれはおっしゃ
ると思いますが、ではないというのはなかな
か、最大だと八万円の方もいて、実費なのか
どうかというのがちょっと分かりづらいです
し、本当に難しい説明だと思うんです、今の
だと。
　ちなみに、二〇二一年の二月三日に、
二〇一九年の参議院選挙の公職選挙法違反で
有罪判決を受けた河井案里さんが議員辞職を
しました。その約二週間前の一月二十一日
に、当時の官房副長官であられました岡田大
臣はこのように申しておりました。一般論と
して、政治家は責任を自覚して国民に疑念を
持たれないように襟を正すべきだと述べ、さ
らに、政治家の出処進退は自らが決めるべき
ものだろうと記者会見でおっしゃっていられ
ています。
　大臣、これは正直、人ごとではないのでは
ないかと思われますので、御自身が疑念を持
たれ、今、国民にも疑念を持たれていると重
ねて申し上げておきます。
　ただ、大臣としての問題はそれはそれとし
て、大事な地方創生についてこの後は聞いて
いきたいと思います。
　これまでの地方創生についてどのように捉
えているのかというところなんです。まち・
ひと・しごと創生総合戦略は、二〇一五年度
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から二〇一九年度の五か年間を第一期、そし
て二〇一九年度から二〇二四年度までを第二
期として進めてきました。今度はデジタル田
園都市国家構想交付金とリニューアルをする
となっていますが、これまでのまち・ひと・
しごとがどうであったのかなど、検証と評価
を伺います。

◆ 国務大臣　岡田直樹君
  （内閣府特命担当大臣《地方創生》）　
　これまで地方創生、すなわち、まち・ひ
と・しごと創生総合戦略ということで進めて
まいりました結果、地域の魅力向上、にぎわ
い創出の観点から、地方創生関係交付金の活
用などを通じまして、地域の皆様の創意工夫
を生かした取組が全国各地で推進されまし
た。
　このことに加えて、地方への資金の流れの
創出、拡大の観点から、千団体以上の地方公
共団体において企業版ふるさと納税が活用
されたことがございます。また、地方への
人の流れの観点から、東京圏からの移住が約
千三百市町村において進んだ、このことも大
きなことで、一定の成果を上げてきたものと
考えております。
　その一方で、仕事、交通、教育、医療、福
祉、こうした各面で地方にはやはり様々な社
会課題が残っておりまして、結果として東京
圏への転入超過が継続していると、こういう
課題も引き続き背負っているというところで
あろうと思います。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。一部の地域では移
住者が増えるなど、一定の成果はあったとお

伺いをしました。
　問題は、中山間地域を抱える、先ほども触
れておられましたが、中山間地域を抱える小
規模の地方自治体で国が用意をしているこ
の地方創生関連の交付金を使うことが困難に
なっているのではないかという問題提起をさ
せていただきます。
　その要因の一つとして考えられるのが、事
業の対象が企業やＮＰＯ法人等の団体という
ふうになっておりまして、個人への給付は
対象外となっているということがあります。
中山間地域を抱える小規模自治体は、既に産
業が人口流出であったり高齢社会によって限
られている実態にあります。企業やＮＰＯ法
人などの団体数も少ないため、どうしても、
地方創生関連の交付金を申請したくても、
担えるところ、団体がないというので、ど
うしてもほかの自治体よりも、ほかの自治体
というのは、一定程度都市の自治体よりも少
なくなってしまいがちになっています。本来
はこういった地域、自治体こそが支援を必要
としています。しかし、メニューが使いづら
いといったことが問題なのではないかと。事
業の対象を個人給付にまで広げれば、これま
でとは異なった方法で地方に仕事をつくり出
して、新しい地方創生ができるのではないで
しょうか。
　大臣、対象を広げて、人口規模が小さな町
村でも使いやすくしていただけるなどの努力
をしていただけませんでしょうか。

◆ 国務大臣　岡田直樹君
  （内閣府特命担当大臣《地方創生》）
　お答え申し上げます。
　これまで、地方創生に向けた地方公共団体
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の自主的、主体的な事業に対して、地方創生
推進交付金などにより支援をしてまいりまし
た。この交付金については、平成二十八年度
に創設されたわけでありますけれども、全地
方公共団体のうち八割強の団体の事業を採択
させていただくなど、委員御指摘の中山間地
域あるいは過疎地域も含めて、小さな自治体
も数多く地方公共団体に御活用いただいてい
ると、こういうふうに認識はいたしておりま
す。
　内閣府としては、地方創生推進交付金を更
に多くの自治体に、おっしゃるとおり、更に
多くの自治体に御活用いただくために、事前
相談の受付、出張相談会の開催、ガイドライ
ンや事例集の策定といった取組を通じて、地
方公共団体による事業の企画立案を積極的に
御支援申し上げているところであります。更
に努力を続けていきたいと思います。
　また、今後は、デジタル田園都市国家構想
の実現による地方の社会課題解決、魅力向上
の取組を加速化、深化する観点からも、デジ
タル田園都市国家構想交付金を創設すること
といたしておりますが、引き続き、やはり地
方のニーズ、様々な御意見、こうしたことに
しっかりと耳を傾け、各地方公共団体の、小
さな自治体も含めて、自主的、主体的な取組
を後押しできるよう、しっかり取り組ませて
いただく所存でございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　是非、なかなかその個人まで広げるのは難
しいという事情は分かりつつも、できるだけ
多くの方、中山間地域も含めた小規模自治体
で使えるようにしていただきたいです。

　それと、地方創生絡みで二つこの質問した
んですが、岡田大臣に一人で答えていただい
ているんですが、実は役職、立場が違いまし
て、地方創生担当大臣とデジ田担当大臣とい
うことで、何かちょっと分かりにくいという
のが、私、これ三月のときにも質問させてい
ただいているんですが、もう少し分かりやす
くならないのかなということもあります。そ
れはまあ余談ですが。
　次に、マイナンバーカードをめぐる諸課題
についてお伺いをします。
　二〇二三年度創設の自治体に配分する予定
のデジタル田園都市国家構想交付金の一部に
ついて、住民のカード取得率が全国平均以上
でなければ受給を申請できない仕組みにする
という問題を伺います。
　交付金の一部は全国のモデルとなるような
事業を実施する自治体に配分となっています
が、カードの取得率が全国平均以上で全住民
の取得を目標に掲げていなければ受給を申請
できないというのは事実なのかどうか、確認
いたします。

◆ 政府参考人　布施田英生君
（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現
会議事務局審議官）　

　お答えいたします。
　本年六月閣議決定しましたデジタル田園都
市国家構想基本方針では、デジタル田園都市
国家構想交付金による支援に際してマイナン
バーカードの普及状況などを評価することを
検討することとしております。
　これを受けまして、現在、交付金の対象の
一部の全国的なモデルケースとなるようなデ
ジタルを活用した先進的な取組について、
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デジタル社会の基盤であるマイナンバーカー
ドの普及が進んだ自治体は地域のデジタル化
に係る取組をより一層強力に展開できる環境
が整えられるものと考えることも踏まえま
して、この先進的な取組につきましては、現
状、交付率全国平均以上かつ全住民への交付
を目標として掲げていることを申請条件とす
ることを検討しております。
　一方で、他の地域で既に確立しているデジ
タル活用の優良モデルを横展開する取組など
につきましては、交付金の採択に当たって交
付率は勘案事項としまして、交付率にかかわ
らず申請可能とします。また、デジタル実装
のための計画策定、開発、実証などを主内容
としない従来の地方創生の取組につきまして
は交付率は考慮しないなど、交付金の事業内
容に応じた対応を検討しております。

◆ 岸真紀子君　
　十一月一日の参議院の総務委員会での質疑
で答弁されたことによりますと、検討中とは
いえ、仮に公表されている直近の九月末の交
付率を基準としたら、マイナンバーカード交
付率が全国平均以上の団体は六百十団体と答
えていました。
　千七百十八自治体のうち六百十団体だと、
約三五％しか申請できないことになります、
一部のやつとはいえ。今後、十二月末まで
にマイナポイントで駆け込みがあったとして
も、平均以上なので、平均値が上がれば同じ
く申請すらできない自治体が出てきます。こ
んな設計はやっぱりおかしいです。
　で、このマイナンバーカードの交付率が高
いところは都市部が多いのではないですか。
東京都とか首都圏は人口が多くてもカード交

付が比較的多い、まあマイナポイントでもら
えるから若い人がカードを作ったというのも
あります。しかし、進んでいない自治体を見
ると過疎地域が見受けられていて、本来、デ
ジタル田園都市国家構想はこういった地域こ
そ支援すべきなのではないかというところで
す。制度設計が全くもっておかしい。まして
や、モデル事業を見てもマイナンバーカード
には関係していない事業ではないですか。
　岡田大臣、これは撤回していただきたいん
ですが、どうでしょうか。

◆ 国務大臣　岡田直樹君
  （内閣府特命担当大臣《地方創生》）
　お答え申し上げます。
　ただいま政府参考人が御答弁を申し上げま
したが、私は順番を逆に御説明をしたいと
思っておりまして、私がまず強調いたしたい
ことは、そもそも、デジタル実装のための計
画策定、開発、実証等を主な内容としない従
来の地方創生の取組については、このマイナ
ンバーカードの交付率は考慮しない方針で検
討をしておるということでございます。
　その上で、デジタル田園都市国家構想交付
金は、デジタルを活用し、地方の社会課題解
決や魅力向上の取組を加速、深化させるこの
デジ田構想の実現を支援していくものであり
まして、地域のデジタル化に係る取組が強力
に展開できる環境としてマイナンバーカード
の普及は重要であると考えております。
　そして、交付金の対象の一部の全国的なモ
デルケース、先ほども申しましたけれども、
全国的なモデルケースとなるようなデジタル
を活用した先進的な取組、これを幾つかと聞
いてみましたら、前回の採択団体数でいえば
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四十団体、モデルケースは四十団体というこ
とであります。これについては、現状、交付
率全国平均以上かつ全住民への交付を目標と
して掲げていることを申請条件とすることを
検討しておると。
　そしてまた、他の地域で既に確立されてい
るデジタル活用の優良モデルを横展開する
取組、これは、前回の採択団体数でいえば
四百六十七団体ということで、先ほど申し上
げた先進的な四十団体よりはずっと多い数に
なっております。こうして、交付金の採択に
当たっては、この横展開の場合は交付率はあ
くまでも勘案事項ということで、交付率の低
い団体も含めて、交付率にかかわらず申請で
きるようにすることを検討いたしておりま
す。
　このように、デジタル化に関する交付金の
事業内容に応じた対応を検討しておりまし
て、地方公共団体が行おうとするデジタル化
の取組に支障が生じないように、引き続き
しっかりと検討を進めてまいりたいと存じま
す。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。勘案をしていくと
いう御答弁をいただきましたので、引き続き
みんなが使えるようにしていただきたいとい
うところです。
　政府が、二〇二四年秋に現行の健康保険証
を廃止し、マイナンバーカードと一体化した
マイナ保険証に切り替える方針を決めたよう
ですが、多くの方々が懸念の声を上げていま
す。この発端は河野大臣の発言だと認識して
おりますが、あらかじめ厚生労働省や総務省
など関係省庁との連携調整ができていなかっ

たのではないかと疑うぐらいなもので、この
間の衆参の委員会でも曖昧な答弁が続いてい
ると感じています。
　デジタル庁にも不安の声が多く寄せられて
いると説明されていましたが、現段階では何
件で、どんな声があるのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　村上敬亮君
  （デジタル庁統括官）
　事実関係、お答え申し上げます。
　ウエブサイトで集めました、十月十三日か
ら十一月七日十八時まで、五千件弱でござい
ます。内容としては、カードの安全性に関
する御質問、御意見が四割、カードの取得が
義務化されるのかという御質問が三割、紛失
時のサポートや再発行手続について改めて御
質問いただく内容が二割等となってござい
ます。これらの質問につきましては、昨日三
時、かなり同じ内容のものがかぶっておりま
したので、ウエブサイトにてこれらに対する
お答えを掲載し、公表しているところでござ
います。

◆ 岸真紀子君　
　多くの声が寄せられていて、それはホーム
ページに、公式サイトに載せたということで
すね。
　私は、デジタルを何のために進めるのか
と、基本的なことが広まっていないというこ
とを危惧しています。住民にとっての利便
性、行政側にとっての効率化、しかし、この
どちらも今混乱を招いているからこそ多くの
不安の声が、多分五千件以上にももっともっ
と議員の皆さんのところにも届いていると思
うんです。私のところにも届いています。
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　このカードはあくまでも手段であって目的
ではありません。手段であるマイナンバー
カードの普及が目的になってしまっていない
かどうかというのを河野大臣にお答え願いま
す。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　
　全くそのようなことはございません。

◆ 岸真紀子君　
　恐らくそれぐらいの答弁だろうなという想
像はしていたのですが、本当に、そういうこ
とをちゃんと一つ一つ答弁ちゃんとしていか
ないと、全くこれいつまでたっても広がって
いかないと思います。
　カードの普及は便利になればおのずと増え
ていくので、河野大臣が進めるべきことは、
今のように全然答えていない、全然説明に
なっていない、私は少なくとも理解できませ
んでした。使い勝手が悪いということがやっ
ぱり問題なんじゃないかと。マイナンバー
カードにこだわらずに、さっきも言いました
が、行政サービスを受けやすくするというト
ランスフォーメーション、行政の変革こそが
大事であると私は考えます。
　また、大事なことは、個人番号制度、マイ
ナンバー制度ですね、この導入の原点に立ち
返って、困っている人に向き合って、例えば
ですが、例えばですよ、旧民主党が掲げてい
た、検討していた日本型軽減税率制度、還付
ポイント制度のような仕組みであったり、給
付付き税額控除を議論していただきたいとい
うのが本当は先なんです。でも、これは財金
だと思いますが。
　マイナンバー制度導入の原点についての見

解を河野大臣にお伺いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　
　マイナンバーを導入することによって、国
民の利便性を向上させ、行政の効率化を進
め、公平公正な社会をつくっていく、それが
理念でございまして、それに向けてデジタル
庁しっかり取り組んでいきたいと思っており
ます。

◆ 岸真紀子君　
　その理念が本当であればもっと前面にはな
きゃいけないんですが、今残念ながらマイナ
ンバーカードが前面に出てしまった状況を招
いてしまっているのは大臣なんじゃないかと
私は思います。
　このマイナンバーカードを持たない理由で
一番多いのがプライバシーとか個人情報、
先ほどの問合せにもあった四割がセキュリ
ティー問題だと言っていました。病歴などの
個人情報を公的機関がどの範囲まで共有する
のか、いずれ何でもかんでも情報を集めて一
元化されるのではないかといった懸念も持た
れています。デジタル社会の形を分かりやす
く示していく必要があると考えています。
　昨年成立したデジタル関連五法案は、束ねて
一括審議したので、なかなか国民の皆さんに政
府のデジタル社会の形成は伝わっていないので
はないかと厳しく言わざるを得ません。また、
セキュリティーの向上は急ぎの課題で、先月末
も大阪とか静岡で、医療機関、サイバー攻撃、
システム障害を生じています。情報管理の安全
性をどう高めていくかというのも重要なので、
この二点について現段階で答弁できるものがあ
ればお願いいたします。
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◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　
　デジタル社会、我々が目指しているもの
は、一人一人に合ったサービスを通じて多様
なことが実現をする社会をつくってまいりた
いというふうに思っております。
　セキュリティーについていろいろ御懸念の声
が寄せられておりますが、マイナンバーカード
に多くの情報が入っているものでもございませ
んし、政府の中で情報がどこかで一元的に管理
されているものでもありませんし、これからも
そうするつもりはございません。そうした御懸
念に対してしっかりとお答えをしていきたいと

いうふうに思っております。

◆ 岸真紀子君　
　あわせて、時間もないので、ですが、セ
キュリティー対策も是非積極的にお願いしま
す。
　それと、今のように丁寧に答弁されると何か
理解も広まっていくと思うんですが、先ほどの
ようにそっけない態度で答弁されるとなかなか
理解は広まっていかないのではないかというこ
とを申し上げ、私の質問を終わります。
　ありがとうございました。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　松本大臣となってからは初めての質問とな
りますので、よろしくお願いいたします。
　前回の野田国義議員からも地方自治に関す
る質問がされていましたが、改めて私も大臣
に確認させていただきます。
　私は自治体職員の経験がございまして、
二〇〇〇年以前までは地方自治体において
様々な地域の課題を住民のために取り組むこ
とができていました。ですが、この二〇〇〇
年という地方分権の年でもあったんですが、
これ以降できなくなる状態に追い込まれてい
た経験があります。三位一体改革で地方交付
税が当時は大幅に削られたり、市町村合併や
行財政改革、いわゆる合理化というものをせ
ざるを得ない状況がつくられてきました。ま
た、追い打ちを掛けるように、夕張市の財政
破綻で見せしめのように財政健全化法という

ものができましたので、見事に地方公務員の
数というのは大幅に減っていきました。こう
いったことがかえって地域の活力を奪って、
結果として地方の人口減少に歯止めが掛から
なくなったのではないかと考えます。
　ただ、この政策云々については今日は聞き
ませんので、地方公務員の数を大臣はどのよ
うに考えているのかというのをお聞きしたい
と思います。
　自然災害やコロナ禍を踏まえて、国家公務
員と同様に地方公務員の数というのも業務量
と見合っていないというのが実態です。相当
疲弊しています。必要な人員を確保すべきと
考えますが、大臣の見解を伺います。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　
　岸委員に御答弁申し上げたいと思います。
　地方公共団体の定員につきましては、各団
体において行政の業務の合理化、能率化を図
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るとともに、行政課題に的確に対応できるよ
う、地域の実情を踏まえつつ、適正な定員管
理に努めていただくことが大切であると考え
ております。
　各団体においては行政需要の変化に対応した
めり張りのある人員配置を行っていただいてい
るものと承知をしており、かつて地方公務員の
職員数が減少基調であった時期にあっても、例
えば防災対策に携わる職員や福祉事務所の職員
は増加しております。近年では、一般行政部門
の職員数は、地方創生や子育て支援などへの対
応もあり、平成二十六年を境に七年連続で増加
し、令和三年四月までの間で約二・六万人の増
となっているところです。
　今般の新型コロナや大規模災害のような事
態に対しては、全庁的な応援体制の確保や会
計年度任用職員などの採用のほか、団体間の
応援により対処していただくこともあります
が、各団体においては様々な工夫も交えなが
ら適正な定員管理に努めていただいているも
のと認識いたしております。

◆ 岸真紀子君　
　徐々に確かに増えてはきているんですが、
まだまだ足りているとは言えない実態にあり
ます。また、大臣の答弁にもあった会計年度
任用職員というのも大幅に増えていたり、委
託先の労働者も増えています。非正規雇用で
働く労働者、いわゆる官製ワーキングプアの
問題も深刻となっています。
　このことについてはまた別な機会に、公共
サービスを支える立場というのをどうやって
守っていくかということをまた別な機会に
質問させていただきたいと思いますが、是非
この非正規公務員ということもしっかりと大

臣には念頭に置いていただきたいと言いまし
て、次の質問に入ります。
　総務省は、新型コロナウイルス感染症の拡
大を受けて、保健所で対応業務に当たる保健
師を二〇二一年から二二年度の二年間で約
九百人増員するために地方交付税を充ててき
ましたが、今年度で一応その財政措置は終了
するということになるのでしょうか。効果は
どうであったのかという検証と併せて、保健
師以外の専門職や事務職も不足しています。
保健所の交付税措置の増額は必要不可欠と私
は考えています。何度も要請をしているとこ
ろではございますが、恒久化を含めて増員措
置を継続していただきたいのですが、いかが
でしょうか。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　
　お答えいたします。
　保健所において感染症対応業務に従事する
保健師について、今御指摘ありましたが、コ
ロナ禍前と比べて、令和三年度と四年度の二
年間で四百五十名ずつ、合計九百名の増員を
行っております。
　厚生労働省の調査によりますと、今分かっ
ている段階で、令和三年度の感染症対応業
務に従事する保健師は、コロナ禍前の平成
三十一年から実質的に約七百名増員されてい
るというふうに承知しておりまして、自治体
の実情に応じた保健所の体制強化が一定程度
図られているものと認識しております。
　今御指摘ありました令和五年度以降のお話で
ございます。保健所の保健師の方、それから、
今御指摘ありましたのは、その他の職員の方の
体制の在り方については、現在、厚生労働省に
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おいて、地方団体の意見を踏まえるとともに、
保健所の実態を把握した上で検討を進めている
と承知しておりまして、総務省としても所管省
庁の検討結果を引き続きよく伺って対応してま
いりたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　今答弁いただいたとおり、厚生労働省が所
管となるので、もちろんその厚生労働省での
検討というのも大事だと思いますが、やっぱ
り総務省というのはそもそも地方自治体を管
轄するところなので、ここは待ちの姿勢では
なくて、これだけやっぱり疲弊している保健
所の実態を見ると、これは考えていくべきで
はないかということを再度言っておきます。
　次に、自治体からの要望に森林環境譲与税
の譲与基準の見直しを求める声があります。
　現在は、人口割りによる配分が多い、大き
いために本来必要とする山林地域への配分が
小さくて、森林を持たない大都市への配分が
多いのが実態です。これは税負担のこともあ
るので一定程度理解はするものの、実際には
使い切れない大都市が出てきたり、森林を多
く有しているのに金額が少額過ぎるといった
ことで、有効な活用ができていないというよ
うな実情を招いています。
　森林環境譲与税を使って森林の整備等を着
実に進めるためにも、山林、山村地域等の再
生に一層取り組むことができるように、対象
となる森林面積割合の見直しなどが必要と考
えますが、今後の方針をお伺いします。

◆ 政府参考人　川窪俊広君
  （総務省自治税務局長）　
　お答え申し上げます。

　森林環境税及び森林環境譲与税は、納税者
の理解を得つつ、森林の有する公益的機能を
維持増進するために創設された制度であり、
全国の地方団体において森林整備や木材利用
等に有効に活用されることが極めて重要であ
ると考えております。
　御指摘のありました譲与基準の見直しに関
しましては、これまでの衆参両院の総務委員
会の附帯決議におきまして、各自治体の森林
整備の取組や施策の効果を検証しつつ、必要
がある場合には所要の見直しを検討するとさ
れていることも踏まえまして、地域の実情に
応じた様々な取組の内容や森林環境譲与税の
活用状況等を勘案して、地方団体の意見も十
分に伺いながら丁寧に検討してまいりたいと
存じます。

◆ 岸真紀子君　
　自治税務局としても大事だということは認
識していただいていると思いますので、引き
続き前向きにお願いいたします。
　今回の補正予算に関連する地方交付税法の
改正案は何と評価すべきなのか、若干悩みま
す。
　二〇二一年度の国税決算に伴う地方交
付税法定率分の増加が一兆六十七億円、
二〇二二年度の国税収入の補正に伴う交付
税法定率分の増加が九千百四十四億円の計
一兆九千二百十一億円なのに、本年度の
交付税増額分は四千九百七十億円、残りの
一兆四千二百四十二億円は次年度への繰越し
とするとなっています。
　この分け方でよいのかどうか。例えば、
二〇二一年度の補正予算は交付税特別会計借
入金の償還に八千五百億円として充てていま
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したが、なぜ今回はしなかったのか。このよ
うな内訳が最適だと考えた理由をお答えくだ
さい。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　
　お答えいたします。
　今御指摘もございました今回の補正予算、
地方交付税の増が一・九兆生じました。これ
に伴いまして、今年度の普通交付税の調整額
分の追加交付、あるいは地方自治体が独自の
地域活性化策等を円滑に実施されるための財
源、こうしたことのために、四年度、今年度
の交付税を約五千億円増額するとしておりま
す。残りました一・四兆円は翌年度の財源に
繰り越すこととしております。
　その考え方でございますけれど、まず令和
三年度は、当初予算において、新型コロナ感
染症の影響で地方税や交付税の法定分が大
きく落ち込むという見通しの下に臨時財政対
策債の発行を大幅に増やしておりました。ま
た、元々予定していた交付税特別会計借入金
の償還を後年度に繰り延べるということとい
たしました。
　そうした中にあって、令和三年度の補正
は、法定分が四・三兆円という形で大幅な増
となりましたので、当初想定していた臨時財
政対策債を増やしたものですから、その償還
費を措置するということ、また、交付税特会
の借入れも後年度に繰り延べておりましたも
のですから、これを元に戻して繰上償還する
ということを実施いたしました。
　今年度においては、そもそも交付税の法定
分の増が一・九兆円と令和三年度よりも大幅
に少ないという事情がございましたし、ま

た、当初予算で臨時財政対策債は抑制するこ
とがある程度できていたと。
　こうした事情もありまして、令和三年度にあ
りました臨時財政対策債の縮減や交付税特別会
計の償還などは、一・四兆円、今、来年度に繰
り越しましたので、来年度の予算の中でしっか
りと検討したいと、こういう考え方で今回の措
置を講じたということでございます。

◆ 岸真紀子君　
　本当に、先にもらうのがいいのか、後にも
らうのがいいのかというのは悩ましい問題で
はあります。
　今回の増額分の扱いについて、地方自治体
からの要望や意見は聞いたのでしょうか。地
方の意向をどのように把握をして改正案に反
映しているのか、伺います。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　
　お答えいたします。
　地方の意見ということでございます。いろ
んなチャンネルを通じまして、我々、地方団
体の意見を聞いております。
　特に主なもの申し上げますと、まず地方か
らは、地域の生活、経済への更なる支援に国
と地方が総力を挙げて取り組むことができる
よう、令和四年度の地方交付税を増額してほ
しいということ、それから一方で、令和五年
度においても、やはり地方の安定的な財政運
営に必要となる一般財源総額の確保をしてほ
しいということ、特に安定的な交付税総額を
確保していく、こういうような御要望をいた
だいております。
　こうしたことも踏まえまして、先ほど申し
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上げましたとおり、今年度に地方交付税約
五千億円を増額し、残りました一・四兆円を
来年度の財源として繰り越すということとし
たところであります。
　なお、今回の補正予算の内容につきまして
は、全国知事会、市長会、町村会からそれぞ
れ高い評価をいただいているところでござい
ます。

◆ 岸真紀子君　
　今の答弁にもあったとおり、令和五年度に
おいても安定的な確保をお願いしたいという
要望があったと言っていました。
　次の質問なんですが、次年度への繰越し
一兆四千二百四十二億円は、過去の経過から
見ても大きな額となっています。総務省が八
月に発表した二〇二三年度地方債計画案を見
ますと、臨時財政対策債に一兆三千十三億円
と見込まれています。
　今回、一兆四千二百四十二億円を繰り越す
と、臨時財政対策債を発行せずに済むという
見方もありますが、来年度のその臨時財政対
策債の抑止となるのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　
　お答えいたします。
　今、令和五年度の概算要求時の御指摘がご
ざいました。
　概算要求、夏の段階の仮試算でも、やは
り、今おっしゃったとおり、財源不足がかな
り引き続き生じております。
　一方、御案内のとおり、ウクライナ情勢で
すとか資源価格の動向等々、いろいろと経済
には非常にリスク要因があるというようなの

もここに来て見えてきております。
　そうしたこともございまして、財源不足、
経済の動向の不透明さ、こういったものもご
ざいまして、一・四兆円を先ほど申し上げま
したとおり繰り越し、来年度の繰越財源とし
て活用することとしております。
　いずれにいたしましても、令和五年度の当
初予算、こうした税収動向もにらみながら、
この一・四兆円も活用し、交付税総額を適切
に確保しつつ、臨時財政対策債の発行抑制な
ど、地方財政の健全化にも努めてまいりたい
と思っております。
　以上でございます。

◆ 岸真紀子君　
　今言われたとおり、そもそもこの臨時財政対
策債は地方自治体からは不評の制度で、地方財
政の安定的な、不安定さを、地方財政の不安定
な状態を避けることは重要になっています。そ
のためには、やはり根幹として、地方財源の確
立には法定率の引上げが欠かせません。総務省
の悲願でもあると私は考えます。
　この法定率について、松本大臣の就任中に
達成していただきたいと強くお願いするとこ
ろですが、大臣の答弁をお願いいたします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　
　地方財政の健全な運営が大切であることは
委員御指摘のとおりであると私も認識してお
ります。
　そのためには、本来的に交付税率の引上げ
などにより地方交付税総額を安定的に確保す
ることが望ましいというふうに考えられると
ころでありますが、この交付税率の引上げに
ついては、現在、国、地方共に厳しい財政状
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況にあるため、容易ではないということでも
ございます。
　今後も、交付税率の見直しなどにより地方
交付税総額を安定的に確保できるよう、粘り
強く主張いたしまして、政府部内で十分に議
論してまいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　岸田総理も来年度の交付税増額に言及され
ていたと思いますので、当然、法定率の引上
げなのかなと期待していたところなんです。
是非、引き続きお願いいたします。大臣に精
力的に財務省に掛け合っていただくこともお
願いいたします。
　昨年に続いて今年と二年連続で国税収
入の増加に伴う交付税の増ですが、一方
で、二〇二二年度の臨時財政対策債は
一兆七千八百五億円です。コロナ禍で国税収
入の見積りは確かに難しかったと承知はし
ますが、二〇二一年度当初予算や二〇二一年
度補正予算での税収見積りも甘かったがゆえ
に、地方自治体は本来発行が必要なかった多
額の臨時財政対策債を発行したという見方も
あります。補正だけ見ると上回ったからいい
でしょうとなるかもしれませんが、今年度の
臨財債は大きかったという問題です。
　税収見積りと実績がなぜこんなに乖離した
のか、理由を財務省に、そして総務省には税
収見積りが地方財政に及ぼした影響について
伺います。

◆ 政府参考人　小宮敦史君
  （財務省主税局国際租税総括官）　
　お答え申し上げます。
　令和三年度決算税収は、補正後税収を三・

二兆円上回り六十七・〇兆円となりました。
これは、受取配当を始めといたしました所得
の全体的な増加、世界経済の回復に伴う需要
増や円安等による好調な企業収益、円安、資
源高を背景とした輸入の増加などの要因によ
り、所得税、法人税、消費税等が増加したこ
とによるものです。
　また、令和四年度補正後税収は、当初予算
税収を三・一兆円上回り六十八・四兆円とな
る見込みとしております。これは、見積りの
土台となる令和三年度の税収が決算において
上振れをしたことに加えまして、足下の課税
実績、雇用、賃金の伸び、企業業績の見通し
などを反映し、所得税、法人税、消費税等が
増加すると見込んでいるためです。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　
　地方財政への影響について私の方から御答
弁申し上げます。
　税収については、今財務省の方からも御答
弁ありましたが、見積りの時点では適切で
あったものと存じますけれども、経済には不
確実性が伴うものでありまして、国税収入額
の見積りから増減が生じることはある程度や
むを得ない面もあると考えております。た
だ、このように国の税収動向によりまして地
方交付税の額が増減するということになりま
すので、これまでも、国税の増額補正の場
合、あるいは逆に減額補正の場合は臨財債を
年度途中で更に追加することはできませんの
で交付税で補填するということもやっており
ます。
　いずれにいたしても、その都度その都度法
律改正をお願いして、財政当局とも協議の
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上、必要な対策を講じて、地方団体の財政運
営に支障が生じないということが一番大事で
ございますので、そういったことでこれまで
も対応してまいりましたし、これからも対応
してまいりたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　なるべく、本当に計画がずれてしまうと大
分影響が出るので、しっかりとそこら辺をし
ていただきたいということです。
　ちょっと質問を順番入れ替えまして、最後
の質問を先にさせていただきます。
　十月十八日に地方のデジタル化の現状や課
題を共有するためのデジタル車座対話という
のが全国知事会とデジタル庁で行って、その
中で知事会から、基幹システムの標準化にな
るに当たっての違約金ですね、システムの違
約金が発生するから、これを国として対応で
きないかという要望に、政府は違約金は国が
負担しないといけないと言及したという報道
がありました。
　報道も含めて、このシステム標準化に係る
経費は全て国が負担するということでよろし
いか、大臣に伺います。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　
　デジタル基盤改革支援補助金は、地方公共
団体情報システムの標準化に関する法律を踏
まえて、ガバメントクラウド上の標準準拠シ
ステムへ各自治体のシステムを移行させるた
めに、これまで合計千八百二十五億円を計上
し、国費による財政支援を行っているところ
でございます。
　具体的な補助対象は、移行計画策定などの
準備経費やシステム移行に要する経費等であ

りますが、委員御指摘の違約金など、リース
残債等の現行契約期間の変更等を行う場合に
不可避的に発生する追加的な経費についても
対象と含めることとしております。
　本年十月に閣議決定された標準化基本方針
では、全ての自治体における移行スケジュー
ルや移行に当たっての課題を把握し、その
解決に自治体と協力して取り組むこととされ
たところです。これを踏まえ、まずはこれら
の課題を把握するため、移行スケジュールや
違約金の発生月数に関する調査を実施してお
り、今後、移行経費に関する調査も実施する
予定としているところでございます。
　これからも自治体の実情や御意見も丁寧に伺
いながら、令和七年度末の移行目標に向けて、
総務省として移行経費を始めとした必要な支援
を検討してまいりたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　是非、引き続き財政確保をお願いいたしま
す。
　次に、マイナンバーカードについてお伺い
をします。
　もう時間もなくなってきたので、まず、来
年度の地方交付税にマイナンバーカードの交
付率を算定に入れるというのはやめてほしい
というのを強く要望しておきます。答弁は、
これで時間がなくなったので要りません。
やっぱり、オンラインシステム進めたとして
も、普及率の一〇％だろうが八〇％だろう
が、実はシステムに係るお金というのは変わ
らないので、これは決してやるべきではない
ということを言っておきます。
　このマイナンバーカードの事務は、その交
付税の普及率反映すると言ったときから、す
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ごく自治体の担当者が圧力が掛けられてし
まっているような実態もあります。でも、こ
の事務というのは、二〇一九年十一月二十八
日、参議院総務委員会で江崎孝議員が質問し
ていますが、交付、カードの発行については
法定受託事務です。国の仕事なので、自治体
に国がいろんな口出しをするのは分かるんで
すが、カードを作ってくださいとかという普
及活動は自治事務だというふうになっていま
す。なのに、なぜここまで圧力を掛けられな
きゃいけないのかというのが疑問です。
　このニュースが出てから、本当にいろんな
自治体の担当者は相当疲弊していまして、し
つこく国から普及率を上げろと言われたり、
毎週のように都道府県からどうなっているん
だと、先週よりも交付率が上がっていないん
じゃないかというようなことを再三にわたっ
て聞かれていて、もう今やマイナちゃんとい
うあのキャラクターを見ただけで具合が悪く
なる、精神的に、本当に笑い事ではない、追
い込まれているような実態にあるんです。
　大臣は、この自治体の混乱とか、首長がこ
の交付税に反対しているんだと、算定に入れ
るのは反対しているといったような、こう
いった声を聞いているのかどうかというのを
お伺いいたします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　この交付税の算定に当たって、マイナン
バーカードの交付率というのは指標の一つと
いうことですが、何よりも、地域のデジタル
化に係る財政需要を全体的に拡充する中で、
そうした財政需要を的確に算定に反映する観
点から指標の一つとして用いる方向で検討し
ている、是非この申し上げたところを御理解

をいただきたいと思います。
　その上で、各自治体においても御尽力をい
ただいているところと承知をいたしておりま
す。マイナンバーカードの普及促進は重要な
政策テーマであるデジタル社会の基盤となる
もので、私どもも大変重視をしているところ
であることはそのとおりでございます。政府
全体としてカードの取得の加速化に取り組ん
でいるところですが、出張申請を始めとする
申請促進策に取り組む市町村の役割も大変大
切であると考えているところでございます。
　総務省では、市町村と十分に協力して普及
促進に取り組むため、自治体との間の連携体
制を活用し、国の最新情報や全国の先進的な
取組事例を提供するとともに、それぞれの自
治体から現状や課題を丁寧に聞き取らせてい
ただくなど、現場の立場に立って自治体の取
組の後押しに取り組んでまいってきておると
ころで、引き続きそのようにしてまいりたい
と思います。
　自治体からは、例えば、安定的な交付体制
が確保できるように必要な財政支援が必要
だ、カードの安全性や利便性について国にお
いて広報を強化をしてほしいといった御意
見、御要望もいただいておりますので、そう
いったことをいただいているということを
しっかりと踏まえてまいりたいと思っており
ます。
　各市町村においては、補助金なども活用し
つつ、企業や地域への出張申請受付など精力
的に普及促進に取り組んでいただいているも
のと承知をしておりまして、各団体、御尽力
いただいている職員の皆様に改めて敬意を表
したいと思います。
　総務省としては、引き続き、自治体と緊密
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に連携いたしまして、マイナンバーカードの
普及促進に取り組んでまいりたいと思ってお
るところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　いろいろ言いたいことがありますが、時間
なので質問を終わります。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　パネルを御覧ください。（資料提示）北海
道新聞及び共同通信の記事から、岸田政権の
原発政策転換となる行動計画案のポイントを
まとめたものを用意しました。これを見てい
ただくと、東日本大震災以降、これまでは新
設、増設、新増設、建て替えは想定してこな
かったものを、廃炉を次世代型原発に建て替
えに大きく原子力政策を転換するもので、本
当に驚くとともに憤りを感じました。
　東京電力福島第一原子力発電所は今もデブ
リの取り出しを開始できずにいるなど、廃炉
完了の行方は全く見えていません。私は、
先月末に福島県双葉町の東日本大震災・原子
力災害伝承館を訪れ、その際、福島県浜通り
の町村を車からですが見てきました。本当に
人はまだまだ戻ったとは言えず、復興はいま
だ緒に就いたばかり、深く感じました。あの
大震災は、原子力災害、本当に実際に今も続
いており、建て替え増進、建て替えの推進で
あったり、原発政策の転換はあり得ません。
　先日、私の事務所にも福島県の方々が訪ね
てくださいまして、帰還できると国が言っ
ても実際には住民が帰ることはできていな
い、復興はまだまだの状態で、原発回帰のこ
の政府の考えは到底受け入れられないとおっ
しゃっていました。

　岸田総理、福島の方々、そして原発に不安
を感じる国民に思いをはせているのか、最初
にお伺いいたします。

◆ 国務大臣　岸田文雄君（内閣総理大臣）　　
　ウクライナ情勢に伴うエネルギー供給の不
安定化や価格高騰、また気候変動対策の加速
による脱炭素電源の必要性の拡大、また老朽
火力発電所の閉鎖の加速等に起因する国内発
電設備容量の減少、こうした国内外の情勢変
化を踏まえて、エネルギー安定供給の確保の
ため、原子力発電の問題に真正面から取り組
む必要があると政府としては判断をいたしま
した。
　原子力については、いかなる事情よりも安
全性が最優先であり、今後とも、独立性の高
い原子力規制委員会が厳格に規制を行ってい
く方針、これは変わりはありません。こうし
た方針で国民の不安や不信な思いに応えてい
きたいと考えています。
　現在、資源エネルギー庁の審議会において議
論を行っているところであり、専門家の意見も
踏まえ、年末までに具体的な結論を出せるよう
検討を進めていきたいと考えています。

◆ 岸真紀子君　
　この建て替えというのは、十一月二十八日
の原子力小委員会に提出された原子力政策の

  ◎第210回国会　参議院　予算委員会　2022年12月2日



184 第210回国会　第211回国会議事録

基本原則と政策の方向性・アクションプラン
案の次世代革新炉の開発、建設に記されてい
ます。そこには、原子力の価値実現、技術、
人材維持、強化に向けて、地域理解を前提
に、次世代革新炉の開発、建設を推進ともあ
ります。
　この原子力の価値実現とは何を意味するの
か、経済産業大臣にお伺いします。

◆ 国務大臣　西村康稔君（経済産業大臣）　　
　お答え申し上げます。
　原子力小委員会では、本年二月からの議論
を経まして、八月の段階で中間論点整理をま
ず取りまとめております。その整理の中で、
エネルギー政策の大原則であるＳプラス３Ｅ
の深化につながる原子力により実現すべき価
値として記載をしておりまして、具体的に
は、革新技術による安全性向上、安全強化に
向けた不断の組織運営の改善、我が国のエネ
ルギー供給における自己決定力の確保、ＧＸ
における牽引役としての貢献、こういった内
容を、委員の御意見を取りまとめた形でそう
した内容を整理をしております。
　その上で、御指摘の十一月二十八日、原子
力委員会、小委員会では、こうした論点を整
理したことに基づいて、この価値の実現に資
するか否かという観点から政策の方向性に関
する議論を行いまして、その内容を整理した
素案をですね、行ってきたもの、それを整理
した素案を二十八日の小委員会で提示したと
いうことでございます。

◆ 岸真紀子君　
　やっぱり全然理解ができないんです。安
全、安心が確保されない原子力にそうした価

値があるはずがありません。今の説明は再エ
ネの価値についての誤りではないかと思うぐ
らいです。
　この行動計画案には次世代革新炉とあっ
て、革新という言葉を広辞苑で調べると、旧
来の組織、制度、慣習、方法などを変えて新
しくすることとあります。このパネルには、
原子力小委員会、原子力小委員会原子炉ワー
キンググループで使ったものですが、革新炉
開発の資料です。これを見ていただくと、
一番上に革新軽水炉とあって、既存技術を活
用とか既存軽水炉のサプライチェーンとか現
行の軽水炉とあって、既存技術を活用とかそ
ういうふうに、今までと変わらないというこ
とですよね。その下の小型軽水炉は、ＳＭＲ
とも言われてはいますが、アメリカでは商
業化、まだ実態には、実際には使われていま
せん。高速炉や高温ガス炉も未実現、核融合
炉に至ってはある意味夢物語といった実態で
す。
　結局、この革新軽水炉は、いかなる攻撃や
自然災害にも耐え得る安全性というのならま
だしも、原発が本来目指すべき安全性の、安
全面での改良を行うものにすぎないのではな
いか。どういった点で革新なのか、まず経産
省にお伺いします。

◆ 国務大臣　西村康稔君（経済産業大臣）　　
　御指摘のように、次世代革新炉と呼ばれる
もの、幾つかのタイプがありまして、そこ
に、資料にお示しをされたとおりでありま
す。
　そのうち、革新軽水炉、これは、私も三菱
重工あるいは日立、様々意見交換を行ってき
ましたけれども、耐震性を向上させる例え
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ば半地下の構造で、地震なり外からの攻撃に
も強い半地下の構造、それから、万が一の際
に炉心が溶融した場合、それを自然に冷却さ
せるコアキャッチャー、あるいは人や電力を
介さずに燃料冷却が可能な受動的安全システ
ム、それから万が一のときに放射性ガスを外
に出さずに分離、貯留する機能、こういった
これまでの軽水炉にはない新たな安全メカニ
ズムの実現に向けた、そうしたメカニズムを
実装すべく研究開発を進めているというふう
に承知をしております。

◆ 岸真紀子君　
　大臣の御説明、ありがとうございます。
　革新といっても、その様々な安全性を改良
していくんだということをおっしゃっていま
す。かといって、それは軽水炉の改良型で、
先ほども指摘したとおり、本来やるべきこと
なので当たり前なのではないかと思うんで
す。
　しかも、小型軽水炉に関しても、小型と
言っているので何となくリスクが減るんじゃ
ないかと思うかもしれませんが、結局は核を
使うのでリスクがなくなるわけではありませ
ん。心配しているのは、この次世代革新炉と
いう言葉で、何だか新しい技術なんだから、
小さいから安心なんだといった間違ったメッ
セージが国民に広がらないかということを心
配しますので、そこをきちんと気を付けてい
ただきたいということを申し入れておきま
す。
　高レベル放射性廃棄物の処理、いわゆる地
層処分の文献調査が行われている、私、北海
道出身なんですが、寿都町、神恵内村では、
その賛否で地域が二分されてしまっていま

す。町内では残念ながら話題にすることもタ
ブー視されている実態です。
　そして、今度は原発立地での廃炉後の建て
替え問題。どうして国は地方に数十年後の難
題をいきなり押し付けるのでしょうか。原
子力は、エネルギーを使う国民一人一人が自
分事として捉えるべき課題です。決して人ご
とではありません。しかし、地層処分も建て
替えも三十年間以上の長期間にわたる問題で
あって、これを一定の地域に抱え込ませるよ
うなことは大問題です。
　福島復興は緒に就いたばかり、しかも原発
不信は未解決のまま。そもそも地域に、地域
のことというのは、国から話を持っていくの
ではなくて、地域が自分で考えて、国は地域
の支援に徹するべきです。この点について岸
田総理にお伺いいたします。

◆ 国務大臣　西村康稔君（経済産業大臣）　　
　まず私の方からお答えさせていただきま
す。
　高レベル放射性廃棄物の最終処分は、御指
摘のように、地域の皆様の理解なくしては進
めることのできないものであります。決して
国から一方的に押し付けるような、そういう
ことは決してございません。
　現在、御指摘の文献調査を実施中の北海道
の二つの自治体におきましては、この最終処
分事業に慎重な住民の方も御参加いただいて
対話の場も開催をしております。国も毎回出
席をし、丁寧なコミュニケーションに努めて
いるところであります。
　今後とも、地域の皆様としっかりとコミュ
ニケーションを重ねながら、原子力政策、御
理解いただきながら進めていきたいというふ
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うに考えております。

◆ 岸真紀子君　
　総理にも答えていただけたらよかったんで
すが、今、西村大臣からは丁寧な地元での説
明と言っていますが、全然丁寧になっていな
いし、結局その説明会に出席する環境という
ものがつくられていないというような実態に
あります。
　もっと言えば、今日は聞きませんが、この
核のごみ問題でいうと、結局この二町村しか
今まだ実際には手を挙げていない実態で、
じゃ、その二町村以外の国民全体が核のごみ
どうしましょうかという議論形成ができてい
るのかどうか、そういうところが全然足りて
いないと私は考えています。
　日本という国において原発政策は国民の声
をしっかり聞いて進めなければならないんで
す。ですが、政府だけで決めているように
も印象ができています。このことは本当に問
題だと感じています。三・一一を契機として
国中に原発への不信や安全性への懸念が高ま
り、さらに、相次ぐ原子力を取り巻く不祥事
で国民の信頼は失墜しています。まさに福島
復興はいまだ成らずです。
　原発は、経済合理性や環境負荷の観点から
の検討で足りるものでは決してありません。
被災者の痛みにも寄り添うことが必要です。
原子力発電所、そして原子力規制委員会は共
に安全性向上への取組を日々講じなければな
りません。そして、国策として原子力政策を
進めてきた国に求められるのは、安全性の確
立、国民の声を真摯に受け止めることです。
原発立地の声、地域の声、国民の声を聞く、
そのためには実際に対話の場を設けるなど

様々な方法を活用して丁寧に進めなければな
りません。
　最後にこの点について、原発問題の最後に
岸田総理のお考えをお伺いします。

◆ 国務大臣　岸田文雄君（内閣総理大臣）　　
　まず、東京電力福島第一原子力発電所の事
故によりいまだに多くの方々が影響を受けて
いる中で、こうした事態を防げなかったこと
への反省はいっときたりとも忘れてはならな
いと考えます。
　このエネルギーを取り巻く状況、あるいは
原子力の必要性、安全性の確保に向けた取組
など、原子力政策の在り方については、国民
の皆様の関心の喚起、理解の促進に向けて粘
り強く取り組んでいく必要があると認識をい
たします。そのために、今経産大臣からも御
紹介をさせていただきましたが、全国での対
話型説明会の開催や、さらにはホームページ
を通じた情報発信などに取り組んでいるわけ
ですが、委員の方からまだ不十分だという御
指摘もありました。
　今後とも、多様な手段を通じて政府と国民
の皆様のコミュニケーションの強化、これに
取り組んでまいりたいと思います。コミュニ
ケーションの在り方としてより良いものを絶
えず考えていきたいと思っています。

◆ 岸真紀子君　
　総理、問題がもう一つあって、この原発の
政策を転換するようなことなんですが、選挙
でこれ諮ったかどうかということなんです。
これは、選挙後に、選挙で言わないで選挙終
わったら出してくるというのは、民主主義を
否定しているんじゃないかということも私は
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強く抗議をしたいと思います。
　これは、国民の理解というのは、本当に今
おっしゃっていただいたようにやっていくん
だと、本当にこれもっと分かりやすくみんな
に伝えていかないと、全然理解なんか進んで
いきません。是非そのことをお願い申し上げ
ます。
　次に、旧統一教会の問題についてお伺いい
たします。
　旧統一教会関連団体による被害が深刻なこ
とは、この臨時国会でも再三にわたって同僚
議員が質疑で明らかとしてきました。政府の
被害者救済法案が昨日閣議決定されましたの
で、その懸念点を質問させていただきます。
　総理はこれまでの予算委員会で、入信当初
に不安をあおられるなどで困惑し、その後は
自分が困惑しているか判断できない状態で献
金を行ったとしても、その状態から脱した後
に本人が主張して取消し権を行使することが
可能な場合はあると答弁しています。
　これは、困惑をしていることを裁判上で原
告が立証できた場合には明確に対象となりま
すが、では、困惑が立証できない場合はどう
なるのでしょうか。長く勧誘行為を受けてい
て合理的な判断が付かない場合や、信心して
いる状態が分からない状態での献金について
の取消しはできるのか、総理の答弁をお願い
いたします。

◆ 国務大臣　岸田文雄君（内閣総理大臣）　　
　新法案では、不安を抱いていることに乗じ
て勧誘を行う場合は取消し権の対象といた
します。これは、入信当初だけでなく、その
後の献金についても当てはまると考えられま
す。したがって、入信当初のみに不安をあお

られた場合で、その後は外面的には自分か
ら進んで献金を行っているように見えたとし
ても、その不安を、その不安を継続して有し
ていて、そのような不安に乗じられて勧誘さ
れ、後から振り返ってみて困惑されていたと
気付いた場合には取消しの対象となり得るも
のと考えています。
　そして、委員の御質問は、後からそういっ
た状況を立証できるのかという御指摘です
が、もちろんこれは個別具体的にこの法律を
当てはめなければならないので、このいろい
ろなケースがあるとは思いますが、この献金
に至るまでの悪質な勧誘行為を具体的に示
す、入信当時にあおられた不安が根底にあっ
たことや、被害者本人が献金当時の状況を客
観的に振り返れば困惑していたと考えられる
ことを主張することで、被害者本人が当時困
惑していた蓋然性が立証し得るものであると
政府は考えています。

◆ 岸真紀子君　
　大分踏み込んでいただいたんですが、更に
ちょっと確認をさせてください。
　御本人が、当時は困惑していないと思って
献金をし、取消し権を行使しないと例えば意
思表示、ビデオだとか念書というものを取
られてして、取られていたというか、してし
まっていたと。しかし、後から御本人が、当
時は困惑させられていた、教団に言わば思い
込まされていた、つまりは合理的判断ができ
なかったんだと気付いて後から取消ししたい
と思ったときに、念書の効力はなくなるので
しょうか。そして、取消しができるのか。そ
の辺も、総理、改めてお伺いします。
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◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全、デジタル改革》）　　

　この念書の件はもう既に何度も答弁をして
おりますが、個別具体的な事例によるもので
はございますが、寄附の勧誘に際して、法
人等の不当勧誘行為により個人が困惑した状
態で取消し権を行使しないという意思表示を
行ったとしても、そのような意思表示の効力
は生じないと考えられると思います。
　法人などが、寄附の勧誘に際して個人に対
して念書を作成させ、あるいはビデオ撮影を
しているなどということを行えば、そのこと
自体が法人等の勧誘の違法性を基礎付ける要
素の一つとなり、民法上の不法行為に基づく
損害賠償請求が認められやすくなる、そうい
う可能性もあるんだろうと思います。

◆ 委員長　末松信介君　　
　補足はございませんですね。

◆ 岸真紀子君　
　本当は総理にお答えをというか、総理に要
求をしていたものでございました。
　次に、旧統一教会の勧誘行為というのは、
例えばですが、環境問題に興味があるので、
ちょっとこういうものに来ないかというふ
うに誘われたりとか、別なテーマから何とな
く勧誘をされていたり、友達、親しい仲です
ね、そういった方から関係を利用して信頼を
勝ち取っていくという手法もあります。
　政府の法案では、寄附の勧誘に関する禁止
行為が狭過ぎて使えないのではないか、ま
た、支援された方々からは、配慮義務に挙げ
られているようなことを本来であれば禁止す

るのが重要で、これでは救えないのではない
かといった懸念があります。
　教会が政府の考えている法案を逆手に取っ
て抜け道とならないのか、総理にお伺いしま
す。

◆ 国務大臣　岸田文雄君（内閣総理大臣）　　
　禁止行為の対象とする場合、行政措置や刑
事罰の適用にもつながるものですから、現行
の日本の法体系に照らせば、要件の明確性、
これが必要となります。他方、この不適当な
寄附勧誘のありようは様々なものが想定さ
れ、一概に要件を規定できない。このため
に、禁止行為と配慮規定の二段構成を取るこ
とで最大限抜け道をなくして実効性を高める
ことを政府としては目指しました。
　これ、配慮義務に反するような不当な寄附
勧誘が行われた場合、民法上の不法行為の認
定やそれに基づく損害賠償が容易になり、更
に実効性が高まるものと考え、こうした構成
を取った次第であります。

◆ 岸真紀子君　
　岸田総理にこの被害者の救済への思いがあ
るのであれば、今お話ししていただいたよう
な、例えば配慮義務に、その明確化できない
ものを配慮義務規定にしているというんです
が、やっぱり配慮義務規定の方が抜け道にな
りにくいんです。どうしてもこう利用された
くなる……（発言する者あり）抜け道になり
やすい、抜け道になりやすい、済みません、
ありがとうございます。
　それで、済みません、配慮義務はやはりこ
の禁止規定にすべきであると思います。きち
んと条文化することを、まだこれからも議論
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続くと思いますが、是非総理の決断でしてい
ただきたいということをお願いいたします。
　それで、次の質問に入っていきます。
　私の地元である北海道は、毎日、新規感染
者、コロナの感染者が非常に多い状態にあり
ます。病床使用率も多くて、政府は新型コロ
ナウイルス感染症の現下の状況をどう捉えて
いるのでしょうか。第八波という今後の感染
拡大、さらには季節性インフルエンザとの同
時流行の現時点での見通しをどのように想定
し、対策するのか、総理にお伺いします。

◆ 国務大臣　岸田文雄君（内閣総理大臣）　　
　新型コロナについては全国的に新規感染者
の数、増加が継続しております。また、季節
性インフルエンザも一部の地域で増加傾向が
継続しており、同時流行を含め、今後の推移
に注意が必要だと考えます。
　この冬に向けて、同時流行も念頭に、これ
まで拡充強化していた医療体制に加えて、こ
の都道府県、都道府県と連携しながら、発熱
外来や電話・オンライン診療の体制強化、健
康フォローアップセンターの拡充等に取り組
んできたところです。
　例えば、今般、同時流行に備えて各都道府
県が策定した外来医療体制整備計画を合計す
ると、地域の実情に応じた様々な取組の結
果、この冬の最大診療能力は、今までと比較
して更に約十三万人分強化され、約九十万人
となる見込みです。単純な積み上げとして
は、ピーク時の発熱外来等の受診見込み者約
七十五万人を一定程度上回る診療能力が確保
される見通しとなっています。
　引き続き、都道府県と連携しながら、感染
拡大時にも外来医療体制が確実に稼働するよ

う万全を期していきたいと考えています。

◆ 岸真紀子君　
　先日、感染が分かって症状が出た方にお話
を聞くと、現在でもどこに連絡をすればいい
のか分からないとか、発熱外来が混雑してい
るといった実態があると聞きました。
　インフルエンザとの同時流行も見据えた発
熱外来体制整備をどのようにするのか、既に
消防の救急体制は搬送困難事案が多数出てい
る実態があります。自宅療養者の急変に対応
する体制の確保、重症化予防薬の調達、供給
などを厚生労働大臣にお伺いします。

◆ 国務大臣　加藤勝信君（厚生労働大臣）　　
　今、総理からの御答弁の中にもありました
けれども、まずは重症化リスクの高い方に対
する医療体制を重点的に確保する、また、そ
れ以外の方にも必要な医療がしっかりと提供
できるように、発熱外来についても診療時間
を拡大するとか、今、かかりつけの患者さん
しか診ないというところもあるので、そうで
はなく他の患者さんも診てほしいとか、ある
いは箇所数を増やすとか、こういった努力を
していただいて、さっき言った数字まで来て
おります。
　さらには、電話診療、オンライン体制の、診
療の体制の強化、それから今ありましたその健
康フォローアップセンター、これも回線数を増
やすなどの拡充に努めていただいているところ
でございますので、そういった取組を進めてい
きたいというふうに思っております。
　その健康フォローアップセンターにおいて
は、登録をしていただいて、体調悪化時には
医療機関を紹介できるようにしていくという
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こと、それから、救急搬送体制のお話があり
ましたが、実際、救急搬送で来られた方の三
分の二は入院せずに帰宅されているという、
そういった数字もございます。これは、ある
意味では発熱外来に行けないので救急車を呼
んでいる方もいるんだろうと。そういった意
味で、先ほどのようなまず発熱外来をしっか
りと拡充していくということと、それから、
やはり呼ぶべきかどうか迷う方もいらっしゃ
います、正直言って。そういった相談体制も
周知し、強化していきたいというふうに考え
ているところでございます。
　それから、新型コロナの重症化予防を目的
とした経口治療薬について、政府では、パキ
ロビッドという薬については二百万人分を
確保し、医療現場に供給をしております。ま
た、ラゲブリオは、これ既に一般流通、普通
の薬の流れで提供しておりますけれども、こ
れについてもしっかり在庫を確保していると
いうことを確認しながら、こうした治療薬も
それぞれの現場で使っていただけるように努
力をしていきたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　今おっしゃられたように、救急は呼んでも
結局は入院せずに済むというようなことを
言っていますが、一方で、それに救急車が使
われてしまうので、ほかの急患、急患という
か急病者というのが連絡、一一九に連絡して
も救急車で運んでもらえないというふうな実
態があるので、本当に深刻な実態にあると思
います。
　数だけでは分からない部分もあるかもしれ
ませんが、重症化しにくい変異株と言われて

いても、コロナに感染して自宅等で亡くなら
れた方はいらっしゃる現況です。このことか
らいえば、残念ながら適切な医療につなぐこ
とができていないのではないかと。症状が出
れば速やかに検査、治療が受けられる体制と
することは、先ほどお話ししたあの救急搬送
困難事案でいっても大事なことです。
　そこで、お尋ねをしますが、コロナを二類
相当から五類へ変更する協議はしているので
しょうか。検討の見通しはどうなっているの
か。もし五類とする場合には、その際の公費
負担の在り方などを厚生労働大臣にお伺いし
ます。

◆ 国務大臣　加藤勝信君（厚生労働大臣）　　
　まず、新型コロナ感染症への対応について
は、専門家の御意見も含めて、新型インフル
エンザ等感染症というこの分類、これは当面
維持しつつ、変異しているウイルスに応じて
柔軟に対応するということで、これまで全数
届出の廃止等の措置を講じてきたところであ
りますが、さらに、同時流行も想定した対応
で、先ほど申し上げたような取組を今進めさ
せていただいていますが、これも現在の分類
を前提に進めさせていただいているところで
ございます。
　感染法上の取扱いについては、新型コロナ
の病原性、まあ重篤性ですね、あるいは感染
力、あるいは変異の可能性、これどう評価す
るのかということになるわけでありますが、
こうしたことについて国民の皆さんの理解を
共有できる基盤をつくっていくということが
大事だと考え、先日の厚労省のアドバイザ
リーボード、専門家の会合でですね、分かり
やすい考え方を深掘りをして示していただき
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たいということをお願いをまずしたところで
ございます。
　さらに、衆議院における感染症法改正案の
修正も踏まえて、引き続き、公費負担の在り
方、今御指摘があった、も含めて、専門家の
御意見も聞きながら、また最新のエビデンス
に基づいて早期に議論を進めていきたいと考
えております。

◆ 岸真紀子君　
　いろんな御意見があるかもしれませんが、
その公費負担、もしも落とす場合には公費負
担をしっかりとしていてほしいというところ
です。
　コロナとインフルエンザの同時対応の抗原
キットについてお伺いします。
　医療機関では既に足りていると聞いていま
すが、一般の方にもこれから必要となると思
うんですが、いつからこのダブル検査キット
というのが流通するのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　八神敦雄君
  （厚生労働省医薬・生活衛生局長）　　
　新型コロナとインフルエンザ同時対応の一
般用の抗原検査キットについてお尋ねをいた
だきました。

　新型コロナとインフルエンザの同時検査
キットにつきましては、新型コロナとインフ
ルエンザの同時流行対策としまして、十一月
二十二日のアドバイザリーボードにおきまし
て議論をいただき、ＯＴＣ化の手続を今進め
ているところでございます。
　十一月二十八日、薬事・食品衛生審議会に
おきまして、ＯＴＣ化の要件をまとめたガイ
ドライン、これを検討いただきまして、翌
二十九日に発出をしております。製造販売業
者が一般用の検査キットについて承認申請を
するということが可能になってございます。
これを受けまして、既に製造販売業者の中に
承認申請をしている企業も出ております。現
在、ＰＭＤＡ、医薬品医療機器総合機構にお
いて審査をしているところでございます。
　実際の流通につきましては、承認後、製造
販売業者の準備が整い次第、薬局等への出荷
が開始されるというものだと承知をしており
ます。

◆ 岸真紀子君　
　現下の課題、様々な、真摯、を受け止めて
いただくことをお願い申し上げ、質問を終わ
ります。
　ありがとうございました。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民会派の岸真紀子です。
　本日質問をする石橋議員、そして石垣議
員、そして私の三人は、七月に立憲民主党の
中に立ち上げました旧統一教会被害対策本部

の事務局をさせていただきました。この後、
合わせて百四十分質問させていただきますの
で、よろしくお願いいたします。
　この私たちの対策本部では、これまでも何
度も何度も会合を重ねて、被害当事者であっ

  ◎第210回国会　参議院　消費者問題に関する特別委員会　2022年12月9日
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たり被害者を支援してきた弁護士や団体の
方々からお話を聞いて、被害者のこの救済に
向けて取組を進めてきました。この法案に至
るまで様々な方に御協力をいただきましたこ
とに、この場を借りまして感謝を申し上げま
す。また、政府、そして与野党協議において
御尽力いただいた議員の皆様にも、この間の
取組に敬意を表します。
　その上で、衆議院において法人等による寄
附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の修
正をされた事項について、提出者に何点か質
問をさせていただきます。
　修正案によって、第三条、法人等は寄附の
勧誘等を行うに当たっての配慮義務に十分に
と追記しました。十分に配慮しなければなら
ないとしたことでの効果や意義、意味をお伺
いいたします。

◆ 衆議院議員　山井和則君（修正案提出者）　　
　御質問ありがとうございます。
　配慮義務の規定にいかに実効性を持たせて
いくかということがこの間の与野党協議の一
大論点でございました。第三条に十分にとの
文言を加えることによって、法人等が個々の
寄附対象者の状況や実態に応じて第三条各号
に掲げられている事項についてより細心かつ
慎重な配慮が求められることとなり、これに
より法人等の配慮義務への注意を更に促し、
配慮の実効性がより一層高まる効果が見込ま
れ、新たな被害者発生をより防ぐことができ
るものと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　より細心かつ慎重なということで、これか

ら被害の防止に向けて取り組む意味というこ
とでお伺いをしました。
　次に、第三条に規定する配慮義務につい
て、その遵守がなされていないため、個人の
権利の保護に著しい障害、支障が生じている
と明らかに認められる場合に、勧告、報告、
公表と加えられる修正がされました。
　これまで被害の当事者や被害者弁護団から
はヒアリングを重ねてきて、その中心となっ
たのも実は山井議員だったんですが、この山
井議員がその現場の目線を踏まえた観点でま
だまだ不十分とされる点はどこにあるとお考
えなのか、また、その課題を踏まえた上で、
被害の救済と防止の実効性をより高めるため
の方策についてどのようにお考えなのか、お
伺いいたします。

◆ 衆議院議員　山井和則君（修正案提出者）　　
　御質問ありがとうございます。
　今、野党案作成者から見た積み残しの課
題、解決の方向性についての御質問をいただ
きました。
　二世の方々を中心に、被害者の方々は、
今、最大の積み残し課題は宗教二世の方々の
救済、支援だということをおっしゃっておら
れます。また、債権者代位権の実効性にも懸
念があるという発言をされておられます。野
党案では、特別補助制度、いわゆる家族取消
し権、本人に代わって二世や家族が財産を取
り戻す権利が提案されていました。また、配
慮義務の実効性も積み残し課題となっており
ます。
　つきましては、一昨日も河野大臣が衆議院
で答弁されたように、法律成立後に速やかに
検討会を立ち上げ、二世被害者などの声を聞
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きながら、法律の施行状況や実効性の検証な
どの議論を進めていくことが期待されると考
えております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　昨日のテレビ、衆議院で法案が可決された
のでテレビでも報道がされていて、その宗教
二世の方が番組に出られて、一歩前進ではあ
るんだけど、やっぱりまだまだ積み残された
課題があるとおっしゃっていました、涙なが
らに。そして、決してこの法案ができたとし
てもこの後も私たちを忘れないでほしいとい
うようなメッセージを私も昨日見て、今、山
井議員から、積み残された課題というか、ま
だまだ残っている課題のことを共有できたと
感じています。
　次に、附則第五条の法律の見直し規定は、
施行後三年としていたものを与野党協議に
よって二年にしたと承知しておりますが、そ
れでも残念ながら、まだ長いといった不安の
声であったり懸念の声があります。
　なぜ二年としたのか、全国霊感商法対策弁
護士連絡会や被害当事者も一年にしてほしい
という声が多いところなんですが、このこと
についてどうお考えでしょうか。

◆ 衆議院議員　山井和則君（修正案提出者）　　
　御指摘のように、当事者や弁護団からは見
直し期間は一年に短縮をしてほしいという要
望も強くいただいておりました。そういう中
ではありますが、当初の三年後の見直しから
二年後の見直しに一年短縮されたことは大き
な一歩前進だと考えております。
　この意味は、本法案は、被害者救済に向け

た終わりではなく初めの一歩、しかし歴史的
な一歩であるとの認識を踏まえ、国会質疑等
様々な場面で政府に見直しを促すとともに、
立法府における検討もこれからも与野党協力
して継続していきたいと考えてまいります。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　また、今のこの修正案の提出者の答弁も踏
まえまして、河野大臣にお伺いをします。
　与野党協議により、配慮義務に十分を追記
したことであったり、見直しの時期のめどを
早めたことは評価をしていますが、事態は深
刻であって、かつ、法案、本法案で足らざる
ところがあると被害者を支援してきた全国霊
感商法対策弁護士連絡会からも指摘をされて
いるところです。
　この修正を踏まえて、十分に配慮した行政
の対応と早期の見直しを政府にお願いしたい
のですが、河野大臣の御答弁をお願いいたし
ます。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）　　

　衆議院で行われました修正の趣旨を十分に
踏まえた法律の運用、適切に行ってまいりた
いと思っております。
　また、法律の施行状況、あるいは社会経済
情勢の変化、こうしたものをしっかりと捉え
ながら適切に対応していきたいと思います。

◆ 岸真紀子君　
　河野大臣にもう一点お伺いしますが、見直
しに当たって、先ほど山井議員の答弁にもあ



194 第210回国会　第211回国会議事録

りました、十二月七日開催の衆議院消費者問
題に関する特別委員会で、立憲民主党の柚木
道義議員から、法施行後に様々な運用状況を
含めての検討会の設置を大臣に求めたとこ
ろ、大臣、かなり前向きな答弁をいただいた
ところです。
　そこで、再度確認させていただきますが、
法施行後、この法案の施行後の状況確認を行
う検討会の設置に向けて実行していただける
と期待してよいか、大臣にお伺いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　はい、しっかりやってまいりたいと思いま
す。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。是非引き続きお願
いいたします。
　それでは、修正案に対する質疑は以上なの
で、委員長、修正案提出者の御退席いただい
ても構いません。お取り計らいをお願いしま
す。

◆ 委員長　松沢成文君
　じゃ、宮崎さんと山井さんはここで御退室
いただいて結構です。ありがとうございまし
た。

◆ 岸真紀子君　
　新法の債権者代位権は不十分な状態である
ことは、先ほどの答弁のやり取りであった
り、この間のいろんな議員からの指摘されて
きた事項です。扶養義務などの制限があって

実際には使えないのではないかと。
　新法の中の債権者代位権は民法に関連して
のことなので、確認をさせていただきます
が、例えば、不当な寄附の勧誘により老後の
ための備えが、蓄えがない親の面倒を子供が
見ている場合、子供が支出している親の介護
や生活のための費用を被保全債権として債権
者代位権における活用ができるのか、政府の
参考人にお伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）
　現行の民法についてお答えいたします。
　債権者代位権は、自らの権利を保全するた
めに必要な限度で他者の権利を行使すること
を認める制度です。
　介護等費用に係る債権が発生するかどうか
は、個別の事案における具体的な事情による
ため、一概にお答えすることは困難でござい
ます。
　その上で、一般論としてお答えすれば、介
護等を受けている者のためにその費用を立て
替えていることなどにより介護等を受けてい
る者に対する立替金償還請求権等の債権が発
生している場合において、保全の必要性など
債権者代位権のほかの要件が満たされるとき
は、その介護等の費用を負担した債権者は、
その債権を被保全債権として介護等を受けて
いる債務者に属する権利を行使することがで
きます。

◆ 岸真紀子君　
　個別のことなのでそのケース、ケースに
よっても違うけれども、一般論として当たり
得る場合があるという御回答ということでよ
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ろしいでしょうか。ありがとうございます。
　でも一方で、個別のケースなので、もしか
したらこの債権者代位権では救われる幅が狭
いかもしれないというところがまだ残ってい
るということだと存じます。
　衆議院の附帯決議に、六番目として、「親
権者が寄附をしている場合には未成年の子が
債権者代位権を行使することは困難である
ことから、未成年者の子の援助を充実するこ
と。」というのが附帯決議として付けられま
した。
　これはとっても大事な指摘であり、現実的
に、例えばですが、中高生が信者である親の
寄附によって生活が困窮し著しい状況である
とした場合、それが献金等によって貧困だっ
たり困窮な場合であっても、それを認識して
いる未成年の子が自ら自力で債権者代位権を
行使するというのは相当難しいと考えます。
　そのため、こういった状況下でどういった
相談や支援、援助ができるのか、政府の見解
をお伺いします。

◆ 政府参考人　植田広信君
  （消費者庁審議官）
　既に御説明ありましたように、債権者代位
権は、自らの権利を保全するために必要な限
度で他者の権利を行使することを認める制度
でございます。新法案におきましては、これ
を使いやすくすることで家族らの被害の救済
に資することができないかということで検討
をしてきたことでございます。
　今御指摘がありましたように、未成年の子
供たちが行使するのは難しいのではないかと
いう御指摘でございましたけれども、それに
つきましては、家族らが債権者代位権の適切

な行使により被害回復等を図ることができる
ようにしっかり支援をしていくことが大事だ
というふうに考えておりまして、法テラスと
関係機関が連携した相談体制の整備など、特
に未成年の子供の被害救済に資するような相
談体制の整備、必要な支援を行ってまいりた
いと思います。
　具体的には、未成年者の権利行使について
は、親権者による適切な親権の行使が期待で
きないなどの場合、親権の停止、未成年後見
人の選任、親権者と子との利益が相反すると
きの特別代理人の選任など、各種の手続が生
じるということと承知しております。
　もっとも、困窮している未成年者が自ら訴
訟等の手続を行うことは実際上困難だという
ことでございますので、例えば新法案におけ
る債権者代位権の行使等を行う場合には、特
に法的な支援を含めた支援が……

◆ 委員長　松沢成文君
　審議官、もう少しはっきりと発言してくだ
さい。聞こえません。

◆ 政府参考人　植田広信君
  （消費者庁審議官）
　はい。
　ちょっと繰り返しになって恐縮ですけれ
ど、よろしいですか。（発言する者あり）
　困窮している未成年者が自ら訴訟等の手続
を行うことは実際上困難な場合もあり得ると
考えられますので、例えば新法案による債権
者代位権の行使等を行うとする場合、特に法
的な支援を含めた支援が重要になってくると
いうふうに考えておるところです。
　引き続き、その支援の在り方も検討してま



196 第210回国会　第211回国会議事録

いります。

◆ 岸真紀子君　
　前段のところ、ちょっと聞き取りづらかっ
たんで、なかなか聞こえなかったんですけ
ど、恐らくいろんな政府としても支援をして
いくということで御答弁をいただいたと思い
ます。
　その中には、法テラスだとか専門的な知識
を持った方もそこにやっていくというふうに
聞こえたんですが、ただ、それをまだまだ残
念ながら周知がされていないというか、どこ
に支援すれば、この間も相談窓口というのは
あったんですが、なかなか本当に、じゃ、全
体的に広がっているかというとそうではない
ので、ここの周知は引き続きこの支援という
のが大事になってくるので、国としても、政
府としてもしっかりと行っていただくように
お願いいたします。
　私たち立憲民主党は、先ほどからも言って
いますが、七月の下旬から旧統一教会による
高額献金などの状況を被害者等から聞いてき
ました。様々な問題がある勧誘で入会をさせ
られたというか、いまだに残念ながらその教
義を信じ込んでしまっていて、自分自身は問
題がないと思っている方も多いというような
二世の話とかを聞きました。あと、ちょっと
環境に興味ないって言いながら勧誘をして、
何の団体かは言わずにビデオセンターに連れ
ていって、もう何か月も掛けて、気が付いた
らもうすっかり信じ込ませられていたという
ような事例も多く聞きました。
　なので、最初から、旧統一教会なんだよ
と、家庭連合なんだよと言っているわけでは
なくって、自分に、その方に興味があるよう

なこととか、親しい仲を利用してきた方が多
いと聞きました。で、気が付いたら、さっき
も言ったように教義を信じ込んでしまってい
て、家族に黙って、高額な献金を教団から
求められるので寄附をしてしまったり、あ
とは、とても高い、普通の本なんですが、
三百万円で購入をさせられたとか、そういっ
た、何でしょうね、物なども購入させられ
て、それは自分のお金があればというところ
なんですが、それだけではなくて、例えば親
戚に借金をしてまで、その借金の仕方も、そ
れに使うんだということを言わずに、例えば
お子さんの大学に通わせたいからというよう
なことを言って借金をしただとか、気が付け
ば、自分は借りていないんだけれども、家族
が献金をするために金融機関に借金をして、
金融機関から連絡が来て初めて分かったとい
うような実態もありました。
　本当に私も正直、あの事件があって以降、
初めてこんな実態があるんだというのを知っ
てびっくりしましたが、本当に壮絶なもので
す。宗教二世など、この家族の暮らしまでも
がむしばまれる実態が多くあります。で、そ
のことからいえば、債権者代位権の行使がで
きるのかどうかが救済にとっては重要な観点
です。
　この法案によって被害者が救済されていく
のかを政府として把握することは重要です。
債権者代位権の行使がされた事例の把握が必
要ではないかと、何回もこれ名前出して申し
訳ないですが、柚木議員からの衆議院での質
問がありましたが、民事ルールによる私人間
の権利行使の状況を政府が把握することは困
難であるというような答弁がなされていまし
た。
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　それでは、この救済法の障害というか課題
はどのように確認していくのかというところ
なんです。より救済の実効性を高めるための
見直しにつなげるためにも、施行状況、運用
状況の確認はどのようにしていくのか、お伺
いいたします。

◆ 政府参考人　植田広信君
  （消費者庁審議官）
　御指摘のありましたとおり、債権者代位権
は民法上の民事ルールであることから、その
運用状況の全容の把握は困難な面があるとい
うふうに考えておりますけれども、法テラス
と関係機関による相談対応の結果などを分析
しながら、運用面の課題などについてしっか
りと把握してまいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　法テラスや相談だけで把握できないと思う
ので、何かもう一つ工夫が必要なんではない
かなと考えます。そこも是非検討をお願いし
ます。
　第四条の寄附の勧誘に関する禁止行為につ
いて、禁止行為の類型が六類型だけ列挙され
ていますが、六類型だけでは限られていて狭
過ぎるのではないかと、これほかの方も再三
にわたって質問していますが、家庭連合の被
害には、信仰による使命感や義務感から表向
きは進んでお金を出しているように見えるも
のも多くって、それらは困惑したものとは言
えないと、先日の衆議院の参考人質疑で弁護
士会の川井弁護士が、家庭連合の実態に即し
た禁止行為を策定していただきたいと政府に
要望をしておりました。
　消費者契約法の困惑類型に限定することな

く、被害の実態に合わせて問題行為を幅広く
列挙する必要があると考えますが、この点に
ついていかがでしょうか。

◆ 政府参考人　植田広信君
  （消費者庁審議官）
　新法案でございますけれども、現行の法体
系の中で可能な限り最大限、禁止行為や取消
し権の対象を規定したというふうに考えてお
ります。社会的に許容し難い悪質な寄附の勧
誘行為を禁止するということとともに、不適
切な勧誘行為を受け困惑した中で行われた寄
附の意思表示は瑕疵があることから、寄附者
を保護するための取消しを認める制度という
ことでございます。
　更にということでございますけれども、寄
附の勧誘に当たっての配慮義務を規定すると
いう二段構成を取っております。これによ
り、配慮義務に反するような不当な寄附勧誘
が行われ、寄附の勧誘が行われた場合、民法
上の不法行為の認定や、それに基づく損害賠
償請求が容易となるということで、これまで
以上に実効性が高まったものというふうに考
えているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　植田審議官、もう少しマイク近づけていた
だけると幸い、ちょっと聞こえづらいところ
があります。
　第四条の六号に、禁止行為の一つとして霊
感等による知見を用いた告知が禁止されてい
ますが、この禁止行為には、重大な不利益を
回避するためには、当該寄附をすることが必
要不可欠である旨を告げることが要件に含ま
れています。
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　禁止行為における必要不可欠であることを
告げることは、全国霊感商法対策弁護士連絡
会からも、この必要不可欠を要件とするのは
余りにも厳格が過ぎて、これでは実務上、結
局被害救済に用いることが今以上に困難とな
ると指摘がされています。
　これまでもこの部分の質疑が出されていま
すが、私もこれはやっぱり問題だと考えてい
ます。河野大臣、この不可欠の文言の削除は
なぜできないのでしょうか。削除すべきでは
ないでしょうか。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　必要不可欠要件は、必ずしも必要不可欠と
いう言葉をそのままに告げる必要はなく、勧
誘行為全体としてそれと同程度の必要性や切
迫性が示されている場合には適用可能と考え
ております。多額の寄附に至るような悪質な
勧誘事例の多くはそのような必要性や切迫性
を有しているものと考えられることから、政
府案で十分実効的に対応できるものと考えて
おります。
　御指摘の部分を単に必要とすると、厄払い
など一般的に許容されている宗教活動などに
まで対象が広がってしまいかねず、真に取消
しに値する程度に不当な勧誘行為を適切に捉
えることが困難になると思っております。

◆ 岸真紀子君　
　私の父は、実は神主でもあるんですが、厄
払いに頼んでくる方というのは自分から、
自ら来るのであって、こちらから言うわけで
はないので、その事例だと余り当てはまらな

いのではないかとやっぱり思ってしまいまし
た。
　次に、第九条の取消し権の行使期間につい
て、一年、五年となっていますが、やはりこ
れでは、マインドコントロールから抜け出す
ためには相当程度の時間を要することからい
えば、改善とはなるものの、結局救えない人
が多いのではないでしょうか。ここをもっと
伸ばすことはできないのか。なぜなら、脱退
した信者は、脱会してからもしばらくは精神
的に不安定だったり、すぐに弁護士等に相談
することができない場合が多いからです。
　河野大臣、民法の不法行為のように、少な
くとも二十年間は取消し可能とすべきではな
いでしょうか。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　取消し権の行使期間については、民法より
も取消し対象が広がることとの比較考量で、
権利を適切に行使することができない状態か
ら脱するために相応の期間を要する事例があ
ることを踏まえ、寄附の意思表示をしたとき
から十年間とするなど、いわゆるマインドコ
ントロール以外の類型の取消し権の行使期
間よりも長い期間を設定をすることとしてお
りますので、これで十分ではないかと思いま
す。

◆ 岸真紀子君　
　長い設定期間というふうに一般的なものよ
りはしてはいるんですが、でも、やっぱりこ
れではなかなか旧統一教会の状況でいうと難
しいのではないかと考えます。そうですね、
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これはなかなか、なかなか納得がし難いとこ
ろでございますが。
　次の消費者契約法及び国民生活センター法
の改正法案についての質疑に移ります。
　本法律案では、霊感商法に係る取消し権の
要件を当該消費者又はその親族の生命、身
体、財産その他の重要な事項について、その
ままでは現在生じ、若しくは将来生じ得る重
大な不利益を回避することができないとの不
安をあおり、又はそのような不安を抱いてい
ることに乗じて、その重大な不利益を回避す
るためには、当該消費者契約を締結すること
が必要不可欠である旨を告げることに改める
としていますが、これはどのような消費者被
害の実態を踏まえたものなのでしょうか。こ
れによって消費者庁の霊感商法等の悪質商法
への対策検討会で使い勝手が悪いと言われて
いたものが改善されて使い勝手が良くなるの
か、お伺いします。

◆ 政府参考人　植田広信君
  （消費者庁審議官）
　旧統一教会の被害の関係でございますけれ
ども、裁判例などや報道されている例から
見ますと、献金、旧統一教会の被害につきま
しては、自発的に献金であるとか物品の購入
をしているように見えていますけれども、実
は、本人や親族の不利益が生じる旨を告げて
不安をあおったり、その不安に乗じて、その
ような不安を解消する手段と称して教義を教
え込まれ、困惑させられて悪質商法や悪質な
被害に遭っているのではないかというふうに
考えております。
　こうした被害につきまして、今回の改正
で、親族の不利益を対象に追加することや不

安に乗じる場合も対象にすると、不安に乗じ
る場合も対象にするなどの措置を行ったとこ
ろでございます。これによりまして、脱会等
で困惑状態から脱した後、購入時は困惑して
いたということを後から気が付いていただけ
れば、それを主張、立証していただければ、
消費者契約法第四条三項六号に基づき、その
契約、意思表示を取り消し得るものというふ
うに考えておりますので、今回の改正で十分
実効的なものになったというふうに考えてお
ります。

◆ 岸真紀子君　
　確認をさせていただきますが、この文言に
現在とか将来というふうに入っているので、
これは死後又は来世の不利益や既に亡くなっ
ている親族の不利益について不安をあおった
場合にも取り消し得るものなのでしょうか。
例えば、あなたのお母さんがあの世でという
か、天国で苦しんでいると言われたりした場
合は当てはまるのか、お答えをお願いいたし
ます。

◆ 政府参考人　植田広信君
  （消費者庁審議官）
　消費者契約法の改正法案では、第四条三項
六号の取消し権の要件として、本人の不利益
だけでなく親族の不利益も対象としたところ
でございますけれども、その対象となる親族
は存命の親族を想定しておりますけれども、
亡くなられた親族の不利益、例えば亡くなっ
たお母さんが地獄で苦しんでいるといったよ
うなものは、本人自らの不利益というものと
同等のものと捉え得るものというふうに考え
ております。また、本人の死後でありますと
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か来世の不利益といったものについても、本
人の現在生じ又は将来生じ得る不利益として
捉え得るものというふうに考えておるところ
でございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　たとえ、現在とか、現存し、現在生きてい
る方じゃなくても、そのことを脅すことに
よって自分の心身にもやっぱり不利益が生じ
るからという解釈ということでよろしいんで
すね。ありがとうございます。
　次に、本改正案では、独立行政法人国民セ
ンター及び地方自治体は、適格消費者団体の
求めに応じて、必要な限度において消費者紛
争に関する情報を提供することができるもの
とすると改正をされていますが、検討会にお
いてはこのような施策について具体的に議論
がされていなかったと思います。なぜこのよ
うな改正を行うのでしょうか。適格消費者団
体への協力に関する法改正を行う理由を教え
てください。また、適格消費者団体側からこ
のような要望があったのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　黒田岳士君（消費者庁次長）
　お答え申し上げます。
　旧統一教会問題に対する政府の方針が、被
害者の救済に向けた相談体制を強化する、ま
た、今後同様の被害を生じさせないための
法制度の見直しにしっかり取り組んでいくと
いったその方針がある中で、この事前のその
被害の拡大の防止を図るという観点から、こ
の適格消費者団体による不当勧誘や、不当勧
誘に対する差止め権の強化を図ろうというも
のでございます。

　国民生活センターによる重要消費者紛争に
関するその情報を提供するということで、今
までよりも情報の幅を広げるとともに、適格
消費者団体の支援を行うということを措置し
ようとしております。
　こういった差止め請求権等を行使したい適
格消費者団体、常に情報を接しており、情報
を欲しておりますのでニーズがあるものとい
うふうに考えておりますし、今後、適格消費
者団体がこの被害者、被害の拡大の未然防止
に資するよう積極的に活用を促していきたい
というふうに考えております。

◆ 岸真紀子君　
　じゃ、その中身についてちょっとお伺いを
しますが、当該団体が差止め請求権を適切に行
使するために必要な消費者紛争に関する情報で
内閣政令で定めるものというのを提供すると、
ことができるとしていますが、提供される情報
は具体的にどのようなものを想定しているので
しょうか。また、この情報提供によって、先ほ
ども被害防止にとか救済にって言っていたんで
すが、被害の予防、救済にどのような効果があ
るのか、再度お伺いします。

◆ 政府参考人　黒田岳士君（消費者庁次長）
　御指摘の第四十条第一項に規定する内閣府
令で定めるものとは、国民生活センターにお
ける重要消費者紛争に関する情報のうち、
例えば紛争当事者である事業の名称、当該事
業者の住所等の属性、消費者被害の態様等と
いったものを想定しております。これはまさ
に、その差止め請求権をどういった事業者
又は、この場合ですと法人等にしていくに当
たって必要な情報だというふうに考えます。
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◆ 岸真紀子君　
　今聞いたような名称だとか属性だとかのも
のであれば必要なものをしっかりと出していく
と、適格消費者団体側に出す、提供していくと
いうのはいいかと。
　一方で、この内閣府令なので、後でどんどん
どんどん幅を広げていくと、いろんな情報の管
理の問題もありますので、そこは私は若干慎重
にするところも必要なのではないかと。ただ、
この救済には必要な情報はやっぱり出していっ
て、一緒に取組を進めていただくというのが重
要かと感じます。
　次に、この適格消費者団体は、現在、消費者
庁のホームページで検索をすると全国で二十三
団体しかありませんでした。しかも、内容を見
ると一部の大都市に限られていて、これ、でき
れば各都道府県に一つはあるべきなのではない
かと。ここをもうしっかりとその救済とか相談
とかに協力してもらおうと思うのであればもう
少し広げていくことが必要なのではないかと考
えますが、今後、この適格消費者団体を広げ、
更なる相談、救済の一助としていく考えがある
のか、政府として、お伺いをいたします。

◆ 政府参考人　黒田岳士君（消費者庁次長）
　適格消費者団体という団体は、その消費者
が一人一人の力だと泣き寝入りしてしまう
といったことを防ぐために、その消費者に代
わって、なかなか一人では太刀打ちできない
ような事業者に対して不当な勧誘やその不当
条項の削除等を求めるものでありますから、
できる限り多くの消費者がアクセスできると
いうことが重要だと考えております。
　全国で今二十三ということであります。地
図に落としてみると、いろいろ薄い、例えば

四国は一つしかないとか、東北も少ないと
かあります。ただ、東京の団体では例えば全
国から受け付けているというところがござい
ますので、そのカバーとしては、見かけは全
国を今カバーできているんではあるんですけ
ども、ただ、やはりアクセスが、あと、今デ
ジタル化も進んでおりますので、昔に比べれ
ば、直接行けなくてもオンラインで会議する
とかいったことでカバーできるようにはなっ
ていると思いますけども、やはりできる限り
多くの消費者の方がアクセスできるという
ことが大事だというふうに思っておりますの
で、現在存在している適格消費者団体の方々
が活動しやすいような環境整備に取り組むと
ともに、さらに、この適格消費者団体になり
たいと考えている消費者団体に対して適切な
指導、あっ、支援を行ってまいりたいと考え
ております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　適格消費者団体がしっかりした団体なのかと
いうチェックは必要なものの、やっぱりそれを
地域でアクセスしやすくするというのはすごく
重要な観点だと思いますので、引き続き取組を
政府としてもお願いいたします。
　改正案では独立行政法人国民生活センターの
役割強化となっています。国民生活センターに
も期待するところなんですが、とはいえ、限ら
れた、国民生活センターも限られた人員でカ
バーできるのかなという若干の不安がありま
す。
　政府として予算の拡充などをしていくのか、
河野大臣にお伺いをします。
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◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　二次補正でまず十億円を確保いたしまし
た。これでＡＤＲあるいは消費生活相談の拡
充をしっかりやっていきたいと思います。
　オンラインなどを使ってこの相談員の研修
みたいなことを速やかにやっていかなければ
いけないと思っておりますし、相談員の質、
量の拡充といったものも必要になってくると
思います。やはり人が肝腎でございますか
ら、拡充すると同時に、やはり研修などを
しっかりやって能力を高めていかなければい
けませんので、まずこの補正でいただいたも
のでしっかりそれを努めていきながら、将来
的に更にどの程度必要になるのか見極めなが
ら、リソースは確保していきたいと思ってお
ります。

◆ 岸真紀子君　
　大臣、ありがとうございます。
　補正予算、二次補正で十億円というところな
んですが、大臣がおっしゃられたように、これ
でまだ十分というわけではないということだと
思うので、是非引き続き予算の確保、頑張って
いただくようにお願いいたします。
　次に、衆議院の附帯決議の八番目に、「親族
間の問題、心の悩み、宗教二世を含むこどもが
抱える問題等の解決に向け、法的支援にとどま
らず、心理専門によるカウンセリング等の精神
的支援、児童虐待や生活困窮問題の解決に向け
た支援等を一体的・迅速に提供するなどの支援
体制を構築すること。」とあります。
　これまでも宗教に関する相談は、地方では、
地方です、大都市じゃなくて地方、地方では、

相談窓口や支援を専門とする人材がいないな
ど、適切な支援に至らなかったという問題が残
念ながらありました。今後、地方や地域での相
談や支援体制をどのように考えているのか、河
野大臣にお伺いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　これまでも、地方における相談体制の強化
ということで、この統一教会に関する合同電
話相談窓口における対応などを基にしたＱア
ンドＡを配布しております。また、相談内容
が宗教に関わるということのみを理由として
消極的な対応を行わないようにするよう通知
をしているところでございます。
　また、このほかに、補正予算の中で、例え
ば、この地方の取組を支援するための五億円の
特別枠の創設、あるいは先ほど申し上げました
けども、現場の相談員の方々に対する研修、こ
れはオンラインを使ってやれるんだろうと思っ
ております。そのようなことで、まず相談員の
スキルあるいは専門性の向上にしっかり取り組
んでいきたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　多くは、いろんな窓口が地方でできてくると
思うんですが、地方自治体における被害者救済
の役割も大きくなると考えています。国は地方
自治体に対してどのような支援を行っていくの
かというところをお伺いしたいと思います。
　大臣も今おっしゃったように、オンライン研
修とか、すごく大事だと思うんです。財政確保
の問題であったり、相談支援等を担う人材の確
保というのも、すぐできるわけではないので、
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やっぱり徐々に強化をしていくということが重
要です。
　それで、これまでの相談や支援など、特に宗
教に関するものというのは地方にとってなかな
か蓄積データがないというような実態なので、
先ほど大臣がおっしゃったＱアンドＡというの
をこの間も相談として活用されたというところ
なんですが、このＱアンドＡを是非データ化を
していただいて、ＡＩの技術なんかも取り入れ
て、例えばこういう質問のキーワードみたい
のを入れたらぴぴっと、こういう対応をしまし
たよみたいなシステムを構築していただけた方
が、恐らくどの地域に行っても、初めて、例え
ば件数が少なくても対応ができるのではないか
というふうに考えますので、そういった自治体
への支援をしていただきたいのですが、大臣の
お考えをお伺いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　ありがとうございます。それはなかなかい
いアイデアだなと思います。
　また、それ以外にも、専門性の高いスキル
を持った方、これ電話なりオンラインの相談
であれば、これどこにいてもそこへ振り分け
るということができますので、デジタルの技
術を使いながら、いろんなことが考えられる
というふうに思っておりますので、実効性の
上がるようなことをこれからしっかり検討し
てまいりたいと思います。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　なるべくたらい回しにならないような連携を

取っていくというのも大事だと思いますので、
その点は気を付けていただくようにお願いいた
します。
　消費生活相談員もきっとこれからいろんな相
談を受けていくことになると思うんですが、処
遇が全然改善されていない実態にあります。
　去年の二〇二一年の五月二十一日の本会議で
特定商取引法の改正のときに私が質問させてい
ただきましたが、この二〇一四年六月に成立し
た改正消費者安全法を踏まえて、当時の森消費
者担当大臣から「いわゆる「雇止め」の解消を
含む消費生活相談員の処遇改善について」とい
う書簡が出されています。内容は、消費生活の
専門性を考慮し、相談員が日々の研さんと実務
経験の積み重ねにより獲得した技術、知識を生
かせるように、雇い止めを解消したり処遇を改
善していくことを強く期待するといった書簡に
なっています。
　しかし、残念ながら、今も非正規で雇用その
ものが不安定かつ低賃金といった課題がありま
す。消費者相談は複雑化、高度化する中、本法
案によって更なる宗教など業務過多が想定され
ます。
　消費生活相談員の処遇改善に向けて、担当大
臣としての決意をお願いいたします。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　この問題は、もう統一教会の問題にかかわ
らずやっていかなければいけないことだと思
います。しっかりとした専門性を身に付けて
もらってスキルを向上させていくためにも、
このキャリアパスというものがしっかり見え
る形にならなければいけないんだろうと思っ
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ております。
　まずは任用回数に上限を設けないとか、こ
の雇い止めの問題、これはもう森大臣を始
め、これまでも様々取り組んでまいりました
が、これは地方公共団体にしっかり働きかけ
をしていきたいと思っておりますが、この
キャリアパス、将来の姿というのが見えるよ
うなことができるように、そこはちょっと消
費者庁としても心を砕いてまいりたいと思っ
ております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　是非、その雇い止めも実は本当毎年毎年問題
が起こっていて、法制度としては別に再度の任
用は認めているんですが、どうしても運用面で
自治体が間違った任用をしているので、しか
も、消費生活相談員というのはやっぱり蓄積が
何よりも大事です。どれだけ経験を積んだかに
よって対応が高度な技術になっていくというこ
とがありますので、是非ともここの部分も積極
的に処遇改善に向けて取り組んでいただくこと
をお願いいたします。
　この救済法については、あくまでも悪質な法
人等の寄附であったり不当な勧誘を防止するも
のであります。ＮＰＯ法人などからは、公益法
人とかいろんな様々な団体がありますが、寄附
が集まりづらくなるのではないかといった懸念
も出ています。昨日の石橋議員の質問にも盛り
込まれていた問題です。
　一般的な団体の活動を止めるものでは決して
ないものなんですが、不適切な献金と一般的な
寄附募集を区別する何か明確かつ客観的な基準
は必要ではないかと考えますが、大臣の御見解
をお願いいたします。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　この法案の第十二条で、様々な法人の活動
において寄附が果たす役割の重要性に留意を
しなければならないということを規定をして
おります。また、この法案で定めております
禁止規定は、社会通念上かなり悪質、不当な
勧誘行為と考えられるものであって、真っ当
に寄附を募っている法人であれば、禁止規定
もとより、配慮義務についてももう当然に配
慮されているものというふうに思っている、
そういうものに限らせていただいておりま
す。
　ですから、通常のＮＰＯ法人、公益法人そ
の他に関して申し上げれば、寄附の勧誘に支
障がある、あるいはこの寄附文化の醸成と
いったものに支障が出るとは想定し難いと思
いますし、逆に、こうしてこういう不当な勧
誘がきっちり規制されるということが、この
寄附の勧誘行為に対する、何ていうんでしょ
う、安心感みたいなものを生み出していく、
そういうことにもつながっていくようにしな
ければならぬと思っております。
　必要な広報活動はこれしっかりやって、法
人の皆さん、あるいは寄附をされる国民の皆
様にきちんと広報していくことが大事だと
思っておりますので、その部分についてしっ
かりやってまいりたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　本当に、本当、本来であれば真面目にいろん
な活動をしているＮＰＯ法人を止めるものでは
ないですし、むしろ、この法案によってそうい
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う悪質なものを排除していくとか除外をしてい
くということが大事だということなので、そこ
はやっぱり広報の仕方というのが大事になって
くるかと思います。
　ちなみに、ＮＰＯ法人とか公益法人からこう
いうような御意見が出されていますが、参考人
でも構いません、そういった方々と対話はされ
てきたのでしょうか。

◆ 政府参考人　黒田岳士君（消費者庁次長）
　対話という形ではありませんけども、直接
話を伺う機会もございました。率直な御意見
もいただけまして、何で消費者庁なんかにこ
んな寄附のところを所管されていろんな執行
されるのはけしからぬということで、内閣府
に所管を持っていってくれないのかとか、い
ろいろそういった御意見も直接いただきまし
た。私の方からも、この中身についても説明
させてはいただいたんですけども。
　他方、やはり実際にお金を集めるところで
の御苦労というのも直接伺うことができまし
て、そのときに感じたのは、私もこの寄附の
話については何度も似たような答弁をしてき
ているんですけども、まだまだ、この消費者
庁、また別の事業といたしまして、消費者の
そういった社会課題の解決に消費者自身が参
加していくという意識を高めるというのも消
費者のミッションの一つだと認識しているん
ですけども、その部分ももう少し頑張ってい
かないと、お金を出す方の意識も高めていか
なきゃいけないというふうに感じたところで
ございます。

◆ 岸真紀子君　
　是非とも引き続き、法案成立後もＮＰＯ等の

声も聞いていただくことをお願いいたします。
　最後の質問になりますが、法案はどうしても
難しいんです。私たち立憲民主党も議員立法出
したときに、内容をなかなか皆さんに御理解い
ただくというの相当難しいというのを感じたと
ころです。
　ただ、この被害の、先ほど大臣もおっしゃっ
ていましたが、被害の防止と救済、この内容を
いかに国民に分かりやすく伝えていくかという
のはとても大事だと思うんです。大臣としてこ
の広報とか分かりやすさというのをどのように
されていくのか、最後にお伺いをいたします。

◆ 国務大臣　河野太郎君
（内閣府特命担当大臣《消費者及び食品安
全》）

　今回措置されます禁止規定ですとか配慮義
務といったことについて、関係の団体のみな
らず、国民の皆様一般にもしっかりと認識を
していただく必要があると思いますので、な
るべく分かりやすい資料を作って、広報の仕
方も少し考えて、全国隅々に行き届くように
考えていきたいと思います。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　本当に法案というのはどうしても分かりづら
いというのがあるのと、どうしても行政の広報
の仕方だと一部の方にしか、例えば自治体の職
員とかそういうところにしか行かなくって、広
く一般、特に、今被害を受けているのは、残念
ながら家族が一番被害者だと思っている方が多
いんです。そうなると、お子さんであったり未
成年の方というのも含まれてくるので、ここに
対しても相談を含めてどうやって分かりやすく



206 第210回国会　第211回国会議事録

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　三人の参考人の先生の皆様、今日はありが
とうございました。
　最初に、廣瀬参考人にお伺いをいたしま
す。
　エネルギーは食料を作るにも必要ですが、
調査会のテーマでもあるエネルギーは、もち
ろん資源にも精製する過程で必要となってき
ます。そのような中、ロシアによるウクライ
ナ侵攻で、日本は直接的な影響を受け、世界
的にもエネルギー危機を迎えることとなりま
した。ロシアにとって、ウクライナ侵攻して
も、実際に長期化しておりますし、さらに経
済制裁も受け、国内からも歓迎されていない
のではないかと思われるようなところもあり
ます。
　エネルギーが発端ではないかという先生の
お話がありましたが、政治的合理性を欠い
て、論理的に説明が難しいロシアのウクライ
ナ侵攻を直面して、エネルギー調達の多角化
が必要な日本はどうロシアと付き合ったらよ
いか、廣瀬参考人の御見解をお伺いします。

◆ 参考人　廣瀬陽子君
  （慶應義塾大学総合政策学部教授）　　
　ありがとうございます。
　まさにおっしゃるとおりでして、今のロシ

アの状況というのは決して合理的ではありま
せんし、ロシア自身もここまでの制裁が来る
ということを想定しておらず、展開としてか
なりプーチン大統領も戸惑っている面がある
と思うんですけれども、それでも現実として
これだけ制裁が起きてしまっている以上は、
それに一応強気の態度で臨んでいるというの
が現状だと思います。
　恐らく国民はまだその状況がよく分かって
いないというところもかなりあって、その制
裁が、ロシアが暴挙をやっているから制裁が
起きているというよりも、やはりロシアが欧
米に非常に弾圧されているというような、そ
れが一つの象徴であるかのように捉えられて
いる向きがありまして、その点は非常に厄介
であるというふうに思います。
　そういうわけで、ロシアはこの制裁もプロ
パガンダに変えてしまっているところがある
わけなんですけれども、日本としましては、
やはりここは非常に考えなければいけないべ
きところがたくさんありまして、企業の収益
の面と、あと日本のエネルギー安全保障と、
ちょっと二つ分けて考える必要があると思う
んですね。実は、安倍総理の時代はちょっと
それがごっちゃになっていて、日本のロシア
政治との潤滑油のような形で、何かビジネス
であるとかエネルギーへの進出というところ
が結構あった部分があると思うんですけれど

  ◎第211回国会　参議院　資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会　2023年2月8日

広めていくかというのがとても重要になってく
ると思います。
　引き続き、大臣、先頭に立ってこの被害救済

に向けて広報等を進めていただくことをお願い
申し上げ、私の質問を終わります。
　ありがとうございました。
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も、それは完全にもう切り離して考えるべき
ときだと思います。
　ただ、サハリン１、２ですとかヤマルの事
業などについてはやはり日本の企業が入って
しまっているというところで、その企業の活
動、損益については、やはりちょっとその政
治の問題だけで考えられないところがあると
思います。
　他方で、日本のエネルギー安全保障という
側面から考えますと、今、日本のエネルギー
安全保障ということでサハリンの権益を維
持しているところもありますが、むしろそれ
は危険な面もありまして、というのは、ロシ
ア自身が日本を非友好国だと言っているわけ
ですね。非友好国にエネルギー依存をすると
いうのは非常に安全保障の観点からは危険だ
と思われますので、そこは、今後そのエネル
ギーの転換をするというのは時間が掛かると
思いますし、やはり長期契約をしないと非常
にエネルギーというのは高く付くものなんで
すね。
　そういう意味では、軽々に何かほかのとこ
ろに乗り換えるというのも難しいところでは
ありますので、相当長期的な戦略を練った上
で、最終的にはロシアから完全撤退をしてい
くということを考えた方が日本の安全保障の
一番芯の部分が確立されていくのではないか
と思います。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございました。
　次に、大場参考人にお伺いいたします。
　ロシア産の輸入削減を決めたＥＵのお話と
かがあったと思います。資料の方にも、ドイ
ツとかの産業用のエネルギーの需要の方が

減ったというのがあったんですが、やっぱり
このエネルギー、脱炭素社会の実現に向けて
も、エネルギーをどうやって使う、バランス
というのが、省エネという観点だったり高効
率というのが大事になってくると考えている
んですが、このロシア産のエネルギーに依存
しないという手法として、省エネとか高効率
だけでは対応できないものの、エネルギーの
安全保障とか資源高騰の回避を図っていくた
めにも必要な観点だと思いますので、このド
イツの産業用が大幅に減少している理由とい
うか、そういった背景とかあれば教えていた
だきたいです。

◆ 参考人　大場紀章君
  （合同会社ポスト石油戦略研究所代表）　　
　ありがとうございます。
　ドイツの産業用用途のガス消費量が減って
いるのは、単純に値段が高くなったために、
ガスをたくさん使うようなガラスであるとか
セメントであるとか、あとパルプですね、そ
ういったガス多量消費産業の価格競争力がな
くなったために生産量を、生産自体を停止し
ているということによるものになります。

◆ 岸真紀子君　
　それでは、どちらかというと、背景的に、
経済が悪化をしたのでそうなったということ
という理解でよろしいでしょうか。（発言す
る者あり）

◆ 会長　宮沢洋一君　　
　大場参考人。指名されてからお願いしま
す。
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◆ 参考人　大場紀章君
  （合同会社ポスト石油戦略研究所代表）　　
　ごめんなさい。
　おっしゃるとおりでございます。

◆ 岸真紀子君　
　分かりました。ありがとうございます。
　ただ、やはりこの省エネとか高効率という
のをいかにやっていくかというのがすごく日
本にとっても大事ではないかと考えていると
ころです。
　次に、白石参考人にお伺いをします。
　まとめのところで、Ｓプラス３Ｅのところ
で様々な御提案をいただきました。いかにこ
のバランスのいい答えを出していくかという
ところで、政治が重要なポイントだというふ
うにおっしゃっていただきました。まさに、
政治でどうこのエネルギーミックスを取って
いくかというのは大事なポイントではあると
感じています。
　一方で、ただ、その決める段階に当たって
は、やっぱり丁寧な国民の理解というのが広
がっていかないと、やっぱりうまくいかない
のではないかと私は考えています。先ほども
ヨーロッパのウクライナ疲れのようなことに
もなりかねないということもあって、いかに
理解をしていくかというのが大事になってき
ます。
　例えば、原発だけではなくてソーラーパネ
ルも含めて、立地している自治体と使ってい
る言わば大都会の住民ではまたこの意識も
違ってくるかと思うんですが、エネルギーと
いうのがすごく難しくって、なかなかこれが
みんなの、国民の理解が広まっていくという
のがすごくいつも難しいテーマだなと思っ

ているんですが、参考人が考えるこのエネル
ギーについてどうしたら国民にも分かりやす
く伝えていける、アプローチとかの何かヒン
トのような御意見とか、難しいことを言って
いますが、お考えがあれば教えていただきた
いと思います。

◆ 参考人　白石隆君
  （公立大学法人熊本県立大学理事長）　　
　率直に言って、もしそういうものがあれば
教えていただきたいと思いますが。
　ただ、率直に申しまして、国民が全員合意
できるようなことというのはほとんどないと
いうことはやっぱり申し上げたいと思いま
す。これは原子力発電についてもそうです
し、あるいは、先ほど御指摘されたとおり、
太陽光発電についても、そのソーラーパネ
ルを置いている地域の人たちというのはでき
ればそんなものはない方がいいというふうに
言っている方が多数おられますんで、どんな
問題についてもそこのところはバランスをど
う取るかという問題だろうと私は考えており
ます。
　先ほど私は、それが政治の責任というか、
政治に期待しておりますと申し上げたのは、
そういう国民のいろんな考え方も踏まえた
上で是非バランスを取れた答えを出していた
だきたいと。ただ、そういう答えというのは
私は一つじゃないと思います。ですから、そ
このところでは、先生方の間でいろんな考え
方の違いがあるのは分かっておりますんで、
是非柔軟に、何かショックがありますと私も
含めて国民の考え方というのは変わりますん
で、そこも含めて是非柔軟にエネルギー政策
についても決めていただきたいというふうに
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思います。

◆ 岸真紀子君　
　非常に難しい質問をしたとは思いながら
も、丁寧にお答えをいただきましてありがと
うございます。
　最後に言われたとおり、いろんな考えの方が

いて、もちろん議員の中にもいろんな考えが
あって、国民の中にもあって、だからこそ丁寧
に説明をしてなるべく多くの意見を聞いていっ
たり、また、いろんな考えを持っていてもいい
んじゃないかというところだと思うので、参考
にさせていただきたいと思います。
　おおむね時間なので終わります。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民会派の岸真紀子です。
　最初に、立憲民主党の小西洋之議員の参議
院予算委員会での質疑によって公表されるこ
ととなりました放送法第四条第一項に関する
政治介入問題について伺います。
　この問題は、礒崎陽輔元総理補佐官が議員
個人の行動とはならない立場であることを
重く考えなければなりません。公開された
七十八枚に及ぶ総務省の公文書を読むと、礒
崎元総理補佐官が執拗に総務省職員へ迫って
いたことが記されており、総務省職員にとっ
ては総理の意向と捉えなければならず、相当
なプレッシャーを受けていた背景をも読み取
れる内容となっています。政治的公平に関す
る放送法の解釈について、礒崎補佐官関連と
いう文書を見ると、一連の動きが要約されて
います。
　今日は、その礒崎元補佐官も含め、当事者
である参考人を要求しましたが、自民党始め
与党の皆さんの御理解が得られず、呼ぶこと
ができません。大変残念であります。
　この中身について少し、経過を知らない方
もいるかもしれませんので読み上げさせてい

ただきます。
　まず、これ、平成二十六年十一月二十六日
水曜日、礒崎総理補佐官付きから放送政策課
に電話で連絡。内容は以下のとおり。放送法
に規定する政治的公平について局長からレク
してほしい。コメンテーター全員が同じ主張
の番組。そして、その後に個人、番組の名前
が書かれています。これは偏っているのでは
ないかという問題意識を補佐官はお持ちで、
政治的公平の解釈や運用、違反事例を説明し
てほしい。二十八日金曜日、礒崎補佐官レ
ク。礒崎補佐官から、政治的公平のこれまで
積み上げてきた解釈をおかしいというもので
はないが、番組を全体で見るときの基準が不
明確ではないか、一つの番組でも明らかにお
かしい場合があるのではないかという点につ
いて検討するよう指示。
　十二月十八日、二十五日、礒崎補佐官レ
ク。更に前向きに検討するよう指示。括弧、
補佐官は年明けに総理に説明した上で国会で
質問したいとのこと、括弧閉じ。
　平成二十七年一月九日、ここからは礒崎補
佐官レクが続いています。十六日金曜日、
二十二日木曜日、二十九日木曜日。

  ◎第211回国会　参議院　総務委員会　2023年3月16日
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　そして、二月十三日金曜日、高市大臣レ
ク、状況説明。二月の十七日火曜日、二十四
日火曜日、礒崎補佐官レクが続きます。
　三月二日、山田総理秘書官レク、状況説
明。三月五日、礒崎補佐官から安倍総理に説
明。括弧、今井、山田総理秘書官同席、括弧
閉じ。三月九日月曜日、平川参事官から安藤
局長に連絡。高市大臣と安倍総理の電話会談
結果。十三日金曜日、山田総理秘書官から安
藤局長に連絡。括弧、高市大臣と安倍総理の
電話会談結果、括弧閉じ。
　四月一日水曜日から四月七日火曜日まで
は、答弁案の調整ということで、米印、山口
補佐官付きと放送政策課の補佐の間でのやり
取り。
　五月十二日火曜日、参議院の総務委員会。
自民党の藤川議員からの政治的公平に関する
質問に対し、礒崎補佐官と調整したものに基
づいて高市大臣が答弁とあります。
　この中身が今大変問題になっていまして、
それを今日は問いただしたかったというとこ
ろです。
　この闇深い問題として、総理補佐官、背景
にある総理の意向に沿う内容とするよう自民
党議員に、あろうことかこの参議院の総務
委員会で、やらせ質問といいますか仕込み質
問というのか、言葉には難しいですが、そう
いったことが答弁をするためにシナリオが残
されており、これは政治介入以外の何物でも
ありません。これがもしも二〇一五年当時で
あれば、それこそ当時の政権は倒れていたか
もしれません。だからこそ、厳重取扱注意と
していたと推察します。
　政治的な問題は本日は取り上げません。大
事なことは、この文書が、公務員としての本

質である国民全体の利益のために奉仕すべき
という心得が総務省の中にあったと私は心か
ら敬意を表するとともに、改めて、公務員の
誇り、本質を守らなければならないという立
場で質問をしています。
　こういった政策等の決定までの過程、流れ
を後からでも検証できるように担保するこ
と、きちんと公文書を作成し保存することは
重要であると考えます。大臣の見解をお伺い
します。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　公文書の保存の重要性について御質問をい
ただいたと理解をいたしております。
　公文書管理法第四条において、行政機関
は、意思決定過程や事務事業の実績を合理的
に跡付け、又は検証することができるよう文
書を作成しなければならないとされていると
ころでございます。作成した文書について
は、公文書管理法第六条により、保存期間の
満了する日までの間、適切に保存しなければ
ならないとされております。
　御指摘のとおり、公文書を幅広く保存して
いくことが重要であると考えており、公文書
等の管理を行うことを通じて適切かつ効率的
な行政の運営を行うとともに、国等の諸活動
を国民に説明する責務を果たすべく適切に取
り組んでまいりたいと考えます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。大臣、本当にこの
公文書を残すということが大事なので、ある
意味この総務省の職員はきちんとこれまで文
書を残してきたということが今回明るみにな
りました。
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　この現段階では、高市元総務大臣が関係し
たかどうかの部分が捏造だとおっしゃられて
います。ただ、大臣は相当そのお仕事とい
うのを、相当忙しくて、次から次へと任務が
ありますので、恐らくお忘れになっているの
ではないかと。捏造とひどい言葉で総務省を
侮辱すべきではないと考えますが、恐らく八
年も前のことなので記憶が曖昧なだけだと思
います。決して事実をねじ曲げることのない
ようにしていただきたいというのと、あわせ
て、先ほども言いましたが、今後も政策等の
決定がなされていく過程はきちんと文書化を
して保存していただくことを強くお願いいた
します。
　次に、二〇一五年五月十二日の参議院総務
委員会での質問に対する高市大臣の答弁に
よって、その後、二〇一六年二月十二日に総
務省は、政治的公平の解釈について、先ほ
ど、括弧、政府統一見解、括弧閉じを発出し
ています。この政府統一見解について、私は
撤回すべきと考えます。
　少し過去の総務委員会の質疑を振り返りま
すが、二〇一六年の三月三十一日、参議院総
務委員会において吉川沙織議員は、二〇一五
年五月十二日の参議院総務委員会での総務大
臣の答弁や二〇一六年二月十二日に示された
政府統一見解は、一つの番組のみでも政治的
公平性に反する可能性があることを示してい
るとも読めますが、今回示された見解は、過
去の答弁、現在発行されている逐条解説の内
容に比べ、踏み込んでいるようにも見えます
が、大臣の見解はという質疑に対し、大臣か
らは、放送法第四条第一項の政治的公平に関
する解釈は、従来のもの、現在販売されてい
る平成二十四年版逐条解説と変わりないと答

弁をされています。
　さらに、政府統一見解では、政治的公平性に
ついて、従来の番組全体を見て判断するとの解
釈に加えて、一つの番組のみでも判断する場合
があるとしています、でも、今大臣はそれはな
いとおっしゃいました。少し中略をします。一
つの番組のみで、判断で業務停止命令がなされ
ることはないということでよいかという吉川沙
織議員の問いに対して、高市大臣は、一〇〇％
ございませんと答えています。
　確認しますが、この答弁は現在も変わって
いませんよね。事実だけ短く答弁お願いしま
す。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　今委員が御指摘されました平成二十八年三
月三十一日の参議院総務委員会における吉川
沙織議員からの御質問、高市大臣からの答
弁、これにつきましては、私も高市大臣の答
弁と同じ認識でございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　そこまではっきりしているのであれば、
今、松本大臣がすべきことは政府統一見解を
撤回することではないですか。放送行政に疑
念を持たせるべきではないんです。この当時
に、例えばキャスターが降板になったり、い
ろんなことがありました。放送業界が萎縮し
てしまったと言わざるを得ません。疑わしき
大本となっている政府統一見解を撤回すべき
です。
　松本大臣、総務省としての見解は変えてい
ないのであれば、統一見解は意味を成してい
ないということになりますし、一度出したけ
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れども必要なかったとして撤回すべきではな
いですか。その点、いかがお考えですか。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　政府統一見解は、政治的に公平であること
について番組全体で見て判断するという従来
の解釈を補充的に説明し、より明確にしたも
のと承知をしております。番組全体を見て判
断するとしても、番組全体は一つ一つの番組
の集合体であり、一つ一つの番組を見て全体
を判断することは当然のことであると考えて
おります。
　この放送番組全体を見て判断するという考
えの下、一つの番組でも極端な場合において
は一般論として政治的に公平であることを確
保しているとは認められないことがあること
は、昭和三十九年四月二十八日の参議院逓信
委員会において政府参考人が答弁していると
ころであることも御案内のとおりかというふ
うに思います。
　従来の解釈を変更するものとは考えておら
ず、放送行政を変えたとも認識しておらず、
放送の関係者にもその点について御説明の機
会をいただく折に御説明をさせていただいた
というふうに聞いており、御理解をいただけ
ているのではないかと認識をしております。
　これからも慎重に適切に法にのっとって放
送行政を進めてまいりたいと思っておりま
す。政府統一見解は撤回するものではないと
いうふうに考えております。

◆ 岸真紀子君　
　全くもって不十分な答弁ですよね。変えて
いないというのであれば、こんな余計な補充
的説明は要らないです。なおかつ、疑わしい

これのやり取りがあって、やらせ質問もあっ
てということがあるのであれば、これ大臣が
決断して撤回すればいいんですよ。一度出し
たからといって、これはやっぱりちょっと今
の時代に合っていませんということで撤回は
できると思うので、そこはしっかりと撤回す
べきだということを強く要請して、今日は法
案の質疑なので質疑の方に入らせていただき
ます。
　まず、地方交付税と地方税法の質疑は二回
に分けて行われます。たっぷり時間をいただ
きましたので、深掘りまでして今日は質問さ
せていただきます。
　保健所等の恒常的な人員体制強化につい
て、最初にお伺いいたします。
　二〇二〇年三月以降、新型コロナウイルス
感染症の蔓延に伴い、私も再三にわたって保
健所と地方衛生研究所の人員不足の問題を総
務委員会で取り上げてきました。二〇二一、
二〇二二年度も保健所保健師の増員に必要な
地方財政措置を行い、二〇二三年度について
も、感染症危機に備えた感染症法等の改正等
を踏まえ、保健所において感染症対応業務に
従事する保健師を四百五十人、保健所及び地
方衛生研究所の職員をそれぞれ約百五十人を
増員できるよう、普通交付税措置として、道
府県の標準団体の措置人数について、感染症
対応業務に従事する保健師を六人、保健所、
地方衛生研究所の職員を各二人増員すること
としています。前進したことは評価をいたし
ますが、気になる点があるのでお聞きしま
す。
　一般財団法人地方財務協会が発行している
「地方交付税制度解説（単位費用篇）」とい
うのがあるんですが、これを遡ってみます
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と、衛生費における保健所等の全体の職員配
置数は、二〇一六年の四百七十五人が最少数
となり、その後僅かに増加してきています。
　しかし、内訳を見ますと、二〇一三年度
は、課長職十三人、職員Ａという給与の高い
グループ、係長とか、補佐級というふうに
なっていますが、これが二百八十二人、職員
Ｂという給与の低いグループ、係長とか一般
職員の百九十六人、合計四百九十一人となっ
ています。課長職以外の職員ＡとＢの割合は
六割対四割でした。
　しかし、二〇一四年度になると、課長職
は十三人、給与の高いグループの職員Ａは
百六十九人、給与の低いグループ、職員Ｂは
三百二人の合計四百九十一人。全体の人数と
課長職の人数は変わってはいないんですが、
職員ＡとＢの割合が三・五割と六割に逆転を
し、人数は変わらないけれども、実質的に給
与費を削減しようというニュアンスにも見受
けられるという問題です。
　二〇二二年度に至っては、課長職二十一
人、職員Ａ百三十九人、職員Ｂ三百五十七人
の合計五百十七人と、人数は増えているんで
すが、給与の高いグループが約三割、給与の
低いグループが約七割という、構造としてバ
ランスの悪さが目立っています。
　この二〇一四年度と二〇一九年度に職員Ａ
と職員Ｂの配分を大きく変えた理由を教えて
ください。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　
　お答えいたします。
　普通交付税の単位費用の積算に当たって
は、今御指摘のありました課長補佐相当の職

務に就く職員を職員Ａ、給料が少し高い、そ
れから係長以下相当の職務に就く職員を職員
Ｂとして給与費を積算しております。
　この職員Ａ、Ｂの構成割合につきまして
は、それぞれ地方公務員の実態調査、給与実
態調査ということが、そういう実態調査など
の指標がございまして、そこの指標を見なが
らその配置を変えているということにしてお
ります。
　具体的には、今、例えば二〇一四の前の年
の二〇一三年の実態調査では課長補佐相当職
の比率が二三％と低かったものでございます
ので、したがって、今御指摘のあったような
実態、それが職員Ａの比率が当時はかなり高
かったのでございますので、実態に合わせて
その職員Ａから職員Ｂへ移替えをしたという
ことでございまして、給料を下げるとか、そ
ういう目的で行ったものではございません。

◆ 岸真紀子君　
　なかなか卵が先か鶏が先かみたいなものも
あったり、決して、総務省としては実態調査
に基づいた配分にしているんだと言いながら
も、残念ながら、今現在でいうと三対七とい
うふうに、非常にこれだと若い職員しかいな
くなってしまうという構造になっています。
　そこで、更にお聞きをしますが、新型コロ
ナウイルス感染症を踏まえ、総務省としても
対策を取ってきて、保健所の職員は徐々に
増加してきた経過もありますが、現状は、今
言ったとおり、若手職員や経験年数が浅い職
員が多くなってしまっています。
　しかし、新たな感染症もあるということを
踏まえると、二〇二三年度の増員分について
は経験のある職員を配置するためにも職員Ａ
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の配分を増やすべきと考えますが、いかがで
しょうか。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　
　今御指摘をいただきました職員Ａ、Ｂの問
題でございますが、直近の平成三十年度の地
方公務員の実態調査、これを見ましても、
今申し上げた課長補佐相当職ですね、職員Ａ
の方、これの比率が二二・八％と低かったと
いうこともございまして、今御指摘のあった
増員分については、職員Ａが低いものですか
ら、職員Ｂの若手の職員で増員をして配置し
たというふうにしております。

◆ 岸真紀子君　
　幾らやってもこれが繰り返されるとは思う
んですが、どうしても最近は採用を多くして
いるので、若手、実績になるとやっぱり若手
が多くなるから実数で調べるとそういう配分
になるんだということなんですが、なかなか
これが誤ったメッセージに逆になってしまっ
て、さっきも言いましたが、卵が先か鶏が先
かということになって、人事異動で若手しか
置かなくなっているというような現状も保健
所では見受けられるので、少し現場でも、自
治体がちゃんと考えなくてはいけない問題で
はありますが、可能な限り、やっぱり保健所
のバランスという、年齢構成のバランスとか
経験年数のバランスというのはきちんと取っ
ていただきたいなという意味合いで質問をさ
せていただきました。
　あと、細かい話なんですが、二〇二三年度
地方団体の歳入歳出総額の見込額に、第十二
表、職員数の増減状況というものがありま

して、ここに小さく注意書きが書いてありま
す。保健所等職員の増員に関する記載があり
ますが、地方衛生研究所の記述であったり、
保健師以外の職員も増員するのに、漢字で
等というふうに丸めて書かれてしまっていま
す。これだと、せっかくこの各委員会とかで
も保健所の構造を増やせ増やせと言って、議
論経過も踏まえて、例えば地方衛生研究所の
職員も保健所の保健師以外の職員も増員した
のに自治体が分かりづらいのではないかなと
いう危惧があります。
　総務省としての意図というか、今回盛り込
んだ内容が正確に自治体へ分かるようにして
いただきたいですし、次年度以降にもしこ
ういうふうな措置をするのであれば明確な記
載が必要ではないかと考えますが、いかがで
しょうか。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　
　お答えいたします。
　令和五年度の地方財政計画においては、次
の感染症危機に備えた感染症法等の改正等を
踏まえて、委員からも臨時国会でも御指摘
いただきましたが、保健所あるいは地方衛生
研究所の恒常的な人員体制の強化を図るため
に、保健所において感染症対応業務に従事す
る保健師を四百五十名増員、また、保健所や
地方衛生研究所の事務職員についてもそれぞ
れ百五十名増員をしております。
　地方財政計画の記載は御指摘のとおりであ
りますが、私ども、こうした保健師や職員の
増員については、今年の一月に各地方団体に
対して事務連絡を、増員したということを発
しておりますし、また、全国の都道府県財政
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課長、市町村担当課長を集めた会議を開催し
て今の内容も周知しております。地方団体に
おいては、保健所や地方衛生研究所の体制強
化に取り組んでいただきたいということを要
請したところであります。
　また、厚生労働省においても、全国の都道
府県の厚生労働関係部局等に対し、このよう
な増員の周知が行われていると承知しており
ます。
　今後とも、厚生労働省とも連携しつつ、
しっかりと必要な周知に努めてまいりたいと
存じます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　じゃ、事務連絡とか担当課長会議、財政担
当課長会議では丁寧に説明をしていただいて
いるということで、まあ少し安心しました。
引き続き、分かりやすくしていただきますよ
うお願いいたします。
　前回の委員会質疑で、野田国義議員が公立
病院の薬剤師が足りていない問題を取り上げ
ていましたが、保健所や地方衛生研究所にも
薬剤師というのがいまして、ここが不足して
いる問題があります。少ない職員の中での負
担が重くのしかかっています。
　ドラッグストアとか調剤薬局の方が初任給
は高くて、どうしてもこの公衆衛生分野には
来てくれないという問題が顕著に表れていま
す。また、保健所等で働く公務員獣医師も同
様に、例えば、小動物病院の人気は高いんで
すが、残念ながら牛とか豚とか鶏といった食
品衛生など公衆衛生行政を担う専門職のなり
手は不足しています。
　また、実態としては、経験年数の浅いス

タッフが多くて、経験豊富な一部職員に負担
が重くのしかかっている実態があります。地
方では、採用を募集しても応募がなくてなか
なか厳しいという声も多くお聞きします、専
門職について。
　地方自治体ではとても悩んでいる問題にな
りますが、保健所の専門職の確保対策につい
て厚生労働省としてどのようにお考えなの
か、お伺いします。

◆ 政府参考人　鳥井陽一君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　地域の住民の健康保持や増進のために公衆
衛生に関する知識、技能は不可欠でございま
して、専門職が果たす役割は重要と考えてお
ります。
　保健所においては、地域保健対策を推進す
る広域的、専門的かつ技術的拠点として、医
師、保健師のほか、御指摘の薬剤師、獣医師
など多様な専門職人材が専門性を生かしなが
ら幅広い業務に従事しております。獣医師に
ついては狂犬病等の人畜感染、感染症や食品
衛生、薬剤師については医薬品、薬事衛生等
についてそれぞれ知見を有しておりまして、
活躍していただいております。
　このため、保健師、獣医師、薬剤師等の専
門職の、保健所の専門職の人材確保は重要で
あり、各保健所設置自治体において地域の実
情に応じて確保していただいているものと考
えておりますが、厚生労働省といたしまして
も、地方自治体の声も聞きながら、必要に応
じて、好事例の周知などにより自治体の取組
を支援してまいりたいと考えております。
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◆ 岸真紀子君　
　事例集をなるべく多くして、好事例を推し
ていくということも大事です。
　ちなみに、保健所の保健所長さんも医師な
んですが、この方が、なかなか医師を確保で
きないことということもあって、二つの保健
所を掛け持ちしているという事例も少なくな
いという問題があります。これだと公衆衛生
がやっぱり弱くなってしまうので、しっかり
とこの専門職を確保できるということをもっ
ともっと積極的に国としても考えていただき
たいということを要請しておきます。
　連合にも加盟する労働組合、自治労が、
二〇二二年十一月二十五日から本年の一月
十九日まで、保健所とか保健センター、地方
衛生研究所で働く職員に対してアンケート調
査を行いました。その結果、そこで働く職員
の二三％が過労死ラインの月八十時間以上の
時間外労働を経験しているという結果が出て
います。コロナ前と比べて、八三％が業務量
は増加した、七七％が業務量に対して適切な
人員配置となっていないと答えています。国
からも保健所に対しての通知は出していただ
いていますし、過労死ラインを超える過重労
働がいまだにあることから、適正な労務管理
というのが引き続き必要になっています。
　前回の委員会で、竹詰仁議員から地方公務
員の長時間労働について質疑をされています
が、保健所の過重労働対策についてどのよう
にお考えなのか、お伺いいたします。

◆ 政府参考人　鳥井陽一君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　今回の新型コロナの感染症対応に御従事い

ただく中で、やはり保健師等の保健所職員の
労働が大きくなったという問題があり、こ
れらの職員が安心して働くことができますよ
う、必要な環境整備というのが必要であると
考えております。
　厚生労働省といたしましては、新型コロナ
感染症への対応を踏まえて、健康危機管理対
応力を、等を強化するために、まずは、先ほ
ど来申し上げておりますように、感染症対応
業務に従事する保健師を増員する地方財政措
置を講じていただくとともに、健康観察や生
活支援などの業務については、外部委託とか
都道府県での業務の一元化、それから保健所
外部から有事における保健師等の応援職員の
仕組みであるＩＨＥＡＴを構築するなど、業
務の合理化、効率化を推進しております。
　また、次の感染症危機に備えては、平時の
うちから計画的な人員確保を含めた体制整備
を進めるために、昨年十二月に成立した改正
感染症法等に基づきまして、保健所設置自治
体に対して、保健所の整備を含めた予防計画
の策定や、これに対応したそれぞれの保健所
単位での健康危機対処計画の策定を求めるこ
とといたしております。
　こうした取組を着実に進めるとともに、引
き続き、感染症有事にも対応可能な保健所の
体制構築を支援してまいります。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。引き続き対策を
取っていただくようにお願いします。
　次に、コロナ対応ではカスタマーハラスメ
ントが大きな影響を与えることが先ほど紹介
したアンケート調査で見えてきました。保健
所でコロナ対応をしていた職員の五一％がカ
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スハラを受けたという結果があります。
　例えば、無理な要求があって断ると、感染
して亡くなったらおまえのせいだと言われた
り、早くワクチン接種券を送ってこないと殺
すぞと脅されたり、コロナで何かあったら保
健所のせいだと言われたといったような具体
的記述もあって、心身共に過重労働が続いて
いることが分かります。
　コロナ患者で入院できずに自宅で亡くなっ
た方もいるので、本当に職員として元々相当
精神的にきつい中で、更にカスタマーハラス
メントで言葉を受けて追い打ちを掛けられて
いるというような実態にあります。
　公務におけるカスタマーハラスメント対策
というのが保健所以外でも必要と考えます
が、総務省の見解をお伺いします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　カスタマーハラスメント対策についてでご
ざいますが、労働施策総合推進法によりまし
て地方公共団体はパワーハラスメント防止の
ための必要な措置を講ずる義務を負っている
わけですが、いわゆるカスタマーハラスメン
ト対策については義務ではなく、事業主が行
うことが望ましい取組という位置付けでござ
います。
　しかしながら、総務省といたしましては、
地方公共団体に対しまして、公務職場に特有
の要請に応える観点から、カスタマーハラ
スメントに関する苦情相談があった場合に、
組織として対応し、その内容に応じて迅速か
つ適切に職員の救済を図るといったことが、
これは国家公務員に関して人事院規則等に定

めておりますので、これと同様の対応を行っ
ていただきたいという要請をしてまいりまし
た。
　カスタマーハラスメント対策について措置
を講じている地方団体は年々着実に増加をし
ておりますが、昨年六月一日現在の段階で、
措置を講じられていない団体が約四割ほどご
ざいます。これを踏まえまして、昨年十二月
に、カスタマーハラスメント対策等について
も適切に取り組むよう改めて要請をいたしま
した。
　今後とも、地方公共団体における取組状況
をフォローアップしながら、対策の実効性が
確保されるよう助言してまいりたいと考えて
おります。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。総務省としても努
力をいただいているということで、でも、残
り四割はまだということなので、引き続き御
協力をお願いいたします。
　次に、公衆衛生の現場では、過重労働やカ
スハラなどでメンタルヘルス不調を訴える職
員が増加しています。残念ながら離職も起き
てしまっている現状にあって、地方公務員の
メンタルヘルス対策ということの強化という
のは欠かせない問題となっています。
　改めて、この総務省としての対策、お伺い
いたします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　近年、地方公共団体のメンタルヘルス不調
による休務者が増加傾向にございます。
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　総務省では、関係団体と連携をいたしまし
て、令和三年度より、総合的なメンタルヘル
ス対策に関する研究会を開催をいたしまし
て、対策の在り方を検討をしております。
　令和三年度におきましては、この研究会の報
告を踏まえて、各自治体がメンタルヘルス対策
の計画を策定することによって全庁的な体制で
総合的に取り組むことが必要だという点につい
て、地方団体に助言を行っております。
　さらに、今年度の研究会におきましては、
メンタルヘルス不調の予防から職場復帰、さ
らには再発防止までの取組を取りまとめた計
画を各自治体が自主的に策定できますよう、
こちらの方で標準的な計画のモデルを策定す
ることにしています。このモデルについて
は、今月末を目途に各自治体に情報提供をす
ることを予定しておりまして、こういったこ
となどを含めて、自治体のメンタルヘルス対
策が一層推進されるように取り組んでまいり
たいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　今月末に何らかの指針が出るということな
ので、それが出たらまた更に深掘りしてお話
を聞いていきたいと思います。
　ただ、この地方公務員というのがやっぱり
いかに地域の住民にとって大事なのかという
のは、新型コロナウイルス感染症対応で多く
の方が御理解いただけたと思います。ここが
いなくなってしまったら大変だということも
ありますので、引き続き積極的な対策をお願
いいたします。
　保健所や地方衛生研究所からは、慢性的な
人員不足もあって、教育、研修、人材育成で

すね、これができていないという実態があり
ます。
　これまでは、海外で発生した新型ウイルス
対応というのがある意味日本では主流でした
が、海外発症だけとは限らないということ
もあります。地球温暖化も考えると日本で発
症する可能性も否定できないと言われていま
す。公衆衛生の抜本的強化が必要で、そのた
めの研修というのは欠かせません。
　しかし、座学であればオンライン研修が可
能なんですが、実技というのはオンラインに
は限界があります。なぜ、じゃ、研修に行け
ないかというと、人員不足で研修に行くこと
ができないという問題があります。
　新たな感染症に向けた対策としても、公衆
衛生行政の教育、研修、人材育成というのは
必要ですが、予算の確保も含め、厚生労働省
としてどのようにお考えなのか、お聞きしま
す。

◆ 政府参考人　鳥井陽一君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　御指摘のとおり、保健所や地方衛生研究所
の職員の人材育成は重要と考えておりまし
て、厚生労働省といたしましては、地方自治
体の人材育成に向けた取組支援の充実に取り
組んでおります。
　具体的には、健康危機の発生に即応できる
人材育成を計画的に進めるために、昨年十二
月に成立した改正感染症法等に基づきまし
て、保健所設置自治体に対して、保健所や地
方衛生研究所を含めた職員の人材の養成や資
質の向上のための取組を含めた予防計画の策
定を求めるとともに、これに対応して、各保
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健所や地方衛生研究所においても研修や実践
型訓練等を含めた計画の策定を求めることと
いたしておりまして、こうした計画の策定、
実施に必要な人員を先ほどの令和五年度の地
方財政措置に盛り込んでおります。
　また、予算でございますが、令和五年度予
算におきましては、ＩＨＥＡＴ要員に対する
研修や保健所に従事する保健師の研修等への
補助や、地方衛生研究所で実施する検査能力
の向上等に資する実践的な訓練に対する財政
支援を盛り込んだところでございます。その
上で、都道府県における組織横断的なマネジ
メント、あるいは計画的な人員配置の推進と
いったことも求めてまいりたいと考えており
ます。
　引き続き、これらの人材確保、人材育成に
ついては支援をしてまいります。

◆ 岸真紀子君　
　厚生労働省が総務省に地財措置というのを
要請していくと思うので、今回少し人員は増
えていくということになるんですが、引き続
き積極的に要求をしていっていただくことを
お願いいたします。
　次に、二〇二三年度以降も引き続き児童虐
待防止対策体制の強化を進めるために、新た
な児童虐待防止対策体制総合強化プランと
いうものが策定され、これに基づき児童相談
所の児童福祉司と児童心理司の増員目標が設
定され、本法案では、二〇二三年度は、児童
福祉司約五百三十人、児童心理司約二百四十
人の増員に必要な地方財政措置がされていま
す。
　増員されることは評価しますが、一方で懸
念もあるのでお伺いをします。

　最初に、児童相談所の業務は虐待だけでは
ありません。厚生労働省にお伺いしますが、
児童相談所における相談の種類別対応件数は
最新データで何件で、何％なのか含めて教え
てください。

◆ 政府参考人　野村知司君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　御指摘のように、確かに児童相談所に参り
ます相談の中には、虐待にとどまらず、その
他いろいろな案件がございます。
　令和三年度中の児童相談所における相談
対応件数でございますけれども、全体では
五十七万一千九百六十一件というふうになっ
てございます。
　これをお尋ねの相談種類別に見てまいりま
すと、児童虐待の相談を含みます養護相談と
分類されますものが二十八万三千一件、こ
れは先ほどの五十七万件というものの中に
対する割合で申し上げると四九・五％。次い
で、障害相談、障害の関係の相談、これが
二十万三千六百十九件、これを同じくパーセ
ンテージで申し上げますと三五・六％。育成
相談が四万一千五百三十四件、これは全体の
七・三％。非行の相談が一万六百九十件、
一・九％。保健相談が千四百四十一件、これ
は全体の〇・三％。残りはその他というこ
とで、その他の相談が三万一千六百七十六
件、全体の五・五％。これらを合計しまして
五十七万強という件数になってございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　今、二〇二一年度中の相談対応では
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五十七万一千九百六十一件、うち児童虐待相
談を含む養護相談が約五割、療養、療育手帳
や発達障害などの障害相談が三五・六％、そ
の他、育成相談や非行の相談などがあった
り、虐待以外の相談が約五割という状況にあ
るということでした。
　児童相談所の職員に聞くと、例えば障害相
談があると、ほぼ午前中は全てその業務に追
われて、合間に虐待や非行相談対応といった
ことを行っているというような状況でありま
す。ニュースで上げられるのはどうしても児
童相談所といえば虐待対応のイメージが強く
持たれていますが、実は相談件数でいうと虐
待は半数以下というような実態で、他の業務
の方がとても多いという状況です。この実態
をきちんと把握していなければ、幾ら人数を
増やしても現場が大変な状況は変わらないと
いうことになります。
　地財措置に当たって虐待以外の部分も加味
されたのかどうか、総務省にお伺いいたしま
す。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　
　お答えいたします。
　児童相談所の児童福祉司等については、政
令で定める配置基準に基づいて各地方団体が
必要な配置を行えるよう、先ほど御指摘にあ
りました五年度も計画的な増員を図っている
ところであります。
　この配置基準でございますけれども、児童
虐待相談対応以外に、今御指摘のありました
虐待以外の相談も含めまして業務量を勘案し
て、児童相談所の平均的な相談件数に対応で
きるよう配置基準が定められております。加

えて、児童虐待相談対応件数が多い児童相談
所については更にその件数に応じた加配を行
うと、加配も仕組まれております。こういっ
たことも含めて増員を図ってきているところ
であります。
　いずれにしても、今後とも児童相談所につ
いては必要な体制が確保されるよう、関係省
庁と連携しながらしっかり適切に対応してま
いりたいと存じます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。現場ときちんと対
話をしていただいて、引き続き確保をお願い
いたします。
　今回、児童福祉司を二〇二四年度までに
千六十人、児童心理司を二〇二六年度までに
九百五十人増やすということになりました
が、本来は児童福祉司と児童心理司は一対
一、一人ずつですね、子供とか保護者と対応
するには一対一で、一人ずつ入って対応する
というのが望ましいし、現場も望んでいるも
のです。せめて、児童福祉司が三人に対して
児童心理司が二人という三対二が望ましいん
ですが、計画だと二対一という現状と変わら
ないことになるのではないかと考えます。
　厚労省に伺いますが、本プランは必要に応
じて見直しとありますが、これは改善してい
くのでしょうか、お伺いいたします。

◆ 政府参考人　野村知司君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　児童心理司でございますけれども、児童相
談所におきまして、心理に関する専門的な知
識あるいは技術を使いながら、子供の精神
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面の状態のアセスメント、心理的ケアといっ
た、こういった児童相談所の機能を果たして
いく上で重要な役割を担っていただいている
ものと考えております。
　この児童心理司につきましては、児童福祉
法施行令において、御指摘のように、確かに
児童福祉司二人に対して一人を配置するとい
うことが標準とされております。
　そうしたことも踏まえまして、昨年末に新
たに策定をいたしました新たな児童虐待防止
対策体制総合強化プランにおきまして、令和
八年度末までに九百五十人程度の増員、全国
で三千三百人の体制を目指すということを目
標としたところでございます。厚生労働省と
いたしましては、まずはこの現在掲げました
目標値について、各自治体で児童心理司が確
保できるように研修等の支援を行ってまいり
たいというふうに考えております。
　その上で、ただいま御指摘ございました、
この児童福祉司と児童心理司の割合を、例え
ば一対一でございますとか、あるいは三対二
に引き上げていくと、つまり児童心理司の配
置数を更に増やしていくという点でございま
すけれども、これ、現状の配置基準でありま
してもなかなかこの必要な数の児童心理司の
確保に苦労をしていると、苦慮をされている
という自治体もあることなどを考慮いたしま
すと、まあ、にわかにといいましょうか、直
ちにといいましょうか、そうした見直しを行
うことにはまだ課題があるとは認識はしてお
ります。
　そうした中ではございますけれども、昨年
行われました児童福祉法改正の中で、民間と
の協働によって子供や保護者に対して心理カ
ウンセリングなどの心理的なケアも行う親子

再統合支援事業といったものを制度の中に位
置付けをさせていただいたところでございま
す。
　そうしたことも通じまして児童相談所によ
る支援の強化を図っていくことを考えており
まして、このような取組、新しい事業の活用
なども通じまして、親子への心理的な支援を
行う体制というのを強化をしてまいりたいと
考えてございます。

◆ 岸真紀子君　
　まずはというところで今回はこういうふう
になっているんですが、引き続きやっぱり、
忙しいからこそやっぱり募集しても来ないと
いう問題があると思うので、人を増やしてい
くというのは重要だと考えます。
　今は毎年増員しているので一定程度仕方が
ないのかもしれませんが、経験年数が一年未
満とか三年未満が半数近いというのが今の
現場実態です。特に児童福祉司は経験が必要
で、スーパーバイザーと言われる方々がもっ
とたくさん必要であると考えますが、スー
パーバイザーを大胆に増やす考えはないので
しょうか、お伺いいたします。

◆ 政府参考人　野村知司君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　御指摘のように、確かに令和四年の四月一
日現在における児童福祉司の勤続年数の割
合、これを見てみますと、経験年数が三年未
満の方の割合が半数を超えてございます。そ
ういう意味では、指導や教育、こういった経
験の浅い児童福祉司の方に対する指導や教育
を担うスーパーバイザーの役割というのはこ
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れ引き続き重要であると、体制の強化を図っ
ていく上でも重要であると考えてございま
す。
　そのため、平成三十年に決定をいたしまし
た児童虐待防止対策体制総合強化プラン、こ
ちらの方では、スーパーバイザーを三百人程
度増員する目標を立てて、全国で九百人を超
える体制づくりというのを目指してまいりま
したが、実際、今年度までには三百四十人の
増員ということで、若干目標を上回るような
スピードで増員が図られてきたところでござ
います。
　さらに、来年度以降につきましても、この
児童相談所の児童福祉司、あるいは先ほど申
し上げた心理司、こちらの体制強化を図るこ
とと並行する形で、この十二月に策定した新
たな体制総合強化プランの中では、スーパー
バイザーを二百五十名程度増員をする目標を
立ててございます。令和四年度で九百六十人
程度であったものを令和六年度には千二百十
人程度に引き上げていこうというような目標
でございます。
　厚生労働省といたしましては、各自治体が
行いますスーパーバイザー任用のための研修
に関する経費の補助を行いますほか、昨年
の児童福祉法改正によって創設をされます子
供家庭福祉分野の認定資格、これは平成、失
礼いたしました、令和六年四月からスタート
を予定しておりますけれども、こちらの新た
な認定資格というものを取得した場合には、
スーパーバイザーの任用要件となる実務経験
年数を、現行ですとおおむね五年ですが、こ
の認定資格を取った方に関してはおおむね三
年とするということなど、各自治体でスー
パーバイザーを確保する、養成していくため

の取組というものを支援していこうとしてい
るところでございます。
　このように、いろいろな取組を通じまし
て、今後ともスーパーバイザーの増員、確保
にしっかりと努めてまいりたいと考えてござ
います。

◆ 岸真紀子君　
　引き続きお願いします。
　増員計画があっても人が来てくれるかとい
う問題もあります。現状、児童福祉司や一時
保護所職員の特殊勤務手当は未実施の自治
体があると聞きました。これはなぜ手当てさ
れていないのか、理由を把握しているか、伺
います。またあわせて、一時保護所について
は措置費として国庫負担しているので、子供
の福祉のためにも実施させるべきと考えます
が、見解を伺います。

◆ 政府参考人　野村知司君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　精神的、肉体的な負担が大きい業務の性質
でございますとか、あるいは専門性を有する
人材確保、こうしたものが求められており
ます一時保護所の職員につきましては、令和
二年度より措置費の拡充、これ御指摘の月額
二万円の特殊勤務手当でございますけれど
も、この措置費の拡充による処遇改善を可能
としているところでございます。
　この処遇改善を未実施である自治体の数で
ございますけれども、令和四年四月時点で、
児童相談所を設置いたします七十六自治体の
うちの十三自治体で未実施、逆に言えば残り
の自治体では実施をされているというところ
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でございます。
　これらの自治体で処遇改善にまだ着手がで
きていない理由につきましては、現時点で網
羅的にお聞きをしたり把握をしているわけで
はございませんが、例えば、児童福祉分野の
ほかの施設ですね、一時保護所以外の施設に
おける職員の処遇とのバランスを考える必要
があるなど、個々の自治体ごとに職員の処遇
に関する調整事項があるのではないかという
ふうに考えております。
　今後、個別に状況をお伺いしながら、国と
して更に何かできることがないかというのも
考えつつ、様々な場を活用しながら、まずは
今回のこの処遇改善の加算、これの実施、着
手を促してまいりたいというふうに考えてご
ざいます。

◆ 岸真紀子君　
　残り十三自治体なので、ここもしっかり
と、措置費で出しているから、きちっと出し
てもらうように引き続き努力をお願いいたし
ます。
　一時保護所を始めとし、その他、その先の
児童養護施設が不足している問題について伺
います。
　家庭保護などを進めているので、国の統計
資料を見ると、児童養護施設等には大幅な空
所があるようにも思われますが、実際には、
地方には空きがあるけれども、都市では足り
ていない。割愛という制度でほかの地域と協
議することができるとされていますが、数だ
け見ると空いているように見えても、大都市
を中心にマッチングしていない、足りていな
いというのが実態です。
　やはり施設は必要であり、家庭養護を進め

るという考えはいいんですが、現場ではなか
なか難しいという実態があったり、ほかの地
域だと転校などを伴って、子供の福祉として
考えると、当然ながら居住地で保護すること
が重要になってきます。
　こういった現場実態の把握はできているの
か、また対応をどのようにするのか、お伺い
いたします。

◆ 政府参考人　野村知司君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　御指摘のとおり、一時保護所につきまし
て、特に都市部を中心に一部の一時保護所に
ついて定員超過が慢性的に続いているという
ような現状があると承知をしております。そ
の上で、その解消を図っていくというのが大
きな方向性として必要であるというふうに考
えてございます。
　厚生労働省といたしましても、これまで一
時保護所の整備のために国庫補助の引上げと
いうのを累次行ってまいりましたけれども、
令和三年度の第一次補正予算におきまして
は、この定員超過解消に向けて、自治体の方
で計画を策定いただき、厚生労働省の承認し
た場合には、整備費の補助率を二分の一から
十分の九までかさ上げをすることといたしま
して、これを令和五年度まで措置としては続
けることに現状しております。
　また、御指摘のありましたその一時保護の
次としての施設などでございますけれども、
この一時保護からの措置先となります社会的
養護関係施設につきましては、例えば児童養
護施設につきましては、令和三年の末時点で
の定足、充足率は約八割というふうになって
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おりまして、全国ベースで見ますと必ずしも
不足している状況にはないというふうな状況
でございます。
　一方で、やはりこれも主に都市部でござい
ますけれども、児童養護施設の中には例えば
年度末に一時的に定員超過する施設があるな
ど、タイミングによっては一時保護中の児童
の措置先がなかなか見付からない、調整でき
ない、結果として一時保護が長引くというふ
うな事態にもつながっている場合もあるとい
うふうに認識をしてございます。
　こうした点も踏まえまして、児童養護施設
等の施設でございますとかあるいは里親さん
といった社会的養護を必要とする子供たちの
措置委託先につきまして、令和七年度からの
整備あるいは確保の目標といったものを設定
するための都道府県社会的養育推進計画の策
定に向けて、現在、調査研究を実施している
ところでございます。そういった成果も踏ま
えながら、地域において、この社会的養護を
必要とする子供たちの措置委託先の必要な整
備であるとか確保、こういったものが図られ
るような取組を進めてまいりたいと考えてご
ざいます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　次の質問は、ちょっと時間も限られてきた
ので、要請だけしておきます。
　虐待の通報に関して、児童相談所だけでは
なくて、本来は市町村の役割も大きいです。
しかし、多くの市町村でもマンパワーに限界
が来ていて、そこまでやり切れていないとい
う実態も見受けられます。
　今回は児童相談所の増員だけとなっていま

すが、虐待を未然に防いだり対応するには市
町村の体制強化は欠かせません。これは、
これまでもずっと市町村の職員もっと増やす
べきだということを言ってきたので、今日は
ちょっと時間がないので答弁なくても大丈夫
ですが、でも、市町村の職員も、御承知のと
おり、微増はしているんですが、業務量と見
合っていない人員となっています。総務省と
して引き続きこの市町村の職員の数を図って
いくということを改めてお願いだけ今日はし
ておきます。
　次の質問に入ります。
　市区町村のこども家庭センターは、母子保
健と家庭児童相談を一体的にしていくという
ものになっていますが、配置されている職
員の多くは会計年度任用職員が多い実態にあ
ります。正規職員の配置を求めていくことが
子供の福祉に必要で、例えば兵庫県の明石市
は、児童福祉司は国基準だと十人なんですけ
ど二倍の二十人、児童心理司だと五人なんで
すが八人というふうに二倍になっているし、
弁護士とか保健師とか児童指導員とかも本当
に多く配分しているような実態です。
　もっともっと子供の福祉に必要な配置を求
めていくべきだと考えますが、いかがでしょ
うか。

◆ 政府参考人　野村知司君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　今し方御指摘ございましたこども家庭セン
ター、これは、昨年行われました児童福祉法
の改正により平成六年四月からの施行という
ことで、児童福祉とこういった母子保健とが
連携した相談の拠点ということで設置を進め
ていこうとしているものでございます。
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　厚生労働省といたしましては、この新たに
創設されるこども家庭センターについて、各
自治体がそれぞれの実情に合わせて整備を進
めることができるよう、そのセンターに必要
な人員配置などの設置、運営に係る検討を進
め、財政面を含め必要な人材確保に係る支援
を併せて検討してまいりたいと考えておりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。引き続き増員を
図っていくことをお願い申し上げます。
　次に、東日本大震災の分についてお伺いし
ます。
　二〇一一年三月十一日から十二年が経過し
ました。東日本大震災分については、震災復
興特別交付税が九百三十五億円確保されてい
ます。
　私は、本年一月中旬に福島県浜通りの原発
災害による被災を受けた自治体を訪問して、
様々な課題をお伺いしてきました。残念な
がら、帰還ができる地域でも住民の帰還率は
数％という実態にあります。この問題は昨年
の三月十五日の総務委員会でも問題提起させ
ていただきましたが、昨年と状況は変わって
いません。
　松本大臣は福島県を訪問して現状を見てき
ているので状況は知っていただいていると思
いますが、被災自治体からは、二〇一一年
度から二〇二〇年度までの復興期間十年間
が終了し、現在は第二期復興・創生期間で、
二〇二五年度までは見えているんですが、
二六年度以降はどうなるのかという不安の声
がありました。
　長期視点でここはしっかり確保していただ

きたいんですが、大臣の見解をお伺いしま
す。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　委員おっしゃったとおり、東日本大震災か
ら十二年を迎えたところでありますし、私
は、発災当時、政府の一員でもありましたの
で、これまでも復旧復興には私としてできる
限り懸命に取り組んできたつもりでございま
す。今回の福島出張も、その意味で最初の出
張地として是非福島の実情を拝見をしたいと
思って伺わせていただきました。今は岸田内
閣の一員として、閣僚全員が復興大臣である
との強い思いの下で東日本大震災からの復旧
復興に全力で取り組んでまいりたいと考えて
おります。
　おっしゃったように、福島を拝見をさせて
いただいて、東日本大震災からの復興は着実
に進展している一方で、原子力災害の被災地
につきましては今後も中長期的な対応が必要
であるということは実感をいたしているとこ
ろでございまして、令和三年三月に閣議決定
された東日本大震災からの復興の基本方針に
おいては、原子力災害被災地域について、第
二期復興・創生期間以降も引き続き国が前面
に立って復興再生に取り組むこととされ、当
面十年間、本格的な取組を行うこととされて
おります。
　そして、この基本方針の中では、第二期復
興・創生期間の五年目に当たる令和七年度に復
興事業全体の在り方について見直しを行うこと
とされており、コロナ禍でも、震災復興特別交
付税の在り方につきましても、関係省庁と連携
しつつ、しっかりと検討し、被災自治体が必要
な復旧復興事業を確実に実施できるよう万全を
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期してまいりたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　引き続き、今から確保できるという明言は
できないかもしれませんが、大臣の今おっ
しゃっていただいたように、やっぱり最後ま
でやっていくんだということを引き続き訴え
ていただくようにお願いいたします。
　ちょっと質問を飛ばしまして、物価高騰の
対応ということで七百億円を単年度分で計上
していただいております。
　ちょっと飛ばしますが、この七百億円の算
定には、公共施設の、例えば体育館とか公民
館とか保育所とか、指定管理者制度とか民
間委託も考えられます。そういった委託先も
含めたところがこの電気、物価高騰に対応で
きる対象となっているのでしょうか。当然、
直営、委託に縛りはないと思いますが、その
ことが分かるようにしていただきたいのです
が、総務省の答弁をお願いいたします。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　
　お答えいたします。
　今御指摘にありました光熱費高騰への対応
として、五年度の地方財政計画、七百億円の
一般行政経費の増額でございます。これは、
学校ですとか福祉施設ですとか図書館ですと
か文化施設、自治体の、まあ国と違って住民
に接する施設が多いものですから、そこで光
熱費が高騰しているといういろんな御要請も
いただきまして、それを踏まえたものでござ
います。
　この普通交付税においては、自治体の施

設、大変多岐にわたりますので、算入として
は、包括算定経費ということで一括して計上
することとしております。
　今委員御指摘がありましたが、自治体の施
設の管理形態、大変様々な形があると思って
おります。他方、交付税は使途の制限のない
一般財源でございますので、この交付される
交付税をどのように活用するかはそれぞれの
自治体に判断に委ねられておりますので、各
自治体において適切に御判断いただきたいと
存じております。

◆ 岸真紀子君　
　これがなかなか、指定管理者制度の問題で、
委託料上げないという問題とかもあるので、次
の質問とも絡めていますが、岸田政権は所得の
向上につながる賃上げを掲げています。それで
あれば、公の施設の指定管理者制度の下で働く
労働者の賃上げもどう考えるかというところを
是非大臣にお聞きしたいです。
　指定管理者制度は二〇〇三年から施行となっ
て、今年で二十年を迎えます。しかし、指定管
理者制度には多くの問題が残されていて、さっ
きの物価高で付いても実は配分されないかもし
れないという問題があったり、そもそも利益を
上げてもその分管理料を下げられてしまうとい
うような問題があって、いや、労働者が幾ら頑
張っても賃金アップへつなげることが難しいと
いう制度になっています。
　こういった点は改善すべきと考えますが、
いかがでしょうか。

◆ 政府参考人　吉川浩民君
  （総務省自治行政局長）　　
　お答えいたします。
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　指定管理者への委託料につきましては、地
方公共団体と指定管理者の間の協議により定
め、別途両者の間で協定等を締結することが
適当である旨をこれまでも地方公共団体に助
言してきたところでございます。
　昨年十月には、人件費も含め、今般の原材料
価格、エネルギーコスト等の上昇により指定管
理者が負担する経費の増加については、指定管
理者と適切に協議を行うよう、地方公共団体に
助言通知を出させていただきました。
　今後とも、各地方公共団体において、人件
費等の最新の実勢価格等を踏まえて指定管理
者と協議を行うなど、適切に対応されるもの
と認識しておりますが、引き続きその趣旨が

徹底されるように助言をしてまいります。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　多分、もっともっと助言をしていかない
と、この指定管理者制度のさっきの賃上げで
あったり、さっきの物価高騰対策が適切に配
分されないという課題があるので、対応お願
いいたします。
　また、物価高騰については、追加でもしも
必要なところは是非財政支援を更にしていた
だくことをお願い申し上げ、本日の質問は終
えたいと思います。
　ありがとうございました。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　昨日、岸田総理がウクライナを訪問し、ゼ
レンスキー大統領と会談したことが報道され
ました。詳しくは、後日、何らかの形での国
会報告となると思われますが、冒頭、官房長
官に、今回のウクライナ電撃訪問の経過を御
説明願います。
　特に、現職総理が事前に公表せず戦争当事
国を訪れたのは戦後初めてですが、リスク管
理がどうであったのか疑問です。一部報道
が移動中の姿をカメラに捉え、電撃訪問が事
前に明らかになっていました。政府としてこ
れで本当によかったのかと率直に感じていま
す。危機管理が薄かったのではないか、その
辺りも御説明お願いします。

◆ 国務大臣　松野博一君（内閣官房長官）　　
　お答えをさせていただきます。
　岸田総理のキーウ訪問につきましては、諸
般の事情を踏まえ検討を進めてきた結果、今
回訪問を行うこととしたものであります。
　具体的には、戦時下にある国を訪問すると
いう観点から、秘密保全、安全対策や危機管
理面等において遺漏のないよう、最適な方
法を総合的に検討した結果、総理一行は、イ
ンドからポーランド・ジェシュフまでチャー
ター機を用いて移動し、ポーランド国内から
は列車等の陸路でキーウに移動をいたしまし
た。
　ウクライナは、先生から御指摘をいただき
ましたとおり、現在戦時下にあり、通常の警
察警護要員による警護ではなく、軍事的な観
点を含めた警護が必要な状況にあります。か

  ◎第211回国会　参議院　予算委員会　2023年3月22日
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かる観点から、ロシア軍による攻撃について
の情報の入手、当該情報に基づく避難等を含
め、ウクライナでの警護につきましてはウク
ライナ政府が全面的に責任を負って実施をし
たところでございます。
　この対応は、これまで他の国の首相がウク
ライナを訪問した際も基本的に同様であり、
日本としても、今般の岸田総理のウクライナ
訪問に当たってウクライナ政府と慎重に調整
を重ね、安全確保に万全を期した形で訪問を
実施をいたしました。

◆ 岸真紀子君　
　総理も、秘密保持と危機管理、安全対策を
万全に期すべく慎重に調整を重ねたとおっ
しゃっていますが、やっぱり疑問です。なぜ
あんなふうに報道されていたのかというの
は、また後日追及していくことになると思い
ます。
　続きまして、三月二十日の本委員会の小西
議員の質疑でのやり取りを踏まえまして、放
送法の政治的公平をめぐる問題を質疑しま
す。
　私は、総務委員会でも指摘をしましたが、
この問題は、礒崎陽輔さんが議員個人の行動
とはならない総理補佐官の立場であることを
忘れてはなりません。公開された約八十枚の
総務省の公文書を読むと、礒崎元総理補佐官
が執拗に総務省の職員へ迫っていたことが記
されており、総務省にとっては総理の意向と
捉えなければならず、相当なプレッシャーを
受けていた背景を読み取れます。
　また、この後伺っていきますが、高市大臣
が総務大臣として関わり、しかも現在も閣僚
であるにもかかわらず、総務省職員を侮辱す

るに等しい捏造という強い言葉で発言してい
ます。高市大臣によって行政がゆがめられて
いるとんでもない事案となっていることに、
私は憤りしかありません。
　最初に、今日も参考人質疑を求めました
が、与党に拒否されましたので残念でありま
すが、総務省に確認をいただいているところ
ですので質疑をしていきます。
　高市大臣は、平成二十七年二月十三日の大
臣レクについて、当時の平川大臣室参事官と
松井大臣秘書官の二人が絶対にないというこ
とを言ってくれていますと、三月十五日の予
算委員会に続いて二十日も明言をし、この絶
対にないという言葉を大臣が二人から直接聞
いたと答弁しています。
　高市大臣に絶対にないと言ったかどうか記
憶にないは、こんなことを二人そろって記憶
がないなど、ありまして、あり得ないので、
真実は、絶対などと言っていないのではない
ですか。少なくとも、高市大臣の絶対にない
発言の信憑性は失われ、これを根拠としてい
た捏造は崩れたことになるのではないです
か。
　その点について伺います。

◆ 政府参考人　山野謙君
  （総務省大臣官房総括審議官）　　
　お答え申し上げます。
　本日の理事懇談会でも御報告させていただ
いているとおり、両名に聞き取りを行った結
果、この時期にはＮＨＫ予算など放送に関
するレクがあったとしてもおかしくないが、
個々のレクについては覚えていない、放送法
の政治的公平の答弁に関しては、五月十二日
の委員会前日に大臣の指示を受けて夜遅く
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まで答弁のやり取りがあったことを覚えてお
り、その前の二月に文書にあるような内容の
大臣レクがあったとは思わない、それから、
ＮＨＫ予算の時期でもあり、この時期に放送
に関するレクが何らかあったとしてもおかし
くないが、八年も前のことであり個々のレク
の時期や内容は記憶にない、この二月十三日
付けの大臣レク文書に記載された内容のレク
についても記憶にない、こうした旨の説明を
しているところでございます。
　改めて、高市大臣から両名への聞き取りに
対してどう答えたか、改めて聞いたわけでご
ざいますが、高市大臣に対し絶対にないとい
う表現をしたかどうかの記憶はないが、先ほ
ど申し上げたことと同様の説明をしたものと
認識しているとのことでございました。
　以上でございます。

◆ 岸真紀子君　
　高市大臣に絶対にないと言ったかどうかは
記憶にないというふうに答弁をいただきまし
た。
　さらに、重ねて聞きます。
　先ほどの理事懇で提出いただいた資料の政
治的公平に関する行政文書の正確性に係る精
査についての三ページになります。
　このレクは、五月十一日以前のレクという
ことになるんではないかという答弁がありま
す、報告があります。放送法第四条に規定
する政治的公平について大臣レクが存在しな
かったとは認識しにくいのではないかと思う
というふうに関係者Ｂの方が説明をしていま
す。このレクは、本当に五月十一日以前のレ
クでよろしいですか。

◆ 政府参考人　山野謙君
  （総務省大臣官房総括審議官）　　
　お答え申し上げます。
　平成二十七年の二月十三日付けの高市大臣
レク結果とされる文書についてでございます
けれども、私どもが聞き取りを行った結果、
八年前でもあり、約八年前でもあり詳細につ
いての記憶は定かでないが、日頃確実な仕事
を心掛けているので、上司の関与を経た文書
が残っているのであれば、この時期、放送
法に関する大臣レクが行われているのではな
いかと認識しているということでございまし
た。
　また、ほかの二人に確認したところ、一人
につきましては、当時の課長補佐と同様の認
識であるとの考えを示しておりまして、もう
一人につきましては、このような資料が残っ
ているんであれば、個々の発言内容は別にし
て、政治的公平についての大臣レクが存在し
なかったとは認識しにくいのではないかと思
うとのことでございました。
　なお、この点については、当時の大臣室の
同席者の認識とは必ずしも認識が一致してご
ざいません。高市大臣の御認識については既
に御案内のとおりでございます。
　ほかの三文書でございますけれども、これ
につきましても、作成者が不明であるととも
に、関係者の認識が必ずしも一致していない
ところでございます。
　以上でございます。

◆ 岸真紀子君　
　同じく三ページの関係者Ａの、文書整理ナ
ンバー二十一という、これ二月十三日のこと
ですが、放送法四条の解釈という重要な案件
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を大臣に全く報告していないというのはあり
得ないと思うと答えています。これは、政治
的公平のレクを大臣に行ったはずだと証言し
ていることでよろしいですか。確認願いま
す。

◆ 政府参考人　山野謙君
  （総務省大臣官房総括審議官）　　
　平成二十七年二月十三日の高市大臣レク結
果とされる文書についてでございますけれど
も、先ほども述べましたが、当時の課長補佐
によれば、約八年前でもあり詳細についての
記憶は定かでないけれども、日頃確実な仕事
を心掛けているので、上司の関与を経た文書
が残っているのであれば、この時期に放送法
に関する大臣レクが行われたのではないかと
の認識というふうに考えてございます。

◆ 岸真紀子君　
　関係者Ｃから、作成者、作成者というのは関
係者Ａになりますが、この作成者と同様の事実
認識を有しており、当時の放送法第四条の解釈
についての全体の対応は、大きな流れとして、
放送法第四条の解釈について大臣レクがなかっ
たとは考えにくいと認識していると答えていま
す。ということは、二人が五月以前にレクをし
ているということになります。
　当時の安藤、長塩、西潟さんは、事前の二
月十三日にレクをしたということでよろしい
ですか。

◆ 政府参考人　山野謙君
  （総務省大臣官房総括審議官）　　
　これも繰り返しになりますが、この文書に
つきまして、当該課長補佐によれば、先ほど

申しました、八年前でもあり詳細についての
記憶は定かでないけれども、日頃確実な仕事
を心掛けているので、上司の関与を経た文書
が残っているのであれば、この時期に放送法
に関する大臣レクが行われたのではないかと
認識しているということでございます。
　また、ほかの二人でございますけれども、
これにつきましても、お一方については、当
時の課長補佐と同様の認識であると考えてご
ざいますし、もう一人につきましても、この
ような資料が残っているのであれば、個々の
発言内容は別として、政治的公平についての
大臣レクが存在しなかったとは認識しにくい
んではないかと思うと、こういう考えでござ
います。

◆ 岸真紀子君　
　先日の委員会質疑の後段で小西議員が高市
大臣に聞いたことを再度伺います。
　高市大臣は、かつての部下である官僚が文
書を捏造したと言うのであれば、その官僚の
皆さんが刑法犯罪を犯し、かつ国家公務員法
違反をしたことになりますが、それでも高市
大臣は捏造されたとおっしゃるのですか。

◆ 国務大臣　高市早苗君
（内閣府特命担当大臣《知的財産戦略、科
学技術政策、宇宙政策、経済安全保障》）

　二月十三日付けの大臣レク文書を含む四枚
の文書につきまして、ありもしないことを
あったかのように作ることという意味で私は
捏造と発言をいたしました。
　総務省も本日示された報告で認められてい
るとおり、この文書の正確性は確認できな
かったということで、やはり不正確な文書で
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あるという私の考え方は変わりません。あく
までも表現の仕方であると思っております。

◆ 岸真紀子君　
　大臣だけが正確性じゃないと言っているだけ
で、先ほどの答弁を聞いていると、あったと
言っていますよ。
　次に、松野官房長官にお伺いしますが、高市
大臣の捏造発言は、職員に対する名誉毀損、侮
辱行為ではありませんか。

◆ 国務大臣　松野博一君（内閣官房長官）　　
　お答えをさせていただきます。
　総務省の行政文書でございますので、総務
省から答弁をさせていただきます。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　高市大臣は文書の正確について御自身の認
識を述べられた、そのような発言の趣旨だと
理解いたしております。

◆ 岸真紀子君　
　では、松本大臣、違う視点で聞きます。
　現在、総務省行政を所管し公文書を扱う担当
大臣として、記録と記憶、しかも八年前のこと
です、どちらが正確性があるとお考えですか。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　行政文書を始め公文書には正確性を期する
ことが望まれるというのは私もそのように考
えるところでありますが、今回、本件文書に
ついて正確性が確認できなかったことは甚だ
遺憾に思っております。
　文書の正確性が確認できておりませんの
で、文書と記憶を比較するということも必ず

しもできないかというふうに思いますが、い
ずれも、優秀な役所の人たちの記憶が関係者
に聞いても一致をしないということでござい
ますので、その記憶、発言を私どもとしては
聞き取って国会に御報告をするのが役目と考
え、聞き取ったことをそのままお伝え申し上
げておるところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　記録の方が正しいんですよ、一般的に考え
て。
　松本大臣は、現総務大臣として、部下たちが
捏造した、公務員としてあるまじき行為をした
と、高市大臣によって捏造ストーリーを作られ
ていることをどう捉えていますか。
　本人たちは捏造していないと、そして松本大
臣も正確性は調査中だけど捏造はなかったと答
弁しています。しかし、御承知でしょうか。一
部のＳＮＳ上では、総務省職員を名指しで捏造
した人とフェイクが拡散されているんです。無
実の罪を高市大臣に着せられてしまっているん
です。これをどう捉えていますか。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　高市大臣の御発言については、先ほど申し
ましたように、この文書について高市大臣
の認識と異なるということからそのような御
趣旨の発言をされたと理解をいたしておりま
す。
　私も総務省をお預かりをする大臣として、
総務省の職員は、少なくとも私が今見る限り
よく仕事をしてくれているというふうに思い
ますし、これまでもそのようにしてきてくれ
ていたものというふうに考えているところで
ございますが、今回、この国会で御議論に付
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されている行政文書については正確性が確認
できなかったことは甚だ遺憾であると申し上
げてきたところでございます。
　私どもとしても、今後もしっかり努めてま
いりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　先ほどの答弁で、高市大臣に絶対にないと
言ったかどうか記憶にないというふうに、大
臣室長、室の方の答弁はあります。で、今日
いただいた文書にも、レクについても記憶に
ないというふうには書いてあるものの、二人
とも絶対にないと答弁したことはないと言っ
ているんですね。
　保身のためにうそをついたということです
か、大臣、高市大臣。

◆ 国務大臣　高市早苗君
（内閣府特命担当大臣《知的財産戦略、科
学技術政策、宇宙政策、 経済安全保障》）　　

　総務省からの報告を見ましたけれども、五
月十二日の委員会前日に大臣の指示を受け
て夜遅くまで答弁のやり取りがあったことを
覚えており、その前の二月に文書にあるよう
な内容の大臣レクがあったとは思わない、ま
た、そのレク文書に記載された内容のレクに
ついても記憶にない、私に対して絶対にない
という表現をしたかどうかの記憶はないが、
上記と同様の説明をしたものと認識している
ということでございます。
　私は、今回、この文書がマスコミ等に公表
されたのは三月二日だと記憶をいたしており
ますが、その後、あの当時の大臣室の職員
に、要は、そのレクの相手方とされている
方々、三名は情報流通行政局の方でございま

す。まあ私も含めて三名が大臣室から出席
をいたしておりました。少しあの文書を見て
驚きまして、当時の職員に、この文書に記載
されている内容に記憶があるかということで
尋ねましたら、やはり先ほど申し上げたよ
うな答えがございました。その前の二月の時
点で、この件で、二月にこの件で大臣レク
があったとは思わないということで、その内
容についても記憶がないということでもござ
いまして、私の記憶と合わせてですね、私自
身の認識として、文書にあるような内容のレ
クややり取りはなかったと確信をいたしまし
た。
　あわせて、礒崎元補佐官が放送法に御興味
をお持ちということも三月に文書を公開され
て初めて知りましたので、併せて礒崎元補佐
官から大臣室へ連絡があったことがあるかに
ついても確認したら、一度もないということ
でございました。
　そもそも、この当該文書、二月十三日十五
時四十五分から十六時の大臣レク結果とされ
るメモについて、仮に礒崎補佐官からの伝言
を伺い、そして、四枚添付資料が公開文書に
付いておりましたが、それらの説明を受け、
さらに放送法の解釈について質疑応答したと
したら、とても十五分では収まらないものだ
と考えております。
　基本的に私は、こういった形のレクチャー
というのは絶対にこの時期にはなかったと確
信をいたしております。（発言する者あり）

◆ 委員長　末松信介君　　
　静粛にしてください。
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◆ 国務大臣　高市早苗君
（内閣府特命担当大臣《知的財産戦略、科
学技術政策、宇宙政策、 経済安全保障》）　　

　ただ、済みません、秘書官に確認した内容
は先ほど申し上げたとおりでございます。

◆ 岸真紀子君　
　今日も報告いただいたとおり、二つ大事な
観点がありまして、大臣は直接その二人の
方に聞いたと言ったんですが、二人から直接
聞いていないということが報告で分かりまし
た。それとプラス、絶対にないとは答えてい
ない、二月十三日のレクは絶対にないとは答
えていないということがあったんです。
　これだけいろんなことが出ているのに、な
ぜいまだにこれ認めないんですか。見苦しく
ないですか。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　私どもは、高市大臣の大臣室の方との話で
すか、同席者についてお話を聞いて、高市大
臣と連絡を取ったと。しかし、私もそうで
すが、数日前のことで一言一句まではなかな
か覚えていないものですから、このような趣
旨の発言をしたけれども、どのような表現を
取ったかは記憶がないというふうに申して
おったので、これをそのまま国会に御答弁を
させていただいたところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　松本大臣、いいかげん、高市大臣かばうの
やめませんか。松本大臣がやるべきことは、
この事案でいえば、公文書として経過を残し
て保存してきた部下を守るべきではないです
か。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　部下を守り、事実をお伝えするのが役目だ
と考えております。

◆ 委員長　末松信介君　　
　それでは、山野官房総括審議官、補足でど
うぞ。

◆ 政府参考人　山野謙君
  （総務省大臣官房総括審議官）　　
　ただいまの質問に関しまして、私も先ほど
答弁しましたけれども、改めて私ども、高市
大臣から両名への聞き取りに対してどう答え
たかを聞いておるところでございます。両名
からは、高市大臣に対し絶対ないという表現
をしたかどうかの記憶はないが、先ほど申し
上げたことと同様の説明をしたものと認識し
ているということでございましたので、これ
は連絡したということが前提になっていると
いうふうに理解しております。

◆ 岸真紀子君　
　絶対にないと言ったかどうか、再度お願い
します。

◆ 政府参考人　山野謙君
  （総務省大臣官房総括審議官）　　
　関係者のヒアリングに当たりまして両名の
認識を聞いたわけでございますが、この度、
改めて高市大臣から両名への聞き取りに対
してどう答えたかを聞いたところでございま
す。その結果、高市大臣に対し絶対にないと
いう表現をしたかどうかの記憶はないが、先
ほど申し上げたことと同様の説明をしたもの
と認識しているとの回答でございました。
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◆ 岸真紀子君　
　ということは、言っていないということな
んですね、高市大臣がこれまで答弁してきた
けど。
　高市大臣は、この捏造発言について誰かを
指して答弁をしたことはないとおっしゃいま
したが、無責任極まりないと指摘します。
先ほども言いましたが、大臣の発言を発端と
して、ＳＮＳで真面目に仕事してきた職員が
誹謗中傷を受けている実態にあります。そう
いった事態を招いた責任を取って、もう大臣
お辞めになったらどうですか。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　デジタルを担当しながら、ここのところＳ
ＮＳを見る時間がなくて拝見をしておりませ
んけれども、職員については健康も精神的な
ことも含めて十分に留意をして、お話があっ
たように職員を守るべく、しかるべく対応し
てまいりたいと考えております。（発言する
者あり）

◆ 国務大臣　高市早苗君
（内閣府特命担当大臣《知的財産戦略、科
学技術政策、宇宙政策、 経済安全保障》）　　

　私の表現の仕方をもってその辞任ということ
は、少し筋違いな御指摘だと思っております。
　私は、あくまでも四枚の文書について、あ
りもしないことをあったかのように作るとい
うことを捏造と申し上げましたし、総務省で
も文書の正確性は確認できなかったというこ
とで、やはり不正確な文書であるという私の
認識は変わっておりません。

◆ 岸真紀子君　
　不正確と捏造は全然違うんですよ。強い表
現過ぎるんですよ。高市大臣の捏造発言は許
されるものではありません。
　また、前回の委員会で発言を撤回したもの
の、質問権をも止めようとするような議会制
民主主義を否定する発言まで本委員会で発し
ています。大臣としての資格がありますか。
岸田政権の現職である閣僚が、日本社会に
とって善良なる仕事をしている官僚を、自分
の保身のためにと思われますが、まるで犯罪
者扱いしているような発言をして、かつ、感
情的な答弁を繰り返し、しまいには答弁拒否
と言える、質問をしないでください発言をし
て、既に大臣としての資格はないんじゃない
ですか。
　閣議で協議をして、内閣として高市大臣を
即刻辞職させるべきです。官房長官、お答え
ください。

◆ 国務大臣　松野博一君（内閣官房長官）　　　
　お答えをさせていただきます。
　総務省の行政文書に関する説明は松本大臣
からあったとおりでございますが、閣僚の任
命に関することは私はお答えする立場にござ
いません。

◆ 岸真紀子君　
　官房長官、総理がもうすぐ帰国されますの
で、今言ったとおり、最後に言ったことが
全てなんですよ。いろんなことが絡んで、今
回、予算委員会も振り回しているし、総務省
の職員を侮辱しているんですよ。しっかりと
辞職を求めるということを申し上げて、次の
質問に移ります。
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　次に、公的セクターで働く労働者の賃上げ
について伺います。
　岸田総理は、今国会の施政方針演説で、公
的セクターや政府調達に参加する企業で働く
方の賃金を引き上げますと言いました。公
的セクターとは何なのでしょうか。公益セク
ターであれば、一般的に、公益社団、財団法
人とか、ＮＰＯ法人とか、例えば法人格を持
たない自治会とか、そういったような団体を
指していると思います。しかし、この公的セ
クターとなると、政府や地方公共団体、特殊
法人や独立行政法人を介した形で経営する事
業体を含むことになるのでしょうか。
　政府として賃上げを目指すというなら、そ
の当事者は既に総理の言葉から期待している
人がいます。その期待に応える観点から、公
的セクターの定義は法令で明確に規定されて
いるのか、後藤担当大臣にお伺いします。

◆ 国務大臣　後藤茂之君
  （新しい資本主義担当大臣）　　　
　賃上げは岸田政権の最重要課題でありまし
て、総理の施政方針演説でも公的セクターや
政府調達に参加する企業で働く方の賃金を引
き上げる旨述べられたとおり、賃金引上げの
推進に当たっては、民間部門だけでなく、官
民挙げた取組が重要だというふうにまず申し
上げます。
　その上で、施政方針演説で述べられた公的
セクターという用語については、法令上の定
義が置かれているわけではないものと認識し
ておりますけれども、主に公的に価格が設定
されている保育、介護などの分野において、
制度に応じて民間給与の伸びを踏まえた改善
等を図るとともに、見える化を行いながら、

現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、
負担軽減を進めていく必要があるというふう
に考えております。

◆ 岸真紀子君　
　公的セクターという言葉の具体的意味につ
いて、過去の国会における議論では、例えば
平成二十四年の三月十三日参議院予算委員会
で当時の野田総理大臣は、国家公務員の給与
マイナス七・八％削減は、これはもう法律的
にも位置付けは明確でございまして、復興財
源、まさに臨時特例の措置でございますが、
公的セクターに関わっておる皆様にこういう
形で御負担を復興のためにお願いするという
のが趣旨と答弁しています。
　つまり、このときの見解の公的セクター
は、一般職の職員の給与に関する法律が適用
される職員が従事している国が含まれ、働く
労働者とは給与法が適用される全ての国家公
務員もこれに該当するということになりま
す。政権は違うけれども、政府の答弁であ
り、岸田総理の施政方針演説における公的セ
クターと同義と考えてよいですか。後藤大臣
にお答え願います。

◆ 国務大臣　後藤茂之君
  （新しい資本主義担当大臣）　　　
　繰り返しにはなりますけれども、賃上げは
岸田政権の最重要課題でありまして、その
推進に当たっては、民間部門だけでなく、公
務員、そして公的に価格が設定されている保
育、介護などの分野においても、民間給与の
伸びを踏まえた改善等を図るとともに、見え
る化を行いながら、現場で働く方々の処遇改
善や業務の効率化、負担軽減を進めていく必



236 第210回国会　第211回国会議事録

要がある、そのように思っております。
　そして、公的セクターという言葉の使い方
は、先ほど申し上げたように、一義的な、法
的定義も一義的な定義もないのではないかと
いうふうに思っておりますけれども、国家公
務員の給与については、公務員の適正な処遇
の確保や国民の理解を得る観点等から、また
労働基本権制約の代償措置といった観点から
も、人事院勧告を踏まえて民間準拠を基本と
することになるものと承知しております。

◆ 岸真紀子君　
　今大臣もお答えになったとおり、公務員の
賃金については代償措置の人事院勧告に踏ま
えてということになるのは言うまでもありま
せん。人事院勧告がなされていない時点で総
理が賃上げと言うのであれば、政府が自らの
主体と責任で引上げをしますと、総理が賃上
げと言うのであればそれをするべきではない
かと考えます。
　公的セクターで働く労働者とは具体的にど
のような職種、労働者を対象としているの
か、お答えください。

◆ 国務大臣　後藤茂之君
  （新しい資本主義担当大臣）　　　
　公的に価格が設定されている保育、介護、
障害福祉、看護などの分野の賃上げについ
て、制度に応じて民間給与の伸びを踏まえた
改善等を図るとともに、見える化を行いなが
ら、現場で働く方々の処遇改善、業務の効率
化、負担軽減を進めていく必要があると考え
ております。
　それから、公務員給与につきましても、民
間の給与をまず引き上げることによりまし

て、構造的賃上げに向けた取組に加えまし
て、生産性向上支援や価格転嫁対策の観点か
ら政策を総動員して、民間の賃金が上がれば
民間準拠の公務員も上がるということも申し
添えさせていただきたいと思います。

◆ 岸真紀子君　
　今おっしゃられたその保育とか介護とか障
害などといった公定価格による対象が主とな
るとすれば、春闘における先週の先行大手企
業の回答、決着を踏まえつつも、これを中小
や地場企業が同等あるいはそれ以上に賃上げ
ができるかどうかというのは社会的にも課題
となっています。
　いずれにしても、この公定価格に反映され
る人事院勧告がなされる前に、しかも引上げ
になるかどうかはこれからという中で賃金を
引き上げますと断言されるのであれば、これ
は人事院勧告とは別次元に政府として措置を
するということでよいでしょうか。

◆ 国務大臣　後藤茂之君
  （新しい資本主義担当大臣）　　　
　もう少しはっきりと申し上げれば、施政方
針演説の公的セクターの賃上げといったこと
で、公務員の給与の引上げということを申
し上げたことではないと。ただ、あくまでこ
れは直接制度として引き上げるかどうかとい
う問題であって、民間の給与を引き上げてい
く、民間と公と両方含めてしっかりとした賃
上げを進めていくことによって公務員の給与
も上がるということの御指摘については先生
のおっしゃるとおりだと思います。
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◆ 岸真紀子君　
　やっぱり言葉が軽過ぎるんじゃないかと思
うんですね。公的セクターって、過去の答弁
から見ると含んでいるんですよ。なのに、そ
れを引き上げると言ったら、その方々やっぱ
り期待すると思うんですね。
　この公的セクターで働く労働者に介護、看
護、保育、幼児教育などの現場で働く方々は
対象となっているのか、具体的には令和三
年度補正予算とどう関係しているのかという
ところです。賃上げ効果を継続するとした令
和四年度予算における措置の対象となった職
員は公的セクターで働く労働者に該当するの
か、お伺いします。

◆ 国務大臣　後藤茂之君
  （新しい資本主義担当大臣）　　　
　今、保育、介護、障害福祉、看護も含め
て、こういったものが入るということで申し
上げましたけれども、私、全体を総括してい
る立場なので、もしそれぞれの職種の皆さん
の給料設定、公定価格の設定、診療報酬の設
定等についてのお尋ねであれば所管の大臣に
聞いていただければと思いますが、私から総
論的に申し上げれば、公的に価格が設定され
ている保育、介護、障害福祉、看護などの分
野の職員、こうしたものは前回の三年度補正
におきまして三％の引上げで対応していると
いうことでございます。

◆ 岸真紀子君　
　済みません、確認なんですが、では、令和
三年度の補正予算とイコールということでよ
ろしいですか。

◆ 国務大臣　後藤茂之君
  （新しい資本主義担当大臣）　　　
　三年度の補正予算で対応し、また四年度の
当初予算でも報酬等には反映させたものもあ
りますけれども、そうしたことを含めて、し
かし、公的にといった場合には、例えば労務
設計単価みたいなようなものも一緒に引き上
げておりますから、政府としてはできる限
り、公的あるいは民間含めて、制度上の担保
ができて、そして対応のできるものについて
は賃金の引上げをやっているということでご
ざいます。

◆ 岸真紀子君　
　令和三年度補正予算での看護、介護、保育
の処遇改善では、厚生労働省は看護職員等
処遇改善事業補助金の申請の状況を公表して
いて、申請を行った医療機関が対象の八八・
六％、福祉・介護職員の改善臨時特例交付金
では同じく七八・一％となっています。
　一方で、保育所や学童保育はどのように
なっているのか。昨年の三月十五日、総務委
員会で聞いたときには、各施設で調査を考え
ていないと無責任な答弁をしているんです
が、その後どうなったか、お答え願います。

◆ 政府参考人　吉住啓作君
  （内閣府子ども・子育て本部統括官）　　　
　お答えいたします。
　保育士等処遇改善臨時特例交付金の交付
状況について、保育所等については、全
四万三千四十施設のうち三万七千百二十六施
設から申請があり、八六・三％の施設が補助
金の対象となっており、放課後児童クラブに
つきましては、全二万六千六百八十三クラブ
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のうち一万八千五百五十四クラブから申請が
あり、六九・五％のクラブが補助金の対象と
なっております。

◆ 岸真紀子君　
　令和三年度の補正予算の成立が十二月の
二十日でした。その後、都道府県への事業の
説明とか、市区町村を経由して保育所に処遇
改善、保育所とか学童に処遇改善の事業内容
とかが通知されたのは恐らく年明けになりま
す。この時期、現場は新型コロナの感染が
蔓延していたので大混乱でした。ましてや、
保育所とか学童は小規模事業所なので専門の
事務員がいません。そんなときにもかかわら
ず、期限を二月二十一日とする対応でした。
これは、補正予算で措置したけれども、実質
的には使うなと言っているようにも聞こえる
ような対応だったと指摘します。ましてや、
書類も面倒くさかったです。
　それを見事に、だけど、現場では九千円上
がるんだというふうに言われたから保育士と
か学童の人たちは期待をしていました。これ
が見せかけの期待ばかりになっていなかった
かという問題です。
　岸田総理、政権の賃上げなのかというとこ
ろで、小倉大臣に明快な見解を明らかにして
いただきたいと思います。

◆ 国務大臣　小倉將信君
（こども政策担当大臣）　　　
　御指摘いただきました令和三年度補正予算
によりまして、令和四年二月から九月まで実
施をさせていただきました保育士・幼稚園教
育等処遇改善臨時特例事業につきましては、
できるだけ多くの施設が補助金を活用して処

遇改善を実施していただくよう、地方自治体
や保育団体等の関係団体に対して周知徹底を
図ったところであります。とりわけ公立施設
につきましては、補助金を活用して処遇改善
に取り組む市町村の具体例をお示しをするな
ど、市町村に対し積極的な検討を依頼してき
たところであります。
　補助金を受けた施設の割合は一〇〇％には
なっておりませんが、保育士等の処遇改善に
つきましては、まずは各地方自治体や事業者
において処遇改善の趣旨を御理解をいただい
た上で適切に御判断をいただくべきものと考
えております。
　私ども内閣府といたしましては、引き続
き、各地方自治体や事業者に対しまして、人
材確保に向けての処遇改善の取組の重要性に
ついて説明するなど、積極的な検討を働きか
けてまいりたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　公的セクターの賃上げは、こうやって議論
しないと誰が対象なのかも分かりづらい実態
にあります。
　岸田総理の不用意な発言が更に当事者の期
待を裏切ることのないようにお願いを申し上
げ、私からの質問は終わります。
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◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民会派の岸真紀子です。
　昨日、参議院予算委員会で、放送法の政治
的公平をめぐる問題の質疑をさせていただき
ました。記録と記憶との間でどうしてもなか
なか進んでいかないということでした。だか
らこそ、今日も参考人を呼んで直接お聞きし
たかったんですが、残念ながら本日も呼ばれ
ないということです。
　総務省には、当事者である職員への聞き取
り、そして可能な限りの御報告をいただいた
ことに感謝を申し上げます。ありがとうござ
います。
　残念ながら、答弁は少し曖昧なものがあっ
て分かりにくい状況でした。最初に松本大臣
にお願いしたいのですが、もっと明瞭に答弁
していただくことを今後はお願いしたいんで
すが、いかがでしょうか。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　　
　御質問にしかるべく的確にお答えすること
が私どもの役目と認識をしているところでご
ざいます。丁寧な答弁を心掛けておりますけ
れども、できる限り丁寧に具体的に御答弁で
きるようにこれからも努めてまいりたいと考
えております。

◆ 岸真紀子君　
　大臣にも丁寧にお答えいただいているとは
思います。ただ、なかなかはっきりと言って
いただけないので分かりにくいというところ
です。
　この件は予算委員会での質疑に託すことと

いたしますが、問題の本質は、礒崎元総理補
佐官が執拗に行政をゆがめようとしたことに
あります。前回の本委員会でもお話ししたと
ころですが、行政文書として残した総務省は
正しく、大臣には行政文書を適切に扱ってい
ただきたい、これもお願いできますか。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　　
　行政文書につきましては、御案内のとお
り、行政文書の定義と正確性についてはそれ
ぞれ考え方がございますが、行政文書を作成
するに当たっては基本的に正確性を期するこ
とが望まれるというふうに承知をいたしてい
るところでございます。ただ、本件文書、今
議論に、国会で議論に付されている文書につ
きましては、正確性についての精査、確認を
行ったところでありますが、正確性が確認で
きなかったものがあることは大変遺憾に思っ
ているところでございます。
　行政文書は、御承知のとおり、現在及び将
来の国民への説明責任を全うし、民主主義の
根幹を支える重要なものと認識しておりまし
て、今後、行政文書の作成、管理に当たって
は、公文書管理法等の法令の規定にのっとり
適切に行われるように徹底してまいりたいと
考えているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　この件は、先ほども言いましたが、予算委
員会の方に託しますので、委員長、放送法に
関連する政府参考人の方は御退室いただいて
構いません。お取り計らい願います。

  ◎第211回国会　参議院　総務委員会　2023年3月23日
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◆ 委員長　河野義博君　　　
　退席いただいて結構です。

◆ 岸真紀子君　
　前回に続いて、地方税、地方交付税法の質
疑を行います。
　少し通告の順番を入れ替えまして、最初に
ふるさと納税についてお伺いをします。
　ふるさと納税の寄附額が多い自治体にとっ
てはメリットは高いという実態はあるもの
の、自治体間での過剰な税の奪い合いになっ
ています。高額納税者ほど得をする制度と
なっているなど多くのデメリットがあるこ
とは、私もこの間、二〇二一年、そして
二〇二二年の地方税法改正時の委員会質疑で
取り上げてきたところです。本日も、地方税
法改正法案に関し、ふるさと納税について質
疑をいたしますので、お願いいたします。
　最初に、二〇二一年度におけるふるさと
納税の受入額は八千三百二億円となって
おり、二〇二二年度の住民税控除額は約
五千六百七十二億円、対前年度比でいうと約
一・三倍になっています。控除適用者数は約
七百四十一万人という状況です。過去最高を
更新しているところです。これは一見いいよ
うにも見えますが、地方財政の安定確保やそ
もそもの税の仕組みからいうと、私は問題だ
らけだと考えています。
　ふるさと納税に関する地方財政計画上の取
扱いは、従来から、住民税控除額は地方税の
収入見込額から減額される一方、ふるさと
納税受入額は歳入に計上されていなかったた
め、交付団体の住民税控除額分だけ交付税総
額等が増加する要因となっていました。
　しかし、二〇一四年度は三百八十八・

五億円だったのが、二〇一五年度には
千六百五十二・九億円、二〇一六年度には
二千八百四十四・一億円に増え、二〇一六年
度以降はふるさと納税額が急増したために、
二〇一七年度地方財政計画からは、ふるさと
納税に係る寄附金の収入見込額の半分程度を
三年掛けて段階的に地方財政計画に計上する
こととし、それ以降も、前年度の寄附金収入
の一定額が雑収入として地方財政計画に計上
をされています。
　まず確認したいのは、地方財政計画に計上
されている二〇二三年度のふるさと納税に係
る寄附金収入見込額と同年度のふるさと納税
に係る住民税控除額の見込額は幾らなのか、
お伺いします。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　ふるさと納税のマクロの地方財政計画の財
政措置の在り方でございます。
　令和五年度の地方財政計画におきまして
は、ふるさと納税に係る寄附金収入について
は、直近の実績を踏まえまして一兆円程度を
見込みまして、その一定額を雑収入に計上し
てございます。また、お尋ねのありましたふ
るさと納税に係る寄附金税額控除でございま
すが、これは、ほかの税制上の特例措置と
同様に、個人住民税の収入見込額を計上する
際、直近の実績等を踏まえて六千三百億円程
度を減収額として反映させております。
　以上でございます。

◆ 岸真紀子君　
　ふるさと納税額は寄附先の自治体の寄附金
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収入になる一方で、当該寄附に対する控除に
よって国の所得税と住所地自治体の個人住民
税は減少しています。以前に住所地自治体の
減収分についての問題提起を行って回答をい
ただいているところではございますが、住民
税の減収分については、総務省が、交付団体
であれば七五％補填していると答弁をいただ
いたところです。
　それでは、その七五％補填分は総額幾らに
なるか、教えてください。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　ふるさと納税の今度はミクロの、個別の団
体の算定の御指摘でございます。
　地方税法の特例措置の規定に基づくふるさ
と納税制度により生じる各地方団体の個人住
民税の減収は、今御指摘ありました普通交
付税の基準財政収入額の算定において反映し
ておりますので、結果的に七五％補填される
ということになっております。具体的には、
ふるさと納税制度に伴う寄附金の税額控除に
よる個人住民税の減収は、地方税に規定する
ほかの寄附金控除と合わせて個人住民税の収
入見込額から控除されることとしております
ので、お尋ねのふるさと納税に係る分だけを
取り出してお示しすることは困難でございま
す。
　ただ、あえて申し上げますと、四年度の算
定に用いた基礎数値のベースとなります税務
局の調査の令和三年度の市町村税課税状況調
べによりますと、ほかの寄附金控除と合わせ
た寄附金税額控除の総額は、道府県民税、市
町村民税合わせて四千四百四十九億円となっ

ております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　結果的にそれが、先ほどいただいた答弁
で、約、税額控除で六千三百億円ぐらいとい
うところに四千四百四十九億円という補填が
されるということだとは思います。交付税総
額が増えているわけではないので、七五％分
が全体の交付税総額から差し引かれていると
いうことになります。ふるさと納税のような
非常に厄介な制度がなければその分配分され
るべきものが配分されていないことは地方財
政にとってマイナスであると言わざるを得な
いという問題意識を持っています。
　また、各自治体に配分される地方交付税
は、基準財政需要額から基準財政収入額とい
うものを差し引いて算定されますが、ふるさ
と納税は、寄附金、寄附先自治体の寄附金収
入は基準財政収入額には算定されません。し
かし、住所地自治体の控除による減収は基準
財政収入額に算入されて、結果として、ふる
さと納税を集めた自治体は、交付額は減少せ
ずに、集めたふるさと納税の全額が歳入の増
加につながるという構図となっています。
　本来であれば、地方税が増えたら交付額が
減少するという基本的ルールからいえば、ふ
るさと納税を集めることに大きなインセン
ティブを与えていることになり、過度なふる
さと納税への優遇ではないかという問題があ
ります。今朝の新聞では、特別交付税で、ふ
るさと納税、いっぱい収入あったところは
マイナスになっているというのはありながら
も、普通交付税で考えるとそういう構図に
なっています。



242 第210回国会　第211回国会議事録

　また、住所地自治体で住民税控除による減
収がある場合には、交付団体は、七五％の補
填があっても、二五％はないという実態で
す。本来入ってくる税収入が他の自治体へ、
言い方が悪いですが、奪われた形となってい
ます。もっと言えば、東京都などの不交付団
体は補填が全くない状態なので、控除額がそ
のまま減収となってしまいます。
　こういったいびつな構造は行政サービスの
低下になっているのですが、不交付団体にお
けるふるさと納税の減収額というのは把握し
ているでしょうか。

◆ 政府参考人　池田達雄君
  （総務省自治税務局長）　　　
　お答えを申し上げます。
　減収額といいますと、受入額と控除額を差
し引いたものということになりましょうが、
我々が把握している寄附金の受入額について
は会計年度単位の受入額、一方で、個人住民
税の控除額については暦年単位の額を基にし
たものとなっておりまして、単純な差引きが
困難ですので、不交付団体の減収額そのもの
については把握をしておりません。
　そのため、委員の御質問について、不交
付団体の個人住民税の控除額、減収になっ
たものだけについてお答えを申し上げます
と、我々が把握しております現況調査によれ
ば、令和四年度普通交付税不交付団体、一都
六十六市町村におきます平成四年度個人住
民税からの寄附金税額控除額のこの合計額
は、都と一体的に、あっ、申し訳ございませ
ん、令和四年度普通交付税不交付団体、一都
六十六市町村でございますが、令和四年度の
個人住民税からの寄附金税額控除額の合計額

は、都と一体的に算定されております特別区
分を含めますと千六百四十六億円、特別区分
を除きますと九百四十二億円、このように
なってございます。

◆ 岸真紀子君　
　特別区分を含めると一千六百四十六億円、特
別区分含めないと九百四十二億円と、かなりな
大きな減額となってしまっているというところ
です。
　ふるさと納税への過度な優遇による地方財政
に影響をもたらしているとして、ふるさと納税
による寄附金収入を基準財政収入額の算入対象
とするように求める意見もあります。この後も
過度なふるさと納税の取り合いの問題点を述べ
ますが、本当にそういった改善が必要なのでは
ないかという問題意識で質問をしております。
　地方税である住民税についての問題提起をし
ましたが、地方交付税の原資である国税、所得
税ですね、もふるさと納税によって控除される
のですが、財務省に伺います。ふるさと納税に
よっての所得控除の総額は幾らになるでしょう
か。直近三年間分をお答えください。

◆ 政府参考人　堀内斉君（国税庁課税部長）　　　
　お答え申し上げます。
　ただいま御質問いただきましたふるさ
と納税を含む寄附金控除の合計額につい
て直近三年分を申し上げますと、令和元
年分は四千四百八十億円、令和二年分
は五千三百九十七億円、令和三年分は
六千六百三十二億円となっております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
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　今御答弁いただきましたが、ふるさと納税
だけではなく寄附金全体での数字しか分から
ないということになりますので、本来所得税
として入る分がふるさと納税によって、例え
ば二〇二一年度実績でいえば八千三百二億円
なので、そのうち所得税控除を約二割と考え
たとすれば、推察するに約千六百億円が控除
となっているのではないかと、これが実質の
減収ということにならないのではないかなと
いうふうに考えます。いかがでしょうか。済
みません。

◆ 政府参考人　堀内斉君（国税庁課税部長）　　　
　お答え申し上げます。
　所得税に係る寄附金控除の適用を受ける場
合、確定申告書に寄附先やその金額を記載す
ることとされておりますが、国税庁において
は寄附先や寄附の種類ごとの金額を集計して
いないため、ふるさと納税による所得控除の
総額についての数字は持ち合わせておりませ
ん。

◆ 岸真紀子君　
　そうですよね。そのように答えられる
と思ったんですが、推察するとおおよそ
千六百億円が控除となっているんではない
かなというふうに思います。そうなってくる
と、所得税及び法人税の三三・一％が交付
税の原資となっていることからいえば、原資
が、金額は定かではございませんが、原資が
毀損していると言えるのではないかと考える
ところです。
　地方税と交付税、地方交付税、どちらも担
当している大臣として、この原資が、金額は
ちょっと定かではないですが、原資が毀損し

ていることについての見解をお伺いします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　　
　ふるさと納税の地方財政への影響について
は、先ほども御答弁を申し上げたかと思いま
すが、地方財政計画では、まず、歳入の地方
税収入において、ふるさと納税に係る寄附金
税額控除について他の税制上の特例措置と同
様にその減収額を反映をさせる、そして、ふ
るさと納税に係る寄附金収入については、ほ
とんどの地方自治体において募集の取組が行
われていることなどを踏まえて、雑収入とし
てこの寄附金の一定額を計上する。このよう
な歳入の計上を行った上で地方財政計画を策
定し、地方が安定的な財政運営を行うために
は必要な一般財源総額を確保することが大切
であると、そのように考え、地方交付税総額
を適切に確保させていただいているというふ
うに考えております。
　地方自治体の財政運営に支障が生じないよ
うに、適正に適切に対応をいたしたいと考え
ます。

◆ 岸真紀子君　
　今の制度でいうとそれ以上に答えようがな
いんだとは思いますが、やっぱり原資分が毀
損しているんではないかという問題意識はあ
ります。
　地方財政の観点から見ると、どうしてこう
なったのという問題はワンストップ特例制度
です。
　確定申告が不要な給与所得者には、寄附先
自治体が五団体以内の場合に限って、当該自
治体に申請すると確定申告を行わずに控除を
受けられるワンストップ特例制度が設けられ
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ました。
　某インターネットの仲介サイトにはこのよ
うに書いてあります。ワンストップ特例制度
とは、ふるさと納税をした後に確定申告をし
なくても寄附金控除が受けられる便利な仕組
みです、寄附金税額控除に係る申告特例申請
書に必要事項を記入して寄附した自治体に送
るだけなのでとっても簡単、寄附金上限額内
で寄附したうち二千円を差し引いた金額が住
民税から全額控除してもらえます。
　利用者にとってはとても便利ですが、一方
で、自治体にとっては、なぜ国税の控除相当
分も自治体がマイナスとして負担しなけれ
ばならないのでしょうか。最低限、これは地
方財政の観点から見ると、どうしてこうなっ
たのという問題はどうしても否めないという
ところです。これ本当見直した方がいいです
ね。
　この利用者にとってですが、最低限、この
国税の控除相当分は地方の特例交付金とかそ
ういった手段で国がその財源を補填すべきで
はないかと考えますが、いかがでしょうか。

◆ 政府参考人　池田達雄君
  （総務省自治税務局長）　　　
　お答えをいたします。
　ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を
した方の利便性向上に資するため、確定申告
を不要とすることにより、ふるさと納税に係
る寄附についての情報が税務署を経由せずに
地方団体間で完結する仕組みでございます。
このような仕組みを取っていることからも、
この特例を利用した場合の控除は所得税から
は行わず、個人住民税において行われること
となっております。

　また、この仕組みの背景でございますけれ
ども、地方六団体の方から、地方創生の推進
のために、ふるさと納税の手続を簡素化につ
いて検討するよう要望されたことを踏まえて
導入されたという経緯がございます。
　このような制度導入の経緯でありますと
か、また、そもそも論に戻りますと、ふるさ
と納税制度は地方税である個人住民税の一部
を地方団体間で移転させること、これが検討
の出発点であったこと、こういったことを考
えますと、このワンストップ特例制度による
減収額を国費で補填するというのはなじみに
くいのではないかと考えております。
　なお、ワンストップ特例制度は、委員の方
からも御紹介ございましたが、高額所得者な
ど確定申告を必要とする方や五団体を超え
る地方団体にふるさと納税をした方は適用の
対象外となりますので、制度上、個人住民税
における追加的な控除は限定的なものにとど
まっているのではないかと考えておりますの
で、御理解を賜りたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　御理解賜れないんですね。
　東京都の特別区長会からは、個人住民税か
ら控除されている所得税分については、本来
全額を所得税から控除するべきものであり、
地方特例交付金等で国がその財源を補填すべ
きと提言がされていると思うんです。
　これ本当におかしな制度なので、確かに利
用者にとってみれば手続が楽です、一か所で
済むから。ですが、なぜ自治体がその分まで
補填をしなきゃいけない、あっ、減額分を見
なきゃいけないのかというところがやっぱり
疑問だと思うので、改善はした方がいいと考
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えています。再度検討していただきたいとい
うことを要請しておきます。
　垂直的不公平の問題は、速やかに改善が必
要です。ふるさと納税が高所得者ほど有利な
制度になっていることは、以前にも本委員
会で指摘したところですが、ますますひどく
なっているんです。
　ふるさと納税は、二千円を除く全額が控除
される、上限額は、個人の所得が大きくなる
ほど控除額が大きくなります。これは、所得
税の率は五％から四五％と累進構造となって
いまして、所得税の適用税率が高い納税者ほ
ど特例控除が大きくなるからです。
　さらに、控除だけではなく、自治体からの
返礼品は上限三割ですが、カニとか肉とか商
品として受け取ることができるので、過去に
は日経新聞にも、寄附なのにもうかるという
タイトルで記事が書かれてしまったというこ
とまで起きています。
　実際にふるさと納税の利用者の割合を見る
と、所得が高い人が多額のふるさと納税を行
い、寄附金控除を利用しているというデータ
もあります。
　例えば、ある自治体の返礼品は市内企業が
販売する防災シェルター地下型で、全国で二
番目に高額の設定額のようですが、個人か
ら一億円の寄附の申込みがあったという記事
がありました。ほかにも一億円のふるさと納
税の設定というのは大変多くなってきていま
す。
　この防災シェルターのように、一億円例え
ばこのふるさと納税したら控除額は幾らにな
るのか、一般論でお答えください。

◆ 政府参考人　池田達雄君
  （総務省自治税務局長）　　　
　お答え申し上げます。
　委員御承知のとおり、ふるさと納税につき
ましては個人住民税の所得割額の二割が限度
という、この一定の上限がございますが、そ
の一定の上限の中の寄附については、原則と
して、寄附額から二千円を除いた額が全額、
所得税及び個人住民税から控除される仕組み
となっております。
　お尋ねのように、一億円のふるさと納
税が行われた場合に、仮にこの一定の上
限に達していない場合であれば、最大で
九千九百九十九万八千円が所得税と個人住民
税から控除されることとなります。
　ただし、一億円のふるさと納税を行って
二千円を差し引いた後の全額が控除されると
いう方、これは給与所得者の場合でいいます
と、おおよそ年収二十数億円以上の方に限ら
れます。また、そうした方は元々個人住民税
の額も相当程度多額なものになっていること
も御留意いただきたいと思っております。
　以上でございます。

◆ 岸真紀子君　
　とはいえ、やっぱりおかしくないですかと
いう問題なんです。一億円ふるさと納税した
ら、最大で二千円を引いた残り全てが最大で
控除額を受けられ、かつ返礼品も三割が返っ
てくるという実態です。やっぱりちょっとお
かしいんじゃないかなというふうに思いま
す。
　別な問題点を質問します。
　ふるさと納税の利用者の多くは、出身地と
無関係の自治体に返礼品目当てで寄附を行
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い、実質的な節税目的として活用していると
言わざるを得ないと私は考えます。
　こうした問題を解決するためにも、特例控
除を段階的に縮小したり、控除率の上限設定
を所得に応じて変えるなどすべきではないで
しょうか。

◆ 政府参考人　池田達雄君
  （総務省自治税務局長）　　　
　委員御承知のとおり、ふるさと納税におき
ましては、特例的な控除額は個人住民税所得
割の額の、先ほど申し上げましたように二割
が上限となっており、一定の制限が設けられ
ております。
　また、高所得者優遇との御指摘は、過去に
一部の地方団体が相当過度な返礼品を提供し
ていたことも御批判の要因の一つであったと
考えておりますが、指定制度導入以降は、返
礼割合を三割以下、かつ地場産品とすること
などの基準の下で運用されているところでご
ざいます。
　今後とも、指定制度の下、ふるさと納税制
度の適正な運用に私ども努めてまいりたいと
考えております。

◆ 岸真紀子君　
　ふるさと納税の、今おっしゃられたとお
り、返礼品が過度で三割を超えるというのは
今大体落ち着いてきたと、私もそれは承知し
ております。しかし、その返礼品の中身が、
今、地場産品とおっしゃいましたが、果たし
てそうなのかという問題があります。
　二〇二二年六月に、ふるさと納税の返礼品
の代わりに現金を受け取れる、現金バックと
言われていましたが、ＩＴ事業者のサービ

スが問題になりました。これはさすがに総務
省も問題として異を唱えていましたが、そう
いった事例も出てきていると。また、ふるさ
と納税でポイントがたまっていくという運用
をしている仲介サイトもあります。
　三月八日、ヤフーニュースには、ふるさと
納税で美容整形のチケットが返礼品となっ
ているということが掲載されていました、
ニュースとして。美容整形のチケットは大人
気のようですが、もう歯止めが掛けられてい
ません。
　また、ウクライナ支援やトルコ地震の募金
として募集をし、ふるさと納税の使途として
設定した自治体も多く見受けられました。
商品名は言いませんが、人気の高い発泡スチ
ロール製ビーズを使ったクッションも返礼品
にしたら人気となった自治体もあります。
　余りにも自由過ぎて、名前の、ふるさと納
税ではなく、官製通販の方が正しい認識にな
るんじゃないかとさえ言われています。
　返礼品が自由過ぎて問題なんじゃないかと
総務省に確認したところ、回答は、ふるさと
納税は一般財源であり、その使途について特
段の基準は設けておらず、各自治体において
適切に判断いただくものと返ってきました。
　しかし、このままでいいのでしょうか。何
でもありの返礼品の現状を見直すべきではな
いかと考えますが、見解を伺います。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　　
　ふるさと納税について過度の返礼品競争が
行われたことなどを背景に、令和元年度に対
象となる地方団体を国が指定する制度を導入
し、返礼割合を三割以下、かつ地場産品とす
ることなどの基準を定めたところであること
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は御案内のとおりでございます。
　地場産品基準については、区域内で生産さ
れたもののほか、区域内において製造、加工
等の主要な部分を行うことで相応の付加価値
が生じているものなどを返礼品として提供可
能としているところでございまして、こうし
た地場産品を提供することは、新たな地域資
源の発掘を促し、地域のＰＲ効果が期待され
るほか、雇用の創出や経済の活性化につなが
る効果もあると考えております。
　先ほど御質問をいただいたことは私もずっ
と伺っておりましたが、今後とも、指定制度
の下で、各地方団体と納税者の皆様の御理解
をいただきながら、ふるさと納税制度が本来
の趣旨に沿って適正に運用されるように取り
組みたいと考えております。

◆ 政府参考人　池田達雄君
  （総務省自治税務局長）　　　
　済みません、大臣の答弁に補足させていた
だきまして、先ほど委員の御質問の中で、私
どもの担当の方が地方団体のそれは判断だと
いうふうに申し上げましたのは、委員の御紹
介の中で、ウクライナ支援とかトルコ地震支
援に使われているというお話がございまし
た。これにつきましては、これ、返礼品では
なくて、入ってきたふるさと納税の使い道の
話でございまして、使い道は、歳出予算に計
上して、地方団体がそれぞれの議会の御議決
を経て歳出、支出されるものでございますの
で、これは地方団体の判断だと、そういう意
味でございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。私がちょっと認識

が間違っておりました。失礼いたしました。
　今大臣もおっしゃったとおり、なるべく、
まだまだこれ、いい使われ方もしているとこ
ろもあるんですが、問題が多いというところ
だけは認識を共通していただければと思いま
す。
　また、年末の東京モノレールを利用したと
きに、私びっくりしたんですが、ある自治体
のふるさと納税のポスターなどでトレイン
ジャックが行われていました。もう全部なん
です。ホームも柱も電車の外も、中の中づり
広告も全部なんです。全部一つの自治体で、
お肉が強調されていたんですね。これがふる
さと納税の受入額が例年上位に来ている自治
体だったんです。多額の収入があればそれだ
け多くの広告料を支払うことができ、更に収
入として入ってくる仕組みになっているので
はないかという問題です。
　財政に乏しい小規模自治体で収入を増やし
たいと思ってこれを使いたいと思っていて
も、なかなか広告にそれだけお金を掛けられ
ないという、メリットになっていかないとい
うところがあります。ふるさと納税によって
赤字額が大きい町村もたくさんいる実態にあ
るし、朝日新聞の二〇二三年一月十日の記事
にありましたが、返礼品人気で偏る恩恵とい
う実態がますます広がっていくのではないか
という問題を持っています。
　また、集めるのには相当なこの営業努力と
いうのが必要で、小規模自治体ほど広告料、
先ほど言った広告料、手数料、人員が不利な
状況を踏まえていることと併せると、大臣は
これ、現状認識、どのようにお考えなのか、
確認したいです。
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◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　　
　ふるさと納税の指定制度の下では、寄附金
の募集に係るルールとして、返礼品の調達費
用や送料、決済や広報に係る費用を含む募集
費用の総額を一年間に受領する寄附金額の五
割以下とすることが定められていること、こ
れもう岸委員はよく御案内のとおりかという
ふうに思います。地域を応援をしたいという
納税者の思いに応えるために、寄附金のうち
少なくとも半分以上が寄附金の地域のために
活用されるべきという考え方に基づくもので
ございます。
　この基準に関して、地方団体の中には結果
的に返礼品の調達費用などを含む募集費用の
割合が五割を超過した団体もあることから、
総務省としても、昨年十月の指定を前に、全
地方団体に対して基準を遵守するよう注意喚
起の通知を発出したところでございます。
　また、今御指摘の広報の在り方につきまし
ては、地方税法に基づく寄附金の募集の適正
な実施に係る基準において返礼品を強調した
寄附金を誘引するための宣伝を行わないこと
を規定するなど、制度の趣旨に沿った寄附金
の募集を行うことを求めているところでござ
います。
　今度とも、指定に向けた審査の際や各種説
明会などの機会を捉えて地方団体に対して基
準の遵守を求め、制度本来の趣旨に沿って適
正に運用されるよう取り組んでまいりたいと
考えております。

◆ 岸真紀子君　
　本当にいろんな問題があって、難しいんで
すね、この問題というのは。
　ある自治体では、ふるさと納税が自治体財

政にゆがみを起こす要因なのでこれまで積極
的に推進してこなかったけれども、それでは
どんどん財政が、税収が減っていく、取られ
ていくという状況から、新たに専門職員を年
収一千万円という待遇で任期付職員を募集す
るとしました。営業として採用するというこ
とです。何度も言いますが、税ではなく、こ
れ販売になっているという問題があるのでは
ないかと考えています。
　また、総務省と今争っているという言い方
がいいのか分かんないですけど、泉佐野市の
ふるさと納税のサイトにも載っていました
が、先ほど言った事務費とかそういったもの
というのを半額以下にするのは不可能だと。
例えば離島である沖縄とか北海道とかです
ね、まあ私も北海道出身ですが、送料がどう
しても掛かってしまうんだと。だから、その
ある一定の割合を、私も最初もっと制限すべ
きじゃないかと思ったんですが、そういった
難しさも出てきてしまっているなというふう
に感じたところです。
　本日取り上げたふるさと納税の問題はほん
の一部です。こんなに矛盾した制度をつくっ
ておきながら、その責めを自治体に負わせよ
うというのは間違っています。
　本法案では、二年前の基準不適合等にまで
遡って取消し事由とすることを可能とすると
なっています。こんなに欠陥のある制度な
のに、後出しで取消し可能にするというのは
おかしくないかという問題意識を持っていま
す。総務省のさじ加減にならないかと。
　これを、改正案の期間設定の二年の妥当性
というのはだから何なのかというのをお伺い
します。
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◆ 政府参考人　池田達雄君
  （総務省自治税務局長）　　　
　お答えいたします。
　今般、現行制度におきまして、指定期間の
終了間際に不適合が発覚した場合などには実
務上指定の取消しが困難になっていることを
踏まえまして、より公平な制度とし、その適
正な運用を図る観点から、最大二年前の基準
不適合まで遡って取消し事由とする改正をこ
の改正案に盛り込んだところでございます。
　最大二年前までということでございますけ
れども、以前御答弁申し上げましたが、これ
までの指定取消しの事案で、事案の発覚から
指定取消しというところに至るまでの調査の
期間等が数か月掛かっていることを踏まえて
このような期間としたことでございます。
　また、後出しじゃんけんというような御指
摘もございましたが、改正後の規定におきま
しては、施行日である令和五年四月一日以降
の基準不適合について適用される旨の経過措
置規定を置いておりまして、施行日前の基準
不適合は対象としておりませんので、遡及し
て適用すると、このようなことはないという
ことでございます。

◆ 岸真紀子君　
　まず、遡及して適用するということじゃな
いというのは分かりました。
　ただ、いつでもこの基準を変えてしまうと
いうことをこれまでやってきているので、そ
こだけちょっとやっぱり気になるというとこ
ろがありますので、そこはしっかりと自治体
側に寄り添っていただきたいというところで
す。あと、丁寧な説明をお願いいたします。
　次に、地方交付税法のところの今日は総論

の部分についてお伺いをします。
　二〇二三年度地方財政計画では、二〇二三
年度の一般財源の総額について、交付団体
ベースで前年度比千五百億円増の六十二・
二兆円が確保されています。二〇二二年度に
引き続き、臨時財政対策債の発行を抑えるな
ど財政的に言えば改善する見通しとなってい
ますが、その主な要因は地方税収入や交付税
原資となる国税収入が好調であると見込まれ
たためと考えます。
　しかし、世界的なエネルギー、食料価格の
高騰や欧米各国の金融引締め等による世界的
な景気後退への懸念など、日本経済を取り巻
く環境には先行き不透明な状況もあります。
賃上げや物価高に押されて増収になるとは思
いますが、地方経済で見るとなかなか好調と
いう実感が薄い状況です。
　地方税や地方交付税の法定率分が大幅に増
加すると見込まれている要因について、昨年
も同時期の委員会で質疑をしておりますが、
本当に大丈夫なのかと、税収見積りが楽観的
なものになっていないのか、政府の見解を伺
います。

◆ 政府参考人　池田達雄君
  （総務省自治税務局長）　　　
　お答えいたします。
　令和五年度の地方財政計画では、地方税及
び地方譲与税の税収は四十五・五兆円と前年
度の地財計画から一・六兆円の増となり、過
去の地財計画上の税収や決算額と比較いたし
ましても過去最高となるものと見込んでいる
ところでございます。
　この増収の主な要因でありますけれども、
給与所得の増加等により個人住民税が〇・
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三兆円の増、企業業績の改善等により特別法
人事業譲与税を含む地方法人二税が〇・三兆
円の増、消費、輸入の増加等により地方消費
税が〇・七兆円、家屋の新増築の増加等によ
り固定資産税が〇・二兆円、それぞれ前年度
地財計画を上回ると見込んだところでござい
ます。

◆ 岸真紀子君　
　次に、三月九日の参議院本会議において、
立憲民主党の野田国義議員も代表質問で松本
大臣に法定率の引上げを求めています。逆に
言えば、補正予算でも国税が当初の見積りよ
りも増収となっておりまして、二〇二三年度
も増収を見込んでいます。
　それでは、なぜ、これだけ国税収入が好調
だというのに、二〇二三年度においても法定
率引上げが実現しなかったのでしょうか。
これだけ税収が好調な今こそ最大のチャンス
だったと思うのですが、まずは理由を教えて
ください。
　それと併せて、地方自治体の財政担当者や
首長からは、政府の防衛費増額への動きを受
けてとても懸念の声があるということを大臣
は御存じでしょうか。自治体は、過去に国の
財政難の影響を受けて、小泉・竹中構造改革
で相当痛い目に遭った記憶が忘れられないの
で、防衛費増額のあおりを地方財政で受ける
のではないかと懸念もしています。人口減少
の中でも国土を守り、全国あまねく人々の暮
らしを支えるのは地方自治体です。間違って
もこの交付税を減らすことは許されません。
　ほかの議員からも要請がありましたこの法
定率の引上げをどこまで本気で大臣お考えな
のか、この二つ、お伺いいたします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　　
　まず、交付税率の引上げについて御答弁申
し上げたいと思います。
　御案内のとおりの部分があろうかというふ
うに思いますが、令和五年度の地方交付税の
概算要求に当たりまして、引き続き巨額の財
源不足が生じることが見込まれたため、交付
税率の引上げについて事項要求を行ったとこ
ろであるということはこれまでも御答弁を申
し上げてきたところでございます。
　その上で、予算編成過程において財源不足
の補填方法等について議論を行いましたが、
国、地方共に厳しい財政状況にある中で交付
税率の見直しによる対応をするという結論に
は至らなかったところであると申し上げざる
を得ないところでございます。
　交付税率の引上げについては、現在のとこ
ろ、国、地方とも厳しい財政状況にあります
ために容易ではありませんけれども、今後と
も、交付税率の見直し等により地方交付税総
額を安定的に確保できるよう粘り強く主張し
て、政府部内で十分に議論してまいりたいと
思っております。
　なお、今の政府側の支出に関連して地方の
財政に与える影響ということでございます
が、お許しをいただけましたら、局長から補
足して答弁をさせていただきたいというふう
に思います。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　防衛費の影響のお尋ねでございました。
　私どもいろいろ接している首長の方々で、
防衛費の財源として歳出削減分というのがあ



251岸　真紀子（立憲民主党）

りますので、その影響を交付税が受けるので
はないかという心配をされているというお話
は私も承知しております。
　具体的な議論始まっておりませんが、私ど
もとしては、今大臣から御答弁申し上げまし
たとおり、地方に必要な一般財源総額、交付
税額はしっかりと確保していきたいと、この
ように思っております。

◆ 岸真紀子君　
　大臣、ありがとうございます。それは一つ
の事例で出したんですが、御丁寧に御答弁い
ただきましてありがとうございます。
　本当に、やっぱりその防衛費増額で少し心
配をしているという声を幾つかの自治体から
聞いておりますので、引き続き地財確保に
取り組んでいただきますようお願いいたしま
す。
　骨太の方針二〇二一では、令和四年度から
三年間の地方の歳出水準について、国の一般
歳出の取組と基調を合わせつつ、交付団体
を始め地方の安定的な財政運営に必要となる
一般財源の総額について、二〇二一年度地方
財政計画の水準を下回らないよう実質的に同
水準を確保するとされました。一般財源総
額実質同水準ルールとも呼ばれていますが、
二〇一一年度以降、地方財政運営上の重要な
方針として延長を繰り返しながら維持され
ています。このルールの適用によって一般財
源総額は安定的に確保され、自治体にとって
も、この骨太に書き込まれることによって前
年度同様の財源の見込みができるのは安堵し
てきたのがこれまででした。
　その一方で、この同ルールの下では、一般
財源が充当される事業費の規模も実質的に同

水準となるので、毎年度増加する社会保障関
係費の増加分を新たな財源の確保や給与関係
諸費、経費、公債費の減少等で吸収されてい
るという見方もあります。
　一般財源総額実質同水準ルールの下であっ
ても、社会保障関係費の増加や重要課題への
対応、これに必要な財源が今後とも確実に確
保されるのか、また、二〇二三年度の交付団
体ベースの一般財源総額が一千五百億円増加
したことを踏まえ、同ルールの下でどのよう
な場合に前年度を上回る一般財源総額の増額
が認められるのか、実質的に、同水準の意味
を含めてどのような政府の見解なのかをお伺
いします。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　いわゆる一般財源実質同額ルールのお尋ね
でございます。
　この一般財源実質同額ルール、考えてみま
すと、平成十六年、三位一体の改革がござい
まして、一般財源が年度当初、蓋開けてみた
ら三兆円近く減ると、こういうことがありま
して、各地方団体、予算が組めないという大
変な過去の経験がございまして、こうしたこ
ともありまして今のルールに落ち着いている
というふうに理解しております。
　ルールの趣旨でございますけれども、これ
は地方の歳出水準について、国の歳出の取組
と基調を合わせて歳出改革行いつつも、社会
保障関係費、公債費の動向等、増減要素を総
合的に勘案して、あくまでも地方の安定的な
財政運営に必要な一般財源総額を確保してい
くという趣旨でございます。
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　具体的に、令和五年度におきましても、
例えば国でやっていないような光熱水費を
七百億円増額いたしましたし、また、デジタ
ル経費も五百億円増やして、一般財源、〇・
二兆円を上回って六十二・二兆確保しており
ます。
　引き続き、そういうことで過去も社会保障
費など必要な子育ての経費等も増やしており
ますので、どういう場合はどうという形で一
律に決まっているわけではございませんが、
その年その年しっかりと歳出を見込んで必要
な一般財源総額を確保すると、こういうスタ
ンスで今後とも臨んでいきたいと思っており
ます。

◆ 岸真紀子君　
　財政局長から今御説明いただいたとおり、
過去には本当にこれがないとどうも不安定
だったという経過がありますが、今は逆にこ
れが上限になって、かさになってしまってい
るんじゃないかという心配があったんで質問
させていただきましたが、しっかりと確保し
ていくという答弁でしたので、引き続きその
ように取り組んでいただくことをお願いいた
します。
　スタートが出遅れてしまいましたが、
二〇二三年度から地方公務員の定年延長が二
年に一歳ずつ段階的に引き上げられることに
なります。二〇二三年度の給与関係経費は二
年度分を平準化したものとして計上し、退職
手当を一・一兆円としていますが、これは
どのように算出したものなのでしょうか。ま
た、二〇二四年度以降も定年の引上げに伴う
退職手当をどのように推移していくと見込ん
でいるのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　定年引上げの影響でございます。
　この定年の段階的引上げによりまして、二
年に一度、定年退職者が生じないということ
になります。したがいまして、退職手当の
支給額が年度間で大幅に増減するということ
になりますため、都道府県や指定都市におい
ては、基金を活用するなどして退職手当に係
る負担を平準化することが検討されており
ます。また、市町村の多くは都道府県の退職
手当組合に加入しておりまして、こうした団
体においては、この組合の仕組みを通じて負
担の平準化を図るということになっておりま
す。
　こうしたことがありましたので、令和五年
度の地方財政計画においては令和五年度と六
年度の退職者の見込みについて調査を行いま
して、両年度の退職手当額を推計した上でこ
れらの合計の二分の一の額、平準化いたしま
して、一兆一千三百二十九億円計上すること
といたしております。
　令和の、お尋ねの令和六年度以降の扱いで
ございますけれども、令和五年度と同様、平
準化して計上することを基本としつつ、各年
度の退職者の実態や見込みなども踏まえなが
ら検討してまいりたいと存じております。

◆ 岸真紀子君　
　調査をしっかりと自治体に取っていただい
て、それを平準化したということで、この先
もそれをやっていただけるという答弁でした
ので、引き続ききちんと確保していただくこ
とをお願いいたします。
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　定年延長するに当たって、当然ながら、自
治体職員の年齢構成とか人材育成、また、コ
ロナ禍でも明るみとなった自治体で公共サー
ビスを担うこの職員の定数の少なさと業務過
多というのは、こういったことを考えると、
当然ながら、職員の採用抑制はあり得ないと
いうことで職員数の増加に伴う財政措置も
必要ですので、その観点も、別な機会にしま
すが、是非覚えておいていただきたいという
か、予算措置に当たってはそういったことも
念頭に置いていただきますようお願いいたし
ます。
　次に、二〇二二年十二月に成立した
二〇二二年度第二次補正予算では、交付税原
資となる国税の増額補正が行われたことなど
に伴って交付税が一兆九千二百十一億円増加
しました。この増加額については、二〇二二
年度分として四千九百七十億円を追加交付し
た上で、残りの一兆四千二百四十二億円を
二〇二三年度に繰り越すこととしています。
　その際にも私はこういった措置がいいの
かどうか確認したところですが、改めて今
回、二〇二二年度からの繰越金一・四兆円な
どを活用して、前年度比七千八百五十九億
円減の臨時財政対策債の抑制、八千億円
の交付税特別会計借入金償還の前倒し、
四千九百二十二億円の国税減額補正精算の前
倒しといった地方財政の健全化が講じられて
いますが、こういった措置をする、実施をす
る理由というのと、また、今後、国税の増額補
正等があった場合にも、補正予算時に交付税増
加分の一部を翌年度に繰り越すことを基本とし
て、翌年度の地方財政対策において当該繰越金
の全部又は一部を地方財政の健全化のために活
用するという考え方が基本になると考えてよい

のかどうかというのを伺います。
　また、補正予算によって増加した交付税
は、交付税法第六条の三第一項に基づき当該
年度に交付すべき、当該年度の臨時財政対策
債の縮減等に充てるべきとの意見があること
に対してどのように考えているか、総務省の
見解を伺います。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　繰越金の扱い、それから臨財債に充てるべ
きではないかというお話でございました。
　今回、交付税特別会計の借入金の償還、そ
れから国税の減額補正の精算を行いましたけ
れども、これは将来、こうしたものは将来の
交付税総額が減る要素になります。したがい
まして、それを前倒しして健全化に資する扱
いをするということは、将来の安定的な交付
税総額の確保の観点から大変重要だというふ
うに思っております。
　一方、地方団体からは、今御指摘のありま
した臨財債、これをとにかく縮減すべきであ
ると、こういうお声もいただきましたので、
今回はそういうことを全体的にバランスを図
るということを基本として、あくまでも一般
財源総額、交付税総額を確保した上で、特会
の償還や臨財債の縮減やそれから国税の減額
補正精算の前倒しということを取り組んだと
ころであります。地方団体からは一定の評価
をいただいております。
　お尋ねの、繰越金をいつもこのように使う
のかというお話でございました。
　年度途中で交付税が増加する場合の扱いに
つきましては、その時々の財政需要、当該年
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度に必要な財政需要、それから翌年度の税収
等を見通した交付税総額の見込み、どういう
感じになるのか、それからその時々の健全化
の取組、こういったものをバランスを図りな
がら、その都度法律改正をお願いして処理を
してきているところでありますので、一律に
今回と同じようにやるということよりは、今
申し上げたようなことを勘案しながら、法律
改正をお願いして国会に御審議いただいて処
理をしていきたいと、このように思っており
ます。

◆ 岸真紀子君　
　皆さん、財政のプロなので、その辺りは毎
年状況を見て考えていくということだと思い
ますが、引き続きなるべく健全化に取り組ん
でいただくようにお願いします。
　それで、先ほどお話のあった臨財債につ
いてですが、二〇二三年度は臨時財政対策
債が前年度より七千五百八十九億円の減、
九千九百四十六億円に抑制されているという
ことは評価をいたします。ですが、なぜゼロ
にしなかったのかという疑問があります。
　地方六団体からは、臨時財政対策債に頼ら
ず安定的に交付税総額の確保を図ることとい
う要望を受けているのに、なぜなのかという
ところを一点目、お伺いします。
　もう一つまとめて。
　二〇二二年度末の見込みでは、臨時財政対
策債の累積残高が五十二兆円、交付税特別会
計借入金の残高が二十九・六兆円、国税減額
補正精算の未精算分、未精算額が三・四兆円
です。臨財債の累積残高五十二兆円と最も多
いことからいえば、臨財債をゼロにすること
を優先すべきだったのではないでしょうか。

交付税特別会計借入金償還の前倒しや国税減
額補正精算の前倒しを優先させた理由を教え
てください。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　先ほども御答弁いたしましたけれども、交
付税特会の償還、それから国税の減額補正の
精算というのは将来の交付税総額を減らす要
素でございますので、これにしっかり取り組
むということは、私ども、将来の交付税の安
定的な総額確保の観点から重要と思っており
ます。
　そうした中にありまして、これ、新型コロナ
の影響が最初ありましたときに、かなり、税収
が交付税の法定分も含めてかなり落ち込むとい
うことを見込んでおりまして、こういった特会
の償還や国税の減額補正、こういったもの、あ
る意味年度途中で交付税が減らないように、そ
の交付税総額を確保して、将来返してあげるよ
という法律改正をしています。
　したがって、ところが蓋を開けてみます
と、意外にコロナの影響を、いろいろと景気
対策もありまして、税収がそれなりに落ち込
まなかったということがありました。こうい
うことがありましたものですから、そのとき
先送りしていた特別会計の償還をちゃんと返
そうと、あるいは、そのときに減らさないで
将来、そのときには確保して将来返しますよ
と言っていた国税の減額補正、こういった、
コロナの影響によって先送りした健全化の分
を取り戻したいということがありまして、こ
のようなことを行いました。
　臨財債の縮減をまず取り組むべきだという
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お声があるのは十分承知しておりましたが、
今のような事情で、それぞれバランスを図り
ながら取り組んだということでございます。
　それから、臨財債の縮減と特別会計の借入
れのバランスでございますけれども、今、金
利が御案内の状況でございます。交付税特会
三十兆円弱をこれ毎年毎年入札をして借り入
れているものですから、これ金利非常に心配
でございますので、やっぱり特会の借入れの
問題にもしっかり取り組みたいということで
バランスを取ったと、こういうことでござい
ます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　財源不足は二年連続で減少して、財源不足
が解消した一九九〇年代初頭以来の縮小幅と
なりました。しかし、この財源不足の縮小
は、前年度を上回る地方税であったり、地方
税法等の定率分の、法定率分の増加と第二次
補正予算の繰越分があったからで、単年度で
見るといいんですけど、まだまだちょっと不
安定要素も残っているので油断ができないと
いうところですので、引き続き、何度も恐縮
ですが、健全化に努めていただきたいという
ところです。
　次に、折半ルールについて伺います。
　折半ルールは、二〇〇一年度から法制化され
て、その後も延長が繰り返されて現在に至って
います。二〇二三年地方財政対策では、折半
ルールの適用期間が今年度で終了することを受
け、従前と同内容の折半ルールを二〇二五年度
まで三年間延長するとしています。
　地方の財源不足の補填方法として更に三年
間折半ルールを存続させることにした理由を

お伺いしたいです。
　また、二〇二〇年と二〇二二年度は折半対
象財源不足が生じなかったことからいえば、
折半ルールに代わる補填方法についての検討
をすべきだったのではないかという問題意識
があります。どのような検討が行われて延長
となったのか、お答えください。
　国と地方の配分比率は五対五を望んでいるの
に、全く変わらずこの六対四という実態にあり
ます。入りと出に矛盾があるので、この負担の
ところだけなぜ国と地方が折半なのか、この理
由も、説明も含めてお願いいたします。

◆ 政府参考人　原邦彰君
  （総務省自治財政局長）　　　
　お答えいたします。
　いわゆる折半ルールのお尋ねでございま
す。
　今年は、御指摘のとおり、この三年間の財
源不足の補填ルールが切れる年でございまし
たので、概算要求、これ、この本院でも繰り
返し御指摘ありました、まずは、やはり財源
に穴が空けば、交付税の法定率、そういうこ
とでしっかり対応すべきであろうということ
で、財政当局と議論を行いましたが、今回、
引き続き折半、いわゆる折半ルールを継続す
るということに至ったわけであります。
　なぜ折半なのかという御指摘でございます
けれども、これは、昔から財源不足の補填
ルールとして、昭和五十年代から国と地方が
半分ずつ補填するということを基本としてま
いりました。
　この理由でございますけれども、国と地方
それぞれ厳しい財政状況の中にあって、地方
財政の運営主体である地方と、それから法
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令で多くの行政分野で地方に支出を義務付け
ている国の両者が、やはりお互い責任を持っ
て補填するのが筋であろうということ、ま
た、今税源配分のお話ありましたが、国、地
方を合わせた租税総額のうち、地方税とか譲
与税、それから交付税の法定分を勘案します
と、その税源の配分がおおむね一対一になっ
ているということがございまして、この折半
ルールということでこれまでやってきている
ということでございます。

◆ 岸真紀子君　
　では最後に、公立病院のことについて大臣
にお伺いします。
　御承知のとおり、公立病院、かなりコロナ
でも大変な思いをしてきて、財源もかなり厳
しい状況にあります。引き続きこの公立病院
に対して財政的支援が必要と考えますが、大
臣の見解をお伺いします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　　
　公立病院につきましては、資材価格等の高
騰による建設事業費の上昇を踏まえ、公立病
院の新設、建て替え等に対する地方交付税措
置の対象となる建築単価の上限を一平方メー
トル当たり四十万円から四十七万円へ引き上
げて、令和四年度の病院事業債から適用する
こととさせていただきました。
　また、地方創生臨時交付金の物価高騰対応
の検討に当たって内閣府に地方の声を届ける
など、関係省庁と連携して物価対策に取り組
んでまいりまして、この交付金を活用して公
立病院を含む医療機関に対して支援を行って
いる地方自治体もあると承知をいたしており
ます。

　今後の物価高騰対策につきましては、昨日
三月二十二日の物価・賃金・生活総合対策本
部において物価高騰に対する追加策が決定を
され、エネルギー、食料品価格等の物価高騰
の影響を受けた生活者や事業者に対する支援
として、地方創生臨時交付金、電力・ガス・
食料品等価格高騰重点支援地方交付金と申し
ておりますが、これを増額をすることとされ
ているところであります。
　物価高騰の影響は公立病院に限らず全ての
医療機関に共通の課題で、診療報酬の改定な
ども含めて関係省庁において議論をされる
ものとも考えており、今後の対応を注視して
まいりたいと思います。その上で、地域の意
見や実情を伺いながら、公立病院の経営状況
の実態なども踏まえつつ、関係省庁と連携し
て、政府全体として適切に対応いたしたいと
考えております。

◆ 岸真紀子君　
　終わります。
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◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　本日は、三人の参考人の先生の皆さん、あ
りがとうございました。
　私、高村参考人にお伺いをしたいと思いま
す。
　参考人のお話で、気候変動は、先ほどのお
話にもあったとおり、多発するこの自然災害
の面からいっても、命であったり経済の損
失、本当に大きな課題になっていることが分
かりました。
　それで、先生の資料にあった五十ページの
このカーボンニュートラルにとって重要な観
点というところで、マテリアル効率性戦略と
いうふうにありました。
　私も、どうしてもこのエネルギーの需要と
供給で考えると、省エネという観点がいかに
大事かと考えています。
　先ほどは、家庭から出る小型家電のリサイ
クルは国と地方の、地域の連携が必要だとい
うふうにおっしゃっていましたが、ある意
味この事業所という大きな単位においてのこ
のリサイクルの効果という方が期待が持てる
んですが、ここについては、かといって企業
努力だけでは難しいところがあると思うんで
す。
　そこで、先生には、企業努力だけではなく
て、国としてすべきことがないかどうかとい
うのをお伺いします。

◆ 参考人　高村ゆかり君
  （東京大学未来ビジョン研究センター教授）　　
　岸先生、どうもありがとうございます。

　特に、本日資料に付けましたマテリアルの
効率性と気候変動の連関についてであります
けれども、それをうまく、つまり資源循環を
回しながら、それによって排出を減らし、し
かもクリーンエネルギー、エネルギー転換に
必要な資源を日本の国内の中でしっかり確保
していくという中で、私は幾つか先行する取
組も出てきていると思っております。
　企業の中で、本来であれば競争相手である企
業が連携をして必要なリサイクルの仕組みをつ
くるといったような取組が出てきております。
これはプラスチックですけれども、花王さんと
ライオンさんが、まさに競争されている企業さ
んですけれども、地域、これはリサイクルを行
う実際の中小の企業さんなどとも連携をしてこ
の仕組みをつくっていらっしゃいます。それ、
自治体などのやはり回収がないとこれもできな
いということで、これを、こうした取組を進め
ようということが、先ほど経産省のところでの
自律的な資源循環の戦略であり、しかも、更に
期待するのは、環境省が所管している廃棄物の
政策、自治体との連携の上で、ここをうまくつ
なげていくことが本当に鍵であるというふうに
思います。
　具体的な省庁間の連携、そして地域の実際
にそうしたリサイクルの仕組み、しかも住民
側の協力が恐らく必要なこの仕組みを地域の
中で自治体とともにつくっていく、それを是
非国として支援をしていただきたいというふ
うに思っております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。

  ◎第211回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 2023年4月12日
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　もう一点、高村参考人にお伺いしたいんで
すが、北海道では胆振東部地震でブラックア
ウトを経験したということもありまして、
やっぱり地域分散型、地産地消のエネルギー
というのが必要なのではないかと考えていま
す。その点、ソーラーシェアリングは地域
の課題も解決できると参考人は先ほどおっ
しゃっていましたが、具体的にどんなことが
可能性としてできるのかというのを再度お伺
いいたします。

◆ 参考人　高村ゆかり君
  （東京大学未来ビジョン研究センター教授）　　
　岸先生、ありがとうございます。
　北海道の胆振沖地震の点も御指摘ありまし
たけれども、電力システムをできるだけコス
ト効率的に脱炭素、排出を減らす方向に結び
付けていくときに、もちろん系統、送電線の
増強は必要だと思います。洋上風力一つ取っ
ても、今まで相対的には送電線ネットワーク
の弱い地域にむしろ洋上風力のポテンシャル
がございます。
　繰り返しますように、系統の増強は必要だ
と思っていますが、同時に、コスト効率性の
観点からは、そうした再生可能エネルギー、
洋上風力などの電力があるところに需要家が
行っていただくということが実は全体から見
るとコスト効率的であります。そういう意味
で、先ほど京セラさんの例を御紹介をしたの
はその趣旨もございます。地域の再生という
こと、地方を活性化していくという政策とも
結び付いていく、そうした事例だと思ってお
ります。
　先生が御指摘になったソーラーシェアリン
グですけれども、太陽光についていきます

と、二〇三〇年のエネルギーミックス、電源
構成の実現には、今、更に二倍程度の太陽光
の導入が必要だという、今、新しいエネル
ギー基本計画はそうした内容になっておりま
す。その中で、やはり空間限られた日本にお
いてソーラーシェアリングって非常に重要な
役割を果たすと思います。
　先ほど言いました農業者にとっていわゆる
違う収入源を得るということにもなります
し、同時に、今日御紹介をしました匝瑳の例
で申し上げますと、災害時にはその農業者が
地域の住民に緊急の電源として提供するとい
う地域の災害時の電源としても自治体と連携
をされています。
　これは本当に地域の知恵と工夫だと思って
いまして、こうした施策をやはり地域でつ
くっていくというのが災害に強い地域をつく
る、日本をつくる上でも重要ではないかと
思っております。
　以上でございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございました。
　次に、竹内参考人にお伺いします。
　今、送電網の話があったと思うんですが、
先ほど参考人も、島国だからということで、
十六ページにこの送電線の開放モデルという
ふうに書かれています。ただ、送電線を整備
するには、これまでは大手の電力会社が中心
にそれは相当お金も費用も掛けてやってきて
いるので、ここが回収できない、それだけ掛
けたお金を回収できなかったら、かえって小
規模の事業者、電力会社が参入できなくなる
んではないかという懸念もあります。
　ここでおっしゃっている、何というんで
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しょうね、この電力システム改変の再設計と
いうのは大手に影響が出ないのかどうかとい
う観点でお伺いをします。

◆ 参考人　竹内純子君
（特定非営利活動法人国際環境経済研究所
理事 東北大学特任教授）　　

　御質問いただきまして、ありがとうござい
ました。
　済みません、最後の部分がちょっと聞き取
れなかったんですが、何に影響がないと。

◆ 岸真紀子君　
　大手の電力会社が、費用は掛けるんだけれ
ども、最終的なところで小規模事業者に何か
利益が流れてしまわないかという心配が若干
あるんですね。その点についていかがお考え
なのか、お伺いいたします。

◆ 参考人　竹内純子君
（特定非営利活動法人国際環境経済研究所
理事 東北大学特任教授）　　

　ありがとうございました。クラリファイで
きました。
　こちらで書かせていただいた、資料の十六
で書かせていただいた点は、我が国の電力自
由化の再設計ということで非常に大きなコン
セプチュアルな絵を描かせていただいており
ます。電力自由化、欧米で行われたもの、電
気事業というと発電、つくる、送る、それか
ら売るという三つに大きく大別されますけれ
ども、つくる部分と売る部分、ここは自由化
をして競争させる。ただ、送るというのは、
もうここは公共財であると。言わば、送配電
網を公共設備、言わば高速道路のように開放

して発電事業者と小売事業者それぞれの競争
を活性化しよう、これが今まで我が国が目指
してきた欧米型といいますか、自由化のモデ
ルでございました。これが本当にあるべき姿
だったのだろうかというところを提言をさせ
ていただいたものでございます。
　まず、発電と送配電が分離をするというこ
とになると、まあ体はちっちゃくなります。
今、大手の電力会社さんの資金調達という
のは、ほぼほぼ送配電事業で確実に見込める
キャッシュフローというところによっている
ところがある。これを分離してしまうと、資
金調達というようなところ、まあ設備産業
ですから、要は借金の利子をいかに小さくす
るかが電気料金に極めて大きな影響を与える
事業でありながら、分離させて体力そいでし
まっている、これが今の我々の自由化でござ
います。
　それよりも、我々の日本のこの電気代を下
げるためには、発送電はむしろ大型化して、
かつ、今地方に九社あるわけで、まあ沖縄も
入れますと十社ございますけれども、地域も
もう少し集約をするような形を考えてもいい
のかもしれません。
　こういった形で、体力を大きくして、発送
電は強くして、小売の部分はサービスを競
う、こういったことのアイデアを書かせてい
ただいたものでございまして、むしろ送配電
の部分に関する投資回収の漏れというような
ところは考慮する必要は特にないかなという
ふうに考えてございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございました。
　なるべくどこにも影響が出ないようにきち
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んとしていかなきゃ、それがある意味、蟹江
参考人にはちょっともう時間がないので聞け
ないんですが、ＳＤＧｓにある労働という分

野にも関わってくることだと思うので、参考
にさせていただきたいと思います。
　ありがとうございました。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　先ほどもありましたが、一九九三年に衆参
両議院において地方分権の推進に関する決議
が全会一致で可決してから、今年は三十年の
節目を迎えます。
　一九九三年の地方分権決議には、ゆとりと
豊かさを実感できる社会を実現していくため
に、地方公共団体の果たすべき役割に国民の
強い期待が寄せられており、中央集権的行政
の在り方を問い直し、地方分権のより一層の
推進を望む声は大きな流れとあります。これ
は、それまでの成長優先から生活重視への転
換が求められ、そのためにも住民に身近な自
治体の役割への期待が込められていると読み
解きます。
　例えば、福祉や教育などは対人のサービス
であり、それは当然ながら地域に密接した自
治体でしか担えません。国が担おうとして
も、新型コロナウイルス感染症のように、無
理であったということは言うまでもありませ
ん。しかし、現実では、財源は地方へ十分に
移譲されずに、実質的な権限が地方にあると
は言い難いものとなっています。ましてや、
徹底的な歳出削減があったり、集中改革プラ
ンなどで人員は抑制されてきましたので、多
くのものは、自治体では国の仕事をこなすだ
けで忙殺されておりまして、住民のための

サービスをしたくても人員不足や財源不足で
できないといったような実態にあります。
　いわゆる地方分権一括法は今回で十三次と
なります。岡田大臣は、これまでの地方分権
をどのように捉え、何が課題であるか、お考
えをお聞かせください。

◆ 国務大臣　岡田直樹君
  （内閣府特命担当大臣《地方創生》）　　
　岸委員にお答え申し上げます。
　委員御指摘のとおり、一九九三年、平成五
年から三十年にわたり、地方分権改革を行っ
ておりますが、平成五年からの第一次改革及
び平成十八年からの第二次改革では、主に国
主導による集中的な取組を行い、国と地方の
関係を対等協力の関係へ転換するための制度
改革を様々に行ってまいりました。
　また、平成二十六年に導入した提案募集方
式は、地方の具体の意見をお伺いして、それ
を基に制度改革を行う仕組みで、令和四年ま
での九年間で地方から三千件を超える御提案
をいただき、このうち、内閣府で調整を行っ
た約二千件のうち、約千七百件について提案
の趣旨を踏まえた対応などを行ってきてお
り、地方の側からも一定の評価をいただいて
いるところだと思います。
　その一方で、提案募集に当たって、都道府
県単位では全ての地方公共団体から御提案を

  ◎第211回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 2023年4月14日
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いただいているわけでありますけれども、
市町村単位では、先ほど先生おっしゃいまし
た、地方が極めて忙しいということもあろう
かと思いますが、まだ提案を行ったことがな
い地方公共団体が六割を超えております。現
場の貴重な気付きが埋もれているおそれがあ
るのではないかと、こうしたことも課題とし
て認識をしております。
　このため、内閣府としては、地方に職員を
派遣して地方公共団体向けの研修会を行うほ
か、提案募集方式について実例を含め分かり
やすく解説したハンドブックを配布し、より
多くの地方公共団体から御提案をいただける
ように努めているところであります。
　さらに、先ほどから話が出ております本年
三月に閣議決定した計画策定等に関するナビ
ゲーションガイドのように、個々の地方公
共団体からの提案を検討する中で、地方公共
団体に共通する課題を抽出し、特にこの計画
策定については極めて公共団体から煩雑であ
るという、そういう御指摘も受ける中で、地
方公務員の皆さん、大変お忙しい、厳しい状
況の中で、地方の負担軽減につながるような
取組、今回新たに開始をしたところでありま
す。
　引き続き、地方の声を真摯に受け止め、地
方公共団体の負担軽減や地域の自主性、自立
性を高めるための取組を着実に進めてまいり
たいと存じます。

◆ 岸真紀子君　
　今大臣の御答弁にもありましたこの第一次
地方分権改革では、国と地方の関係が上下主
従の関係から対等協力に変わって、機関委
任事務制度の廃止であったり、国の関与に係

る基本ルールの確立などを実施し、地方分権
型行政システムが構築されたとしてはいます
が、先ほども述べたとおり、三十年たって中
央集権化に戻ってきているんではないかとい
う感じが否めないというところです。
　住民主導の個性的な地域分権型行政システ
ムを構築するために欠かせないことは、やは
り地方財政の秩序の再構築ではないかと私は
考えます。担当大臣として、自治体が望んで
いるような税源移譲となっていないこと、言
わば地方分権でいえば途上にあることをどの
ように捉え、分権推進の立場からどう取り組
んでいくのか、お伺いいたします。

◆ 国務大臣　岡田直樹君
  （内閣府特命担当大臣《地方創生》）　　
　お答え申し上げます。
　御指摘の国と地方の税財源配分の在り方に
ついては私は直接の担当ではございません
が、地方分権改革の観点から私の考えを申し
上げますと、これは、地方公共団体の財政的
な自立のためには基盤となる地方税財源の充
実確保が必要不可欠と、このように認識をい
たしております。一方で、国と地方の税財源
配分の制度設計については、税負担の在り方
を含めた制度全体を視野に入れて専門的に検
討をする必要もあり、地方税財政制度を所管
する総務省等において丁寧に検討が行われる
ことが適当であると考えております。
　その上で、岸委員の御指摘も踏まえ、内閣
府としても、国と地方の役割分担を踏まえ
て、地方の税財源の充実確保につながるよう
に、総務省等の関係省庁と連携をして必要な
対応に努めてまいりたいと考えております。
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◆ 岸真紀子君　
　今大臣がおっしゃっていただいたように、
本当の主流はやっぱり総務省と財務省との折
衝だったりするとは思うんですが、分権の立
場からも、是非内閣府からも後押しをお願い
いたします。
　本改正案の内容は自治体から提案のあった
ものと承知はしていますが、昨年の質疑で指
摘させていただきましたが、提案募集方式で
は本当の意味での分権にならないではないか
という問題意識を持っています。本来の目指
していた分権改革は、自治体の自主性、自立
性の強化ではないでしょうか。提案募集方式
のどこをどう改善し、今回の法案提出となっ
たのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　加藤主税君
  （内閣府地方分権改革推進室長）　　
　お答え申し上げます。
　現在の提案募集方式でございますが、二月
から五月まで地方からの提案を受け付け、そ
の後、提案団体や関係府省へのヒアリング、
調整等を経まして、十二月に対応方針を閣議
決定するという、こうしたスケジュールで進
めているところでございます。
　なかなかタイトなスケジュールでございま
すが、そうした中におきましても、類似する
制度改正等を一括して検討するため、重点的
に募集するテーマ、これが今年度、今回、令
和五年は連携、協働と人材確保を設定してお
りますが、こうした取組のほか、早期にいた
だいた事前相談についてその内容を全国の地
方公共団体に情報提供するなど、分野横断的
な提案を出しやすくする環境づくりに努めて
おります。

　また、提案を受け付けた後にも、その内容
につきまして全国の地方公共団体に情報提供
いたしまして、追加共同提案という形で賛同
意見や支障事例の補強に関する意見等を寄せ
ていただくことで、提案内容の更なる充実、
補強を図っております。
　なお、今回の改正に盛り込まれました住民
基本台帳ネットワークシステムの利用拡大で
ございますが、これにつきましては、地方公
共団体からの提案内容が所有者不明土地対策
に幅広く住民基本台帳ネットワークシステム
を活用できるよう求めるものであったこと等
を踏まえまして、総務省におきまして全省庁
に調査し、検討した結果、成案を得たもので
ございます。
　このように、関係府省の協力も得まして、
同様の構成、事情を有する事務をすくい上げ
まして統一的な整理を行っていくことは、提
案募集形式によります成果を大きくする上で
有効なものではないかと考えているところで
ございます。
　こうした改善を積み重ねておりますが、今
後も地方の現場の声も踏まえながら、重点募
集テーマの活用など更に工夫を凝らしまし
て、地方分権改革に資する横断的な制度改
正、この実現に取り組んでまいる所存でござ
います。

◆ 岸真紀子君　
　これ、毎年本当に、内閣府の皆さんには本
当に膨大な事務量だと思うんです。決められ
たスケジュールの中で、様々な省庁とか自治
体の声を聞きながら調整するというのは本当
に相当大変な御苦労をされているというのは
承知をしております。ただ、やっぱり更なる
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改善をしてなるべく分権に近づけていくとい
うことが必要だと思いますので、引き続きよ
ろしくお願いします。
　質問、ちょっと一つ最後に回しまして、飛
ばして言います。
　先ほども答弁にありました、住民基本台帳
ネットワークの利用の改正ということで、昨
年の第十二次地方分権一括法でも、これ、私
もそのときに質疑の中で、農業委員会とかほ
かの法律、森林法とかも含めて、提案を待っ
ているだけではなくて積極的な事務軽減を図
るべきではないかと質問した経緯がありま
す。なので、先ほど答弁いただいたように、
省庁の方からこの関連に関係するものはほか
にもないかということで調べて今回出てきた
ことは評価をいたします。
　今回の改正案では、住民基本台帳法、戸籍
法共に市町村の公用請求に係る事務の効率化
を図るとともに、速やかな空き家対策など
が可能となることが期待されます。一方で、
不正や濫用されないのかという懸念がありま
す。特に、今回は戸籍情報についても他の市
町村へ照会の依頼を掛けなくても取得可能と
なるので、負担軽減を図りつつも、濫用防止
策としてどのようなことをお考えなのか、法
務省及び総務省にお伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。戸籍法の関係につい
てお答え申し上げます。
　令和元年の戸籍法改正によって、本年度末
から本籍地以外の市町村においても戸籍証明
書の交付を可能とする、いわゆる広域交付が
実施される予定でございます。もっとも、そ

の請求権者は戸籍に記載されている者などに
限られておりまして、行政機関が法令の定め
る事務を遂行するために必要がある場合に行
う戸籍証明書等の交付の請求、いわゆる公用
請求については広域交付の対象とは予定され
ていなかったところでございました。
　今回の一括法案は、この広域交付の請求権
者の範囲を見直し、市町村内のある部署が当
該市町村の戸籍窓口に請求する場合に限っ
て公用請求を広域交付の対象とするものであ
り、戸籍窓口における審査を経て交付の可否
が決定されるため、新たに戸籍情報を取り扱
うことができる者が増えるわけではございま
せん。
　また、戸籍法においては、戸籍事務に関し
て知り得た情報の不正利用について罰則規定
が設けられているとともに、法務大臣及び市
町村長はシステム上の情報の漏えい防止措置
を義務付けられております。具体的には、広
域交付を行うシステムにおいて、生体認証を
含む二要素認証による利用者制限や操作ログ
の管理を行うなど、不正な利用を防止するた
めの万全な対策を講じているところでござい
ます。

◆ 政府参考人　三橋一彦君
  （総務省大臣官房審議官）　　
　住民基本台帳ネットワークについてお答え
いたします。
　住民基本台帳ネットワークシステムは、市
区町村の住民基本台帳の情報をネットワーク
化し、氏名、住所等の本人確認情報によりま
して全国共通の本人確認ができるシステムで
ございます。その運用に当たりましては、個
人情報保護やセキュリティー対策が重要と考
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えております。
　このため、住基ネットにつきましては、本
人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務
を法律や条例に具体的に規定いたしますと
ともに、専用回線の利用やファイアウオール
による厳重な通信制御、通信の暗号化といっ
た様々なセキュリティー対策を講じておりま
す。
　また、内部の不正利用の防止に関しまして
も、システム上、住基ネットと接続する端末
の操作に当たりまして、生体認証等により正
当なアクセス権限を有していることを確認す
ること、市区町村において職員が住基ネット
を操作した履歴、記録を保存することなどの
措置を講ずるとともに、住民基本台帳法にお
きまして、住基ネットから取得した本人確認
情報の守秘義務違反についての罰則を加重す
ることとしております。
　さらに、毎年、国や地方公共団体など住基
ネットの利用主体に対しまして、セキュリ
ティー対策に係る研修会を実施することとす
るとともに自己点検を行っていただくよう求
めておりまして、引き続き、こうした取組を
通じまして個人情報保護やセキュリティー対
策の充実を図ってまいります。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございました。
　本当に、職員同士なのでそんな不正は起き
ないとは思いながらも、しっかりとしたこの
セキュリティー対策、個人情報の保護の、濫
用防止ということが必要になってきます。
　行政においても、様々な手続のデジタル化
が進んで利便性が向上される一方、個人のプ
ライバシーをどう守るかという観点が大変重

要になってきます。これまで、自治体独自の
取組として、住民票の写しや戸籍謄本などを
代理人や第三者に交付した場合、希望する本
人に交付したことをお知らせする本人通知制
度を導入している市町村が実際にあります。
今後は更にデジタル申請と証明書交付がしや
すくなっていくと考えたときに、不正な申請
と発行への対策、対応が必要と考えます。
　二〇一五年の質問主意書に対する答弁を見
ますと、当時は政府として実施状況を調査す
ることを考えていないとしていましたが、そ
れから八年が経過しました。本人通知制度の
実施状況と課題について政府としてどのよう
にお考えか、伺います。

◆ 政府参考人　三橋一彦君
  （総務省大臣官房審議官）　　
　お答えいたします。
　住民基本台帳制度におきましては、自己の
権利行使や義務違反に必要な場合など正当な
理由があるものにつきましては、本人等以外
の者からの申出に対しまして住民票の写し等
の交付を行うことが可能となっております。
この際、その事実を本人に通知する取組を一
部の市区町村において当該自治体の判断に
より実施されているものと承知をしておりま
す。
　このような取組がいわゆる御指摘のありまし
た本人通知制度と呼ばれているものと承知をし
ておりますが、これに関しましては、証明書を
交付した旨が本人に通知されることによりまし
て、正当な理由に基づく交付請求を萎縮させる
効果を生じるおそれがあること、また債権者が
訴訟手続等を行う際に債権者の利益を害するお
それがあることなどの指摘もあるところでござ
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います。また、市区町村におきまして通知に係
る事務処理上の負担が生じるといった課題があ
るものと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　デジタル化に伴うこの個人情報保護の一環
として、本法案にある市町村の公用請求に伴
う閲覧履歴や第三者による取得状況など、マ
イナンバーカードを活用して本人が確認でき
る仕組み、若しくは自治体だけの対応には限
界があるので、国が統一的な本人通知制度の
整備が必要と考えます。
　そこで、ちょっとここでお聞きしたいの
は、自己情報コントロール権について政府の
見解を伺います。

◆ 政府参考人　山澄克君
  （個人情報保護委員会事務局審議官）
　お答え申し上げます。
　議員御指摘のいわゆる自己情報コントロー
ル権というものにつきましては、その内容、
範囲及び法的性格に関しまして様々な見解
がございまして、明確な概念として確立して
いるものではないと承知しておりますが、関
連いたしまして、個人情報保護法の第一条に
おきましては個人の権利利益を保護すること
というのを法目的として掲げられておりまし
て、この法律におきましては、地方公共団体
を含む行政機関等につきましても、個人情報
の取扱いに対する本人の関与の重要性に鑑み
まして、開示等の請求を可能とする規定を設
けておりますとか、あるいは個人が予期しな
いような不当な個人情報の取扱いを受けるこ
とを防ぐ観点から個人情報の目的外利用を制
限しておりますとか、そういうような規定が

ございます。
　いずれにいたしましても、個人情報保護委
員会といたしましては、デジタル社会の進展
等を踏まえまして、個人情報の有用性に配慮
しつつ、個人の権利利益の保護が図られるよ
う適切に対応してまいりたいと考えておりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　是非とも、個人情報保護委員会でも積極的
に自己情報コントロール権についてもっと議
論を進めていただきたいと思いますので、よ
ろしくお願いいたします。
　本法案では、罹災証明書の交付に必要な被
害認定調査において、例えば固定資産課税台
帳の情報を市町村が利用できるものとするこ
ととなります。これは以前から自治体現場で
は困っていた課題で、これが実現すれば、被
災者の生活再建の円滑化、迅速化につながる
ので担当課としても望んでいると聞いていま
す。でも、逆に言えば、なぜこういった改善
が市町村からの提案があるまでなされなかっ
たのか、また、これ以外に災害時の事務簡素
化や軽減の課題はないのか、伺います。

◆ 政府参考人　五味裕一君
  （内閣府大臣官房審議官）
　罹災証明書は、被災者支援の判断材料とし
て活用されていることから早期の発行が重要
であり、その前提となる被害認定調査につい
ても迅速に行う必要がございます。
　調査の実施に当たっては、図面の作成等に
時間が掛かるとの問題意識は持っておりまし
たが、これまで具体的に固定資産税、固定資
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産課税台帳等の情報を活用したいという要望
や提案はございませんでした。今回、地方分
権提案におきまして、自治体、北海道北広島
市、千葉県船橋市を中心といたしまして具体
的な提案をいただいたことから、自治体と歩
調を合わせて法改正につなげることとしたも
のでございます。
　また、調査の簡素化、負担軽減、更なる簡
素化、負担軽減でございます。
　これまでも、内閣府やＵＲ都市機構の職員
による現地での調査支援や総務省の応急対策
職員派遣制度による派遣などの人的支援を行
うとともに、河川の氾濫などの場合に、浸水
深、浸水した深さによりまして住家の損害割
合を算出する簡易手法の導入、航空写真等の
活用などの取組を進めてきたところでござい
ます。
　また、こうした取組に加えまして、内閣府
が開発いたしましたクラウド型被災者支援シ
ステムを活用した罹災証明書の早期交付や民
間の調査システムとの連携の促進、自治体と
損害保険会社等の民間企業との連携事例の提
供など、さらには令和五年度予算を活用いた
しました内水氾濫による被災住家の浸水深判
定の課題や手法に関する調査検討などを通じ
まして調査の更なる簡素化等を図ることとし
ております。
　引き続き、内閣府におきましては、自治体
と連携をいたしまして、被災者支援が円滑に
進むよう被害認定調査の迅速化に取り組んで
まいります。

◆ 岸真紀子君　
　大分改善はしていただいたのは今の答弁を
聞いて感じたところですが、更なる、なるべ

く迅速にできるように取組を進めていただく
ようにお願いいたします。
　次に、順番をちょっと入れ替えまして、
十一番目の質問に行きます。
　指定都市及び中核市において、認定こども
園の認定又は認可に関し、これまでは都道府
県への事前協議を必要としていたものを事前
通知へと見直すこととしています。事後では
なく事前に通知とするならば、都道府県から
ストップが掛かるということが想定されてい
るのでしょうか。また、全ての権限を指定都
市等に移しているといいながらも、これでは
権限移管に見えないという問題があるので、
この点についての理由をお伺いします。

◆ 政府参考人　黒瀬敏文君
  （こども家庭庁長官官房審議官）
　お答えいたします。
　事前協議の見直しについてお尋ねをいただ
きました。
　現行制度では、指定都市等の域内の認定こ
ども園を指定都市等が認定、認可するに当た
りましては都道府県への事前協議が必要と
なっているところですが、これは、認定こど
も園は市町村域を越えて利用されることが想
定をされることから、施設の適正配置等を担
保する観点から、都道府県知事が広域的な観
点から連絡調整を行いつつ、域内の需給状況
を踏まえ、認定、認可の可否を判断する必要
があるため設けられたものでございます。
　こうした中、今般の法案では、指定都市等
による市町村計画の策定、変更の際の都道府
県との協議により、マクロでの需給の調整は
基本的にはなされているというふうに考えら
れることから、近年の運用状況も勘案しまし
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て都道府県への事前協議を廃止することとい
たしました。
　一方で、都道府県は引き続き施設の広域的
な需給を把握しておく必要があるため、指定
都市等からの通知は必要であると考えており
まして、また、例えば都道府県と指定都市等
がそれぞれ同時並行で認定こども園の認定、
認可の手続を行う場合で、一方が認定、認可
を行うと供給超過になるといったような場合
など、個別事案については事前の調整が必要
になるということも想定されるため、指定都
市等からの通知は事前というふうにしたとこ
ろでございます。
　こうした趣旨によるものでございますの
で、都道府県が影響を及ぼすといったような
趣旨で事前通知を求めるものではありません
し、指定都市等域内の認定こども園の認定、
認可の判断に当たっては、認可等の基準に
沿って指定都市等において適切に対応いただ
きたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　今答弁いただいたように、都道府県におい
ても指定都市等の状況把握は必要であるとは
考えますが、何か分かりにくいなと思って、
権限が移譲されているのに事前に通知をしな
きゃいけない、事後でもよかったんではない
かという問題意識がありました。
　次に、本法案の建築基準法改正により、建
築主事の任用に必要な建築基準適合判定資格
者検定の受検資格の見直しをすることになり
ます。その中で、二級建築士試験合格者によ
る受検を可能とし、当該受検者を対象とした
検定に合格した者は、建築副主事等として小
規模な建築物等に限り建築確認関係事務を行

うことを可能とするとしています。
　このことにより一級建築士は特化して業務
ができることとなりますが、新たなこの建築
副主事等とはどのような職で、小規模な建築
物等というのはどのようなものを想定してい
るのか、安全確認など審査能力の確保は担保
されるのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　石坂聡君
  （国土交通省大臣官房審議官）
　お答えいたします。
　建築副主事は、一級建築士試験又は二級建
築士試験に合格した者で、小規模な建築物が
建築基準に適合するかどうかを判定するため
必要な知識を問う二級建築基準適合判定資格
者検定、これ新たに設けますけれども、これ
に合格し、かつ建築行政又は建築確認検査の
業務に関して二年以上の実務経験を有する者
の中から都道府県知事等が選任することとし
ております。
　建築副主事の業務範囲でございますけれど
も、小規模な建築物想定をしておりまして、
戸建て住宅が中心になるかと考えられます。
こうした戸建て住宅の設計につきましては、
二級建築士の試験に合格しているということ
をもって必要十分な知識、技能はあると考え
てございます。
　また、それを審査するということにつきま
しても、今般新たに設ける検定、先ほど言い
ました二級建築基準適合判定資格者検定、
これに合格していただかなければいけません
ので、それによって確認をさせていただきた
い。さらには、二年以上の実務経験というこ
とでございますので、小規模な建築物、戸建
て住宅中心になりますけれども、確認検査は
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十分に可能である、そういうふうに考えてい
るところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　きちんと安全は担保されるということを確
認できました。
　自治体で不足している建築主事の確保策と
して自治体から要望のあった建築基準適合判
定資格者の登録要件を柔軟にすることにな
ります。これは、急場をしのぐことはできて
も、建築主事の継続的かつ安定的な確保とな
るとは残念ながら思えません。
　現在の深刻な課題である建築主事の継続的
かつ安定的な確保に向けては給与面も本来は
含めた対策が必要と考えますが、まあ給与面
は多分難しいと思いますけど、国土交通省と
してどうやって確保していくかという考えを
お聞かせください。

◆ 政府参考人　石坂聡君
  （国土交通省大臣官房審議官）
　お答えいたします。
　御指摘のように、建築確認を滞りなく実施
するためには、建築主事の担い手の確保に加
えて、業務の効率化、こうしたことも同時
に進める必要があると考えているところでご
ざいます。このため、建築確認のオンライン
化を進めることによって、申請側、審査側の
双方の手続負担を軽減すること、また、中間
検査、完了検査等のリモート、遠隔実施です
ね、こうしたことを進めることによって現場
の立会いの負担を軽減することなど、建築行
政に関するＤＸを促進し、一層の業務の効率
化、こうしたことも行ってまいりたいと考え
てございます。

　国交省におきましては、各地方公共団体の
皆様方と建築行政職員の声、これをしっかり
お聞きした上で、建築主事等の人材確保、育
成に向けて取り組んでまいりたいというふう
に考えているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　例えば条件不利地とかは、そういったＤＸ
とか使ってカバーできるというのは一つの
考えだと思うんですが、やっぱり災害とかが
あったときには現地に建築主事とかがいると
いうことも重要ではないかと思うので、また
別な確保策も更に検討を深めていただければ
と思います。
　もう一つ、個別法について。
　交通安全の確保策でいえば、例えば、通学
路の安全策は、住民や学校の要望をもっと受
け入れ、実行する体制が重要となってきま
す。本法案で計画作りをやめることによって
期待される効果は何か、また住民等の要望を
速やかに受けられる環境整備に向けどのよう
に取り組んでいくのか、見解を伺います。

◆ 政府参考人　滝澤幹滋君
  （内閣府大臣官房審議官）
　お答え申し上げます。
　令和四年の提案募集におきまして、市町村
交通安全計画につきその作成に係る努力義務
について見直しを求める提案ございまして、
この提案を受けまして全国の市町村を対象に
意見を求めましたところ、都道府県交通安全
計画と重複する内容が多い、また、計画作成
に係る事務負担が多く、現場の施策に割く時
間が相対的に少なくなるなどの意見があった
ところです。
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　一方、そういった計画等が関係機関への協
力依頼や予算要求の際に有益であり、引き続
き法定計画としての位置付けを求める意見も
ございました。
　こうしたことから、交通安全基本法におけ
る市町村交通安全計画等の位置付けは残しつ
つ、その作成を努力義務からできる規定に改
正することとしたものでありまして、この改
正によりまして、計画作成の要否につき、そ
れぞれの市町村の交通環境や交通事故情勢、
関連する都道府県の計画、事務負担、体制等
を総合的に勘案した上で、地域の実情に応じ
た判断が一層可能となるものと考えておりま
す。
　都道府県、市町村などそれぞれの地域にお
ける行政、関係団体、住民等の協働により、
地域に根差した交通安全の課題の解決に取り
組んでいくことは重要であると認識しており
まして、内閣府といたしましても、地域の実
情に即しましてリソースを適切に配分し、関
係機関が緊密に連携して対策を講じていくよ
う促してまいります。

◆ 岸真紀子君　
　交通安全については本当に連携がすごく大
事だと思うので、なるべくその市町村が事務
負担が軽減された分しっかりと都道府県とつ
ながれるように引き続き推進をお願いいたし
ます。
　岡田大臣にお伺いします。
　計画等の見直しを求め提案されたものが
九十三件合計ありまして、各府省と調整し、
本法案にあるように、市町村の先ほど聞いた
交通安全計画とかの作成もできる規定に改正
するものとなっていたり、ほかの法案や政令

等でも改善できるものとして整理をされたと
聞きました。市町村から提案のあったものだ
けでは見直しは不十分であると、だけれども
考えています。
　政府としても、三月三十一日に、効率的・
効果的な計画行政に向けたナビゲーションガ
イドを閣議決定していますが、今後どの程度
本格的に見直していかれるのか、大臣にお伺
いします。

◆ 国務大臣　岡田直樹君
  （内閣府特命担当大臣《地方創生》）
　ただいま御指摘のありました効率的・効果
的な計画行政に向けたナビゲーションガイド
でございますが、これを着実に運用し、一つ
には新規の計画の抑制、二つには既存の計画
の見直し、この二点を実現していくことを目
指しております。
　まず、新規の計画の抑制については、各府
省が法律案の検討段階で計画以外の他の手法
の検討や既存計画との統合などを検討する。
また、計画の新設がどうしても必要な場合に
は、地方六団体などに対して早期に情報提供
を行い、計画等によらざるを得ない理由を
しっかり説明し、地方の御理解を得ることを
徹底していきたいと考えております。
　さらに、既存の計画については、ナビゲー
ションガイドに沿って、各府省において定期
的に計画の在り方の見直しを進めていただく
ことにしております。
　こういった各府省におけるナビゲーション
ガイドの運用が徹底されるように、内閣府と
しても必要な説明や働きかけを行ってまいり
ます。
　各府省に対してナビゲーションガイドの定
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期的な周知を行う、また、各府省が新たな制
度を内閣府に相談する際に、ナビゲーション
ガイドに沿った手順、検討が踏まれているか
を確実にチェックする、そして、既存の計画
に関して地方分権改革有識者会議の知見もい
ただいて、実効性を有する見直しの検討を考
えております。
　このように、各府省との連携を密に行い、
ナビゲーションガイドを着実に運用して、国
と地方を通じた効率的、効果的な計画行政
の実現を期して地方にお応えしてまいりた
いと、このように考えているところでありま
す。

◆ 岸真紀子君　
　本当にこれからのものとこれまでのものと
いうのを分けて考えていくことが必要だと
思っています。しかも、議員立法、閣法だけ
じゃなくて議員立法も結構計画策定というも
のを義務付けているものがあるので、これ議
員のみんなも考えていかなきゃいけないこと
なのではないかと考えています。
　本当はもう一問最後に質問をしたかったん

ですが、時間も限られているので考えだけ述
べさせていただきます。
　今日、私は、この法案に、質疑に対して、
これ実はすごく束ねられていて、七つの法案
で関係省府庁もまたがっています。なので、
委員長にも御迷惑をお掛けしましたが、誰が
誰だかという、答弁者がなかなか難しいとい
うところもあって。本来であれば、それぞれ
の法案で一つずつきちんと議論を深めること
が必要だと考えています。束ね法案というも
ので、一部軽易なものがあるので一緒にやっ
ているという説明は受けたものの、やっぱり
これは幾ら提案募集方式だといっても分かり
づらいのではないかという問題意識がありま
す。
　ちなみに、今回の提案募集では、例えば自
治体の非正規公務員、会計年度任用職員の勤
勉手当は、地方自治法改正案として総務委員
会できちんと議論が深まる予定となっていま
す。こういうふうにもっと深めて考えていく
ことがこの分権一括法にも必要なのではない
かという考えを述べて、質問を終わります。
　ありがとうございました。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　本調査会一年目の締めくくりの機会に、日
本のエネルギーをめぐる重大な課題である原
子力問題に絞って意見を表明します。
　私の地元北海道は、高レベル放射性廃棄物
の地層処分、いわゆる核のごみ問題に直面し
ています。現時点では北海道の二町村でしか

調査は行われておらず、地層処分研究のため
の地下施設が唯一設けられているのも北海道
です。なお、北海道には原子力発電所もあり
ます。
　原子力問題は、これまでも国民の理解と
いった言葉を用いて語られることが多いのが
実態です。しかし、原子力に関する国民の理
解が深まっているかと問われれば、分かりや

  ◎第211回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 2023年4月19日
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すい説明からは懸け離れており、政府など推
進しようとする情報の発信が中心、肝腎の国
民不信の払拭となるリスク面の情報は軽ん
じられ、そのことによって、かえって国民、
もっと言えば原発立地自治体や周辺自治体に
暮らす住民の不安が拭い切れていません。
　一方、昨今の国際情勢による電力価格高騰
に当たって、電気事業者が原発再稼働と電気
料に強い関係があるかのような言い回しをし
ているからかと思いますが、二〇一一年の原
発事故直後に比べると再稼働に理解を示す方
が増えたとの報道があることは私も承知して
います。
　しかし、国内で起きた過酷事故は、たった
の十二年前。今も故郷に帰れず、帰還したと
しても悩み苦しんでいる方々の現状を見れ
ば、リスクを度外視することはできません。
政府などが言う国民の理解と私が申し上げた
い国民の理解とは異なります。
　政府は一般的に国民と言いますが、残念な
がら、みんなが自分事として考え、理解して
いるとは言い難いのではないか。この間の調
査会でも、原発立地自治体と大都市の温度差
が再三お話しされていたことにも表れていま
す。北海道においても、核のごみ問題の矢面
に立たされている地域とその他の地域では、
道民でありながらも、同じように関心を持て
ているかというと、人ごとや無関心となって
いるのが実情です。これは地元紙のアンケー
ト調査の結果にも表れています。
　どのエネルギーにもメリット、デメリット
はあって、理解が欠かせないのは同じです
が、単に原発再稼働イコール環境配慮のエネ
ルギーの安定供給とするのは危険です。デメ
リットを話し合っていくことこそが必要であ

り、そのマイナス面をしっかりと捉え、不安
の払拭ができたという本当の理解が深まらな
い限り、とかくリスクの大きい原子力を進め
るべきではありません。
　確かに、原発が再稼働すれば電力事業者の
経営は一時的には良くなると思います。しか
し、残念なことに、不祥事の続く原発を再
稼働して国民の安全は守れませんし、仮に再
稼働で電力事業者の経営が楽になったとして
も、核のごみ処分方法や費用はどうするの
か、ここもしっかりと決めなければ将来世代
への負の先送りでしかありません。
　その上、福島原発廃炉の先行きは不透明、
廃炉後の絵姿が描けていないＡＬＰＳ処理
水、原発敷地内に使用済燃料が積み上がって
いる問題、高レベル放射性廃棄物の処分場が
ないどころか、低レベルを含め核ごみ処分は
決まっておらず、頓挫しているのを認めない
核燃料サイクル、実効性を伴えない避難経路
の問題などなど、原発が安全か否かを議論す
る前に解決しなければならないことが山積み
になったままです。
　私は、国のエネルギー政策に翻弄された旧
産炭地域の出身であるからこそ、雇用や地域
経済に関係するエネルギー政策はしっかり議
論することが必要と考えます。
　エネルギー基本計画に研究開発が明記され
ていることはある意味当然であり、今ある原
発、そして廃炉を安全に進めるために、原発
人材の確保は重要な課題です。とはいえ、二
月に策定されたＧＸ基本方針に原発の開発、
建設と記したことは、基本計画を飛び越えて
おり、矛盾したものと言わざるを得ません。
未曽有の大事故を起こした日本の原子力は慎
重にも慎重を期さなければならないのに、拙
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◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　松本大臣、今日お誕生日のようで、おめで
とうございます。お祝い申し上げます。ます
ますの総務行政への御尽力を賜りますようお
願い申し上げます。
　この度の地方自治法の改正内容は、一点目
として、地方議会の役割及び議員の職務等の
明確化等を行う、二点目に、会計年度任用職
員に対する勤勉手当の支給を可能とする規定
の整備、三点目として、公金事務の私人への
委託に関する制度の見直し等の措置となって
おります。
　地方議会のなり手不足は、先ほども委員の
方からいろんな深刻さがあるということが御
紹介をされました。私も、先日行われた統一
自治体選挙で定数割れであったり無投票当選
となった自治体も多く、本法案だけでは残念
ながら解決しない課題が残されていると感じ
ています。若者や女性など多様な人が参画で
きるよう、例えば働いている人が立候補しや
すくするための休暇制度の創設であったり、
議会におけるワーク・ライフ・バランス、さ

らにはハラスメント対策など、特に女性の議
員を増やすということにはこういった観点が
必要です。
　引き続きの環境整備を超党派で、党派を超
えて今後も議論を積み重ねていくということ
が大事だと考えていますし、政府において
も、適宜見直すなど改善を図られますように
お願いいたします。
　また、公金事務の私人委託については、利
便性の向上となる一方、若干不安がありま
す。例えば、受託者や再委託者において納入
者のプライバシー保護の徹底であったり、自
治体が負担する手数料はどうなるのかとか、
あとは地方銀行が万が一この収入減になった
ときの影響など、懸念点もあります。施行後
も効果や課題等を把握して御対応いただきま
すように、政府に最初に求めておきます。
　それでは、本日は時間も、五十分あります
が、限られておりますので、自治体で働く非
正規公務員、会計年度任用職員の勤勉手当に
関連をして集中して審議をさせていただきま
すので、よろしくお願いいたします。
　会計年度任用職員制度は、二〇二〇年の四

  ◎第211回国会　参議院　総務委員会　2023年4月25日

速に決めたことは大きな問題であり、反対で
す。
　原子力の運転期間を、他律的に停止した期
間を除外するというルール変更も、原子力規
制委員会がしっかり審査するとしても、老朽
化や脆化の懸念が強くあります。
　以上、一年目の調査を通じ、主に原子力を
めぐる諸課題に係る意見を申し上げました。

　当調査会では、原発賛否以前に解決するべ
き問題点が与野党問わず示されました。この
ような忌憚のない議論ができる場は非常に貴
重です。政府始め関係各位には、この調査会
で与野党を通じ示された意見を真摯に捉え、
住民が安心して暮らすことのできる社会の実
現に力を尽くしていただきますようにお願い
申し上げ、私の意見表明とします。
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月に施行されてから三年が経過します。この
三年間振り返ると、地方自治体は新型コロナ
ウイルス感染症対策を始めとする住民の命と
暮らしを守るための過酷な対応に終始してき
ました。そのような中、会計年度任用職員に
ついても、重い責任を背負って必死の奮闘が
続いてきました。
　一方、二〇一七年の第百九十三通常国会に
おける地方公務員法及び地方自治法の一部を
改正する法律は、常勤職員の大幅な削減が圧
倒的に地方自治体で進められてきたことに対
して、自治体の果たすべき役割や業務がむし
ろ増大するとともに、行政需要が多様化、複
雑化する中、地方自治体の安易で無秩序な任
用により臨時・非常勤職員が継続的に増加を
し続け、極めて不適切な任用や処遇が深刻化
したことで、これを制度として適切なものに
改める措置であったと理解をしております。
　しかし、例えば、新たに支給された会計年
度任用職員への期末手当は、同額分をあろう
ことか月例給より引き下げるなど、法制度の
趣旨に明らかに反する運用が一部の自治体で
行われるなどの事態があり、このことは、い
まだ会計年度任用職員を始めとする臨時・非
常勤職員の役割や存在の意義、その重要性に
対する自治体の認識が全体として不十分な状
況であると指摘せざるを得ません。
　本法案の審議に当たり、会計年度任用職員を
始め臨時・非常勤職員の役割や存在の意義、重
要性を、政府そして国会の責任という観点から
改めて全ての地方自治体に徹底すべきであると
いう立場で、またそのことから前提をすれば、
常勤職員との権衡、具体的には任用形態間の格
差解消を始めとして、適切な処遇が不可欠であ
るという問題意識があります。

　最初に伺いたいことは、地方自治体を始め
とする公務における行政運営の原則として常
勤中心主義という概念がありますが、これは
どのようなものなのか、お答えください。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　御指摘の考え方でございますが、公務の中
立性の確保や職員の長期育成を基礎といたし
まして、職員が職務に精励することを通じて
公務の能率性を追求し、質を担保する観点か
ら、各自治体の公務の運営におきまして任期
の定めのない常勤職員を中心とするという趣
旨でございまして、この点については会計年
度任用職員制度導入時にも各自治体に対しま
して通知をしているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　この常勤中心主義という概念を裏付けるも
のとして、過去に昭和三十八年四月二日の最
高裁判決があります。この判決は、職員の任
用を無期限のものとするのが法の建前である
と指摘をし、これは、職員の身分を保障し、
職員を安んじて自己の職務に専念させる趣旨
に出たものと承知をしております。
　会計年度任用職員は、少なくともその任用
期間において身分が保障され、安んじて職務
に専念いただくという地方公務員法の趣旨は
当然に適用されるものと考えますが、見解を
伺います。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　御指摘のとおり、会計年度任用職員につき
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ましても、その任用期間におきまして、地方
公務員法二十七条の分限及び懲戒の基準に関
する規定、いわゆる身分保障の規定が適用さ
れるものと理解をしております。

◆ 岸真紀子君　
　先ほども言いましたが、建前という言葉が
この最高裁判決にありまして、物事には建前
があれば本音があって、これは法律において
も存在しております。
　最高裁があえて建前と指摘したその意図、
例えば建前とは理想であって、現実的には本
音は異なるものがあるということだとは思
うんですが、それはともかく、常勤中心主義
という言葉だけが独り歩きをして、結果とし
て、常勤以外は全て周辺であるという曲解で
あったり誤解があって、そのため、会計年度
任用職員始め非常勤職員が自治体において残
念ながら軽んじられているのではないかとい
う懸念があります。こういった間違った、曲
解とかですね、こういったことに対して、総
務省の認識をお伺いいたします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　会計年度任用職員を始めといたします臨
時・非常勤職員につきましては、自治体が地
域の行政課題に対応して、また住民のニーズ
に応えつつ効率的で質の高い行政の実現を図
る上で、常勤職員と分担、協力をしながら、
各職場におきまして重要な役割を果たしてい
るものと考えております。
　総務省といたしましても、臨時・非常勤職
員が適正な任用や勤務条件の下で勤務ができ

ますように、制度や運用の改善に取り組んで
きたところでございまして、今後とも、自治
体の実態などを十分に踏まえまして、必要な
対応を行ってまいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　今公務員部長からもありましたが、重要な
役割を果たしているということが本当に大前
提なんです。
　会計年度任用職員制度が施行された
二〇二〇年四月一日現在における地方自治体
の臨時・非常勤等の職員数は全体で六十九・
四万人、このうち会計年度任用職員が
六十二・二万人で、約九割がパートタイム、
フルタイムではなくてパートタイムという
実態、そして女性の割合が全体の八割を占め
ていることが総務省の調査によって明らかと
なっています。
　その後、総務省は、二〇二二年四月一日時
点における再度任用時の空白期間の有無な
ど、施行状況等に関する調査は行っていると
承知をしておりますが、直近における自治体
の臨時・非常勤職員数、会計年度任用職員
数、同職員におけるパートタイムの割合、女
性の割合があれば教えていただきたいのと、
また、増減の理由や背景を含め、御承知であ
ればお答えをお願いしたいところです。お願
いいたします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　会計年度任用職員の調査でございますけれ
ども、これまで運用に関する幾つかの個別論
点については、これは毎年度調査を行ってい
るところでございますが、自治体に勤務する
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臨時・非常勤職員の総数につきましては、お
おむね四年に一回程度の調査といたしており
まして、御紹介いただいた令和二年度が今
現在のところ最新の数値ということになりま
す。
　そこで、令和二年度の前の、前回の平成
二十八年度調査と比較をいたしますと、臨
時・非常勤職員全体としては約五万人増加を
しております。
　また、パートタイム勤務や女性の割合につ
きましては、先ほど委員が御紹介いただいた
数値ですと平仄が合わないものですから、比
較の基準を合わせるために、会計年度任用職
員単体ではなくて臨時・非常勤職員全体の数
値で申し上げますと、女性の割合、これはい
ずれの年度も約七五％でございまして、ほと
んど変化していない一方で、パートタイムに
勤務している者の割合、これは約七割から八
割に増加をしているというところでございま
す。
　臨時・非常勤職員の全体の増加要因といた
しましては、効率的で質の高い行政の実現を
図りつつ、複雑化、多様化する行政需要に
対応するため、非常勤の地方公務員を御活用
いただいていることによるものと考えており
ます。例えば、近年では教員業務支援員であ
りますとか特別支援教育支援員が増加してい
るなどの要因が考えられるところでございま
す。

◆ 岸真紀子君　
　全体の地方自治体の会計年度任用職員なの
で、先ほどおっしゃられた、自治体、市役所
等で働く会計年度だけではなくて、教員等も
含まって、過去に比べると五万人増加をして

いると。ただ、これ本当にそうなのかという
のはまだまだ明らかにはなっていないです
し、可能であれば、自治体が調査するという
のは忙しいことは分かってはいるんですが、
正確なニーズであったり状況を把握するとい
うことは、やっぱり調査も必要なのではない
かと考えています。
　あと、パートタイムがやっぱり約七割から
八割増加というのは、残念ながら、やっぱり
会計年度任用職員制度に置き換わるときに、
移行するときにパートタイムになってしまっ
たという事例が多くあると考えています。そ
れはなぜかというと、今日やるこの勤勉手当
の問題であったり退職金の問題だったりあ
るので、またそういった課題は今後も引き続
き随時質疑とかをしていけたらと考えていま
す。
　次に、二〇二〇年四月の会計年度任用職員
制度施行以降、地方自治体において、コロナ
対応で人的、業務的な負担は相当なものが
あります。このため、会計年度任用職員を始
めとする非常勤職員が大幅に増加したのでは
ないかと、今直近の数字がないので分からな
いですが、まあ想像としてそうなんではない
かと考えます。そのことからいえば、国難と
も言われた危機を会計年度任用職員等の奮闘
によって乗り越えてきたと言っても過言では
ないと考えますが、その点についていかがで
しょうか。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　新型コロナウイルス感染症への対応において
は、各自治体において平常時の事務と異なる対
応が行われたところでございます。このような
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状況の中で、常勤職員とともに、会計年度任用
職員を含む非常勤職員につきましても、新たに
任用することや配置を一時的に転換することを
含めまして、様々な人員配置上の対応が行われ
たものと認識をしております。
　その上で、それぞれの職員が保健福祉部門
を始めといたします各分野の職場において、
大変困難な状況の中で、確実かつ的確な住民
サービスの提供を行っていただいたものと考
えております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　本当にこの三年間は、何とか耐え抜くの
に、職員の、正規の職員も増やす努力もして
きたけれども、やっぱり会計年度任用職員の
力が大きかったというふうに考えます。
　大臣、これまでのこのやり取り聞いていた
だいたと思いますが、重要性というのがすご
く分かっていただいたと思うんです。
　改めて、この二〇一七年の四月十三日の総
務委員会の質疑でも、当時の総務大臣は、地
方自治体の臨時・非常勤職員の役割や存在
の意義について、行政の様々な分野で活躍い
ただいており、現状において地方行政の重要
な担い手であるとの認識を明らかにしていま
す。現在においても踏襲されているとは思い
ますが、それ以降の地方行政の経過と実情も
踏まえ、改めて、地方自治体の会計年度任用
職員、そして臨時・非常勤職員の役割や存在
の意義、重要性に対する総務大臣の見解をお
伺いいたします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　各自治体におきましては、ただいま御指摘

もありました新型コロナウイルス感染症への
対応などの緊急の対応も含め、複雑化、多様
化する行政需要に対応するため、一般的な行
政事務のほか、教育や子育てを始め様々な分
野において会計年度任用職員の方々が地方行
政の重要な担い手として御活躍をいただいて
いるものと考えております。
　そのような認識の下、会計年度任用職員制
度は、臨時・非常勤職員の任用及び処遇を適
正化するために令和二年度に導入したもので
あり、これにより期末手当の支給を可能とす
るとともに、今回の改正法案により勤勉手当
の支給を可能とするなど、処遇の改善を図っ
てきているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　大臣からの御答弁にもあったとおり、地方
行政の重要な担い手であるという見解を全て
の地方自治体が認識共有することがとても重
要になってきます。そのための総務省の格段
の努力を引き続きお願いしたいので、お願い
いたします。
　このような役割と意義を踏まえれば、適正
な処遇の確保が不可欠であり、その際、少な
くとも給与、勤務条件における地方公務員法
等の要請でもある国の非常勤職員との均衡並
びに地方自治体の常勤職員との権衡を図るべ
きものと考えますが、このことについて明確
な答弁をお願いいたします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　会計年度任用職員の給与につきましては、
国の非常勤職員の取扱いとの均衡の観点か
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ら、これまで期末手当の支給を可能とする法
改正を行うなど処遇改善を図ってきておりま
して、さらに、本日御審議いただいている地
方自治法の改正案において勤勉手当の支給を
可能としているところでございます。
　また、会計年度任用職員の給与水準の決定
におきましては、地方公務員法に定める給与
決定原則にのっとり、類似する職務に従事い
たします常勤職員の給料表を基礎としつつ、
職務の内容や責任、職務経験等を考慮いたし
ますとともに、期末手当の支給割合など具体
的な支給方法につきましても、常勤職員との
取扱いとの権衡を踏まえて決定する必要があ
ると考えております。
　今後も、丁寧に地方自治体の状況等を把握
をしながら、ヒアリングの機会等を活用いた
しまして、適正化が図られるよう取り組んで
まいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。丁寧な説明等をお
願いいたします。
　本法案における会計年度任用職員に対する
勤勉手当の支給を可能とする規定は、国の非
常勤職員との均衡並びに地方自治体の常勤
職員との権衡という観点から措置されるもの
と考えますが、二〇二二年の三月十六日、こ
の当委員会における私からの質疑において、
当時の公務員部長は、勤勉手当に関して、国
の期間業務職員への支給に係る最近の運用状
況等も踏まえ検討すべき課題で、地方公共団
体の意見を伺うことに着手すると答えていま
す。
　そこで、本法案の提案に至る過程におい
て、総務省はどのように地方自治体の意見を

聞いてきたのか、伺います。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給
に関しまして、昨年度、ヒアリングの場など
を活用いたしまして地方公共団体から意見
を伺ってまいりました。各地方公共団体から
は、勤勉手当を支給する場合には適切な地方
財政措置を講じてほしい、人事評価を実施す
るための十分な準備期間が必要であるといっ
た意見が多いという結果でございました。
　こうした地方団体からの意見も踏まえまし
て、今般、地方自治法の改正法案を今国会に
提出させていただいたところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　例えば、今回の法案にも関係してきます
が、令和四年度地方分権改革に関する提案募
集において、提案団体から指摘された地方公
共団体の意見には三点あったと承知していま
す。一点目は、会計年度任用職員は、新型コ
ロナウイルス感染症対策を始めとした公務の
運営に当たり、欠かすことのできない存在で
ある。二点目が、同一労働同一賃金の原則を
踏まえ、常勤職員に準じた給与制度とするこ
とで不均衡を解消し、待遇改善につなげる必
要がある。三点目が、会計年度任用職員の給
与と国及び地方の常勤職員や国の非常勤職員
の給与とで均衡を図り、待遇改善を行うこと
により、会計年度任用職員の人材確保や会計
年度任用職員の意欲向上といった効果が見込
まれ、ひいては行政サービスの向上に資する
ものと考えるという。
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　この三点について、総務省はどのように応
えたのかお伺いします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　委員御指摘のとおり、地方分権改革に関す
る提案募集におきまして、十九の府県及び
市区町から、市区町等から、国の非常勤職員
等との均衡を図り、待遇改善を行うことによ
り、人材確保や意欲向上といった効果が見込
まれることなどを踏まえまして、会計年度任
用職員への勤勉手当の支給を可能とする法改
正等を行うべきとの提案があったところでご
ざいます。
　これを受けまして、昨年十二月二十日付け
で、令和四年度中に結論を得ることとして、
その結果に基づいて必要な措置を講ずると
いった対応方針を閣議決定されたところでご
ざいます。
　さらに、この対応方針を踏まえまして検討
し、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支
給を可能とする地方自治法の改正法案を提出
をしたと、こういう経緯でございます。

◆ 岸真紀子君　
　地方自治体の意見として貴重かつ適正なも
のであって、地方自治体全体としての共有化
について総務省の特段の配慮を求めます。
　本法案は、勤勉手当の支給について、条例
で支給することができるとされています。地
方自治体における給与の支給が条例に基づく
ことは前提ではありますが、支給することが
できるというその効力に関する課題がありま
す。
　そこで、地方自治法第二百三条、第二百三

条の二、第二百四条に共通していますが、報
酬又は給与は支給しなければならないと義務
規定としていることに対し、諸手当は支給す
ることができると、言わば義務規定ではない
規定がされていることの相違は論理的にどの
ような解釈となるのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　地方自治法におきまして、報酬、給料の支
給は義務規定である一方で、諸手当の支給は
任意規定となっております。これは、全ての
職員が支給対象者である報酬、給料とは異な
り、諸手当は支給要件を満たした者にのみ支
給されるものであることから義務規定とはし
ていないものと承知をしております。
　なお、諸手当の支給は任意規定ではござい
ますけれども、地方公務員法に定める職務給
の原則や均衡の原則等の給与決定原則に基づ
き支給するものでありまして、各地方公共団
体においてそれぞれ手当の支給要件が定めら
れているものと承知をしております。

◆ 岸真紀子君　
　諸手当の方は、だから、対象者が例えば特
別勤務手当とかが一部の方なので、するこ
とができるとなっている。だけど、基本的に
は、常勤職員がそうであるように、勤勉手当
も今回はみんなが支給されるということに
なっていくというところの確認で、次の質問
に入ります。
　法律案では、第二百三条の二第四項中、期
末手当の下に又は勤勉手当を加えとありま
す。既に会計年度任用職員に期末手当が支給
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されている下、国家公務員の非常勤職員との
均衡の観点という法律案の趣旨において、人
事院の非常勤職員給与決定指針が期末手当及
び勤勉手当としていることを踏まえ、地方自
治体は、期末手当と勤勉手当のいずれかを支
給すればいいということではなく、期末手当
と勤勉手当のいずれも支給すべき趣意と理解
してよいか、確認をいたします。
　また、自治体に、こういった又はという規
定になってしまっているので、誤解や任意の
解釈などが生じないよう厳格な対応が必要と
考えますが、自治体に対する通知など具体的
にどのように対応するのかも含め、お答えを
お願いいたします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　今回の改正案では、パートタイム会計年度
任用職員に対しまして期末手当又は勤勉手当
を支給できることとしております。これは、
手当の性質上、ごく限られた場合に期末手当
のみが支給される職員も生じ得ることから、
法制上、期末手当又は勤勉手当を支給できる
という規定となっているところでございま
す。
　委員御指摘のとおり、法案成立後には会計
年度任用職員に対しては、国の非常勤職員と
の均衡を踏まえ、期末手当と勤勉手当のいず
れも支給することが基本になるものと考えて
おります。
　総務省としては、期末手当と勤勉手当の支
給が適切に行われますよう各地方公共団体に
対して助言を行う予定でございまして、具体
的な内容については今後検討してまいりたい

と考えております。

◆ 岸真紀子君　
　例えば、二〇一七年五月九日の衆議院総務委
員会の質疑において、当時の公務員部長答弁で
は、法律上はできる規定ではございますが、地
方公共団体において期末手当を支給すべきもの
と明快な見解を明らかにしています。
　勤勉手当についても、国の非常勤職員との
均衡並びに地方自治体の常勤職員との権衡と
いう観点から期末手当と同様の取扱いである
と解するが、ここは相違がないか、確認をい
たします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　勤勉手当の支給については、法律上はできる
規定でございますが、国の非常勤職員において
支給が進んでいることや会計年度任用職員の適
正な処遇の確保の観点から、法案が成立した場
合には地方公共団体において勤勉手当を支給す
べきものと考えております。これは国の非常勤
職員の取扱いを踏まえた期末手当の支給につい
ての考え方と同様でございます。

◆ 岸真紀子君　
　明確にありがとうございます。すべきもの
ということを徹底していただきたいというこ
とを再度お願いいたします。
　次に、会計年度任用職員の八割が女性とい
う実態を踏まえて質問いたします。
　政府は、賃上げが日本の社会経済にとって
喫緊の課題としています。我が国の賃金はこ
れまでの新自由主義的な経済政策により様々
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な格差が拡大をしてきました。その意味で、
官民を問わない全ての働く人たちの賃上げに
向けて格差の解消は極めて重要な問題である
と考えます。
　そこで、第一の問題としての男女間の賃金
格差の是正について、女性活躍推進法や女性
版骨太方針二〇二二に基づき、地方自治体も
開示が義務付けられていますが、開示の時期
及び単位はどのようになっているのか、お答
え願います。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　地方公務員におきます男女の給与差異につ
きましては、昨年六月に決定をされました女
性版骨太の方針二〇二二におきまして、国、
自治体においても民間企業と同様、女性活躍
推進法に基づく開示を行うこととされました
ことから、各自治体に対しまして具体的な算
出及び公表の方法につきまして昨年十二月に
通知を発出をしております。
　この通知におきまして、公表の時期につき
ましては、初回の公表は令和四年度実績を本
年六月末までに公表することといたしまし
て、公表の区分につきましては、民間部門に
おける公表区分を踏まえ、任期の定めのない
常勤職員、任期の定めのない常勤職員以外の
職員及び全職員の三つの区分により公表する
とともに、任期の定めのない常勤職員につい
ては役職段階別及び勤続年数別による給与差
異を公表することとしております。

◆ 岸真紀子君　
　賃金格差の開示は、あくまで実態を把握し

た上で、格差の要因を詳細に分析をして女性
の処遇改善につなげるためのものであること
は、この女性版の骨太方針が指摘していると
ころです。
　格差の要因が公務員給与における配偶者手
当など制度に起因していることがないのか、
あるいは運用の問題なのかを把握するために
も、開示の単位は例えば課とか部とか任命権
者ごとになるべく小さい範囲で行うべきと考
えますが、見解をお伺いいたします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　先ほど申し上げました男女の給与差異の公
表方法について示した通知におきましては、
各自治体は男女の給与差異について、より詳
細な情報や補足的な情報を任意に公表するこ
とができるものとされております。
　例えば、各団体の実態を適切に説明する観
点から、職種、任用形態、勤務形態等により
更に詳細に区分した職員のまとまりごとに公
表することが考えられるといったことをお示
しをさせていただいております。
　また、扶養手当や住居手当について、世帯
主や住居の契約者として男性職員による受給
が多い場合など数値のみでは男女の給与の差
異について説明が困難である場合に、情報公
表を行う様式の説明欄というものがありまし
て、その説明欄を有効に活用をして、その状
況についてより詳細、補足的な情報を公表す
ることも可能としております。
　男女の給与差異の公表は女性の職業選択に
資するために求職者等に対して情報提供する
ことを目的としておりまして、各自治体にお
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いては、目的に沿った情報公表となるよう適
切に御対応いただくとともに、女性活躍に関
する課題の把握、分析を行い、女性の職業生
活における活躍の推進のための取組を進めて
いただきたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　大分改善はされてきたんですが、残念なが
ら、例えば女性だと扶養手当を支給されな
い、まあ職員担当段階で止めてしまうとか
と、そういう事例とかも昔はあって、大分改
善はされてきましたが、そういったものを
チェックするためにもなるべく明らかにして
いくということが重要になってきます。
　女性版骨太方針は、正規、非正規雇用の日
本の労働者の男女間賃金格差は他の先進国と
比較して大きい、また日本の女性のパートタ
イム労働者比率は高いと指摘をしています。
一方、地方自治体の臨時・非常勤職員におけ
る女性の割合は八割で、常勤全体の地方公務
員の割合にすると約四割、同じく一般行政
職の割合約三割を大きく上回っているものと
なっています。
　このような実態を踏まえ、格差の第二の問
題として常勤、非常勤の間の給与格差が指摘
されるところです。つまり、併せて公表され
る全ての職員における男女の給与の差異につ
いて、男女間の格差を解消するためには、常
勤、非常勤という各々の区分の中だけでの問
題にとどまらず、任用形態間の格差解消を併
せて、そしてより一層進めることが不可欠で
あると考えますが、このことについての見解
をお伺いします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　男女間の給与格差についてですが、まずは
女性職員の活躍推進が重要であるということ
もございます。政府では、第五次男女共同参
画基本計画において、地方公務員の管理職に
占める女性の割合などの成果目標を定めてお
りまして、その達成に向けて取組を進めてい
きます。
　また、会計年度任用職員につきまして、そ
の給与水準ですが、地方公務員法に定める職
務給の原則等の給与原則にのっとりまして適
切に決定する旨が、する必要がある旨、これ
までも丁寧に助言してきたところであり、さ
らに、会計年度任用職員に対して、期末手当
に加えて、本日御審議いただいている勤勉手
当の支給を可能とする地方自治法の改正案を
提出させていただいたところでございます。
　引き続き、会計年度任用職員の処遇改善に
努めてまいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　具体的には、常勤職員の給与との権衡につ
いて、類似する職務に従事している常勤職員
の給与に対して非常勤職員の給与をどのよ
うに決定しているのかということがあります
が、地方自治体における現状の運用等に関す
る総務省の考え方について明らかにしていた
だけますか。お願いします。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　先ほども申し上げましたが、総務省として
は、会計年度任用職員の給与水準について
は、地方公務員法に定める給与決定原則に
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のっとりまして類似する職務に従事する常勤
職員の給料表を基礎とするなど適切に決定す
る必要がある旨、これまでも丁寧に助言をし
てまいりました。
　多くの地方公共団体においては、こうした
総務省の助言を踏まえ、おおむね制度の趣旨
に沿った給与設定がなされてきておりまし
て、例えば約九割の団体におきまして、類似
する職務に従事する常勤職員の給料表を基礎
とした給与決定がなされているところでござ
います。
　一方で、必ずしも制度の趣旨に沿った運用
がなされていない団体もいまだ一定数存在し
ているところでございまして、総務省とし
ては、実態を丁寧に把握をしつつ、ヒアリン
グの機会等を活用して処遇の適正化が図られ
るよう取り組んでまいりたいと考えておりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　どうしても今実態ではまだまだそぐわって
いないところがあるという御回答がありまし
た。
　違いが分からないというところがあるんで
すね、常勤と非常勤が、同じような仕事をし
ていたり。例えば、今四月ですが、新年度に
入って新規採用の正規の職員が入ってきた職
場があります。そこでは、昔からずっと長ら
くその会計年度任用職員の方が仕事をされて
いて、言わば異動してきた、新しく異動して
きた常勤の職員であったり新規の採用の職員
よりも詳しいんですね、仕事が。で、むしろ
新人教育までもしているような会計年度任用
職員もいます。責任の重さであったりその重
要性ということで考えると、もう本当に違い

が分からなくなってきてしまっているような
実態も見受けられるので、なるべくちゃんと
この処遇改善していくんだということを重き
を置いていただきたいというところです。
　例えば職務内容について、その要素だけで
は抽象的であって、具体的、詳細に常勤職員
と非常勤職員の職務内容を比較検証する基準
が必要であると考えるんですが、政府の見解
はいかがでしょうか。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　お答えいたします。
　個々の職にどのような職員を任用するかに
ついては、各自治体において、対象となる職
の職務の内容や責任に応じて、任期の定めの
ない常勤職員や臨時・非常勤職員などの中か
ら適切な制度を選択していただくべきもので
ございます。
　総務省からは、対象となる職が、業務の性
質に関し相当の期間任用される職員を就ける
べき業務に従事する職であり、勤務時間に関
しフルタイム勤務とすべき標準的な業務の量
がある職である場合には、任期の定めのない
常勤職員等をその職に就ける必要がある旨通
知をしているところでございます。
　具体的には個々の事例に即しまして各自治
体で御判断をいただきたいと考えておりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　なかなかその各自治体での御判断がばらばら
であるという問題意識はまだまだありますの
で、引き続きの課題として今後も機会あればや
り取りをさせていただければと思います。
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　次に、会計年度任用職員は、一般職の地方
公務員として、地方公務員法第二十四条の均
衡原則が適用されることになります。
　そして、総務省の会計年度任用職員制度の
導入等に向けた事務処理マニュアルというも
のがありますが、この中には、民間企業の労
働者の給与水準との権衡については、各地方
公共団体において、人事委員会による公民比
較を通じて民間給与との均衡が図られている
常勤の職員の給与を基礎とすることにより、
間接的に実現されると考えられますとしてい
ます。
　これは、常勤職員における公民の比較が毎
年四月時点で行われて、それに基づく給与改
定が四月に遡及していることから、まあ人
事院勧告の取扱いですね、こういったことか
らいうと、会計年度任用職員の給与改正につ
いて、マニュアルの中に問い十三の八という
のがありますが、この中でこう書いてありま
す。常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じ
て改定することが基本としていることの意味
というのは、四月に遡及して改定することが
基本であるというのが総務省の考え方と理解
しますが、いかがでしょうか。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　委員のただいまの御指摘のとおり、会計年
度任用職員の給与決定につきましては、常勤
職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定す
ることが基本と考えておりますが、各地方公
共団体の実情に応じて判断いただきたい旨、
各地方公共団体に助言をしているところでご
ざいます。
　実際の給料、報酬水準への反映時期につき

ましては、こうした助言を踏まえ、各地方公
共団体において判断をしてきたものと承知を
しております。

◆ 岸真紀子君　
　この後も聞きます。
　昨年の二〇二二年度における地方自治体の
会計年度任用職員の給与改定はこの考え方に
より行われているものと思いますが、具体
的に、昨年、具体的に言うとですね、人事院
勧告では月例給が引上げとなりました。これ
は、会計年度任用職員制度ができてからは初
めての引上げだったと思うんですね。これに
ついてどういった実態になるのか、総務省と
して把握をしているのか、お伺いをいたしま
す。

◆ 政府参考人　大沢博君
  （総務省自治行政局公務員部長）　　
　会計年度任用職員の令和四年度の給与改定
に係る実施時期につきまして、本年一月に各
地方公共団体に対しまして調査を実施をして
おります。
　その結果でございますが、全体の約二割程
度の団体が令和四年四月に遡及をして改定を
行っており、七割程度の団体が令和五年の四
月、したがいまして翌年度でございますけれ
ども、令和五年四月から改定することとして
いたということでございます。

◆ 岸真紀子君　
　今のお話を聞くと、昨年、会計年度任用職
員制度ができてから初めての人事院勧告で引
上げとなったけれども、残念ながらこの導入
時の事務マニュアルにもあるような運用とい
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うのがされていないというか、二割はその年
の四月に遡及をしたけれども、七割が今年の
四月からの、要は新年度予算からの適用と
なってしまったという御答弁だったと思いま
す。
　本来であれば、本当にこれがすごく問題
で、せっかく処遇改善するために会計年度任
用職員制度というのが導入をされて、常勤と
の均衡とか国家公務員との権衡とかというの
を、均衡とかをしっかりとしていくという制
度であったのにもかかわらず、今の状態はそ
ういう実態があるということをここにいる皆
さんにも御承知をしておいていただきたいと
思います。で、これが問題なんです。
　総務省は、会計年度任用職員制度の導入等
に向けたこの事務処理マニュアルの問いの
十四の一で、期末手当を支給すべきものとす
る根拠として、期末手当ですね、今までの、
出されてきた期末手当の根拠として、新地方
公務員法に定める情勢適応の原則や均衡の原
則から、以下の国家公務員を取り巻く情勢を
踏まえと前置きをしております。
　具体的には、国家公務員の非常勤職員につ
いては、人事院の非常勤給与決定指針におい
て期末手当に相当する給与を支給するよう
努めることとされ、また、人事管理運営協議
会幹事会申合せ、こういう会議があるんです
が、国家公務員の給与を決めるやつですね、
この申合せにおいても支給するものとすると
されていることを挙げています。
　ここで、人事院の非常勤給与決定指針及び
人事管理運営協議会幹事会申合せについて、
国の非常勤職員の給与の取扱いとの均衡に関
して、総務省が自ら指摘したこととして、期
末手当や勤勉手当に限らず給与制度及び運用

の全般に及び、例えば非常勤職員の給与改定
時期も当然その範囲であります。
　そこで、お伺いしたいのは、国家公務員の
非常勤職員の給与について、二〇一七年五月
二十四日の人事管理運営協議会幹事会申合
せの、遅くとも改正給与法施行の翌月から改
定が、常勤職員の給与改定に係る取扱いに準
じて改定することを基本とすることに、三月
二十二日、今年の三月二十二日に改正されま
して、同日には同様の人事院の非常勤給与決
定指針の改正が行われています。
　この意味というのは、常勤職員と同様に四
月に遡及することを徹底させるという河野国
家公務員制度担当大臣の本年三月九日の参議
院内閣委員会における明確かつ揺るぎない答
弁から始まっておりまして、当然、地方公務
員の非常勤職員にも同様の措置が図られる必
要があるものと考えますが、改めて、この国
家公務員の非常勤、非常勤、非正規公務員の
取扱いと同じくしなきゃいけないと思うんで
すが、給与改定の時期、遡及に関する明確な
見解を総務大臣に明らかにしていただきます
ようにお伺いをいたします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　会計年度任用職員の給与については、地方
公務員法に定める給与決定原則に基づいて決
定される必要があり、人事委員会勧告を踏ま
えた常勤職員の給料表を基礎とすることなど
により、その趣旨に沿ったものとなります。
したがって、常勤職員の給料表が改定された
場合、会計年度任用職員についても常勤職員
の取扱いに準じた改定を行うことが基本とな
ると考えております。
　総務省といたしましては、遡及適用も含
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め、常勤職員の取扱いに準じて改定する場合
の具体的な対応方法等について自治体から聞
き取りを行うなど、対応を検討してまいりま
した。今後、会計年度任用職員の給与改定の
実施時期について、遡及適用を含め、常勤職
員の給与改定の取扱いに準じた改定を基本と
するよう自治体に対して要請する方向で取り
組んでまいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　大臣、ありがとうございます。
　明確に、基本とするんだというふうで要請
をしていくということに、常勤の職員に準じ
た改定が基本なんだということを要請してい
くということで御確認させていただいたと解
してよろしいでしょうか。済みません、よろ
しいですかね、公務員部長、今ので。はい、
ありがとうございます。
　最後に、先般、二月十三日に総務省のホーム
ページを見ました。質問ではないです。総務省
のホームページを見たら採用情報が掲載されて
おりまして、総務省の大臣官房会計課総務係非
常勤職員の募集要項というのがありまして、こ
の募集要項には住居手当の支給が明記されてい
ました。一方、同じ日に総務省の行政評価局行
政相談管理官室非常勤職員の募集要項というの
も載っておりまして、こっちには住居手当の支
給が措置していない、されていないということ
になっていました。ホームページ上なので実際
は違うのかもしれませんが、そのように明記さ
れていなかったんです。これを考えると、総務
省の中でも、残念ながら同じ非常勤でも不平等
な取扱いがなされているのではないかと想像す
るんですね。
　国の非常勤職員の適切な処遇については、

なお多くの課題が存在しております。総務省
の最高責任者である松本大臣には、是非そ
ういった、細かい話かもしれませんが、そう
いったところも認識をしていただいて、更に
改善、内部でも改善をしていただきたいです
し、先ほどから約五十分間にわたって質問し
てきました地方自治体の会計年度任用職員を
含む非常勤職員の大半は女性であって、八割
女性なんです。なおかつ、少子化対策が我が
国における喫緊の課題となっている中、実は
この自治体で働く会計年度任用職員の中には
シングルマザー、いわゆる一人親家庭の働
きながら子供を育てている方も多いのが実態
です。これは本当に現場に行くと、そういっ
た、これじゃ生活できないんだという声を非
常に多く聞いています。
　こういったことを考えると、非常勤という
仕事により生活や育児を行っている現状を、
現実を直視すべきであって、早急な生活関連
手当、生活関連手当の支給なども、引き続き
地方行政の重要な担い手にふさわしい適正な
処遇の改善の努力をすることをお願い申し上
げまして、本日の質疑を終わります。
　どうもありがとうございました。
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◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　最初に、山中規制委員長に、次世代の革新
炉という言葉についてお伺いをいたします。
　革新という言葉を広辞苑で調べますと、旧
来の組織、制度、慣習、方法などを変えて新
しくすることとありました。
　原子力小委員会の原子炉ワーキングチーム
では、革新炉開発の資料を見ると革新軽水炉
とあって、既存技術を活用とか、既存軽水炉
のサプライチェーンとか、現行の軽水炉と同
水準とかとありまして、言ってみれば今まで
と余り変わりがないのではないかというふう
にも感じているところです。
　そこで、まず委員長にお伺いしたいのは、
この革新軽水炉というのはどのようなものな
のかというのを、是非とも技術者というか委
員長の立場から分かりやすくお答えをいただ
きたいというところです。よろしくお願いし
ます。

◆ 政府特別補佐人　山中伸介君
  （原子力規制委員会委員長）　　
　お答えいたします。
　一般的に公開されております情報の範囲で
申し上げれば、いわゆる大型革新炉と呼ばれ
るものについては基本的には既存の軽水炉の
延長上にあるものが多く、また、いわゆるＳ
ＭＲと呼ばれる小型炉につきましては、軽水
炉や高温ガス炉、高速炉などの様々なタイプ
が開発されておるようでございます。既設炉
とはかなり異なる炉型となるのではないかと
思います。

　いずれにいたしましても、御指摘の次世代
革新炉につきましては、事業者から具体的な
炉型の提案がなく、規制委員会としては認識
を申し述べることは現状ではできません。規
制委員会としては、事業者からの提案を踏ま
えて、その熟度に応じて、必要な規制基準の
考え方を含め、規制の在り方を検討していき
たいと考えているところでございます。
　一方、高温ガス炉、ナトリウム冷却高速炉
等の試験研究炉の適合性審査については、私
自身直接担当をしている経験がございまし
た。それぞれの炉の今後の商業炉としての技
術的な比較ができるほどの熟度にはまだ至っ
ていないというふうに考えております。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。まだ上がってきて
もいないので、まだ規制委員長の立場として
はお答えが難しいということでした。
　ただ、一部、やっぱり少し触れていただい
ていて、結局、この政府が言う次世代革新炉
という言葉を使って、何となく安全なのでは
ないかとか新しい分野なのではないかという
ふうに思いがちな国民ってたくさんいると思
うんですが、なかなか、従来の軽水炉を改良
型にしていたりとか、あと、新しいもので、
研究、委員長も実際に研究にも携わっていた
というところはまだまだこれからの技術で完
成もしていないというものであるというとこ
ろで、言いたいのはですね、やっぱりこれが
独り歩きをして、何となく安全性が新しくで
きるんだというイメージでいくと間違った施
策になるのではないかと考えています。なの

  ◎第211回国会 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 2023年4月26日
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で、ちょっと確認をさせていただいたという
ところです。
　ちなみに、小型モジュール炉も、もうとて
もちっちゃいので、なかなか商業炉としては
難しいんじゃないかというところがありま
す。
　次に、三月二十八日に、原子力規制委員会
で、山中委員長が記者会見において、日本原
子力発電株式会社敦賀発電所二号炉の再稼働
に向けた審査について、結構厳しく打切りも
含めて最後の決断をしないといけない時期だ
と述べています。委員長が打切りの可能性に
まで言及するのは異例であったと承知してい
ます。高速増殖炉の「もんじゅ」は似たよう
なケースでストップしたことがありますが、
これは一体どういう経過だったのかというと
ころです。
　審査資料の誤りということみたいですが、
どういうことだったのかということで、四月
五日の時点では、一旦取下げか申請の補正
か二者択一を迫ろうとしたけれども、差戻し
といいますか、その後の規制委員会で討議を
行った結果は変更許可申請の一部補正を求め
るということになったとはいえ、何がそこま
で最初の時点で規制委員長に言わせたのかと
いうのを、委員長から見た現状と課題をお答
えいただきますようお願いします。

◆ 政府特別補佐人　山中伸介君
  （原子力規制委員会委員長）　　
　お答えいたします。
　日本原電が敦賀二号炉の審査におきまして
提出した新規制基準への適合性の判断と根拠
となります科学的実績データに誤りが続きま
して、実質的な審査に着手できないという不

適切な状況が続いておりました。
　このような状況を解消すべく、本年の四月
五日の原子力規制委員会において、今後の審
査の進め方として、申請を取り下げさせる
か、あるいは一部補正を求めるかの二案を討
議いたしました。
　その結果として、申請を一旦取り下げ、ゼ
ロベースで審査をし直すことはかえって審査
を長引かせるということになりますので、実
質的な審査に着手可能な状態になることを前
提に、設置変更許可申請の一部補正を求める
ことに決定をいたしました。
　その後、令和五年四月十一日の日本原電と
のＣＥＯ会議において日本原電の村松社長か
ら会社としての意思確認を行ったところであ
り、しっかりと対応いただけるものというこ
とをその場で確認をいたしました。

◆ 岸真紀子君　
　今の状況としては、もう一度差し戻してと
いうか、再度提出を求めているという実態
で、社長ともお話をされたということです。
　でも、なかなかこれ審査が、それまでの間
に、これまでの審査ですね、なかなか委員長
としても不満が残ったものなのではないか
と、対応等も含めて、そういうところがあっ
たのではないかというふうに考え、今の答弁
を聞いても思うところです。
　ほかにも確認をしたいことがあるので次の
質問に行きますが、次に、青森県六ケ所村で
建設されている使用済核燃料の再処理工場に
ついてお伺いをいたします。
　これ、一九九七年完成の予定が、既に延期
で二十六年目となります。結局いつ動くのか
というところなんですが、原子力規制委員
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会としても事態を重く受け止め、日本原燃
株式会社の経営層と意見交換を行ったという
ニュースを拝見しましたが、現状等を教えて
いただけますでしょうか。

◆ 政府特別補佐人　山中伸介君
  （原子力規制委員会委員長）　　
　お答えいたします。
　現在、令和四年十二月二十六日に申請をさ
れました第二回の設計及び工事の計画の認可
の審査中でございます。約六万ページに及ぶ
設計及び工事の計画の認可の申請書のうち、
現時点で約三千百ページに、誤記や落丁だけ
ではなくて、古い設計情報を記載するといっ
たものが確認されております。
　これらの申請書の不備につきましては、経
営層のマネジメントの問題が一因と考えられ
ることから、本年四月十四日に、増田日本原
燃社長との間でＣＥＯ会議を公開で実施をい
たしました。適切なプロセスマネジメントの
下に、審査に足る審査資料を提出し、基準適
合性審査ができるよう、社長が責任を持って
対応すべきであるという旨を伝えました。
　原子力規制委員会としては、現時点におい
て再処理施設の竣工時期についてまだ申し上
げられる状況にはございませんけれども、引
き続き適切な審査資料に基づき厳正な審査を
進めてまいる所存でございます。

◆ 岸真紀子君　
　なかなか原子力規制委員会もこの六ケ所に
ついては相当苦労をされている経過を読み取
れるというか、今の御答弁を聞いても思うと
ころです。
　この六ケ所再処理工場とも関連してくるの

で経産省にお伺いをしますが、日本において
使用済核燃料をリサイクルする技術の先駆け
でもある日本原子力研究開発機構の東海再処
理施設でガラス固化体が根詰まりを起こして
停止したと発表し、さらに新たなガラス溶解
炉を入れるということのようなのですが、現
在どうなっているのか、経産省として把握を
していますか。
　これは、北海道が全国で唯一文献調査をし
ている地層処分の前提でもあり、核燃料サイ
クルの前提となるガラス固化体に関わってく
る問題です。機構は文科省の所管ではあるも
のの、その技術は六ケ所再処理工場で使うこ
とにもなるので、経産省に現状と課題をお伺
いします。

◆ 政府参考人　山田仁君
（資源エネルギー庁長官官房資源エネル
ギー政策統括調整官）　　

　お答え申し上げます。
　日本原子力研究開発機構の東海再処理工場
におきまして、ガラス溶融炉内の廃液に含ま
れる白金族の、白金族元素が堆積するという
ことでガラス固化のプロセスが一部阻害され
たため、当初予定されていた作業手順にのっ
とって作業を中断したものと御承知をいたし
ております。
　今御指摘ございました六ケ所再処理工場の
ガラス溶融炉につきましては、大きさやガラ
スの形状等が異なることから、日本原子力研
究開発機構の東海再処理工場と一概に比較で
きるものではないと承知をしておりますが、
六ケ所再処理工場につきましては、二〇〇六
年から実施したアクティブ試験を踏まえて技
術的な課題は解決されているものと認識をし
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ております。具体的には、六ケ所再処理工場
では、高度な温度管理を行うとともに、予防
的に洗浄を実施することにより、白金族元素
の堆積を抑制する対策などを講じておるとこ
ろでございます。
　そのため、東海再処理工場におけるガラス
固化作業が中断したことにより六ケ所再処理
工場に同様の不具合が生じるとは考えては
ございませんが、日本原子力研究開発機構に
よる知見も必要に応じて活用してまいりたい
と、このように考えております。

◆ 岸真紀子君　
　今御説明いただいたのだと、まるっきり同
じじゃないから余り影響ないよというのか
もしれませんが、なかなかそうではなくて、
やっぱり技術として、この再処理に関する技
術として最先端だったところがなかなか根詰
まりを起こしているということは重く受け止
めるべきだと考えています。
　六ケ所再処理工場の見通しも立っていませ
んし、その分野では、先ほども言いました
が、パイオニアの東海再処理工場でもうまく
いっていない。万が一この技術がうまくいっ
たとしても、「もんじゅ」が頓挫していて、
プルトニウムをウランと混ぜたＭＯＸ燃料を
原発で燃やすプルサーマルで使うとしても、
現在、四基しか動いていなくて、プルトニウ
ムを消費する量は限られていますので、どん
どんどんどん増えていくことになっていま
す。
　経産省は、プルサーマル発電に新たに同意
した自治体に交付金を出すとして、何だかお
金で何とかしようとしているようにも見える
んですが、不具合も起きやすいし、リスクも

高くて、なかなか住民の同意は得られないと
考えます。この調査会でも過去に指摘をして
おりますが、日本がプルトニウムを大量に保
有していることは米国からも懸念が出されて
います。
　こういった状況にある中で、いつまでこの
核燃料サイクルを続けるのでしょうか。そろ
そろ本気で断念の方向で議論すべきではない
かという指摘をさせていただいて、そのこと
について里見政務官にお答え願います。

◆ 大臣政務官　里見隆治君
  （経済産業大臣政務官）　　　　　
　御答弁申し上げます。
　第六次エネルギー基本計画で閣議決定をし
ておりますとおり、現在は、高レベル放射性
廃棄物の減容化、有害度の低減、そして資源
の有効利用などの観点から、使用済燃料を再
処理し、回収をしたプルトニウム等を原子力
発電所において有効利用する核燃料サイクル
を推進していくことが我が国の基本的な方針
となっております。
　こうした観点から、六ケ所再処理工場につ
いては、日本原燃が二〇二四年度の上期ので
きるだけ早期の竣工に向けて適合性審査等の
対応を着実に進めるよう、その取組を随時確
認しながら指導し、円滑な竣工の実現を目指
しております。
　その上で、電気事業連合会は、二〇二〇年
十二月に基本的なプルサーマル導入の方針を
示すプルサーマル計画を公表し、二〇三〇年
度までに少なくとも十二基でのプルサーマル
実施を目指す旨を表明したところでございま
す。
　現在、先生御指摘のとおり、プルサーマル
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を行う計画を有している原子力発電所のう
ち、高浜三、四号機、玄海三号機、伊方三号
機の四基がプルサーマルで再稼働済みでござ
います。さらに、六基が原子力規制委員会の
審査を受けており、今後、審査が進み、プル
サーマルを実施する原子力発電所の再稼働が
増えればプルトニウムの消費も進んでいくも
のと見込まれております。
　政府といたしましても、プルサーマルの政
策的意義を国民や地元に向けて丁寧に説明す
るなど、プルサーマルを一層推進していくこ
ととしておりまして、引き続き核燃料サイク
ルを着実に進めてまいりたいと考えておりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　核燃料サイクルを止めるとなれば、電力会
社に今ある、資産としてある使用済燃料が負
債になるという問題があったり、むつ市の中
間貯蔵施設にあるものをどうするかという問
題が起きたり、六ケ所再処理工場や大間原発
など、これまでたくさん費用を投じてきた問
題があったり、様々な課題があることは確か
です。とはいえ、どう見ても核燃料サイクル
については破綻をしていると言わざるを得ま
せん。これ以上費用を掛け続けるのはいかが
なものかと思いますし、現実的ではないと考
えるので、やっぱりここしっかりともう一回
立ち止まって議論をした方がいいということ
を、再三にわたっても言っているんですが、
今日もそのように伝えておきます。
　次に、核燃料サイクルにも関わってきます
が、高レベル放射性廃液をガラスでうめた後
の地層処分をめぐって、現段階では北海道
の寿都町と神恵内村が文献調査というものを

行って二年が経過をしました。文献調査は、
活断層や火山など、処分場として適切でない
場所がないか、論文や地形図などの資料を詳
しく調べるものと承知をしておりますが、当
初から、神恵内村の方においては、原子力発
電環境整備機構が三月二十九日に行った住民
との対話の場でも、評価基準案を基に判断し
た場合、第二段階となる概要調査候補地とし
て村内で残るのは南部の一部のみとの見解を
示しています。村内で候補地と見込まれると
した場所は、国が二〇一七年に示した科学的
特性マップとほぼ同じです。
　そもそもこの文献調査というのは何だった
のか、何の文献を見たのか、どういう意味で
の調査をしたのか、経産省にお伺いします。

◆ 政府参考人　山田仁君
（資源エネルギー庁長官官房資源エネル
ギー政策統括調整官）　　

　お答え申し上げます。
　最終処分場の選定プロセスは、最終処分法
に基づきまして、まず文献や資料を基に地域
の地質データを調査分析する文献調査、続
いてボーリング調査等を行う概要調査、ま
た、地下施設での調査、試験等を行う精密調
査と、地域の理解を得ながら段階的な調査ス
テップを踏みつつ取り組んでいくものでござ
います。
　この選定プロセス中の最初の調査である文
献調査でございますが、こちらにつきまして
は、現地調査を含む概要調査に進むかどうか
について地域に御判断いただくために、地質
データ等を調査分析して情報提供を行う事前
調査的な位置付けでございます。
　具体的には、調査実施主体である、先ほど
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名前ございましたＮＵＭＯでございますが、
ＮＵＭＯにおきまして地域固有の地質図や学
術論文などを収集し、また、その収集データ
に基づき火山や活断層による地層の著しい変
動がないか等を評価した上で報告書にまとめ
るということとなってございます。
　現在は、文献調査段階での評価の考え方、
言わば評価基準につきまして国の審議会にお
いて様々な分野の専門家に御議論いただいて
いるところでございます。北海道の二自治体
における文献調査につきましては、全国初の
調査であるということもありまして、引き続
き丁寧に評価していく考えでございます。

◆ 岸真紀子君　
　神恵内村は積丹岳もあって、南部の一部の
みしかないことは当初から分かっていたこと
で、地元の住民を分断して二十億円もの交付
金を払って、何だったのかなという疑問が残
ります。
　また、最近のニュースでは、ＮＵＭＯが、
驚くことに、なぜか神恵内村に道外からウナ
ギの養殖事業をしている企業との仲介を行っ
たというものがあります。結局、この文献調
査というのは、調査という言葉は使っていま
すが、説得の時間なのかとさえ思えるような
動きです。
　ウナギに関し村内では、道外からの新規参
入で歓迎ムードがある一方、ＮＵＭＯが町づ
くりに関与を強めることに強い懸念、これで
押し切られてしまうんじゃないか、何となく
地域活性化が進んだからいいんじゃないかと
思われるかもしれないという村民の声も多く
あります。それは、文献調査の次に、ボーリ
ングなど実質的な調査となる概要調査という

ものが次に控えていて、そこへの警戒心でも
あるというところです。ＮＵＭＯが地域活性
化に貢献した実績をアピールして、なし崩し
的に最終処分とされるのではないかという強
い危機感も聞いています。
　文献調査から二年が経過しましたが、寿都
町と神恵内村の今後の見通し、万が一概要調
査へと進むことになれば地域住民の合意はど
のように形成、得られるのか、経産省にお伺
いします。

◆ 政府参考人　山田仁君
（資源エネルギー庁長官官房資源エネル
ギー政策統括調整官）　　

　先ほどもお答え申し上げましたが、先ほど
も申し上げたとおりでございますが、現在、
文献調査の評価基準を審議会で議論中でござ
いまして、まずはこれを丁寧に進めていきた
いと考えております。その上で、最終処分場
の選定は地域の理解なくしては進めることは
できないものだというふうに考えておりまし
て、国としては、地域において処分事業の賛
否に偏らない議論を丁寧に重ねていくことが
重要だと考えております。
　こうした観点から、現在、対話の場などを
通じまして地域の理解が深まるよう最大限取
り組んでいるところでございますが、地域に
おけるその合意形成の在り方につきましては
自治体としての判断を尊重することが重要と
考えてございまして、国としては、引き続き
地域におきまして丁寧に議論を重ねてまいり
たいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　本日の日経新聞の朝刊にも載っていたんで
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すが、このＮＵＭＯに一任する手法でこの文
献調査を進めてきたんですが、途中から、専
門家を加えてデータを評価する手法を取るよ
う経産省が提案をしたとなっています。じゃ
元々ＮＵＭＯだけでは無理だったのかと思う
ところもあるんですね、この動きを見ると。
なかなか理解がし難いということは申し添え
ておきます。
　次に、政府は、ＧＸ基本方針において、文
献調査受入れ自治体等に対する国を挙げてと
記載をしております。これは国が文献調査の
候補地に全力で取り組むと言っているような
ものですが、地層処分の他の候補地の見通し
はあるのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　山田仁君
（資源エネルギー庁長官官房資源エネル
ギー政策統括調整官）　　

　お答えを申し上げます。
　処分地が決まったフィンランドやスウェー
デンや、選定プロセスの最終段階にあります
フランスなど、先行する諸外国では十件程度
の関心地域から順次絞り込んでいるように、
我が国でも最初の段階である文献調査の実施
地域の拡大が重要だと認識をしております。
　これまでも全国的に対話活動を実施してき
たところでございますが、今後は、基本方針
の改定案に沿って、少なくとも百以上の自治
体を対象に掘り起こしのための全国行脚でご
ざいますとか、国から地域への調査検討等の
段階的な申入れなどに取り組む考えでござい
ます。
　国としては、地域に寄り添いながら、最終
処分の実現に向けて取組を加速してまいりた
いと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　今のその百以上、少なくとも百以上となっ
てくると、これ、一自治体二十億円という、
まあざっくり言うと交付金になってくるの
で、百以上となるともう相当な金額になっ
てくる可能性もあるということなんでしょう
か。そこだけもう一回お答えください。

◆ 政府参考人　山田仁君
（資源エネルギー庁長官官房資源エネル
ギー政策統括調整官）　　

　今申し上げましたところにつきましては、
文献調査の拡大を目指しまして、訪問する自
治体を拡大して対応していくということでご
ざいます。

◆ 岸真紀子君　
　訪問する自治体ということなんですね、百
というのは。そういうことでよろしいです
ね。

◆ 政府参考人　山田仁君
（資源エネルギー庁長官官房資源エネル
ギー政策統括調整官）　　

　訪問する自治体を、百以上のところに訪問
して掘り起こしに図っていきたいと考えてお
ります。

◆ 岸真紀子君　
　となると、私が質問したほかの候補地があ
るんですかというのは、まだまだ何も決まっ
ていないということです。
　ただ、一方で、国が努力していくというこ
とに少し恐ろしさも考えています。先ほども
少し触れましたが、二十億円という交付金
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を元に自治体に手を挙げてくださいというよ
うに言ってしまっている実態なんですが、結
局、こうなってくると、今も何となくニュー
スを見ると、離島が手を挙げつつあるみたい
な報道が出ています。離島とか半島とか中山
間地域とか、結局、財政的に乏しくて、条件
不利地というところがこの交付金とか国が言
うお金で買われてしまう可能性があるのでは
ないかという懸念があります。
　その中で、今もう北海道では起きてしまっ
ていますが、自治体の中で住んでいる人、若
しくは自治体の、その手を挙げた自治体以外
の周辺の住民の方、こういった方は残念なが
ら分断を迫られている。これは、今のことで
はなくて、過去にも高知で起きてしまったと
いうこともありますので、一生懸命やりたい
というのは分からなくもないんですが、一方
で、余り国が介入をし始めると、なかなか自
主的な合意形成になっていかないのではない
かという懸念だけは伝えておきます。そこは
やめてほしいというところです。ただ、国が
責任を持ってこの核のごみ問題に取り組んで
いくというのは重要だと私も考えています。
　次に、東京電力柏崎刈羽原子力発電所のテ
ロ対策不備の検査の途中経過を公表し、確認
した二十七項目のうち六項目で改善が必要と
しました。運転禁止命令の解除は見通せない
状況にあるといってもよいのではないかと考
えます。
　柏崎刈羽原発は、テロ対策ができていな
い、何度もいわゆる不祥事を起こしていて、
これではちょっとどうなのかなと思うところ
があります。原子力を動かす大前提である信
頼回復とならないのではないか、安全が求め
られている原子力において適格がないのでは

ないか、いまだに原子力の業界では安全性に
真摯に向き合っていないのではないかと落胆
するところです。
　この経過を踏まえて、原子力規制委員長に
お伺いしますが、運転禁止解除の見通しはあ
るのでしょうか。

◆ 政府特別補佐人　山中伸介君
  （原子力規制委員会委員長）　　
　お答えいたします。
　東京電力柏崎刈羽原子力発電所につきまし
ては、令和二年度に発生いたしましたＩＤ
カード不正使用事案及び核物質防護設備の機
能一部喪失事案を受けまして、令和三年四月
から追加検査を行っているところでございま
す。
　令和五年三月八日の原子力規制委員会にお
いて、原子力規制庁から追加検査の状況につ
いて報告を受けております。具体的には、委
員御指摘の二十七課題のうち二十一で改善が
見られるものの、不要な警報が減少していな
い、会議で協力会社の意見が取り上げられて
いない等の六つの課題が残っていることを確
認いたしました。
　現在、追加検査の報告書を取りまとめるこ
とを指示しております。令和五年五月、公開
の会合で報告を受け、その結果を踏まえ規制
委員会で判断することになりますけれども、
現時点で特定核燃料物質の移動禁止命令の解
除は厳しい状況にあると考えております。

◆ 岸真紀子君　
　次に、経産省にお伺いをしますが、柏崎刈
羽原発は、一七年に規制委員会の審査を合格
し、安全対策工事を二一年一月に完了と公表
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をしました。しかし、直後に一部完成してい
なかったことが判明、しかもその後、前後に
ですね、ＩＤカードの不正使用や検査装置の
不具合といった核防護上の問題が相次いで明
らかとなり、再稼働に向けた作業が止まりま
した。
　また、つい先日も遅れて公表しております
が、一月十九日に防護区域に入る際の点検
で、無許可のスマホが手荷物検査で見落とさ
れて、それが四月十三日に発表されるという
こともあったようです。
　ちなみに、今日ですかね、二十五日の、昨
日も、山中委員長が東電の福島第一原発一号
機の原子力圧力容器を支える鉄筋コンクリー
トの土台が損傷していた問題をめぐって、東
電の対応、検討が遅いことに不満も述べてい
ます。
　これだけ度重なる問題があって、言いづらい
んですが、公表が遅かったり隠そうとしている
のではないかというふうにも思われます。こう
いったことは、現場は一生懸命頑張っていると
思います。安全のために頑張っています。だけ
ど、経営側の問題がやっぱりあるのではないか
と言わざるを得ません。会社として住民や国民
の信頼を本当に得ようと考えているのかさえ疑
わしく思ってしまいます。
　この状態で、再稼働の資格は得られないの
ではないかと考えるんですが、里見政務官の
御見解をお伺いします。

◆ 大臣政務官　里見隆治君
  （経済産業大臣政務官）　　
　御答弁申し上げます。
　原子力規制委員会による個別の発電所の審
査や検査については、高い独立性を有する原

子力規制委員会の所掌であり、コメントは差
し控えさせていただきます。
　その上で、柏崎刈羽原子力発電所における
一連の核物質防護事案については、経済産業
省としまして、原子力規制委員会の検査に真
摯に対応すること、核物質防護体制の再構築
や地域からの信頼回復に緊張感を持ってしっ
かりと対応することに関して東京電力を繰り
返し指導しております。
　地元や国民からの御理解は、原子力事業を
進めていく上での基本でございます。東京電
力には引き続き、安全対策、核物質防護対策
の再構築はもちろんのこと、組織改革を着実
に実行し、信頼回復に全力を挙げてもらいた
いと思います。
　経産省としても、事業を監督する立場か
ら、こうした東京電力の取組を指導してまい
りたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　少なくとも、本当に今、たとえ再稼働をし
ていなくても、やっぱりきちんと安全に管
理をしなきゃいけないということであると、
やっぱり経産省からもしっかりと、そこの安
全を管理するのと信頼を回復するということ
も伝えていただきたいと思います。
　次の質問は、ちょっと一個飛ばして、また
後で時間があればやりますが、昨年から国民
からの関心も高かった、高経年化した発電
用原子炉の安全規制に関するルールを変更す
る、いわゆる原子力規制委員会が短期間で決
めてしまった原子炉の使用期間ルールを変更
するということについて、先日、規制庁が
分かりやすいようにと資料を作って規制委員
会に提示をしたようですが、規制委員会の公
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式サイトには載っているんですけど、とても
ちょっと見付けにくいところにあります。Ｐ
Ｒをするのであれば、もっときちんと分かり
やすいところにすべきではないかという問題
意識です。
　まだまだ内容は難しくて、これは誰向けの
発信なのか、そこが曖昧では、なかなか幾ら
資料を作ってもみんなに伝わっていかないと
いう問題があります。もっと分かりやすく、
そして見付けやすいところにすべきと思うん
ですが、その点についていかがでしょうか。

◆ 政府特別補佐人　山中伸介君
  （原子力規制委員会委員長）　　
　お答えいたします。
　今般、高経年化した原子炉の新たな規制制
度を定める法律案を国会に提出をさせていた
だきましたが、この新制度案が国民にしっか
りと御理解いただけるように取り組むことが
重要であると考えております。
　そのため、本年二月から、私から事務方に
対して、公開の検討チームを立ち上げ、新た
な制度の国民への分かりやすい説明等につい
て検討を進めるよう指示を行ったところでご
ざいます。御指摘の資料は、その指示を踏ま
えて事務方が作成し、四月十八日、原子力規
制委員会でその中間報告として説明を受けた
ものですが、これで終わりであるとは考えて
おりません。今後も改善を続けていきたいと
いうふうに思っております。
　専門的な内容を分かりやすくお示しするに
はなかなか難しいところがあるのは事実でご
ざいますし、科学的、技術的な内容を簡単に
説明することの困難さというのは感じている
ところでございます。ホームページの構成、

あるいは専門的な内容をより分かりやすい表
現にするなどの改善には今後とも継続的に取
り組んでいきたいというふうに考えておりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　その資料にですね、三ページに原子炉等規
制法による安全規制の全体像という項目があ
りまして、その中に、規制基準が全て守られ
ることで事故を完全に防止できるわけではあ
りませんが、必要最低限の安全性が確認され
たことになりますとありまして、この必要最
低限の安全性というのはどういうことなの
か、これ、時間限られていますが、短く御説
明をお願いします。

◆ 政府特別補佐人　山中伸介君
  （原子力規制委員会委員長）　　
　お答えいたします。
　原子力施設の安全確保の一義的な責任は事
業者にあり、原子力規制委員会として事業者
に代わって安全性の説明をするべき立場では
ないと考えております。
　その上で、原子力規制委員会としては、考
え得る限りの規制要求を行い、事業者がいか
に安全確保に努めても、絶対安全、一〇〇％
安全ということは申し上げることはございま
せん。新規制基準への適合性は、リスクがゼ
ロであるということを保証するものではござ
いません。
　このような認識の下、規制基準が全て守ら
れることで事故を完全に防止できるわけでは
ありませんが、必要最低限の安全性が確認さ
れたことになるということを表現したもので
ございます。
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◆ 岸真紀子君　
　今言われたとおり、難しいのは分かるんで
すが、何か逆の意味に捉えられる表現なの

で、そこは改善を求めて、質問を終わりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　会派を代表し、ただいま議題となりました
行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律等の一部を改
正する法律案について、河野デジタル大臣、
加藤厚生労働大臣、齋藤法務大臣、後藤全世
代型社会保障改革担当大臣に対し、質問しま
す。
　まず、束ね法案の問題について伺います。
　本法律案の概要は、国民の利便性の向上及
び行政運営の効率化を図るため、マイナン
バーの利用範囲の拡大、マイナンバーの利用
及び情報連携に係る規定の見直し、マイナン
バーカードと健康保険証の一体化、いわゆる
健康保険証の廃止、在外公館におけるマイナ
ンバーカードの交付等に係る手続の整備、戸
籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加、
行政機関の長等からの預貯金口座情報等の提
供による登録の特例の創設と、大変幅が広
く、かつ、人々の暮らしに関わり、今後の日
常生活に影響を及ぼすものであります。
　我が会派は束ね法案の問題提起を再三して
まいりましたが、本法律案についても複数の
法改正を束ねての国会審議とされました。先
ほど述べたとおり、内容的にも国民の理解が
必要であるにもかかわらず、何の法律が改正
されるのか分かりづらく、国民への情報提供

という観点からも問題です。
　最初に、なぜ束ねたのか、このように複数
の法改正を束ねて審議が深まるとお考えなの
か、国民への情報提供という観点を踏まえ、
河野デジタル大臣にお伺いします。
　次に、マイナンバーカードと保険証との一
体化によって保険証を廃止する理由について
伺います。
　マイナンバーカードの申請状況は、本年四
月二十三日時点で約九千六百五十万件、人口
比で約七六・六％と公表されています。本法
律案により健康保険証を廃止し、マイナカー
ドで代替するとなれば、誰しもが早く作らな
ければならないと切迫感すら覚えると推察し
ます。実際にマイナンバーカードの申請、交
付を担う市町村の担当者、さらには国民健康
保険の担当者からも、政府が二〇二四年秋に
現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証に
切り替えると発表した直後から、住民からの
問合せや不安の声が殺到した、国からの情報
がない中で大変混乱したなどの声をお聞き
しました。また、住民の皆さんからも、保険
証廃止によって医療が受けられなくなるので
はないかといった不安の声をお聞きしていま
す。
　例えば、昨年改正された道路交通法では、
希望すればマイナンバーカードを運転免許証
代わりとすることができることになりました

  ◎第211回国会　参議院　本会議　2023年４月28日



297岸　真紀子（立憲民主党）

が、健康保険証のように廃止とはしていませ
ん。なぜ健康保険証は廃止されなければなら
ないのか理解できません。加藤厚生労働大臣
に納得できる説明を求めます。
　我が国は、全ての国民が公的医療保険に加
入することにより、病気や事故に遭ったとき
の高額な医療費の負担を軽減する医療保険
制度を構築しています。日本医師会の公式サ
イトには、国民皆保険の成立により、新生児
や乳児、高齢者の受診が増え、現役世代も安
心して働くことができるようになりました、
そのおかげで日本は経済成長を成し遂げ、世
界有数の経済大国になりましたとの記述があ
るように、国民皆保険により我が国で暮らす
人々の生活基盤が安定していると言っても過
言ではありません。
　しかし、二〇二二年十月十三日に河野デジ
タル大臣が記者会見において、二〇二四年秋
に健康保険証の廃止を目指す旨の発言を行
い、これを受け、本法律案は、マイナンバー
カードによりオンライン資格確認を受けるこ
とができない状況にある者に対して健康保険
証に代わり資格確認書を交付するとしていま
す。保険加入者がマイナンバーカードを取得
し、かつ健康保険証として利用しているか、
そうでない場合には健康保険、そうでない場
合には資格確認書を申請しなければ保険診療
を受けられないというのは、国民皆保険制度
の趣旨から外れるのではないでしょうか。加
藤大臣の見解を伺います。
　また、健康保険証の廃止はマイナンバー
カードの取得を事実上義務化するものである
との指摘があります。例えば、介護老人保健
施設等からは、マイナンバーカードの管理が
困難であるなど、既に混乱の声が上がってい

ます。
　加藤大臣は、介護等現場の声を聞いている
のか、聞いているならどう対応するのか、事
実上の義務化との指摘にどう説明するのか、
併せて伺います。
　政府は、健康保険証の廃止に当たり、本法
律案の成立後は新規の被保険者証は交付しな
いこととしているため、施行規則を改正し、
被保険者証の交付に係る規定の削除等を行う
ことが想定されます。政府は、医療機関、薬
局においてオンライン資格確認の導入を促進
してはいますが、現段階では医科診療所の普
及はまだ七割に達していません。整備が整わ
ない中、マイナ保険証では確認できない事態
が起きないのか伺うとともに、単に導入を進
めるという意気込みではなく、医療機関等か
らの要望を踏まえた対応を求めますが、加藤
大臣の答弁をお願いします。
　国民健康保険料は、毎月の給与から天引き
される健康保険料とは異なり、自主的な納付
が必要であり、保険料の滞納が生じやすいこ
とから、滞納者に対する短期被保険者証、被
保険者資格証明書の交付といった仕組みがあ
ります。本法律案では、健康保険証の廃止に
伴い、保険料滞納者に対して交付される短期
被保険者証の仕組みも廃止されることになり
ますが、医療を必要とするときに利用できな
くなる事象は起きないのか、命や健康が守ら
れるのか、対応策を加藤大臣に伺います。
　公金受取口座の登録促進について伺いま
す。
　政府は、例えば二〇二〇年四月実施の新型
コロナウイルス感染症緊急経済対策の特別定
額給付金のように、緊急時の給付金等を迅速
かつ確実に進める方法として、マイナンバー
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とともに事前に国に登録する公金受取口座登
録制度を促進しています。
　本法律案は、国民がより簡易に登録できる
よう、行政機関等経由登録の特例制度を設け
ることとしています。この特例制度は、既存
の給付受給者、具体的には年金受給者を想定
し、日本年金機構から書留郵便により一定事
項を通知した上で、同意を得た場合又は一定
期間内に回答がなかった場合でも同意したも
のとして、内閣総理大臣が当該口座を公金受
取口座として登録することを可能とするもの
です。同意した場合は問題ありませんが、一
定期間に回答がない場合を同意したものとし
て扱うというのは余りにも乱暴であり、問題
と指摘します。なぜ明示的な同意ではなくオ
プトアウトとしているのでしょうか。これま
でどおり対象者に丁寧な説明を尽くすことこ
そがマイナンバーへの信頼を醸成するもので
あり、このような乱暴なことはすべきではな
いと考えますが、河野大臣の答弁をお願いし
ます。
　勝手に同意とみなされることになりますの
で、さすがに通知くらいは必要と政府も考え
ているのか、本法律案では登録結果を当該預
貯金者に通知するとしています。この一連の
郵送料や日本年金機構の事務に係る人員強化
が必要と考えますが、費用見込み総額もお答
えください。また、この特例制度は年金受給
者を想定しているため、対象は高齢者です。
口座番号にも関連することを踏まえれば、特
例制度に便乗した特殊詐欺への懸念もありま
す。年金受給者を始め家族を含めた周知が重
要と考えますが、広報などの周知方法を河野
大臣に伺います。
　次に、本法律案では、戸籍及び住民票等の

記載事項並びに署名用電子証明書の記録事項
に氏名の振り仮名を追加し、マイナンバー
カードに氏名の振り仮名を記載することとし
ています。このことによって、いわゆるきら
きらネームが付された出生届が提出された場
合、市区町村によって認められるか否かに
差が出ることはないのでしょうか。これまで
振り仮名が適切ではないことを理由として出
生届が不受理となった事例はあるのでしょう
か。齋藤法務大臣に伺います。
　また、今後、市区町村の窓口で住民とのト
ラブルが起きるのではないかという強い懸念
があります。戸籍等の記載事項への氏名の振
り仮名の追加に関する具体的な基準を定める
必要があると考えますが、齋藤大臣の見解を
伺います。
　本法律案では、既に戸籍に記載されている
者については、改正法の施行後一年以内に氏
名の読み方を届け出ることとされています。
その際、書面又はマイナポータルによる振り
仮名の届出をした場合はその読み方が記載さ
れることになりますが、届出がない者は、施
行の一年後に本籍地の市区町村長が住民票情
報を基に職権で振り仮名表記を戸籍に記載す
るとしています。しかし、住民票情報の振り
仮名も任意や便宜的なものであって正確では
ないと考えますが、こういった行政側の一方
的なやり方でトラブルとならないのか、齋藤
大臣の見解を伺います。
　また、届出期間が一年間というのは、市区
町村の準備、さらには国民への周知広報も含
めると短過ぎるのではないでしょうか。市区
町村の窓口が混雑したり、読み方に関する問
合せや対応など、過度な事務負担が生じると
考えますが、期間の妥当性、市区町村の負担
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軽減策について齋藤大臣に伺います。
　そもそも、マイナンバー制度は税と社会保
障の一体改革が原点であって、社会保障・税
番号大綱の低所得で資産も乏しい等、真に手
を差し伸べるべき者に対して、給付を充実さ
せるなど、社会保障をよりきめ細やかに、か
つ、的確に行うことが重要であり、そのため
にも受益、負担の公平性、透明性を高めよう
とするものであるとの文言を踏まえたもので
す。
　マイナンバー制度は、当時の民主党政権
が、国民のより正確な所得、資産の把握に基
づく柔軟できめ細やかな社会保障制度とし
て、税額控除制度を導入するために必要であ
ることから設計されたものです。しかし、本
法律案を見ても、そうした観点は見失われ、
健康保険証の廃止など、政府が強引に何が何
でもカードを普及させようという姿勢は、本
来の目的からそれているのではないかと指摘
せざるを得ません。
　政府は、本来の目的であった、マイナン
バーによって給付付き税額控除の導入に向け
た検討は行っているのか、また、導入に向け
た課題があるのであればそれは何か、全世代
型社会保障改革担当の後藤大臣にお伺いしま
す。
　最後に、立憲民主党は、国民のための行政
と社会のデジタル化につながるマイナンバー
の利用拡大などは推進しており、希望する人
がマイナ保険証を利用すること自体は否定し
ません。しかし、国民皆保険の下、誰もが必
要なときに必要な医療が受けられる体制を堅
持するためにも、健康保険証を存続させるべ
きであると強く抗議し、質問を終わります。
　ありがとうございました。（拍手）

〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　まず、本法律案を束ね法案とした理由等に
ついてお尋ねがありました。
　本法律案は、国民の利便性の向上及び行政
運営の効率化を図るため、デジタル社会の基
盤であるマイナンバー及びマイナンバーカー
ドの利用の推進に関する各種施策を講じるも
のです。各法律の改正内容の趣旨、目的は同
一であり、各法律の改正条項もマイナンバー
法を軸に相互に密接な関連性を有することか
ら、一つの改正法案として提案いたしており
ます。
　引き続き、国会での御審議やホームページ
への掲載等を通じ、国民の皆様への丁寧な説
明と内容の周知等に努めてまいります。
　なお、国会の審議の在り方は国会で御判断
いただくものであると考えています。
　次に、公金受取口座の登録方法についての
お尋ねがありました。
　本法律案において創設する特例制度は、デ
ジタル的な手法によらない簡易な登録方法を
用意することによって、幅広い世代でより
簡単に給付金等をお受け取りになることがで
きる基盤を整備するためのものです。また、
不同意の回答を行う機会の確保等にも十分配
慮した制度としています。本制度の実施を通
じ、より多くの方に手続面の負担なく公金受
取口座を登録していただくことにより、迅速
かつ確実な給付を実現してまいります。
　最後に、公金受取口座の特例制度に関する
周知策等についてお尋ねがありました。
　本制度における事務内容の詳細は検討中で
あり、必要経費についても関係省庁等ととも
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に精査しているところです。
　また、本制度に乗じた第三者による個人情
報の窃取等が生じないよう、デジタル庁や日
本年金機構が対象者に対して個別に年金口座
情報等の個人情報をお尋ねすることはないこ
となども含め、広く周知徹底を図ってまいり
ます。（拍手）

〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　加藤勝信君（厚生労働大臣）
　岸真紀子議員の御質問にお答えをいたしま
す。
　健康保険証の廃止についてお尋ねがありま
した。
　マイナンバーカードによる受診により、御
自身の健康、医療に関するデータに基づいた
より良い医療を受けられるようになるなど、
カードと健康保険証の一体化には多くのメ
リットがあります。
　これを踏まえ、来年秋に健康保険証を廃止
しますが、廃止後にオンライン資格確認を受
けられない状況にある方は資格確認書によ
り受診していただくことで、必要な保険医療
を受けられる制度上の対応を講じてまいりま
す。
　マイナンバーカードで受診するメリットを実
感していただけるよう、医療機関での環境整備
を進めるとともに、こうしたメリットなどを国
民の皆さんに丁寧に説明してまいります。
　健康保険証の廃止と国民皆保険についてお
尋ねがありました。
　オンライン資格確認を受けられない状況に
ある方には資格確認書により受診していただ
きますが、この資格確認書の取得について

は、オンライン資格確認を受けられない状況
にある方に申請を勧奨するなど、保険医療を
受けられる国民皆保険の趣旨から必要な対応
を行うこととしております。
　マイナンバーカードの取得強制への懸念と
介護施設でのカードの管理についてお尋ねが
ありました。
　マイナンバーカードは、申請に基づき交付さ
れるものであり、健康保険証との一体化はカー
ドの取得を義務付けるものではありません。
　また、認知症の当事者や介護施設の関係者
などからヒアリングを行った結果を踏まえ、
今後、施設入所者のカードの管理の在り方な
どについて、取扱いの留意点などを整理した
上で周知するなど、安心して管理することが
できる環境づくりを推進してまいります。
　関係省庁と連携し、引き続き、関係団体の
御意見も伺いながら詳細の検討を進め、介護
施設の入所者のマイナンバーカードを利用し
たより良い医療を受けていただくことができ
るよう取り組んでまいります。
　オンライン資格確認についてお尋ねがあり
ました。
　本年四月からの医療保険のオンライン資格
確認の原則義務化に当たっては、導入に必要
なシステム改修への補助金の拡充などを行っ
ております。また、医療機関などからの要望
も踏まえ、システム整備が間に合わないなど
やむを得ない事情がある場合の経過措置を設
け、財政支援も延長いたしました。
　直近の導入ペースなどを踏まえれば、本年
九月末までに義務化対象施設への導入は可能
と考えておりますが、やむを得ない事情で導
入できない場合にも、資格情報のみを確認で
きる簡素な仕組みを開発中であり、健康保険
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証の廃止後も、全ての保険医療機関で円滑に
資格確認が行われ、受診できるよう取り組ん
でまいります。
　短期被保険者証の廃止についてお尋ねがあ
りました。
　短期被保険者証は、健康保険証に有効期間
を設定したものであり、来年秋の健康保険証
の廃止に伴って廃止することとしています
が、廃止後は、マイナンバーカード又は資格
確認書により、引き続き現物給付により保険
診療を受診することができます。
　現行の短期被保険者証の対象となる国民健
康保険料の滞納者の方々については、健康保
険証の廃止後も引き続き丁寧な納付の勧奨等
を行ってまいります。（拍手）

　　　〔国務大臣齋藤健君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　齋藤健君（法務大臣）　　
　岸真紀子議員にお答え申し上げます。
　まず、氏名の振り仮名が適切でないことを
理由として出生届が不受理となった事例につ
いてお尋ねがございました。
　現在は氏名に振り仮名を付けることが制度
上も実務上も存在しておりませんので、振り
仮名が適切でないために届出が認められない
ということは想定されませんが、過去には、
申出により名の読み方を戸籍に記載すること
が認められていた時期がありまして、その当
時においては、名の振り仮名が適切でないこ
とを理由に届出が認められなかった事例があ
ると承知をしております。
　次に、名の振り仮名の基準についてお尋ね
がありました。
　全国の市町村の戸籍窓口における運用を統

一するため、氏名の振り仮名の届出に関する
審査方法等について、法務省民事局長通達等
において具体的に定めることを検討していま
す。また、市町村において判断に苦慮する事
案については、管轄法務局に対する当該届出
の受理の可否についての円滑な照会体制を構
築したいと考えています。
　次に、氏名の振り仮名の追加に伴う行政手
続上のトラブルへの懸念、届出期間の妥当性
及び市区町村の負担軽減策についてお尋ねが
ありました。
　本法律案では、氏名の振り仮名の届出がさ
れない場合には、市町村において戸籍に氏名
の振り仮名を記載することを予定しています
が、事前に戸籍に記載する予定の振り仮名を
通知することとしています。行政手続上のト
ラブルが生じないよう、これらの手続につい
て丁寧に周知、広報してまいります。
　氏名の振り仮名の届出期間を一年としたの
は、国民が届出をする機会を確保しつつ、本
改正の目的の早期実現を図るためであり、妥
当な期間だと考えています。
　本改正により、市区町村においては一定程
度の作業が発生することになります。その負
担を軽減する観点から、法務省民事局長通達
等を発出するほか、マイナポータルの活用等
により事務の効率化を図ることなどの措置を
検討してまいります。（拍手）

　　　〔国務大臣後藤茂之君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　後藤茂之君　
  （全世代型社会保障改革担当大臣）　
　岸真紀子議員の御質問にお答えいたしま
す。
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　給付付き税額控除導入に向けた検討状況及
び課題についてお尋ねがありました。
　給付付き税額控除については、生活保護な
ど同様の政策目的を持つ制度との関係を十分
に整理することがまずは必要であると考えて
おります。

　その上で、新たに給付付き税額控除を導入
するに当たっては、所得や資産の把握が必要
であるといった課題のほか、行政の執行可
能性やコストといった課題等があり、慎重に
検討していく必要があると考えております。
（拍手）

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　本当は保険証の問題も今日取り上げたかっ
たんですが、なかなか時間も限られています
し、前回、杉尾議員、そして、あっ、前々回
ですね、前回は小沼議員が取り上げたので、
私はその他の項目について今日は中心に質疑
を行いたいと思います。
　本法律案では、戸籍及び住民票等の記載事
項並びに署名用電子証明書の記録事項に氏
名の振り仮名を追加をして、マイナンバー
カードに氏名の振り仮名を記載することとし
ています。マスコミはきらきらネームだけを
ちょっと話題にしているので、なかなか分か
りにくいんですが、この改正案によって、名
前というアイデンティティー、これが変えら
れてしまうおそれがあります。
　四月二十日の衆議院地域活性化・こども政
策・デジタル社会形成に関する特別委員会で
は参考人質疑が行われておりまして、その
中で、日本労働組合総連合会、通称連合です
が、連合の冨田珠代参考人はこのような発言
をしています。氏に対する届出についてなぜ
筆頭者でなければ駄目なのかと法制審でも繰
り返し答弁を求めてきたけれども、現行の戸

籍法がそう定めているからという答弁だった
と、こんなニュアンスのことを言っているん
です。
　しかし、様々な事例があることは法制審の
中でも議論が行われてきたと承知をしていま
す。
　例えば、ヤマザキさん、ヤマザキさんという
名前ですが、東日本ではヤマザキと濁点になり
ますが、西日本ではヤマサキというふうに濁ら
ないことが多く、夫婦でも、仕事の関係で東京
と大阪に離れて暮らしている夫婦がいまして、
住民基本台帳登録には便宜上これまでヤマザキ
とヤマサキそれぞれ登録してきた方もいらっ
しゃいます。職場においても使用しているし、
海外出張などに必要なパスポートも、同じ戸
籍だったとしてもローマ字表記が異なるという
ケースが現行あるんです。
　本法案によってこういったケースはどのよ
うになるのか、法務省に伺います。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　氏の振り仮名につきましては、戸籍に記載
される方全員が共同をして届出をすることと

  ◎第211回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 2023年5月19日
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すれば大きな負担となってしまうこと、戸籍
に記載される氏は戸籍の筆頭者の氏であって
氏の振り仮名は当該戸籍に記載された氏の読
み方であること、その氏を従前から使用して
おり読み方に最も詳しいと考えられるのは戸
籍の筆頭者であることなどから、戸籍の筆頭
者が届け出るということとしております。
　御指摘のように夫婦間で異なる氏の読み方
を使用している場合でも戸籍の筆頭者が氏の
振り仮名を届け出るということとなりますけ
れども、届出に当たっては配偶者と話合いや
調整をすることが望ましいと考えているとこ
ろでございます。

◆ 岸真紀子君　
　調整をすることが望ましいと。また後ほど
も確認をさせていただきます。
　既に、地域性もあって、先ほども言ったよう
に、それぞれ使用してきた名前があります。そ
れが今後、振り仮名表記によって統一されるこ
とになりますが、百歩譲って、さっき言ったよ
うにそれぞれにすると大変だということも理解
をするので、でも経過措置というのが必要なの
ではないかという問題意識です。
　こういった濁点問題について、パスポート
はそのまま使えるのでしょうか。まあ少なく
とも有効期限まではそのまま使わせていただ
きたいという要望があるんですが、名前を変
えたいわけでもないのに、政府から突然、振
り仮名を付けるんだということで、変える手
続をしなければならないのかと、そういった
ような不安の声も聞いています。それとも、
さっきも言いましたが、有効期限まではその
まま使用しても構わないか。これは混乱なく
運用していくためにも大事な観点だと思いま

すので、外務省にお伺いします。

◆ 政府参考人　松尾裕敬君
  （外務省大臣官房参事官）　　
　お答え申し上げます。
　旅券の氏名は、現在、旅券法施行規則第九
条第一項において、戸籍の氏名について国字
の音訓及び慣用により表音されるところによ
るとされております。
　旅券の申請に当たっては、各々の申請者が
戸籍の氏名の読み方及びそのローマ字表記を
記載して申請することとなっておりますが、
民法の夫婦同姓、夫婦同氏制の趣旨を踏ま
え、外務省として夫婦で同じ氏の読み方を用
いて旅券を申請するよう求めることとしてお
ります。
　戸籍法、戸籍法改正後の対応について現時
点で仮定の質問にお答えをすることは困難で
ございますが、そのような前提で申し上げま
すと、戸籍法が改正されて戸籍の氏名に振り
仮名が付された場合は、その読み方のローマ
字表記を旅券の氏名として申請してもらうこ
とが考えられます。
　一方、仮に、現在、夫婦で異なる氏の読み
方を用いて旅券の発給を受けている方々がい
る場合には、戸籍の氏名の振り仮名が夫婦で
同じものとなれば当該旅券のローマ字表記と
の間に相違が生じることとなりますが、それ
自体は旅券法第十八条に規定する旅券の失効
事由には該当しないため、旅券が失効するこ
とにはならないと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　なかなか、難しく説明されると分かりにく
いかもしれませんが、要は、有効期限までは
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それは失効されないということの答弁だった
と解しています。それはすごく大事なことな
んです。
　これが、今回のことによってわざわざ届出
変更に行かなきゃいけないんじゃないかとい
うふうに、誤った、誤ったというか、もう一
つの手続に行かなきゃいけないということに
ならないように、これはこの周知の仕方も重
要になってくると思います。今後のこととこ
れまでのことは、なかなか、分けて段階的に
考えていく必要があるのではないかという問
題意識で質問をさせていただきました。
　次に、氏の仮名表記に係る届出人は戸籍の
筆頭者となりますが、先ほども少し答えてい
ただきましたが、先ほどのようなケースも
あって、場合によっては、勝手に筆頭者が届
け出たことによって夫婦間がトラブルを起こ
しかねないのではないかという、余計なお世
話かもしれませんが、懸念があります。勝手
に、私はサキを使っていたのに、何で勝手に
ザキでもう届け出たんだということになりか
ねないというトラブルです。
　重要なことは、先ほど少し答弁をいただい
てはいますが、自己の名前を正確に呼称され
る権利であって、国民への周知に当たって
は、配偶者に対する配慮が必要であることが
分かるように、要は、家族間でちゃんと調整
をした上で氏の仮名表記を届け出ることが望
ましいということを国の責任で周知していた
だきたいです。そのことについて法務省の見
解を伺います。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。

　全国民の氏名の振り仮名を円滑に収集し、
戸籍に記載することは極めて重要であり、そ
のためには国民の皆様の理解を得ることが必
要だと認識しております。
　氏名の振り仮名に関する規定の施行に当
たっては、氏名の読み方のルールのほか、現
に戸籍に記載されている者に対する戸籍に記
載する予定の氏名の振り仮名の通知や、市区
町村長が戸籍に記載した振り仮名についての
変更の届出の手続などについて十分な周知を
行う必要があると考えておりまして、委員
御指摘の読み方が夫婦で異なるという場合も
含め、市区町村や関係府省等と連携しつつ、
しっかりと準備を進めてまいりたいと考えて
おります。

◆ 岸真紀子君　
　なかなか、市町村だけでは、今回、本籍地
ということもあるので一つの市町村でいいの
かという問題がありますので、やっぱりこれ
は国が責任を持って周知、広報をしていく。
ただ、なかなか、法務省で周知、広報して
も、法務省の例えばホームページを見る人が
どれぐらいいるかというとなかなか難しいの
で、例えばデジタル庁とかほかの省庁も含め
て協力要請を求めるとか、そういったことが
必要なのではないかと思います。
　何度も言いますが、筆頭者だけではなくて
配偶者も届出の当事者としての機会がちゃん
と担保されるということを広報していただき
たいというところです。
　次に、名付けの許容範囲について伺いま
す。
　これまでの命名文化や名のり訓、有名なの
は、鎌倉殿とかで有名になりましたが、頼朝
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さんとか、そういう名のり訓、本来の漢字
ではなくてこれまで認められてきた名前とい
うのがあります。それと昨今のきらきらネー
ム、ピカチュウみたいなやつですね、光と書
いて宇宙の宙でピカチュウという名前だっ
たりとか。そういったように、よほどのこと
がない限り現行は許容されています。今後も
名付けの権利を保障していただきたいんです
ね。なるべく広く許容していただきたいとい
うことです。
　氏名の仮名表記の許容性及び氏名との関連
性に関する審査では、戸籍法に、氏名として
用いられる文字の読み方として一般に認めら
れているものでなければならないとなってい
て、ちょっと、認められているものでなけれ
ばならないというのが、言い回しも含めて分
かりにくいんじゃないかと思うんです。これ
は一般に認めると解してよいかというところ
です。
　条文は条文として、今後の周知、広報に
は、なるべく国民に分かりやすいものにしな
ければなりません。まずは、答弁ではっきり
と、名前の、この名付けの許容範囲は幅広く
認めるよということをお答えいただきたいん
ですが、いかがでしょうか。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　氏名の振り仮名については、氏名として用
いられる文字の読み方として一般に認められ
ているものでなければならないとされており
ますが、一般に認められているものかどうか
は、社会において受容され、慣用されている
かどうかという観点から判断されることにな

ります。
　具体的には、漢和辞典など一般の辞書に掲
載されている読み方については幅広く認める
ことが考えられ、一般の辞書に掲載されてい
ない読み方についても、届出人から個別に説
明を聞いた上で、社会において受容され、慣
用されているものかどうかを判断することに
なります。
　なお、氏名の振り仮名の許容性及び氏名と
の関連性については、先ほど御紹介のあった
法制審議会の議論もございますが、いわゆる
名のり訓を幅広く許容してきた我が国の命名
文化を尊重するという観点から、氏名の振り
仮名を幅広く許容するべく、柔軟に運用する
ことが適切であると考えております。

◆ 岸真紀子君　
　本当にいろんなケースが考えられると思う
んですね。
　私の記憶では、昔、私がまだ子供のとき
だったと思います、子供じゃないか、もう就
職していたかもしれませんが、悪魔君という
名前を付けようとして、これは認められない
んじゃないかと。明らかにその後にも支障を
来すようなケースというのはこれまでも認め
てこなかったとは思うんですが、今後もあく
までも本当にこれはどうなんだというような
名前以外であれば許容していただきたいと思
います。
　今例示で挙がっているのは、例えば海と書
いてマリン、これはオーケーとかというよう
な例示が挙がっているとは思うんですが、そ
ういう、分かりやすく周知、広報が必要なの
ではないかと考えていますので、引き続きの
周知、広報の努力と許容範囲を認めていただ
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きたいという要望をしておきます。
　政府は氏名の仮名表記を簡単に考えている
ようなんですが、国民にとっては大きな変更
なんです。かつ、実際に住民と接する市区町
村の窓口の職員は、様々なケースがあった場
合に今後対応していかなくてはなりません。
　また、恐らく、市町村からの照会とか相談
を実際に受けることになるのは、法務省の本
局ではなくて、地方局、地方法務局になると
考えています。この地方法務局も職員数が物
すごい少ないんですね。こういう実態の中で
市町村から問合せを受けてもマンパワーが足
りていないのではないかと考えます。
　今回、該当となるのは約一億二千万人の国
民です。携わる市区町村の職員や地方法務局
の職員が混乱なく進めるための国としての取
組、支援策をお伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　届出された氏名の振り仮名の具体的な審査
方法については、法務省民事局長通達等で運
用の基本的な在り方を明らかにし、各市町
村の戸籍窓口において統一的な取扱いが確保
されるようにしっかりと取り組んでまいりま
す。また、必要に応じ、市町村から管轄法務
局に受理の可否について照会していただくな
ど、実際に事務処理をする市町村や市町村か
ら照会を受ける管轄の法務局が対応に困らな
い体制を構築したいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　なかなか難しい問題はあるかもしれません
が、例えば生成ＡＩとか、プライバシーの問

題、プライバシーじゃないや、正確性の問題
だとか、いろんな問題はあるかもしれません
が、みんなが分かりやすく、共通の認識に立
てるような仕組みづくりというのも是非とも
検討をしていただければと思います。
　少なくともコールセンターとかヘルプデス
クは私は必須であると考えますが、これを設
けるというような見解があるか、検討の余地
があるのかというのをお伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　今御指摘は国民、市町村の負担軽減策につ
いてだろうと思いますが、一つ、氏名の振り
仮名の届出方法については、窓口や郵送とい
うほかに、マイナポータルを利用したオンラ
インでの届出が可能となるようにデジタル庁
と調整を進めているところです。
　御指摘の問合せ窓口の在り方も含めて、国
民や市町村その他の負担軽減策についても引
き続き検討してまいります。

◆ 岸真紀子君　
　これからの、法案も通っていないし、予算
付けもこれからだと思うので、きっとこれか
らの議論だとは思うんですが、少なくともヘ
ルプデスクというのは必要なのではないかと
考えています。マイナポータルももちろんそ
の一つの手法ではある、分かりやすくです
ね、そこはデジタル庁につくり方とか協力を
いただくようにお願いをします。
　次に、戸籍等に読み仮名を付すに当たって
は、先ほども言いましたが、一億二千万人を
超える全ての国民にまず通知をして、届出
をしてもらって、国籍、筆頭等の確認などと
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いういろんな作業が必要となるんですが、高
齢者や障害者、ＤＶ被害者など、届出が困難
な方々、配慮が必要な方にはどのように対応
するのでしょうか。しかも、今回この氏と名
で届出人が異なります。氏は筆頭者が届け出
るんですが、名は一人一人、皆さん一人一人
ですね、届け出るということになっていくん
です。手法が違うので、なかなか一般的には
分かりにくいんではないかと思います。かと
いって、これ個人の問題なので、私は一人ず
つ届け出るというのは正しいやり方だと思っ
ていますが、この届出困難な方への配慮策を
お伺いします。
　また、例えば戸籍の筆頭者が、例えばの話
なんですが、ＤＶ加害者で、被害者への嫌が
らせでこれまで使用してきた振り仮名を全く
違うものに変えてしまった場合に、ＤＶ被害
者が行政サービスを受けられなくなる可能性
も否定はできません。こういった事象があっ
た場合にも被害者救済策を講じられるように
柔軟な対応を、関係省庁と連携が必要だと考
えていますが、見解をお伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　本法律案においては、本籍地の市町村長
は、その施行後遅滞なく、現に戸籍に記載さ
れている方に対し、戸籍に記載する予定の氏
名の振り仮名をまず通知するということに
なっております。
　そして、現に戸籍に記載されている方に係
る氏名の振り仮名の届出については、市町村
の戸籍窓口に出頭する方法のほか、郵送によ
る届出や使者による届出も可能でございます

し、先ほど申し上げたとおり、マイナポータ
ルの利用も可能とする方向でデジタル庁と調
整中でございます。このように、制度の導入
に当たっては、高齢者など届出が困難な方々
にも十分に配慮しているところでございまし
て、関係府省と協力するなどしてその周知、
広報に努めてまいります。
　質問の後段のＤＶ加害者などの事例について
でございますが、ＤＶ加害者である戸籍の筆頭
者と被害者である配偶者等が話し合う環境にな
い場合などでは、戸籍の筆頭者から配偶者等が
認識しない氏の振り仮名の届出がされる余地も
あるところでございます。このように届出され
た氏の振り仮名が実際に使用していたものと異
なるような場合には、配偶者等は戸籍の記載に
錯誤があるものとして、戸籍法百十三条によっ
て、家庭裁判所の許可を得て戸籍の訂正を申請
することが考えられます。

◆ 岸真紀子君　
　今のような手法もあると。例えば勝手に変
えられたら、家裁に申し出てできますと。そ
れが、なかなか、ＤＶ被害者の方がそういっ
たことの情報が入るかどうかというのもある
ので、これはＤＶを担当している内閣府とも
連携をしていく必要があると思います。
　通告していなかったんですが、何よりも大
事なのが、ＤＶ被害者が危険にさらされるこ
とがないようにしなきゃいけないですね、今
回の届出で。そこの対策はできますよね。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　今国会に提出しております民事裁判手続の
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デジタル化に関する法律案というものがござ
いまして、今審議中でございますけれども、
それに、成立いたしますと、家庭裁判所にお
ける審理もデジタル化され、ウェブで、直接
裁判所で対面しなくてもできるということに
もなります。また、現在でも直接会わないよ
うに家庭裁判所の方で適切な運用をされてい
るとは思いますけれども、さらに、制度的に
そのような担当ができるということで対処が
可能であろうと考えているところです。

◆ 岸真紀子君　
　ありがとうございます。
　本当に、ＤＶ被害者にとってみれば、どこ
かに出頭するとか行くとかということが本当
に怖いというのもあるので、別の分野かもし
れませんが、引き続きそういった努力をして
いただきたいと思います。
　先ほど言っていた、この届出が困難な事例
ということで郵送とかするというふうにおっ
しゃっていましたが、高齢者や障害者などは
既にもう施設に入所されている方の場合も考
えられます。届出には施設職員の協力が欠か
せないのではないかと考えますが、ただでさ
え業務過多と言われている例えば障害者施設
とか高齢者施設になっています。対応が本当
にできるのか、しかもちょっと複雑なので、
内容がちゃんと分かりやすく伝えないと難し
いんじゃないかなと思うんですね、氏と名が
違うとかですね、そういった懸念がありま
す。
　こういった施設の協力体制、支援体制をど
のように考えているか、お伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　先ほど申し上げたとおり、施設に入所され
ている方にとっては、例えば、郵送による届
出や施設の職員などを使者としてする届出な
ども可能でございますし、マイナポータルの
利用も可能とする方向でデジタル庁と調整中
のところでございます。このような制度の導
入に当たっては、高齢者の方々の御不便にも
十分配慮した上で、今の申し上げたような届
出の方法などについても十分な周知、広報を
図り、関係省庁とも連携を取ってまいりたい
と思っております。

◆ 岸真紀子君　
　今関係省庁とも十分連携していくというの
で、多分依頼文とかを高齢者施設とかに送る
ことにはなると思うんですが、丁寧に実施に
当たってはしてほしいということです。
　次も、今までも十分細かいかもしれません
が、更にちょっと細かい話になるんですが、
住民登録と戸籍は住所地がリンクをしていま
せん。同じ住所じゃないというところなんで
す。住民登録は実際に居住する住所を登録し
なければなりませんが、本籍地はそもそも住
所という概念がないので基本的に自由です、
戸籍の付票には住所を登録はしていますが。
　なので、例えば、よく言われているケース
が、東京都千代田区千代田一番、いわゆる皇
居です。ここに結構多くの方が本籍地を置
いていると、婚姻の際にここを本籍地にする
ケースもあると聞いています。あとは、大阪
城とか甲子園とか、そういうところに登録を
しているというケースも伺っているんです
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が、本籍地の自治体が仮名表記の届出を周知
をしたり確認することになるんですが、全く
これまで関わったことのない、住民、そこの
地域に住む方であれば住民なので何らかの関
わりがあるんですが、全く関わりがない地域
も想定されます。そうなってくると、相当そ
の自治体が苦労するのではないかと思うんで
すね。
　まず、住所を特定できるのかということの
御説明をいただきたいのと、本改正に当たっ
て、居住時と全く関係のない地での登録につ
いてということは、本当は住所地でやった方
がいいんじゃないかとか、そういった議論が
行われたのかどうか、また、こういったケー
スに対する自治体への支援、全く違うとこ
ろ、本籍地はうちなんだけど関わったことな
い方へのアプローチをしなきゃいけない自治
体への支援は国としてどのように行うのか、
お伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　まず、本籍地市町村において住所を把握し
ているのかどうかという点でございますが、
本籍地市町村が作成している戸籍の付票には
住所が記載されておりますので、戸籍に記載
されている方の住所を把握することが可能で
ございます。
　その上で、議論の状況でございますが、法
制審議会戸籍法部会においては、戸籍の氏名
の振り仮名に関する通知について、お尋ね
のように、住民の住所や振り仮名情報を把握
している住所地市町村が対応すべきとの議論
がされたこともございます。しかし、最終的

には、戸籍事務の取扱いであるという理由か
ら、戸籍事務を管掌する本籍地市町村におい
て対応すべきであるとして法制審議会で要綱
案を取りまとめられたところです。本籍地市
町村においては、振り仮名情報についても住
所地市町村との間で連携する方法について、
今後、関係府省と法務省とで検討してまいり
たいと考えております。
　このように、システムの改修が必要になり
ますけれども、既存システムの改修について
も市町村において極力負担が生じないよう配
慮してまいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　システムの改修も、本当に、これから自治
体の仕事としてはどのようにやるかという
のまだ情報がない中なので、本当に今から
ちょっとどうなるんだろうという心配をして
いますので、そこはしっかりと支援をしてい
ただきたいと思います。
　更に確認なんですが、あるきっかけで住民
基本台帳の振り仮名が間違っていて本人から
修正の申出があった場合には、自治体も住基
ネットの情報をその都度修正を現在していま
す。その際、年金と住基ネットがシステム連
携をしているので、住基の振り仮名が変わる
と年金の振り込みが止まるといった事象が現
行も起きています。
　この法案によって振り仮名が変わること
で、同様に、年金等システムが連携している
振り込みがされなくなることが大量に想定さ
れるのではないかという懸念があります。で
も、この年金が一日でも振り込みが遅れると
したら、生活、暮らしに影響を及ぼすもので
あって、こういった事象への対策は必要だと
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考えるんですが、どのように現段階でお考え
なのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　宮本直樹君
  （厚生労働省大臣官房年金管理審議官）　　
　お答え申し上げます。
　年金受給者の氏名や振り仮名が変更された
場合には、日本年金機構では、住民基本台帳
ネットワークシステムから毎月提供を受けて
いる氏名変更の情報に基づき年金記録上の氏
名変更の処理を行うとともに、当該年金受給
者に対して、年金の振り込み先として登録し
ている金融機関の口座名義の変更手続が必要
な旨、郵送により御案内をしているところで
ございます。
　今般の改正によりまして年金受給者の氏名
変更の処理件数が増えることになった場合に
おいても、年金の受取に支障が生じることが
ないよう、関係省庁とも連携しつつ、年金受
給者に対して、口座名義の変更のタイミング
などについて様々な機会を捉えて周知、広報
を行ってまいりたいというふうに考えており
ます。

◆ 岸真紀子君　
　年金事務所の方ではあらかじめいろんな準
備をしておくという御回答だったと思いま
す。
　本当は、今回、これは年金だけじゃなく
て、ほかにもいろんなシステム、公金を受け
取るシステムというのが連動しているので、
そこも含めて周知徹底というか、準備をした
方がいいんじゃないかという質問をしようと
思ったんですが、なかなか縦割り行政で、そ
うなると全部の省庁呼ばなきゃいけなくなっ

て、それだとちょっと難しいということで今
回年金を例に挙げたんです。ただ、やっぱり
この問題は振り仮名を付けることによって生
じることなので、しっかりとほかの省庁と
も、こういうことこれから事象で起きますか
らねというのは連携をしていただくようにお
願いをいたします。
　次に、住民基本台帳の振り仮名は任意や便
宜的なものなんですね、今実際には。これま
で、住民基本台帳に振り仮名必要という法律
なかったので、あくまでも便宜的に各自治体
で付けているだけなんです。
　四月二十八日の本会議でも、このことを、
私、指摘しましたが、更に調べると、思った
以上に現在の住基システムに便宜上登録して
いる振り仮名は、悪い意味で適当に付されて
いるという実態があります。
　皆さんのお手元に、今日、配付資料で、
ちょっと古い新聞かもしれませんが、
二〇一五年の新聞記事を付けていますが、い
ろんな事象があるんです。失礼ながら、私の
今日隣にいる小沼さん、小沼巧委員のことを
例に挙げて紹介すると、許可をしていただい
ています。オヌマタクミさんなんですが、例
えばコヌマイサオさん、よくありますよね、
タクミをイサオというふうに間違って読んだ
りする方があるかもしれませんが、オヌマな
のにコヌマタクミさんとなっているのならま
だましな方なんですよ、実は。
　もっと深刻、これでも、ましと言っても、
本人にとっては大変失礼で済みません、もっ
と深刻な登録がされているケースがあって、
私の名前はキシマキコですが、これが、例え
ば、全て音読みでガン、シン、キ、シという
ふうに登録がされていたり、キシ、マコト、
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ノリ、ネのように全て訓読みで登録されてい
るケースというのが自治体によってはあるそ
うなんです。多分一括処理しているので、本
人に確認しないままずっと過ぎていて、本人
も、通知が来るんだけれども、まあ別に漢字
は間違っていないし、いいやと思ってそのま
まにされているケースだと思います。
　古い記事ですが、先ほど配った二〇一五年
十二月二十六日の日経新聞には、大阪市で
は、人の名前を何だと思っているのかといっ
た苦情が殺到したとなっています。こういっ
た事象は大阪市だけじゃなくて全国にある
ケースで、大阪の新聞の記事は氷山の一角で
ございます。御本人からの修正の申出があれ
ば変更をしているんですが、基本的には本人
から申出がないと今も変わっていません。
　今回も、相当、自治体に通知をした段階で
苦情が入ることが想定されて、それだけでも
職員の負担は、苦情なので相当時間が掛かる
と想定されます。また、戸籍事務は専門知識
も必要とすることから、委託や会計年度任用
職員制度というものがありますが、臨時職員
では対応できないことも多くあります。
　自治体職員数の増員は欠かせないと考えま
すが、予算措置を含めてお願いできるかと、
まあこれからのことだとは思いますが、予算
措置を含めてお願いできるかという確認をさ
せてください。お願いいたします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　委員からは、市町村の体制強化や予算措置
の必要性について御質問があったと受け止め
ております。

　戸籍の記載事項として氏名の振り仮名を追
加するに当たっては、市町村において現に戸
籍に記載されている方に対する通知や届出
があった振り仮名に関する審査や戸籍への記
載、国民からのお問合せへの対応など一定程
度の事務が発生するほか、これに対応した既
存システムの改修も必要になります。
　法務省としては、振り仮名の収集につい
て、書面による通知に加えてマイナポータル
の活用など、市町村において事務処理の効率
化を図り、事務負担を軽減するように配慮す
るほか、既存システムの改修についても市町
村において極力負担が生じないように配慮し
てまいりたいと考えているところです。

◆ 岸真紀子君　
　なるべくよろしくお願いいたします。
　この記事にもあるように、マイナンバー制
度の導入時に郵送料を掛けているので、この
ときに振り仮名を付していれば、今回のよう
に膨大なエネルギーや時間を投入しなくても
いいし、余計な費用が掛からなかったのでは
ないかと考えます。なぜこのときにしなかっ
たのかなと思うところもありますが、過去の
ことは言っても仕方がないので、今後のこと
として、マイナンバー制度に関連する事業、
デジタルに関連する事業なのでデジタル庁に
お伺いしますが、今後は先を見据えて中長期
的な視点で進めていただくというか、検討を
していただけるかというお答えをお願いいた
します。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　委員御指摘のとおり、政策の検討、実施に
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当たりましては、一般的に、将来の行政需要
なども踏まえて検討を行うことが国民の利便
性や行政の効率化からも非常に重要であると
いうふうに考えております。一方で、行政の
事務は広範にわたり、かつ、例えば災害や感
染症の発生など、社会情勢の変化等に応じて
柔軟に対応する必要がございます。
　今回振り仮名を付すきっかけとなったの
も、特別定額給付金十万円給付のときに、振
り仮名の情報を持っていないことによって、
その口座名義人と実際の住民基本台帳の突合
というものを人が目視で行うということで大
変な御負担があるということが明らかになっ
て、これは大変でもやった方がいいんじゃな
いかというふうになったというところもあっ
たというふうに考えております。
　デジタル社会の実現に向けては、情報技術
が日々進化しており、新しい技術や概念など
日々変化する技術トレンドを把握し、新た
な技術を導入するに当たっては利便性、効率
性、安全性、信頼性等をよく見極めるなど的
確に対応していくことが重要でございます。
　政府としては、今後のあるべきデジタル社
会の在り方について、デジタル社会構想会議
において有識者に大所高所からの御議論をい
ただいているところでございます。
　また、デジタル社会の基盤であるマイナン
バー制度の検討につきましては、今まさに御
審議いただいているマイナンバー法等の一部
改正案等も含めまして、ＩＴの専門家や民間
の実務家を含む有識者等を構成員とするマイ
ナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜
本改善ワーキンググループ、通称マイナワー
キングにおいて、フルオープンの場所で積極
的に御議論いただき、具体的な検討を進めて

まいりました。
　今後も、民間の有識者などの御提言や将来
の社会の在り方も踏まえて、政府が迅速かつ
重点的に実施すべき施策に関する基本的な方
針であるデジタル社会の実現に向けた重点計
画を基に関係府省庁とともにマイナンバー制
度を強力に推進してまいりたいというふうに
考えております。

◆ 岸真紀子君　
　デジタル庁に答弁を求めたから技術の方に
どうしてもなりがちなんですが、やっぱり、
この政策というか、それぞれの事業とか、い
ろんなものが付随していて、これを俯瞰的に
見て、それについてデジタルでどう連携して
いくか、それをするに当たってどうなってい
くかという想像力こそが一番重要だと思い
ますので、そこは現場の声をもっと聞きなが
ら、誰かが俯瞰して見ていかないといけない
ということは伝えておきます。
　この振り仮名問題については、国民の混乱や
窓口での混乱をなくすにはいかに入念な準備を
しておけるかというのが肝になってきます。
　四月二十八日の本会議での私の質疑に対し
て法務大臣からは、氏名の振り仮名の届出に
関する審査方法等について、法務省民事局長
通達等において具体的に定めることを検討し
ていますと。先ほども答弁をいただいていま
すが、具体的にどんな内容で、いつ発出する
予定なのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　法務省民事局長通達においては、氏名の振
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り仮名の具体的な審査方法や制度の基本的な
運用方法等を定めることとしています。
　氏名の振り仮名に関する改正法案の施行
日、この部分は公布後二年を超えない範囲内
において政令で定める日となっておりますけ
れども、それまでに十分に余裕を持って発出
する予定としております。

◆ 岸真紀子君　
　少なくとも、市区町村の担当者は報道ベース
でしか情報がない中で不安を抱えていますの
で、今後、相当な事務量、負担を生じる案件で
あることから、あらかじめ現場の声を反映する
ことが必要と考えます。現場とのやり取りを踏
まえた上でのスケジュール、具体的内容として
いただけるか、確認させてください。

◆ 政府参考人　松井信憲君
  （法務省大臣官房審議官）　　
　お答え申し上げます。
　本法律案の施行に向けて、今後、必要に応
じて市町村の意見を聴取することを検討して
おります。また、施行に向けた具体的なスケ
ジュールについては、可能な限り速やかに市
町村に情報提供することを予定しております
が、その具体的な方法等については引き続き
検討させていただきたいと考えています。

◆ 岸真紀子君　
　検討の中には絶対現場の声を聞くというふう
にしていただけるようにお願いします。
　次に、公金受取口座の登録についてお伺いを
します。
　まず、四月二十八日本会議における私の質
疑で必要経費を尋ねたところ、河野大臣から

は、本制度における事務内容の詳細は検討中
であり、必要経費についても関係省庁等とと
もに精査しているところですとの答弁があり
ました。本来であれば、法案の審議、議論に
はあらあらの予算でもいいので示していただ
きたかったところです。これは日本年金機構
に委託という形になるのかというのをまず確
認させてください。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　お答え申し上げます。
　本特例制度に係る年金受給者に対する事前
通知及び利用口座情報の提供の事務につきま
しては、厚生労働大臣から日本年金機構に対
し委託をし行うこととしております。

◆ 岸真紀子君　
　公金受取口座の行政機関等経由登録の特例制
度は年金受給者を対象としていますが、ほかに
も拡大する予定はあるのでしょうか。あれば、
どのようなものを検討しているのか、教えてく
ださい。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　今般の特例制度について、現時点において年
金受給口座以外のほかの公的給付の受取口座を
対象とすることは想定をしておりません。
　対象の拡大につきましては、特例制度を踏
まえた登録状況等を勘案し、検討してまいり
たいというふうに考えております。

◆ 岸真紀子君　
　最後ちょっと分からなかったけど、今の時点
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では考えていないということですね。
　本会議でも指摘をしましたが、オプトアウト
方式はやっぱり問題が大臣あります。せっかく
給付金を速やかに給付できるようにしたいとい
う善意のものであるにもかかわらず、丁寧な説
明と理解促進を省いて、一定期間内に回答がな
かった者を同意した者として扱うみなし同意と
いうのはかえってマイナンバー制度の理解を損
なってしまうのではないでしょうか。
　なぜみなし同意とするのか、理由を大臣に伺
うとともに、国民に理解の上で御活用いただく
には同意又は不同意の回答を明確に求める努力
が必要だと考えますが、見解をお願いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　　
　公金受取口座は、公的給付、公金を受け取
るためだけのものでございますので、この口
座を登録することで個人に不利益が発生する
ということはおよそ考えられません。
　現状でこの公金受取口座の登録を見ていま
すと、やはり御高齢のところで口座登録の割
合、数がかなりほかの世代と比べて低いとい
うのが現実にございます。デジタル以外の簡
単な方法での登録ということを進めることで
幅広い世代にこの公金受取口座の登録をして
いただいて、今後の公的給付を速やかに受け
取れるようにしたいというふうに思っており
ます。そういうこともありまして、今回、年
金口座をこの対象としたわけでございます。
　事前に御本人宛ての書留郵便をお送りをし
て中身の説明をすると同時に、一般的な広報
もしっかりやらせていただきます。また、み
なし同意をした後も、口座の登録を削除した
いというお申出があった場合には、これはも
う自由に削除ができるということにしており

ますので、御高齢の方にとっても簡便に、メ
リットがあるだけの登録でございますので、
むしろみなし同意で簡単に登録できる方がメ
リットが大きい、そう判断をしているところ
でございます。

◆ 岸真紀子君　
　メリットがあるというのは、行政ではそう思
うかもしれないんですが、一方で、大臣、別な
省庁で、管轄している消費者庁の方でいえば、
このみなし同意のようなやり方というのはなか
なか、もっと慎重にやるべきだというふうに
言っていると思うので。
　私が言いたかったのは、同意又は不同意の回
答を更に、一方的にやっぱりみなし同意でいい
よというんではなくて、求める努力というのが
必要なのではないかと考えています。
　この一定期間、みなし同意の一定期間は三十
日以上を想定しているようですが、ちょっと期
間が短過ぎるということがあります。例えば、
年金受給者の子供などは、子などは、親族が、
帰省したときに郵便物を確認するということも
多いです。先日お話を聞いた方も、二か月ペー
スで帰省をして郵便物を確認をして、手続が必
要だったらそのときしているから、ちょっと
三十日間じゃ短過ぎるなというお話をしていま
した。
　河野大臣もおっしゃっていたとおり、詳細は
まだ、本会議では言っていたように、詳細は検
討中ということだったのですが、なるべく多く
の国民に理解していただくためにも日数は配慮
をしていただきたいんですが、これお願いでき
ますか。
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◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　今般の特例制度においては、事前通知に係
る書面が到達した日から起算をして三十日以
上が経過した日までの期間としてデジタル庁
令で定める期間を経過するまでの間に同意又
は不同意の回答がないときは同意をしたもの
として取り扱うこととしておりまして、具体
的な期間につきましては今後デジタル庁令に
おいて定めることを予定をしております。
　具体的な期間につきましては、周知に係る
期間等踏まえて適切に検討してまいりたいと
いうふうに考えております。

◆ 岸真紀子君　
　検討という段階なんですが、先ほども言った
ように、三十日じゃやっぱり短いということは
言っておきます。
　次に、年金の受取口座は、年金受給権者受取
機関変更届というものがあって、これを提出す
れば任意で変更できると承知しています。その
際、変更後の受取機関が公金受取口座として登
録済みの場合は金融機関の証明や通帳等のコ
ピーの添付が不要となるので、これは利用者の
手続簡素化、メリットと言えます。
　一方で、公金受取口座と年金受取口座は当然
ですが連動はしていないので、変更する場合に
はそれぞれの手続が必要になります。こういっ
たことがきちんと周知されなければ、例えば年
金受給者である本人がどの口座を公金受取口座
に登録したのか分からなくなってしまうことも
考えられます。
　委員の皆さんも銀行の口座を複数お持ちかと
思いますが、日々生活する中で、出入金をです
ね、自由に口座を使い分けていると思うんです

が、そういったように、年金の受取口座も変更
するケースというのは決してレアケースではな
いと聞いています。
　本法案の特例制度によって日本年金機構を経
由して公金受取口座の登録が行われた場合、例
えば、特別臨時給付金などが振り込まれていな
いなどの問合せが年金機構に来てしまうのでは
ないかと考えます。年金機構の情報連携システ
ムで対象者の公金受取口座を確認することはシ
ステム上は可能なんですが、当然なことながら
目的外の審査はできないとなっています。想
定のケースではあるものの、現場となる年金事
務所の窓口と当事者である住民とのトラブルを
避けるためにもアナログでの問合せ先も必要で
す。これはどこになるのかという質問をまず一
点目。
　次に、公金受取口座の変更や削除は、デジタ
ル庁のサイトを見ると、マイナポータルでしか
できないと読み取れます。それだと、デジタル
を不得意とする人には難しいのではないかと。
全くのアナログ申請を受け付けないというのは
いかがなものかと指摘せざるを得ません。マイ
ナポータルを自力で手続できない人やマイナン
バーカードを持っていない人はどうすればいい
のか、口座を解約するしかないのかという懸念
まであるので、その部分をお答えください。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　委員御指摘のとおり、公金受取口座登録制
度に関する問合せ先を分かりやすくお示しす
るということは非常に重要であるというふう
に考えております。
　現在も、デジタル庁のウェブサイトやＳＮ
Ｓ、市区町村や銀行の窓口で配布されるリー



316 第210回国会　第211回国会議事録

フレットにおいて公金受取口座登録制度に係
る問合せ先を広く周知しているところでござ
いまして、今般の特例制度の実施に当たって
も、対象者に対する事前通知のほか、広報等
も通じて、このアナログも含めた問合せ先の
周知徹底を図ってまいりたいというふうに考
えております。
　また、マイナポータル以外の手段での公金
受取口座の変更、削除の対応につきまして
は、二〇二三年度下期以降、順次金融機関に
おいて公金受取口座の変更や抹消が可能とな
る予定としております。

◆ 岸真紀子君　
　これからいろいろと改善をしていくという答
弁もいただきました。
　次に、年金機構が事前通知の発送や回答の受
付、電話や窓口への問合せ、ひょっとしたら意
見や苦情なども受けるかもしれません。現在の
日本年金機構には特例に伴う業務が入っていま
せんので、当然人員体制や予算も新たに確保が
必要です。その点は国が責任を持って予算付け
すると理解してよいか、伺います。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　改正公金受取口座登録法案におきまして、
国庫は予算の範囲内で当該特例制度の事務の
執行に要する費用を負担することとしており
まして、年金受給者に対する本特例制度の実
施に当たっては、日本年金機構が当該事務に
要する費用については国が負担することとな
ります。

◆ 岸真紀子君　
　この費用が間違っても年金財源から手当てさ
れることのないようにしっかり予算措置をお願
いします。
　本会議でも触れましたが、高齢者、口座番号
といったことを考えると、特殊詐欺なども防止
しなければなりません。そのためには、特例制
度に係る国民の理解と広報の強化は欠かせませ
ん。日本年金機構に任せるのではなく、国が責
任を持って周知、広報が必要です。どのように
していくお考えなのか伺うとともに、こっちも
同じようにヘルプデスクといった設置も必要と
考えますが、お答えをお願いいたします。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　今般の特例制度については、デジタル庁と
しても周知、広報を行うことを予定をしてお
ります。
　具体的な周知方法については現在検討して
いるところでございますけれども、特例制度
の対象となる御高齢の方やその御家族の方な
どにしっかりと伝わるように、厚生労働省等
とも協力をして検討してまいりたいというふ
うに考えております。
　また、委員御指摘のとおり、ヘルプデスク
の設置も必要というふうに考えておりまし
て、検討を進めているところでございます。
　特例制度の実施に当たり、混乱が生じない
よう万全を期してまいりたいというふうに考
えております。

◆ 岸真紀子君　
　是非設置の検討をお願いします。
　次の質問ですが、今回マイナンバーに関連す
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る様々な法改正の内容となっているんですが、
ここ最近、本当にこのマイナンバーカードに関
連するトラブル事象というのが続いています。
　最初に、最近ので、もう時間もないので最近
のでいいですが、発覚したトラブル事象と、原
因を把握していればその原因、その後の対応を
教えてください。

◆ 政府参考人　村上敬亮君
  （デジタル庁統括官）　　
　まず、デジタル庁の方からまとめて、国民
の皆様の信頼を傷つける重大な事案であり、
不安を与えたことについて改めて大変申し訳
なく思ってございます。
　最近の事例の御紹介ということでございま
すが、一つは、コンビニ交付サービス、別人
の証明書が交付される事案、それからもう
一つ、本人の主として抹消されたはずの印鑑
登録の証明書が交付されてしまったという事
案、これはいずれも富士通Ｊａｐａｎ社が作
られましたアプリケーションのプログラミン
グによるミスということでございます。
　これにつきましては、三月以降、総務省、
Ｊ―ＬＩＳから総点検を行う要請があって以
降、再度五月、またトラブルが出たものです
から、五月八日に今度はデジタル庁から要請
という形で全てシステムを止めて総点検をす
るようにということをお願いをし、現在取り
組んでいただいている最中と認識をしており
ます。
　それから、全体まとめて、デジ庁としてと
いうことだと思いますのでお答え申し上げま
すと、健康保険証の方でも、これはシステ
ムの自体の問題ということよりも、その結
果、かつて保険者がオンライン資格認容デー

タとして登録した情報に誤りがあったことに
基づき、マイナ保険証として使ってみたら違
うデータが出てきたと、言わばデジタルで便
利になったことによって元々のデータの品質
の問題というのが改めて問われているという
事象ではないかというふうに考えてございま
す。
　これにつきましては、本年二月に中間取り
まとめ公表いたしました三省でのマイナン
バーカード、健康保険証の一体化に関する検
討会の中でも実は既にもう論点としては取り
上げ、当時把握している数字につきましても
取りまとめの中では公表させていただいてお
りますが、改めて問題になっているという
ことも含めて、厚労省において適切に議論を
し、我々としても三省で引き続き議論してま
いりたいというふうに思います。
　いずれにいたしましても、必要な対策を速
やかに、かつ徹底して講じてまいりたい、こ
のように考えてございます。

◆ 岸真紀子君　
　本当に残念な事象が次から次へと起きていま
す。
　いろんな原因があると思いますが、ちょっ
と、どうしても、三橋審議官には申し訳ないん
ですが、マイナポイント事業によって一気に
カードの取得が増えて、保険証のひも付け作業
が増大して、そのことが影響したんではないか
とも考えるんですね。
　そもそもマイナポイント事業を進めてきた総
務省としての反省も必要なのではないかと考え
ますが、どう捉えているか、お答えください。
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◆ 政府参考人　三橋一彦君
  （総務省大臣官房審議官）　　
　お答えいたします。
　地方のデジタル改革を推進していくこと
は、住民の方々の利便性向上や地域の活性化
に資するものであるとともに、自治体職員の
事務負担の軽減にもつながるものと考えてお
りまして、カードの利活用の拡大を図り、地
方のＤＸを推進することは重要となります。
　その際には、システムの安定的な運用や個
人情報保護、情報セキュリティー対策を確実
に実施することは必要となりますが、今回、
一連の事案が発生し、特に別人の証明書が交
付された事案は個人情報の漏えいに当たるも
のとして誠に遺憾でございます。
　このため、一連の事案を受けまして、全国
の自治体や事業者に対しまして、総務省とし
て、地方公共団体情報システム機構、総務省
とＪ―ＬＩＳから運用監視の徹底やシステム
の総点検等を要請しているところでございま
す。
　自治体が情報システムの運用を事業者に委
託する場合におきましては、当該自治体及び
事業者において適切に対応いただくことが重
要と考えますが、総務省といたしましても、
関係機関とも協力してシステムの安定的な運
用や情報セキュリティー対策等に必要な対応
に取り組み、マイナンバーカードの着実な利
活用促進を進めてまいりたいと考えておりま
す。

◆ 岸真紀子君　
　いろいろと文句も言いたいところもあるんで
すが、時間もないので、最後に、私たちは、立
憲は、健康保険証の廃止には反対しています

が、マイナ保険証は利用したい人ができるよう
にすることはいいというふうに考えています。
　でも一方で、今回のトラブル事案で、一部報
道にありましたが、問合せ先も転々と回され
る、いわゆるたらい回しですね、こういったこ
とになったら、本当に誰を信用して、どこに問
合せすればいいのか分からないということがあ
るんです。
　これ、最低限様々な問題に対応できる窓口が
必要だと思うんですが、大臣の答弁をお願いい
たします。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　今回、御問合せをいただいた際、お問合せ
をたらい回しにしてしまったということがあ
りまして、大変申し訳なく思っております。
　マイナンバーのあるいはマイナンバーカード
に関するお問合せにつきましては、デジタル庁
において、マイナンバー総合フリーダイヤル、
〇一二〇―九五―〇一七八、これを設けて対応
してございますので、もしマイナンバーカー
ドの保険証情報に誤りがある、気付かれた場合
には、このフリーダイヤルにお問合せをいただ
く、あるいは御自身が加入されている保険者に
直接お問合せをいただく、このいずれかで対応
ができるようにいたしております。お問合せを
いただければ、この保険証の情報を管理する支
払基金、国保中央会と連携して適切に対応する
ようになっております。
　この情報はデジタル庁のホームページある
いはデジタル庁のツイッターなどでも周知を
しておりますので、何かあれば、この総合フ
リーダイヤルあるいは保険者にお問合せをい
ただきますようお願いをしたいと思います。
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◆ 岸真紀子君　
　責任の所在が余りにも分からな過ぎるという
のと、やっぱりこれ急ぎ過ぎていろんなことを
やり過ぎたというのは深く反省をしていただき

たいと思います。そして、窓口は最低限分かり
やすくしていくということを要望して、質問を
終わります。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　最初に、大臣に、五月の二日、早々に、前
回の委員会質疑を踏まえて、会計年度任用職
員の処遇改善に向けた常勤職員の給与の改定
に係る取扱いに準じて改定することという通
知を早々に出していただいたことに改めて感
謝を申し上げます。ありがとうございます。
大臣始め総務省の皆さんに、現場の会計年度
任用職員も大変急いでやっていただいたこと
に感謝をと言っていましたので、ここでお伝
えいたします。また、今後とも、今度は自治
法の改正がきちんと自治体で運用されるとい
うことが重要になってきますので、引き続き
の御協力、御協力というか御指導の方、賜り
ますようにお願いいたします。
　それで、今日は一般質疑なので別なことを
聞いていきたいと思います。
　最初に、国勢調査についてお伺いをしま
す。
　皆さん御承知のとおり、Ｇ７の広島サミッ
トが二十一日まで開催されましたが、Ｇ７に
おいて日本だけが、性的マイノリティーに関
する法律、例えば婚姻の平等、いわゆる同性
婚ですね、こういうものであったり、ＬＧＢ
Ｔ差別禁止法が整備されていない実態にあり
ます。

　今日は、基幹統計である国勢調査における
ＬＧＢＴＱプラスの観点から、調査項目への
意見と要望を含め、質疑をいたします。
　皆さんも、御自身で国勢調査の調査票に記
入したり、最近ではインターネットでの回答
というのも可能としておりますので何らかの
入力をしたことがあると思うんです。
　私は、実は元自治体職場で統計調査を担当
していた、むしろこの統計調査を住民の方に
お願いをしていた立場でございます。昔に
比べると大変分かりやすく、かつ簡素に改良
されていると感じていますが、残念ながら、
二〇一〇年の統計、国勢調査以降、ＬＧＢＴ
の当事者たちからは何度も、改善をしてほし
いとか、あとはこの国会質疑でもＬＧＢＴの
観点から改善を求めてきているんですが、前
回の二〇二〇年調査でも改善はされなかった
ところです。
　現在、二〇二五年の国勢調査に向けて国勢
調査有識者会議が行われていますが、この中
でいわゆる性別欄であったり世帯主と続き柄
の議論の進捗状況を教えてください。

◆ 政府参考人　井上卓君（総務省統計局長）　　
　お答え申し上げます。
　令和七年国勢調査有識者会議におきまして
は、令和七年国勢調査の企画に関する事項な

  ◎第211回国会　参議院　総務委員会　2023年5月23日
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ど、国勢調査に関する様々な課題について検
討することを目的に、令和三年十二月に第一
回目、令和四年十二月に第二回目の会議を開
催しております。
　二回目の会議では、令和四年五月から六月
にかけて各府省及び地方公共団体に対して実
施いたしました令和七年国勢調査の調査事
項に関する要望への対応などについて議論を
行ったところでございます。その中で、男女
の別でございますとか世帯主との続き柄の選
択肢についても議論がなされたところでござ
いまして、現在の形を基本としつつ、引き続
き慎重に検討を進めていくこととされたとこ
ろでございます。

◆ 岸真紀子君　
　現在の形をというとこれまでと変わらない
ので、残念ながら改善がされないような、今
慎重な意見が多いというふうにも捉えます。
　皆さんも性別欄をイメージしていただける
と分かりやすいと思いますが、自認する性別
と異なる性別を書くということは自らの人格
を自ら大きく傷つける行為であって、今、例
えば自治体の窓口で住民票の請求をするとき
とかに、例えば性別欄を入れるときとかでも
いろんなところで配慮が進んできているのが
実態でございます。ですが、国勢調査につい
てはいまだに改善がされていない。本当に、
いち早く改善が必要だと私は考えています。
　同様に、同性カップルについても、現段階
では、例えば配偶者欄に丸を付けたとしても
修正を、その後のチェックする体制、まあ行
政なのか、その後の調査員なのかにもよりま
すが、修正されてしまうので他人から否定さ
れる行為となっておりまして、人権の観点か

らいっても極めて問題であると指摘せざるを
得ません。
　国勢調査の目的には、我が国の人や世帯の
実態を把握し、国や地方公共団体の各種の行
政施策の基礎資料を得ることを目的として五
年ごとに実施している国の最も基本的な統計
調査であると認識しています。国勢調査は、
国だけではなく、地方自治体の様々な行政施
策の基礎データでもあるということです。
　既に全国の自治体でパートナーシップ
制度を導入しているのは本年四月時点で
二百七十八自治体ありまして、人口カバー率
でいうと六八・四％となっています。法整備
はされていなくても、自治体から見るとデー
タを求めるニーズがあります。
　また、経団連の十倉会長並びに日本労働組
合総連合会の芳野会長の、この労使共に、ダ
イバーシティーや多様性が認められる社会が
日本には必要だと発言されています。
　国勢調査は、基幹統計として、行政だけで
はなく、社会としても広く活用することが目
的に入っておりますよね。今指摘したとお
り、自治体や民間も含め、社会全体として性
的マイノリティー施策が必要で、それには統
計調査は欠かせません。ニーズに応えるべき
ではないかと思いますが、お答えをお願いい
たします。

◆ 政府参考人　井上卓君（総務省統計局長）　　
　ただいま委員が御指摘になられましたよう
に、国勢調査は、我が国にお住まいの全ての
世帯の方々を対象に、行政の基礎的な情報を
得るために実施しているものでございます。
　それで、全国一律な客観的な基準でこれを
把握する必要がございまして、性別とか婚姻
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関係につきましては民法などの法制度に基づ
いて実施しておりまして、いわゆる性的マイ
ノリティーや同性婚につきましては調査をし
ているところではございません。
　また、国勢調査は国民の皆様に報告の義務
を課して行うものでございまして、御回答い
ただけない場合には罰則の対象ともなり得る
ものでございます。このため、国勢調査にお
きまして、全ての国民に対して、いわゆる性
的指向や性自認といった性的マイノリティー
に関する内面に係るセンシティブな事項につ
いてお尋ねすることには課題もあるものと認
識しているところでございます。
　いずれにせよ、性的マイノリティーや同性
婚につきましては、法制度のほか、国民的な
コンセンサスや公的統計としての正確性、有
用性など、様々な観点を考慮して慎重に検討
すべき課題ではないかと考えているところで
ございます。

◆ 岸真紀子君　
　確かにそのアウティングの問題というのは
残っておりますが、統計調査員を取りまとめ
る行政側も統計法で守秘義務が課されており
まして、違反した場合には原則、原則じゃな
い、罰則がありまして、例えば二年以下の懲
役又は百万円以下の罰金という規定もあった
りします。確かにいろんな課題はあるかもし
れませんが、もうニーズとして必要なのでは
ないかと考えます。
　これまでも、調査票の配偶者の有無欄に
は、届出の有無に関係なく記入してください
という記載がされております。これは、世帯
主との続き柄欄は、事実婚や内縁関係といっ
た法律上の婚姻関係でなかったとしても配偶

者として回答できます。これは、調べると、
一九二〇年実施の第一回調査から既に認めら
れているんですね、法律がなくても。そうい
う実態です。なので、法律にないからという
理屈は成り立ちません。
　いろいろなことを理由としておりますが、
国勢調査にＬＧＢＴＱの視点を取り入れて実
施してはいかがと考えますが、再度答弁をお
願いいたします。

◆ 政府参考人　井上卓君（総務省統計局長）　　
　事実婚につきましてお尋ねでございます
が、国勢調査におきましては、婚姻関係につ
きましては、御指摘のとおり、婚姻の届出を
していないものの事実上婚姻関係と同様の者
にある、同様の事情にある者については婚姻
関係にある者と同様のものとして取り扱って
いるところでございます。
　ただ、同性婚につきまして、現行の法制度
上認められておりませんので、同性による婚
姻届の届出を行いましてもそれは受理をされ
ることはないということにおきまして、国勢
調査において世帯主と性別が同一である者に
ついては婚姻関係にある者と同様のものとし
ては取り扱うことが、取り扱ってはいないと
ころでございます。

◆ 岸真紀子君　
　なので、さっきから言いますが、第一回目
の調査ですよ、そのときから始まっている
ので、正直な話、その様々な法律というのは
ちょっとおかしいと思います。
　ほかにもちょっと質問を用意していたけ
ど、ちょっと時間の関係で要望だけします
が、このＬＧＢＴ当事者から直接お話を聞
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く、当事者団体の声も聞くべきということを
要望しておきます。この問題は、本当にいち
早く、やっぱりちゃんと国として責任を持っ
て、自治体の調査としても必要なんだという
ふうに改善を求めるところです。
　次に、別な観点の国勢調査で、この間、ほ
かの委員会で他の議員が質問している関係
で、ちょっと気になるところがあったので質
問させていただきます。
　国勢調査は、国籍に関係なく日本に住んで
いる全ての人、住民基本台帳に関係なく三か
月以上居住している人、分かりやすく言えば
全ての住民が対象となっています。
　匿名、例えば氏名欄にも、名前書かなくて
もＡとかＢでもいいんですよ、実は。そうい
うふうに、住民基本台帳に全く関係ないので
特定する必要がないんです。もちろん、記入
された回答の正確性を高めるためには名前を
書いていただいた方が、不明点あれば問合せ
できるので、御協力いただくことがベストで
す。しかし、個人の特定は必要ありません。
　特に、近年の調査員の困り事としては協力
を得られないということが本当に悩みで、プ
ライバシー意識の高まりが回答率にも影響し
ています。
　マイナンバーカードの利活用を進めようと
いうことだと思いますが、ここ最近の国会で
のやり取りにマイナポータルを国勢調査に連
携したらいいんじゃないかという意見があり
まして、私はこの意見に強い懸念を感じてい
ます。マイナンバーにひも付けして調査を依
頼したら、恐らくプライバシーへの懸念から
調査協力は減るでしょうし、審査する側から
しても、かえって住民基本台帳に引っ張られ
て、ある意味、実態を調査する目的そのもの

が崩れてしまうんじゃないかという懸念があ
ります。
　確認の意味で質問しますが、あくまでも現
在のセキュリティーの高いオンライン調査の
手法であって、変にマイナンバーやマイナ
ポータルとの連携は考えていないということ
を確認させてください。

◆ 政府参考人　井上卓君（総務省統計局長）　　
　国勢調査でマイナンバーを利用することに
ついてのお尋ねかと承知していますが、御指
摘の、委員御指摘のとおり、国勢調査、現住
地で調査を行う必要がございまして、住民票
の記載の住所と異なる場合もあるなどの違い
があることはおっしゃるとおりでございま
す。
　こうした問題も、こうした違いもあること
から、利活用については丁寧に検討すべきも
のだというふうに認識しております。

◆ 岸真紀子君　
　今の回答は明確に、今のシステムを使って
いくという御回答だったと思うので、一つ安
心材料となりました。国勢調査については引
き続き、また機会あれば質問をしていきたい
と思います。
　次に、今国会では、法務委員会において、
外国人の強制送還についての新たなルールな
どを盛り込んだ政府提出の入管法改正案が審
議をされています。立憲民主党は超党派で議
員立法、難民等保護法案、入管法改正案を参
議院に提出し、これも法務委員会で並べて審
議がされているところです。
　そこで、外国人との共生社会について質問
します。
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　二〇二二年末の数字になりますが、出入
国管理庁の発表によれば、在留外国人数は
三百七万五千二百十三人となっており、
三百万人を超えています。ちなみに、先ほど
まで取り上げていた国勢調査では、総人口に
占める外国人の割合は、二〇一五年の一・
五％から二〇二〇年調査で二・二％に上昇し
ておりまして、五年間の外国人の増加率は
四三・六％と非常に高くなっています。
　この結果を読み解くと、技能実習生、特定
技能、留学生など、外国人労働者やその家族
の方が地域において産業や経済に欠かせない
存在となっていると考えられます。
　地域における外国人との共生社会は待った
なしの状況で、総務省としても、国籍などの
異なる人々が互いの文化的差異を認め合い、
対等な関係を築こうとしながら地域社会の構
成員として共に生きていく、地域における多
文化共生を推進しています。
　現在、総務省としては、この多文化共生社
会に向け、どのような取組を行っているの
か、伺います。

◆ 政府参考人　山越伸子君
  （総務省大臣官房総括審議官）　　
　お答えいたします。
　外国人住民が増加する中で、国籍や民族な
ど異なる人々が互いの文化的違いを認め合
い、対等な関係を築こうとしながら地域社会
の構成員として共に生きていく、いわゆる多
文化共生を推進するためには、地方自治体が
地域の実情に応じた施策に計画的かつ総合的
に取り組むことが重要だと思っております。
　このため、総務省は、地方自治体における
取組に資するように、地域における多文化共

生推進プランというものを平成十八年に策定
し、また令和二年には、在留外国人数の増加
や入国管理制度の改正等の社会情勢の変化を
踏まえ、この改訂を行ったところでございま
す。
　総務省といたしましては、各自治体に対
し、このプランを参考に、多文化共生の推進
に係る指針であるとか計画を策定するように
促しているとともに、自治体の取組事例を収
集、周知し、自治体の幅広い取組への財政措
置を行っているところでございます。
　これに加え、特に災害時の情報伝達などに
ついては、平成三十年度より災害時外国人支
援情報コーディネーターの育成などの支援も
講じているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　ちょっとほかにもいろいろ質問準備したん
ですが、だんだん時間がなくなってきたの
で、先に、ウクライナやミャンマーのように
紛争に巻き込まれたり、宗教や人種、政治的
意見といった様々な理由で迫害を受けるな
ど、生命の安全を脅かされ、国境を越えて他
国に逃げなければならなかった人々、難民や
避難民と言われていますが、こういった方々
の庇護、支援は、日本も国際社会の一員とし
て積極的に行う必要があります。しかし、日
本における難民認定率は極めて低く、不透明
だということは、今法務委員会でも議論がさ
れているところです。
　そのことは今回の委員会では言いませんが、
例えば避難民の問題、ウクライナやミャンマー
が分かりやすい例だと思いますが、在留資格が
認められていても、その先はどうなっているの
か、国から地方への財政負担など国としての支
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援があるのか、お伺いします。

◆ 政府参考人　君塚宏君
  （出入国在留管理庁在留管理支援部長）　　
　出入国在留管理庁では、外国人住民と直接
に接する機会の多い地方自治体を中心に、外
国人が地域行政や日常生活に関して多言語で
相談できる一元的相談窓口の設置、運営を行
う場合に、この外国人住民数に応じまして外
国人受入環境交付金による支援を行っており
まして、この一元的相談窓口では、このウク
ライナの避難民、ウクライナからの避難民へ
の情報提供、相談対応のために特別な対応を
する場合に要する経費につきまして、この交
付金の限度額を超えて交付決定等を行う特例
措置を実施しております。
　加えまして、地方公共団体の行政窓口にお
いて質の高い通訳サービスを提供するため、
ウクライナ語を含む十九言語対応の通訳支援
事業を実施しているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　多文化共生施策の推進においては、国の役
割と地方自治体の、今ウクライナの例を言わ
れましたが、まだまだちょっと不明確なとこ
ろがあるので、本当は質問をしたかったんで
すが、更にこの役割というのを明確化してい
ただきたいというのを要望しておきます。
　最後になると思うんですが、地域における
多文化共生社会の課題というのは、松本大臣
も様々なことを御地元でも聞いておられると
思います。自治体の職員としては、例えば子
供の教育とか、不就学の方とかもいて、なか
なかどう対応したらいいのかと分からないと
ころもあると思うんです。大臣は、この多文

化共生社会の課題をどのように捉えて、その
課題に対して総務大臣としてどのように解決
していくのか、お伺いいたします。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　私の地元の姫路市では、かつてインドシナ
からの難民の方々の受入れを行っていたとこ
ろでありまして、実はそのベトナムからの難
民の子供さんが後ほど甲子園で活躍をすると
いったようなこともあったりしたところでご
ざいまして、多文化共生の意義について、私
たちの地元の体験も踏まえて理解を深めてい
きたいと思っております。
　今御指摘のあった多文化共生社会の実現に
向けて、外国人住民の増加、多国籍化、多様
性、包摂性のある社会実現の動きなど社会経
済情勢の変化への対応が求められているとこ
ろであり、地方自治体におかれても、それぞ
れの地域の実情に応じた形で多文化共生施策
に取り組んでいただくことが重要になってき
ているというふうに考えております。
　御承知のとおり、総務省では、令和二年に
地域における多文化共生推進プランを改訂し
て、それぞれの自治体における計画的、総合
的な多文化共生の取組を実施するようお願い
をしてきているところでございまして、当プ
ランの中でも示しておりますように、地域に
おける多文化共生の推進に当たっては、行政
や生活情報の多言語化、日本語教育の推進な
どのコミュニケーション支援が一つ、また、
外国人の子供の就学促進や災害時における被
災者への円滑な情報提供などの生活支援も一
つのテーマとして重要な課題と考えていると
ころでありまして、地域住民などに対する
多文化共生の意識啓発や、外国人住民との連
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携、協働による地域活性化の推進などにも取
り組んでいく必要があると考えております。
　総務省としては、このような課題に適切に
対応していただくため、関係府省と連携し
て、地方自治体に対して国の施策や自治体の
好事例に係る情報提供を行うとともに、必要
な地方財政措置を充実するなどの取組を行っ

てきたところでございまして、引き続き地方
自治体の取組を支援してまいりたいと考えて
おります。

◆ 岸真紀子君　
　終わります。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　マイナンバーカードをめぐる一連のトラブ
ル、午前中の連合審査でもまだまだ疑念が深
まっていて、どこからどう突っ込めばいいの
かと悩むぐらいあります。
　例えば、自治体や協会けんぽなど各保険者
での入力ミスは起こるべくして起きた事象で
あると私は考えます。それは、五月十九日の
当委員会での質問の際にも指摘したとおり、
入力ミスとその後のチェック不足の要因は、
システムの問題ではなく、原則持ちたい人が
申請するはずのマイナンバーカードを、菅
政権、そして続く岸田政権も、マイナポイン
ト事業であったり健康保険証の廃止といった
政策によって、住民の皆さんにマイナンバー
カードを持たないと損だなと思わせたり、保
険証がなくなったら医療が受けられなくなる
から困るといった不安をあおって、何が何で
もカードを持たせようとしたことに原因があ
ります。
　一連のミスは、駆け込みラッシュによって
一気にカード申請とマイナポイント手続作業
が増大したことによって起きたと考えます。

責任は国です。しかし、当初は、富士通Ｊａ
ｐａｎのせいにしてみたり、自治体のせいに
してみたり、保険者のせいにしてみたりと聞
こえていました。私は、別事案であるもの
の、二年前に審議を行った地方公共団体情報
システムの標準化に関する法律案のときから
懸念していました。
　どこが責任を持つのか、ここを明らかにし
ていただきたい。そうしなければ、残念なが
ら人々の不安は増すばかりです。河野大臣に
お伺いします。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　今回の一連の事案につきましては、システ
ム上のプログラムの誤りであったり、あるい
は事務処理をマニュアルから逸脱してしまっ
た、あるいは共用端末のログアウト忘れ、
様々な理由によって発生をしたわけでござい
ますが、最初にそうした事案が生じたとき
にきちんと情報を共有してシステムで対応で
きるものもあったわけでございますので、シ
ステムでの対応ができなかった、その前に情
報の共有がしっかりなされていなかったとい
うところは大いに反省をしなければなりませ

  ◎第211回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 2023年5月31日
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ん。おわびを申し上げたいと思います。
　マイナンバーカードが増えたことによるも
のかという問いでございますが、コンビニ交
付の誤交付につきましては、マイナンバー
カードを持つ人が増えたことによって別なコ
ンビニで同時に同じ申請が行われ、システム
の誤りで片方を上書きしてしまったという意
味で、マイナンバーカードを使うコンビニ交
付の件数が増えたことで、これまでは表に出
てこなかったシステムの誤りが表面化したも
のでございます。
　保険証とのひも付けに関しましては、これ
は、保険者の、被保険者の情報が変わるとき
にデータ登録をする、その際のひも付けの
誤りでございますから、これはマイナンバー
カードの枚数とは直接は関係はございませ
ん。
　また、マイナンバーカードの申請が、昨年
の十二月末あるいは今年の締切り間際に非常
に多くの申請を一度にいただいたわけでござ
いますが、今のＪ―ＬＩＳのカードの発行能
力に限界がございますので、申請枚数が高い
山になっても、交付は一定の枚数を超えて今
交付ができないということで、交付の時期が
遅れるという、これは申請をしていただいた
方々には申し訳なく思っておりますが、申請
時期が山のようになっても交付は時期が遅れ
るということでございますので、このひも付
けに関してさほど大きな影響があったわけで
はないというふうに思っております。
　ただ、市役所の方で申請の受付に対応をし
なければいけないということで、本来はマイ
ナポイントあるいは公金口座のひも付けにも
う少し注意をしなければいけないところがで
きなかったという意味で、自治体に御迷惑を

掛け、また、申請をされた、支援窓口に来ら
れた方に御迷惑を掛けたということはあろう
かと思っております。
　そうしたところを防げるようなシステムの
対応をやはりきっちりやっていかなければい
けない、それができていなかったというの
は、これはもうデジタル庁の責任でございま
す。

◆ 岸真紀子君　
　申請の数はすごく多かったけれども、実際
にカードが行き渡るには、Ｊ―ＬＩＳの機能
の問題もありまして、同じ一定数しか出せな
かったから、それが入力ミスを引き起こした
のではないという言いぶりだったとは思うん
ですが、少なくとも、一連の中にはマイナポ
イントのひも付けの部分もあるので、やっぱ
りそういうところには少なくとも影響が出て
いたし、そもそも、この保険証の、マイナ保
険証にひも付けるに当たっての保険者に対し
て丁寧な説明ができていたかとか、そういっ
たところにはまだまだ疑問が生まれます。
　今大臣がおっしゃられたことの答弁と、あ
と午前中に連合審査で疑問に思った点がある
んですが、このマイナンバーカードは、これ
からいろんな方に、まあ既にもうマイナ保険
証でも六千万人以上持っているんですが、一
気に集中してシステムにアクセスをしたとき
にバグが起きないのかという疑問が生まれま
す。ここは大丈夫なんでしょうか。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　このシステムのバグを起こした富士通Ｊａ
ｐａｎの関連のものにつきましては百二十三
の団体で使っておりますので、これをまず全
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て一時停止をして、負荷を掛けて問題がない
かどうかを確認をする、そういうテストをし
ているところでございます。
　ちょっと今正確な数字はあれですが、今日
までに半分ぐらいは終わっておりまして、残
りの自治体についても、いつ停止をしてテス
トをするかという調整がほぼできているとこ
ろでございますので、今日の時点で、失礼、
昨日の時点で五十三の点検が終了し、六十五
の団体で点検中あるいは点検の日程が確定を
し、残りの五団体についても具体的な点検に
合意をしていただいて日程を調整をしている
ところでございますので、今回バグを起こし
たシステムについてはここでしっかり確認を
していきたいと思っております。
　また、このシステムを分析をすると、本来
きちっとしたプログラムであるならばもう少
し排他処理が普通はうまくできるというもの
が、排他処理に問題があったということでご
ざいますので、恐らくこれをきっちりやるこ
とで将来的なバグというのは起こり得ないだ
ろうと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　将来的なバグは起こり得ないということで
あったんですが、やっぱり、私は、本当に、
今回の法案でほかにも様々なものにマイナン
バーカードを連携していくということをして
いく予定になっているんですが、本当に一気
にアクセスしたときにバグが起きないのかと
いうのを不安を感じたままでございます。こ
こはしっかりとデジタル庁としても引き続き
このバグが起こらないようにするというのは
必要だと思いますので、そこはお願いいたし
ます。

　あわせて、このマイナ保険証の問題なんで
すが、これもちょっと通告していないけど、
午前中聞いていて、やっぱりこのマイナ保険
証についても本当にバグが起きないのかと。
いろんな方が医療機関でとか薬局で使うとき
にバグが起きないのかどうか、それについて
お答え願います。

◆ 副大臣　伊佐進一君（厚生労働副大臣）　　
　バグが起きないのかという件でございます
が、先ほど、バグについて恐らく一番大きな
今問題になっておりますのは誤登録の問題で
あろうかというふうに思っております。
　この誤登録については、しっかりと、これ
までの、今既に登録されているものも全ての
データについてチェックをさせていただく
体制でありますとか、あとは、これからもそ
うしたことが起こらないような様々なシステ
ムチェックも行わせていただくということに
なっております。
　こうした取組を通じて様々な誤りがないよ
うに取り組んでまいりたいというふうに思っ
ております。

◆ 岸真紀子君　
　誤登録は誤登録でまたちょっと後で質問す
るんですが、私が心配しているのは、デー
タ、そのシステムに対して一気にアクセスを
集中したときにバグが起きないのかというこ
とを懸念をしているというところなので、政
府参考人で構いませんので、お願いします。

◆ 政府参考人　日原知己君
  （厚生労働省大臣官房審議官）　　
　そちらにつきましては、医療機関からのア
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クセスが集中した場合、こちらも見込んでシ
ステムの方の設計をしてございます。

◆ 岸真紀子君　
　そこが本当に今の状態で大丈夫なのかとい
う懸念があるんですね。もう少しそこは丁寧
な説明というのがまだまだ足りていないと思
うので、この後も言いますが、やっぱりマイ
ナ保険証は一回立ち止まるべきではないかと
考えるところです。それはまた別なときにお
話をしますが。
　次の質問に入りますが、河野大臣という
か、デジタル庁はですね、大分市の足立市長
が二十五日の定例会見で、マイナンバーと公
金受取口座に誤った登録があったことについ
て、これ先日の委員会でもやり取りをしてい
ますが、その時点で本当は公表したかったん
だけれども、個別案件で人的エラーなのでデ
ジタル庁は自治体名を公表しないという姿勢
だったという報道がされたところです。
　発覚が昨年の十一月にしているのに、その
時点で口座情報を修正して当事者に謝罪して
デジタル庁に報告したけど、この間の委員
会では、デジタル庁の統括官は、知らなかっ
た、デジタル庁はそんなこと言っていないと
答弁されていましたが、じゃ、なぜあの大分
市長のような発言になるのかというところが
疑問でございます。デジタル庁は公表を避け
たんじゃないかとちょっと疑ってしまうとい
うところですね。
　事象が発覚したら公表して、先ほど大臣も
答えていただきましたが、全国で起こり得る
事例であったらその時点で対応すべきだった
というのは素直にさっきも大臣に答えていた
だきましたんですが、今後も、このシステム

の問題として、ログアウトしないまま次の申
込みの操作をした、原因と見られているとい
うことですが、最初の事象が報告された時点
でシステム改修を行うということになるとい
うことの理解でよいか、ここは確認をさせて
いただきます。富士通Ｊａｐａｎのように、
何かあったら直ちに止めてちゃんとチェック
をするということで今後走っていただけるか
というところです。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　今般の公金受取口座の誤登録の事案に関し
ましては、支援窓口の操作支援においてマ
ニュアルに沿ったログアウトの徹底ができて
いなかったことが原因でございまして、これ
について、当初、個々にマニュアルの徹底を
お願いをして、問合せのあった事案に関して
個別にデータ修正をすることで足りるのでは
ないかということで、デジタル庁においては
公表を行っておりませんでした。
　しかしながら、そういった事例が蓄積をし
ていったこと、また福島市の事例におきまし
てデジタル庁の調査の結果として同様の案件
が複数件あったと、これが確認されたことが
ございましたので、これは全自治体での再発
防止を徹底する必要があるというふうに判断
をいたしまして、五月の二十三日付けで全自
治体に対してマニュアル遵守の徹底を通知を
行いまして、公表するとしたものでございま
す。
　また、ログアウト忘れを防止するためのシ
ステムの改修につきましても、こちら庁内の
連携が不十分であったことからなかなか迅速
に対応ができなかったことを大変申し訳なく
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思っておりまして、こちら現在どのように実
現するかということについて確認中でござい
ます。

◆ 岸真紀子君　
　答弁としては、これは今後はちゃんと対応
しますと言ってほしいというところなんで
す。いいですよね、それで。

◆ 政府参考人　楠正憲君
  （デジタル庁統括官）　　
　しっかりと対応してまいります。

◆ 岸真紀子君　
　マイナンバー制度の導入の目的として重点
を最初置いていたのは税と社会保障の一体改
革です。本当であれば、きちんと、皆さんが
どのような所得があって、困っている人はど
ういう人かというのを見付けやすくするため
にマイナンバーというのをつくって動き出し
たはずなんですが、残念ながら、そのこと
については、全然、給付付き税額控除、四月
二十八日の本会議で私も代表質問でさせてい
ただいたら、後藤大臣からは全然進めていな
いというようなそっけない答弁だったことに
残念ではあります。
　これは、いろいろ言いたいところもありま
すが、今日は時間も限られているので本質で
ある給付付き税額控除については質問をしま
せんが、マイナンバーとマイナンバーカード
の当初の使い方から相当なずれが生じている
と感じています。
　河野大臣、そもそも当初のマイナンバー
カードと違う活用になってきているからこそ
のトラブルも多いのではないかと考えるんで

すが、立ち止まってやり直すということも必
要ではないかと考えますが、大臣の答弁をお
願いいたします。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　済みません、ちょっと質問の趣旨がよく理
解できていないかもしれませんが、マイナ
ンバーにつきましては、もう二千五百ぐらい
の、何というんでしょう、事務において使っ
ておりまして、これ、添付書類を省略をする
とか、国民の皆様に何か証明の書類を取っ
ていただかなくても手続ができるといった形
で、これは行政の効率化、国民の利便性の向
上というのに大きく役立っているというふう
に思っております。
　また、ここで、これまでの税と社会保障と
防災以外についてもマイナンバーの利用をさ
せていただくということをこの法案に盛り
込みましたので、これまた様々な分野で利用
を促進をし、行政の効率化あるいは国民の利
便性の向上ということにこれからもしっかり
使ってまいりたいというふうに思っておりま
す。
　また、マイナンバーとマイナンバーカー
ド、この違いがなかなか国民の皆様に御理解
をいただいていないところもあるものですか
ら、このマイナンバーカードはオンラインで
も対面でも本人を確認するための一番有効な
パスポートであるということをもう少しきっ
ちりと御説明をしていきたいというふうに
思っております。

◆ 岸真紀子君　
　今大臣がおっしゃられたように、今回の法
案って、民間も含めたデジタルでの本人確認
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としての機能としても利用していくのであれ
ば、カードから離れて機能としてつくり直し
た方がいいんじゃないかというふうに私は考
える、その方がよっぽどスムーズにできるも
のもあるのではないかと。
　また、マイナンバーカードには、名前と住
所と生年月日、おまけにマイナンバーまで書
いてあります。顔写真があるのはとてもい
いというふうな評判もある一方で、そこまで
個人情報あるものをいろんな場面で使えとい
うのは違うんじゃないかという指摘もありま
す。マイナンバーとは切り離して電子証明書
機能で使ってもらえばいいのではないか、個
人情報満載の、高いマイナンバーと一体化さ
れてしまっていること自体に無理があるので
はないかと考えます。
　これ、自治体も相当苦労してこの普及をし
てきたのでなかなか言いづらいことではあり
ますが、今こそ見直しというのは必要ではな
いかと考えるんですが、大臣のお考えをお聞
かせください。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　マイナンバーカードは、これは、オンライ
ンでの本人確認というものはもちろんのこ
と、対面でも本人確認をする言わば一番レベ
ルの高い証明書でございますので、例えばス
マホで手続をする、その際のスマホ搭載機能
を使っての本人確認もできますし、スマホで
様々な手続をやらない方は、市役所においで
をいただいてマイナンバーカードでこれは本
人だということを確認していただければ、今
デジ庁が自治体と進めております書かない窓
口のように、本人確認ができれば、あとは書
類を一々書いていただかなくても、今日はこ

の手続と口頭で言っていただければデータ連
携をしている市役所ならば手続ができるとい
うことで、本人確認という意味でもこのマイ
ナンバーカードというのは非常に役に立つも
のでございます。
　もちろん、この券面に何を書くのかという
ところは、これからいろいろ議論をしていく
新しい次のマイナンバーカードの、二〇二六
年ですか、そこに向けて次をどうするという
議論をそろそろしていかなければいかぬとい
うふうに思っておりますが、そこまではまず
しっかりとマイナンバーカードを使った対面
あるいはオンラインの事務手続というものを
やらせていただきたいと思っております。

◆ 岸真紀子君　
　ほかにもこのマイナンバーカードをめぐる
様々な疑問というのはあるのですが、時間も
限られているので、マイナ保険証についても
伺いたいと思います。
　マイナ保険証をめぐっては、違う人のデー
タどころか新たに二人分の情報がひも付いて
きたという情報があって、午前中の連合審
査でも質問がされたところです。ただ、厚労
大臣の返答としては、ちゃんと把握をしてい
ないのか、何だかよく分からない答弁しかな
かったので、ちょっと、まだまだ疑念がいっ
ぱいありますが、全く関係ない人に対して情
報が見れるという個人情報の漏えいの問題
と、医療データがひも付いている中で、利便
性以前に、誤った情報がひも付いてしまって
いるというのは命に関わる問題なんです。
　厚労省はこの個人情報を軽く見ているとい
うふうにも見えますよ、このままでは。命に
関わるという自覚があるのか、今日は伊佐厚
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労副大臣にもお越しいただいていますので、
ここについてお伺いします。

◆ 副大臣　伊佐進一君（厚生労働副大臣）　　
　保険者が登録した加入データに誤りがあっ
たことによりまして別の方の資格情報がひも
付いて、結果的に薬剤情報が閲覧される事案
が生じまして、国民の皆様に御心配をお掛け
していることについて申し訳なく思っており
ます。
　患者本人の健康、医療に関する情報に基づ
いたより良い医療を受けることができるよう
になるなど、オンライン資格確認において
様々なメリットがございまして、本年四月
中で八百二十九万件のオンライン資格確認
が行われて、昨年四月と比較すると四十三
倍と、そしてまた薬剤情報でも利用件数が
四百七十三万件でございまして、実際に今医
療現場において着実に御活用いただいている
状況でございます。
　本人、事業主、保険者がそれぞれの段階に
おいて登録データに誤りが生じる可能性を踏
まえて適切に確認が行われる仕組みを構築す
ること、また情報に疑義がある場合には速や
かに具体的な対応が行われる仕組みを確立す
ることにしっかりと取り組んでいきたいとい
うふうに考えております。
　一方で、これだけではありませんで、通
常、診療等に至る流れの中で本人確認も行っ
ていただいておりまして、これらの取組が相
まって、国民が安心、安全にオンライン資格
確認が利用できるようにしてまいりたいとい
うふうに思っております。

◆ 岸真紀子君　
　報道に出たケースは本人が気付いたので大
事に至らなかったから良かったものの、これ
が本当に本人気付かなくて、例えば、例えば
ですね、自分で気付かないで処方箋を受けた
とします。飲み合わせが悪かったら死にも至
ることもあります。そういった命の重さがあ
るというところなんです。
　このマイナ保険証については、今誰の情報
が付いているか、正直、チェックがし切れて
いないと言っても過言ではありません。午前
中の委員会では前倒しでチェックすると言っ
てはいましたが、じゃ、それまでやっぱりこ
のマイナ保険証の運用は止めるべきだと私は
考えます。是非とも、ここは少なくとも七月
の保険者のチェックが終わるまでは止めるべ
きだということを要請します。
　あわせて、二〇二四年の秋の保険証を止め
る、廃止問題ですが、これは時期を見送る
か、若しくは廃止をやめるべきですね。やっ
ぱり様々な問題があって、マイナ保険証を使
いたい人は使っていいんです。だけれども、
使いたくない人もいるんです。しかも、今本
当に人の情報までひも付いていて、この状態
で走るというのは余りにも乱暴過ぎないかと
いうことなんですね。これはしっかりと、み
んなの、国民の声なんですよ、本当に多くの
方が不安を持っていて、このシステムトラブ
ルで医療をもしかしたら本人確認ができなく
て受けられなくなる可能性も極めて高いんで
はないですか。
　厚生労働副大臣の見解ですね、少なくとも
運用を止めていただきたい、また健康保険証
の廃止はやめていただきたい、そう要望しま
す。
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◆ 副大臣　伊佐進一君（厚生労働副大臣）　　
　医療現場におきまして安心、安全に御利用
いただけるものでなければならないというの
は委員の御指摘のとおりだというふうに思っ
ております。
　このデータの誤登録、こうした問題につい
ては、人の作業が介在する仕組みである以
上、何らかの誤りが生じ得ることを前提とし
て対応していく必要があるというふうに考え
ておりまして、本人、事業主、保険者それぞ
れの段階において登録データに誤りが生じる
可能性を踏まえて適切に確認が行われる仕組
みを構築すること、これは紙の保険証でも同
様の可能性がございます。
　その上で、例えばその誤りを最小限にする
システムをどう構築するかと、あるいは誤り
が起こったときの例えばアラートを含めたリ
スクの低減をどう構築するか、そしてまた情
報に疑義がある場合には速やかに連携を停止
して修正するなどの具体的な対応が行われる
仕組みを確立することが重要だというふうに
考えております。
　今般、システム的なチェック、あるいは
自主的な保険者のチェックに加えまして、
様々な制度的な担保をさせていただいており
ます。また、既に登録済みのデータ全体の
チェックも行わさせていただいております、
あっ、いただきます。こうした取組を通じて
信頼の確保に努めてまいりたいというふうに
思っております。

◆ 岸真紀子君　
　いや、やっぱりやめるべきなんですよ。や
めてくれれば、こんな不安はなくなるんで
す。

　最後に総務省に聞きますが、更新のときの
トラブルも発生するのではないかというふう
に考えます。更新はなるべく簡素にしない
と、やっぱり更新に行かない国民が出るとマ
イナ保険証として使えなくなるという、医療
がアクセスできなくなる可能性もあるので、
このことについて、更新についての簡素化を
お伺いします。

◆ 政府参考人　吉川浩民君
  （総務省自治行政局長）　　
　お答えいたします。
　マイナンバーカードが普及する中で、更新
手続を円滑に行っていただくことは重要と考
えております。
　このため、まずは余裕を持って更新いただ
けるよう、更新が可能となります有効期限の
三か月前のタイミングで地方公共団体情報シ
ステム機構から有効期限のお知らせやマイナ
ンバーカードの交付申請書をお送りしており
ます。また、更新手続を行う市区町村が窓口
の体制を確保できるよう、国費により支援を
しているところでございます。
　加えまして、郵便局におきまして既に電子
証明書の発行、更新ができるようになってお
りますし、さらに、今回の改正案によりまし
て、カードの交付申請受付についても市区町
村が指定した郵便局において取り扱わせるこ
とが可能となります。
　電子証明書の更新に当たっては、確実に申請
者本人の電子証明書が搭載されるよう、市町村
の窓口で電子証明書の搭載後、電子証明書の写
しを紙で印刷、交付しまして、記載内容に誤り
がないか確認を行うことなどを事務処理要領等
により市町村にお示ししております。
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　なお、マイナンバーカード及び電子証明書
をオンラインで更新することにつきまして
は、国際的な基準や技術開発の進展等を踏ま
えつつ、検討すべき課題であると認識してお
ります。

◆ 岸真紀子君　
　済みません、厚生労働省も、この保険証の

更新のときに、近くなったらエラーメッセー
ジ出しますよとか言っていたんですが、年に
一回しか受けない人はそういったエラーを受
け取ることもできませんので、厚労省として
も対策を考えていただきたいということを申
し上げ、質疑を終わります。

◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　会派を代表し、ただいま議題となりました
デジタル社会の形成を図るための規制改革を
推進するためのデジタル社会形成基本法等の
一部を改正する法律案について質問します。
　冒頭、一言申し上げます。
　六月二日の参議院本会議で成立したマイナ
ンバー法等改正案は、参議院の審議が四月
二十八日の本会議から始まり、私もこの場で
代表質問を行いました。その時点では、三月
末にマイナンバーカードでのコンビニ交付の
誤発行といったトラブルはあったものの、河
野大臣の記者会見では問題ないとしており、
今となっては問題が矮小化されていたことに
気付くことができなかったという自責の念が
あります。
　ところが、五月に入ってからは次から次へ
とこの間のトラブルが明るみとなり、問題だ
らけとなりました。マイナ保険証に至っては
他人がひも付けられている事象が数多く発覚
し、個人情報漏えいと命に関わる重大な問題
であるにもかかわらず、岸田政権は法案の取

下げや修正もせず、二〇二四年秋の健康保険
証廃止を含む法改正を推し進めました。国民
の不安が払拭されない中での一方的な押し付
けに断固抗議します。総点検を終えるまでマ
イナ保険証の運用を中止することと健康保険
証の廃止時期の見送りを強く求め、質問に入
ります。
　スマホやタブレットの普及が進み、イン
ターネット情報は身近な存在となっていま
す。例えば、言葉の意味を調べたいとき、昔
は辞書を開いて調べていましたが、今はネッ
ト検索で迅速かつ簡単に情報を入手すること
が可能です。これは、デジタル化の恩恵と
感じながらも、果たしてネット上で得た情報
が正確なのか不安に感じることも多く、そ
して、信頼できる情報か否かは分かりにくく
なっています。特に、社会経験が少ない子供
は影響を受けやすいことが指摘されており、
児童が動画投稿サイトを見て、バナナを三百
本食べると死ぬといった情報を信じていると
いう記事が先日も掲載されていました。
　この背景には、正確性よりも個人の興味や
関心に合わせた情報で注目を集め広告収入を

  ◎第211回国会　参議院　本会議　2023年6月5日



334 第210回国会　第211回国会議事録

得るアテンションエコノミーや、自分が欲
しい情報ばかりが集まり、逆に欲しくない情
報は遮断されてしまうフィルターバブル、そ
して、ＳＮＳや動画サイトといった場で、同
じ趣味、考えの人とフィルターが掛けられた
空間で同様の意見が反響し合い、結果として
偏った考えが増幅していくエコーチェンバー
現象といったインターネット情報に特徴的な
問題があります。
　各企業の努力としてエコーチェンバーによ
るフェイクニュースの拡散や断絶の防止対策
が行われつつあるものの、政府としての対策
は必要です。国民の皆さんが安心して利用で
きるデジタル社会の形成に向け、政府がどの
ようにインターネット情報の信頼性の向上を
図っていくのか、情報通信を担当する松本総
務大臣、デジタル社会の形成を担当する河野
大臣に伺います。
　最近、毎日のように報道で取り上げられて
いる生成ＡＩについて伺います。
　昨年十一月に対話型ＡＩが公開されて以
降、生成ＡＩの急速な普及が進んでいます。
生成ＡＩは、インターネット上の文章や画
像、音声などの分析結果を基に人間が作った
ようなコンテンツを創出することから、利活
用が期待される反面、個人情報の不適切な収
集や誤情報の拡散、著作権の保護、監視や差
別につながるとの懸念といった課題も指摘さ
れています。ＡＩを使いながらも健全に社会
を発展させていくには、一定のルール作り
が必要です。広島サミットでは、生成ＡＩに
関し、担当閣僚による広島ＡＩプロセスを設
け、国際的なルール作りを進めることで合意
しています。
　政府は、生成ＡＩに伴う様々な課題にどの

ような認識をお持ちなのか、今後どのような
規制等の整備を行う予定があるのか、高市科
学技術政策担当大臣に伺います。
　また、Ｇ７では広島ＡＩプロセスがスター
トし、経済協力開発機構においても国際的な
政策指針、ＡＩ原則を見直す検討に入ったと
の報道がありますが、日本政府としてどのよ
うに意見を反映していくのか、具体戦略も併
せて松本大臣にお答え願います。
　二〇二〇年の新型コロナウイルス感染症の
感染拡大により、我が国の経済社会活動が書
面、押印、対面を前提にしており、テレワー
ク環境も整っていなかったことなどが浮き彫
りになり、政府はデジタル化の遅れを取り戻
すために各種施策を進めています。
　デジタル化により人手不足の解消や新しい
産業の創出が期待される一方、雇用が失われ
ることはないのでしょうか。また、幾ら研修
機会があったとしても、全員が全員デジタル
人材となることは難しく、労働移動が公正な
ルールに基づいて行われるのか懸念がありま
す。デジタル化の推進に伴っての公正な労働
移動に関する政府のお考えを河野大臣に伺い
ます。
　本法律案は、デジタル規制改革を国の基本
方針に位置付け、テクノロジーマップの公表
などを措置すること、行政機関等における情
報の公表にデジタル技術を活用すること、さ
らには、フロッピーディスクなどを用いる申
請等の手続をオンラインにより行うことがで
きるようにすることなど、関係法律の所要の
規定の整備を行うものとなっています。
　政府は、このような改革により、生産性向
上や人手不足の解消などの効果が期待される
としています。しかし、本年一月、国土交通
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省近畿地方整備局の河川監視カメラが不正ア
クセスを受け、カメラの運用が停止される事
案が発生しました。カメラが勝手に操作され
れば、豪雨時の情報提供に支障が生じるおそ
れがあったかもしれませんし、逆にフェイク
ニュースを流されてパニックに陥ることも想
定されました。
　デジタル庁は本事案にどのような対応を
行ったのか、また、国の行政機関においてマ
ルウエアが仕組まれた場合を想定した対処方
法はあるのか、未然に防止するためにはどの
ように取り組むのか、河野大臣並びにサイ
バーセキュリティーを担う谷担当大臣に伺い
ます。
　地方自治体においても同様の懸念はありま
す。地方自治体のデジタル化に伴うサイバー
セキュリティー対策はどうするのか、松本大
臣に伺います。
　定期検査や点検規制のデジタル化に当たっ
ては、あくまでも安全性を確保する手法とし
てのデジタル技術であるということを忘れて
はなりません。例えば、そのシステムが正し
く稼働しているのか否かを確認するのは人で
あり、最終的な判断をするにしても人的技術
力の向上は欠かせません。
　デジタル技術を過信せず、人的な技術力の
向上の必要性という認識を河野大臣はお持ち
なのか、見解を伺います。
　デジタル技術を活用した点検は、災害時で
の活用に役立つツールと考えます。近年、突
発的な集中豪雨による自然災害が全国各地
で発生していますが、そういった場合に、林
道の被害状況や急斜面などにより人が立ち入
れない箇所を、上空からのドローンを活用す
ることによって、二次災害というリスクを下

げることができ、かつ短時間で撮影すること
もでき、災害状況を見る、撮ることができる
ツールとなります。災害状況をいち早く把握
することは復旧の迅速化にもつながることか
ら、災害時は、林道などにおいて、ドローン
を目視できる状態になくても、周りに人が
いないなど安全が確認できれば使用できるよ
うにしてほしいといった市町村長の生の声も
あります。これは航空法の管轄で、本法律案
の外の要望事項ではあるものの、デジタル技
術の効果的な活用に向けての地方自治体から
の要望として、まずは自由闊達な意見を集約
し、更なるデジタル活用の進展を図ることも
必要ではないでしょうか。河野大臣の見解を
伺います。
　本法律案では、事業所等における書面掲示
が義務付けられているものに関し、利用者保
護や利便性、デジタルデバイドに配慮して、
従来の書面掲示義務も維持しつつ、同様のも
のをインターネットにより公衆の閲覧に供す
るとしています。例えば、郵便法の一部改正
により、日本郵便株式会社は郵便約款その他
総務省令で定める事項をインターネットによ
り閲覧に供する義務が追加されますが、既に
公式サイトに掲載されているので新たな負担
は生じないと思われます。
　しかし、本法律案によって、インターネッ
ト掲載が義務付けられる事業者の中には業務
や費用といった新たな負担が生じる場合が
ありますが、これは事業者の負担となるので
しょうか。国の支援策はあるのか、新たに義
務付けられる事業者はいつまでに整備しなけ
ればならないのか、事業者に対する周知広報
の方法も含め、具体的に河野大臣にお答え願
います。



336 第210回国会　第211回国会議事録

　本法律案では、古物営業法や水先法、質屋
営業法など個別法の改正によって、標識や料
金等の掲示についてデジタル対応が義務付け
られることとなります。事業の規模が著しく
小さい場合、その他の省令等で定める場合に
はデジタル対応を義務付けしないこととして
いますが、事業の規模が著しく小さい場合と
はどのような事業者が想定され、その他省令
等で定める場合というのはどのような場合を
想定しているのでしょうか。適用除外となる
中小零細事業者の範囲はいつまでに決定し、
どのように周知徹底を図るのか、河野大臣に
伺います。あわせて、事業者にデジタル化
の強制とならないよう配慮が必要と考えます
が、見解を伺います。
　本法律案は、国や地方自治体が私人に通知
等を行うに当たり、所在不明である場合等
に、一定期間、当該機関の掲示場等に書面を
掲示することにより、その者に送達したもの
とみなす制度である公示送達のデジタル化を
促すものとなっています。このことにより、
これまでは掲示場に出向かなければ確認でき
なかったものが、インターネットを活用し、
いつでもどこでも閲覧が可能になります。
　一方で、市役所庁舎の前に設置されている
掲示板とは違って、行政機関における公式サ
イト上では情報量が非常に多く、どこの行政
機関も見付けやすいサイトとはなっていませ
ん。各省庁が利用者にとって利便性の高いサ
イトとするための支援が必要と考えますが、
デジタル庁の関与方法を河野大臣に伺いま
す。
　本法律案により、インターネットを利用で
きる人にとっては、知りたい情報を入手した
り、オンライン手続ができるようになること

は利便性や業務の効率化につながるメリット
があります。しかし、デジタル技術を過信し
過ぎてしまうと、例えば国のシステムでイン
シデントが起きてしまったときに対応の遅れ
が生じてしまう可能性も否定できません。イ
ンシデントが起こらないようにすることはも
ちろんではありますが、起きたときの責任の
所在はどこになるのか、マイナンバーカード
の一連のトラブルのようにたらい回しになら
ないのか、デジタル庁が責任を持って対応す
るという理解でよいか、河野大臣に最後にお
伺いし、質問を終わります。
　御清聴ありがとうございました。（拍手）

　　　〔国務大臣河野太郎君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　まず、インターネット情報の信頼性向上に
ついてお尋ねがありました。
　政府としては、御指摘のインターネット上
の情報の信頼性向上を図るため、総務省を始
めとする関係省庁において取組が行われてい
るものと承知しております。デジタル庁とし
ても、安全、安心で便利なデジタル社会を実
現するため、今年度改定予定のデジタル社会
の実現に向けた重点計画においてこれらの取
組をしっかりと位置付けつつ、効果的な広報
活動や情報発信に取り組むことを検討してお
ります。
　次に、デジタル化に伴う雇用への影響につ
いてのお尋ねがありました。
　デジタル化の進展により企業の生産性や産
業競争力の向上などがもたらされるものであ
り、御指摘の雇用に関する懸念については、
リスキリングを強化するとともに、デジタル
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化による新産業の創出により雇用の拡大を目
指してまいります。拡大した労働市場におい
て産業構造の変化を踏まえた労働移動が円
滑に行われるため、希望する労働者がスキル
アップできるための研修等の機会や就職支援
が十分に設けられることが重要と考えており
ます。
　次に、国土交通省の監視カメラに係る事案
に対するデジタル庁の対応及びマルウエアへ
の対応方法についてのお尋ねがありました。
　情報セキュリティーインシデントについて
は、デジタル庁を含め、情報システムを整備、
運用する各行政機関において責任を持って対応
することとなっています。その際、政府統一基
準を作成するＮＩＳＣを中心に、デジタル庁を
含めた情報システムを運用する行政機関が連携
して対応することとしています。
　御指摘の河川監視カメラについては、国土
交通省が整備、運用しており、国土交通省に
おいて、ＮＩＳＣと連携して適切に対応され
たものと承知しております。
　次に、人的な技術力の向上の必要性につい
てのお尋ねがありました。
　定期点検等に関するアナログ規制の見直し
は、デジタル技術が活用可能になるよう現行
法令を技術中立的にしていくものですが、人
が点検等を行う場合と同等の安全性が確保で
きるよう、必要に応じて技術検証を実施する
こととしています。
　新たな技術を導入する上では、それらを実
際に使う方々のスキルの確保も重要と考えて
おり、技術検証を行う際に現場の方々にとっ
ての有用性についても十分に考慮していくと
ともに、関係省庁と連携し、デジタル人材の
スキル向上にも努めてまいります。

　次に、地方自治体の意見の集約についての
お尋ねがありました。
　地方自治体におけるデジタル技術の活用の
推進に当たっては、自治体の意見をしっかり
とお聞きすることが重要であると考えており
ます。デジタル庁では、国と地方の双方向の
コミュニケーションの場としてデジタル改革
共創プラットフォームを設け、日常的に自治
体職員との意見交換や先行事例の共有を行っ
ており、こうした場などを通じて丁寧に自治
体の意見をお聞きしているところです。
　引き続き、自治体からの意見も踏まえ、自
治体向けのマニュアルの改定やテクノロジー
マップの整備を進めるなど、関係省庁とも連
携し、必要な取組を行ってまいります。
　次に、書面掲示規制の見直しについてのお
尋ねがありました。
　今回の改正によるインターネット掲載は事
業者において取り組んでいただくこととなり
ますが、デジタル化への対応に係る各種支
援措置についても情報提供が適切に行われる
よう、関係省庁と連携して対応してまいりま
す。対応困難な一部の零細事業者に対する適
用除外の基準については、事業者の負担にも
配慮しつつ、従業員数など事業規模等の観点
から、各規制の趣旨や対象業界の実情を踏ま
えて各規制所管省庁の省令において明確化す
ることとしています。
　この見直しについては、本法案の公布後一年
以内に施行することとしており、円滑な施行に
向けて、必要に応じて各規制所管省庁において
運用に関するガイドラインを整備するなど、事
業者に対して十分な周知が行われるよう、所管
省庁と連携して対応してまいります。
　次に、公示送達のデジタル化についてのお
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尋ねがありました。
　インターネットにより公示送達を行う際の
ウェブサイトの在り方については、送達を受
けるべき方が必要な情報に適切にアクセスで
きるよう、規制所管省庁と連携して対応して
まいります。
　各省庁のウェブサイトの利便性の向上につ
いては、デジタル庁ウェブサイトの構築、機
能改善を通じて得られた知見を各省庁と共有
し、必要な支援を行ってまいります。
　最後に、インシデントが起きたときの責任
の所在についてのお尋ねがありました。
　マイナンバーカード関連サービスの誤登録
等の事案に関しては、国民の皆様に不安を与
えていることは申し訳なく思います。
　総理指示の下、デジタル庁が中心となり、
関係府省等が一丸となって国民の皆様の不安
解消への万全の対策を迅速かつ徹底して講じ
てまいります。
　また、情報セキュリティーインシデントに
ついては、デジタル庁を含め、情報システム
を運用する各行政機関において責任を持って
対応することとなっています。その際、政府
統一基準を作成するＮＩＳＣを中心に、デジ
タル庁を含めた情報システムを運用する行政
機関が連携して対応することとしています。
（拍手）

　　　〔国務大臣松本剛明君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）
　岸議員からの御質問に御答弁申し上げま
す。
　まず、インターネット情報の信頼性向上に
ついて御答弁申し上げます。

　インターネットを含め、情報空間におきま
しては表現の自由が守られなければなりませ
んが、偽情報は違法、有害であり得まして、
情報の信頼性向上は重要であり、プラット
フォーム事業者による自主的な取組が大切で
あると認識しております。
　総務省としては、有識者会議において、プ
ラットフォーム事業者による偽情報の削除等
の取組をモニタリングし、結果を公表するこ
とにより透明性の確保を図っております。ま
た、情報の受け手側の対策として、偽情報に
関する啓発教育教材の開発等のＩＣＴリテラ
シー向上にも、関係企業、省庁と連携して取
り組んでおります。
　次に、Ｇ７広島ＡＩプロセスに日本政府と
しての意見を反映する方策について御質問い
ただきました。
　生成ＡＩをめぐる諸課題については、我が
国が議長国を務めたＧ７広島サミットにおい
て、広島ＡＩプロセスとして、担当閣僚の下
で速やかに議論を進め、本年中にＧ７首脳に
結果を報告することとなりました。
　早速、五月三十日に、議長国の立場から、実
務者レベルによる第一回Ｇ７作業部会を開催い
たしました。ＯＥＣＤなどの協力も得つつ、ま
た政府のＡＩ戦略会議での議論も踏まえ、Ｇ７
の議論を我が国が主導してまいります。
　最後に、地方自治体のサイバーセキュリ
ティー対策について御質問いただきました。
　総務省では、セキュリティー対策の動向を
踏まえ、地方自治体のセキュリティーポリ
シーガイドラインの改定を行っております。
また、人材育成のため、自治体職員を対象
に、実践的サイバー防御演習、ＣＹＤＥＲを
実施するとともに、都道府県が市町村支援の
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ために確保するデジタル人材に要する経費に
ついて、本年度から特別交付税措置を講じた
ところでございます。
　地方自治体のサイバーセキュリティー能力
の強化と併せて自治体のシステム標準化を進
めているところであり、自治体ＤＸに向け、
地方自治体と更に連携を深めてまいります。
（拍手）

　　　〔国務大臣高市早苗君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　高市早苗君
  （科学技術政策担当大臣）　　
　岸真紀子議員から、生成ＡＩに伴う課題、
今後の規制についてお尋ねがありました。
　昨今の生成ＡＩの技術革新については、
様々な利点をもたらす一方で、例えば、セ
キュリティーの問題、知的財産権の侵害、機
密情報の流出や偽情報の大量流布など、新た
な課題が生じるとの見方もございます。
　生成ＡＩに関する規制については、諸外国に
おいて推進又は規制のいずれか一辺倒というわ
けではなく、各国の事情に応じて適切なバラン
スを模索していると承知しております。
　こうした中、生成ＡＩに関する課題は多岐
にわたることから、政府としては、技術のみ
ならず、法制度、倫理などの幅広い有識者に
より構成されるＡＩ戦略会議を開催するなど
して検討を進めております。
　生成ＡＩに関する規制等の整備につきまし
ては、まさしく検討中のため、現時点ではお
答えできる段階にはありませんが、政府とし
ては、Ｇ７においても主導的な役割を発揮し
つつ、様々な懸念や課題への対応を検討して
まいります。（拍手）

　　　〔国務大臣谷公一君登壇、拍手〕

◆ 国務大臣　谷公一君
  （サイバーセキュリティ担当大臣）　　
　岸真紀子議員より、国の行政機関のサイ
バーセキュリティー対策について御質問いた
だきました。
　政府においては、サイバーセキュリティ基
本法に基づき、各政府機関がセキュリティー
水準を一定以上に保つための政府統一基準
を策定しており、これに基づき、各政府機関
は、それぞれの業務、取り扱う情報及び保有
する情報システムの特性等を踏まえた上でセ
キュリティー対策を講じているところです。
　政府統一基準では、議員御指摘のネット
ワークなどのＩｏＴ機器の利用時の対策とし
て、初期設定されているパスワード等の変更
や、マルウエア感染による被害を未然に防止
するため、想定される感染経路に不正プログ
ラム対策ソフトウエアを導入するなどの対策
を定めています。
　また、政府機関等が参加するインシデント
対処訓練においてマルウエア感染時のシナリ
オを取り上げるとともに、マルウエアによ
る影響の分析、解析や、必要に応じて被害の
あった政府機関に対する支援ができるよう必
要な体制を整備しているところです。
　今後とも、各政府機関が継続的にサイバー
セキュリティーに係る認識を高め、適切な対
策が講じられるよう、注意喚起や情報提供
を行うとともに、サイバー脅威の状況に応じ
て政府統一基準の見直しを行うなど、必要な
セキュリティー対策の強化を図ってまいりま
す。（拍手）
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◆ 岸真紀子君　
　立憲民主党の岸真紀子です。
　私は、マイナンバーカードに関連する質疑
を、二〇二一年の一月二十八日の総務委員会
から始まりまして、地方創生デジタル特別委
員会、そして行政監視委員会と、もう何度も
何度も重ねて問題提起と改善を求めてきまし
た。
　しかし、ここに来て、様々なトラブルが発
生しています。ちょっと議事録にも残したい
ので読み上げますが、例えば、コンビニ交
付サービスでの証明書の誤交付、これは住民
票、印鑑証明、そして戸籍までもがシステム
トラブルによって誤交付されました。
　マイナ保険証に別人の情報がひも付けら
れていたというのも発覚しまして、昨年の
二二年の十一月まで、分かっているだけで
七千三百十二件、他人が閲覧が五件。二二年
の十二月から五月二十二日までで新たに六十
件程度。これは五月二十二日までと言いなが
ら、なぜか昨日の記者会見で発表となってい
ます。
　全くの別人のマイナンバーに口座を誤登録
されているのが七百四十八件。本人ではな
い、家族などの口座を登録したケースが約
十三万件。マイナポイント事業で別人にポイ
ントを誤付与したもの、二〇二二年七月には
マイナポイントの、皆さん忘れているかもし
れませんが、二重取りという問題もありまし
た。
　別人の顔写真を誤登録。希望していないのに
マイナ保険証に登録。他人の年金情報が閲覧、
これは年金情報の誤登録という問題です。

　今現在明らかとなっているだけでの数字や
事象であって、まだまだ発覚する可能性が高
いのではないでしょうか。
　こういったトラブルは、岸田政権が余りに
も施策を拙速に推し進めたばかりに起きてし
まったと断じざるを得ません。住民の皆さん
の個人情報が余りにもでたらめに扱われてし
まっていることに強く抗議します。松本大臣
始め総務省の職員には、そのことを重く受け
止めていただきたいです。
　なぜ真剣に、私だけじゃなく、いろんな方
が提案してきたと思います、こういったこと
を受け止めて改善をしてくれなかったのか、
国民に多大な迷惑を掛けているこの混乱の責
任をどうするのか、まず大臣に伺います。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　マイナンバーカードは地方のＤＸの基盤と
なるツールでありまして、住民の皆様、そ
して行政にとってもメリットがあるデジタル
社会をできる限り早期に実現する観点から、
カードの普及促進、利便性向上に取り組んで
きたところでございます。
　ただ、今御指摘ございましたように、マイ
ナンバーカード関連で一連の誤り事案が発生
したことにつきましては、誠に遺憾であり、
重く受け止めております。
　総務省におきましては、事件発生以降、自
治体からよく事情を伺うとともに、デジタル
庁や地方公共団体情報システム機構と連携し
て、事業者からも直接原因や再発防止策につ
いて確認をさせていただいております。その
上で、全国の自治体や事業者に対してもシス

  ◎第211回国会　参議院　総務委員会　2023年6月13日
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テムの総点検を要請し、点検の参考となるよ
う、一連の事案について速やかに情報提供し
てまいりました。
　また、申込者本人のマイナンバーカードに
別人の決済サービスがひも付き、本人が将来
受け取るべきマイナポイントが別人に付与
される事案につきましては、通知によって自
治体に注意を促し、デジタル庁においてシス
テム改修を行うとともに、申込みができなく
なった方々について、自治体と連携して速や
かに申込みが可能となるよう、ポイントを取
得いただけるよう取り組んでいるところでご
ざいます。
　また、加えまして、元組合員の年金情報に
誤ったマイナンバーがひも付き、他の方のマ
イナポータルで元組合員の年金情報が表示さ
れるといった事案が発生しております。これ
は、地方公務員共済に関して、令和三年十二
月に誤ったマイナンバーを登録したことで生
じたものでございますが、今後、マイナン
バーの記載を徹底することによる新規誤りの
発生防止と、マイナンバーを基にしたＪ―Ｌ
ＩＳ照会により既存データの総点検を図るこ
ととしております。
　一連の誤り事案について、再発防止策を徹
底するなど必要な対応を行うとともに、信頼
性の確保や安全性の向上に向けて、マイナン
バーカードを、しっかり取り組んでいきまし
て、マイナンバーカードについて国民の皆様
が安心して利用できるようにしていくことが
私の責務であると考えているところでござい
ます。

◆ 岸真紀子君　
　大臣が最初におっしゃったとおり、私自身

もマイナンバー制度というのは大事だと考え
ていますし、マイナンバーカードが、利用が
本当にうまくいくのであれば、これは良いも
のだと考えています。だからこそ、今の事象
が残念でなりません。
　それで、先ほど私、大臣の責任と言いまし
たが、総務省の最大の強みというのが、私が
考えるには、地域に暮らす住民の生の声を聞
く地方自治体と密接な関係にあることです。
職員の皆さんは、実際に現場である例えば都
道府県とか市町村とか、そういう行政の自治
体に職員派遣された経験もあります。だか
らこそ、新型コロナウイルス感染症が感染拡
大したときに総務省が主導となって、厚生労
働省がやっていたんですが、総務省が主導と
なってリエゾンチームというのをつくって、
ワクチンの接種を促すとか、そういった手助
けをしてきたんです。
　今回も、いろんなことが今起きていて、総
務省とデジタル庁が努力しているのは分かり
ます。分かるけれども、やっぱりこれだけ
多くのトラブルが起きていて、残念ながら、
どっちも責任を押し付け合っているようにも
見えなくはないです、答弁とかを聞いている
と。
　それで、大事なのは、総務省は、やっぱり
この住民の声を現場で聞いている方々、例え
ば先ほど言った共済組合もそうです。それも
含めて総務省の管轄ですし、住民の声を聞く
自治体も総務省の管轄です。自治体の意見を
積極的に総務省が聞いて、この問題を解決す
るためにはどうすべきかというのを牽引して
ほしいんです。それは総務省にしかできませ
ん。大臣、いかがでしょうか。
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◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　政府におきましては、地方自治体との連絡
調整を担うのが総務省であるというふうに考
えております。また、住民の方にとりまして
は、やはり一番信頼性の高いのがそれぞれの
地方自治体ではないかというふうに考えてお
ります。
　今回、地方共済において誤り事案が発生を
いたしましたが、この他人のデータを表示さ
れていることを見られた方は、まず御自身の
お住まいの自治体にお問合せをされたという
ふうに聞いているところでございまして、住
民の皆様方が信頼する地方自治体との連絡調
整は大変重要なことであるというふうに考え
ております。
　そのような観点から、これまで、普及促進
や利活用の拡大はもとより、トラブル事案の
対応についても自治体と連携して取り組ん
できたところでございまして、総務省として
は、都道府県ごとに担当職員を設け、都道府
県と連携して市町村をサポートする体制を確
立をし、随時、普及促進、利活用拡大の先進
的な取組事例を提供するとともに、それぞれ
の自治体における現状や課題の丁寧な把握に
努めて、きめ細やかに支援を講じてきたよう
に考えているところでございます。
　今般の一連の事案の対応につきましても、
自治体からよく事情を伺いながら、関係省庁
と連携して対応に取り組んでおります。
　先般、国と地方の協議の場におきまして
も、地方側から国に対しまして、個々の事業
者や地方公共団体での対応には限界があるこ
とから、マイナンバーカードの活用に係る
様々な手続において、各省庁、地方公共団体
及び関係事業者が一体となったチェック体制

や、誤った情報ひも付けの防止を担保する制
度の構築などに取り組むこと、国と地方が一
緒になってマイナンバーカードに対する国民
の信頼の確保に取り組むことなどの意見をい
ただいたところでございます。
　地方の声をしっかりと受け止め、連携しつ
つ、関係省庁としっかり連携をいたしまし
て、国として責任を持って一連の事案への対
応を行ってまいりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　松本大臣が最初にこの御自身のお言葉で
きっと答えていただいたとおり、本当に何か
あったら一番に多分連絡行くのが市町村の窓
口でございます。だからこそ、利活用は、総
務省からいろんな、上、上からという言い方
は悪いです、対等なんですが、そういうや
り方をやっているかもしれませんが、今回の
ような事象は、逆に、国からのいろんな、ス
ピードを急がされたばかりに起きてしまった
ことなので、そこは丁寧に聞いて、解決に向
けたら、じゃ次、どんな対策ができるかとい
うのを是非とも総務省にやっていただきたい
ということをお願いいたします。
　これも何度も申し上げてきたことですが、
マイナンバーカードやシステムなどのデジタ
ル技術というのは、あくまでもツールであっ
て、目的ではございません。それが、普及あ
りきで、菅政権下においてマイナポイント事
業が始まりました。第一弾は二〇二一年十二
月までとなっておりまして、新規にマイナ
ンバーカードを作ったら五千ポイント付与し
ますというものでした。これだけでも、相当
自治体は、自治体は住民やＪ―ＬＩＳとの間
でのトラブルが発生したことを覚えているで
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しょうか。私もその都度質問しています。
はっきり言って愚策でした。
　にもかかわらず、懲りずに第二弾として岸
田政権が始めたんです、マイナポイント第二
弾を。マイナンバーカードに健康保険証をひ
も付けたら七千五百ポイント、口座にひも付
けたら七千五百ポイント、第一弾と合わせる
と合計二万円ポイント、二万円分ということ
ですね。
　当時の二〇二一年十二月二十日、当委員会
で私は、議事録にも残っていますが、こう
言っています。マイナポイントは、二万円と
いうお金でマイナンバーカードを売っている
と言っても過言ではないかと私は考えます、
高いカードだなと正直思うんですと皮肉を込
めて指摘をしています。
　あれだけでも大きな問題だったと今でも考
えていますが、六月二日、参議院本会議で成
立した束ね法案、いわゆる改正マイナンバー
法等改正の、改正マイナンバー法ですが、こ
れについては、健康保険証を二〇二四年秋廃
止するという乱暴なもので、私たち立憲民主
党は、それを見送るべきだとか廃止をやめ
るべきだということを言っていますが、昨日
も岸田総理はどうも聞いてくれませんでした
が、本当に問題なものです。
　言わばマイナンバーカードの強制であっ
て、かつ、高齢者層が口座のひも付けをして
いない、少ないという理由から、年金受給者
だけにみなし同意というやり方で、これ消費
者庁でいうとあり得ないこのみなし同意とい
うやり方でやっているんですが、そういうや
り方で無理やり口座を登録させるという強行
に至りました。
　だったら、だったらですね、マイナポイン

ト事業って何だったのかと。高額な予算を
使って、自治体職員など現場に負担を掛け
て、結果的に、現場に負担が掛かったから、
いつもはこんなに多いミスはないにもかかわ
らず、誤登録などいろんな問題が起きてしま
いました。慌てて事務をさせたから、入力間
違いやトラブルが次々と出る事態となってい
ます。
　松本大臣、結局このマイナポイント事業と
いうのは何だったんでしょうか。お答え願い
ます。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　昨年六月末のマイナポイント第二弾の本格
開始以降、ポイント付与対象となるカードの
申請期限だった今年二月までの八か月間にお
けるカードの申請件数は三千四百万件を超え
まして、マイナポイントの付与はカードの早
期普及に相当の効果があったものと考えてお
ります。
　私どもとしては、デジタル社会をできる限
り早期に実現をすることに意義があるという
ことで、早期普及が進んだことは一定の効果
があったことについて評価をいただければと
思っているところでございます。加えて、マ
イナポイント事業はキャッシュレス決済の拡
大、消費の喚起にも貢献する、その面でも意
義のある事業であったと考えているところで
ございます。
　なお、マイナンバーカードと健康保険証の一
体化には様々なメリットがございますので、御
理解をいただければ有り難く存じます。

◆ 岸真紀子君　
　三千四百万件増えたからマイナポイントの
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効果があったよと言うけど、結局、この後も
聞きますけど、それだけの処理能力がなかっ
たのにもかかわらず急がせちゃったんです
よ。だから、結果的にいろんな個人情報が漏
えいするような事態に招いてしまっているん
です。
　あと、マイナポイント事業は消費促進も
あったというふうに今おっしゃいましたが、
じゃ、本当に地域の消費拡大になったんで
しょうか。皆さんの地域でマイナポイント使
える、キャッシュレス決済できる事業者っ
て、都会に住んでいる方は別かもしれません
が、地方に住んでいる方は本当にお店あるで
しょうか。
　私の住んでいるところは辛うじて全国
チェーンのスーパーだとかコンビニとかが
あるので使えますが、だけど、この委員会
でも、当時、政府参考人からお答えいただい
て、北海道にはセイコーマートさんというコ
ンビニが全市町村にありますので使えます
とおっしゃいましたが、それは誤った情報で
す。その後調べたら、ある村ではまだコンビ
ニができていなくて、使えません。
　結果的に、地域間格差であったり年齢間格
差ですね、キャッシュレス決済というもので
あったら、そのときも指摘させていただきま
したが、結局ネットで通販とかできなかった
ら、キャッシュレス決済であったりいろんな
ことに使えないんですね。だから、そもそも
このマイナポイント事業というのはいろんな
問題をはらんでいたと再度指摘せざるを得な
い状態にあります。
　このマイナポイント事業については、改め
て決算委員会等で深く追及していかなきゃい
けないと考えています。

　ですが、でも、この質問聞きましょうか。
マイナポイント事業に掛かった全ての経費は
幾らなのか、そのうち事務局経費や広報費
など内訳はどうなのか、教えていただけます
か。

◆ 政府参考人　大村慎一君
  （総務省大臣官房地域力創造審議官）　　
　お答えいたします。
　マイナポイント第一弾の予算額は約
二千九百七十九億円で、第二弾の予算額は約
一兆八千百三十四億円でございます。
　また、第一弾の事務局経費の執行額は約
二百九十二億円で、そのうち広報費は約
八十億円です。また、第二弾の事務局経費
の予算額は約百七十一億円で、広報費は約
七十五億円でございますが、執行額につきま
しては、まだ事業が完了していないため確定
をいたしておりません。
　以上です。

◆ 岸真紀子君　
　二兆円以上掛けてこの事業をやったんです
が、本当に、先ほど大臣は意味があったんだ
と言いますが、なぜ先を見通した仕事をしな
かったのか、不思議でなりません。
　申込期限は二〇二三年の五月まででした
が、いつの間にか九月に延長されています。
その要因は、マイナポイント事業は二月末で
申請が終了のはずだったんですが、オンライ
ン申請が集中してパンクしてしまったり、
カードがまだ発行されていないという問題と
かもあります。
　ここで聞きたいのは、結果的に一日期限を
延ばしたと承知していますが、本来期限を守
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らないような制度設計というのは、行政では
してはならないです。不公平な扱いになるか
らです。
　なぜかというと、この二月末に申込み、申
請の締切りというときに、結局マイナポイン
トを目当てに来た方が、オンラインでできな
かったとしたら窓口に、システムがパンクし
てできなくなったので窓口に来てどうしてく
れるんだというふうに言ったときに、例えば
行政の窓口の方が、情報が、一日延ばすとい
うのを知らなかった。総務省はその日に通知
したと言いますが、結局通知というのはタイ
ムラグがどうしても生じてしまうので、そう
なると、これもう間に合いませんよと返して
しまう。そうなると不公平になってくるんで
すね。だから、そういう不公平な扱いはして
はならないと私は考えます。
　システムの脆弱性という問題もあるのでは
ないでしょうか。なぜ自治体に説明を先にし
ないで引き延ばしたのか、そういう緩いこと
でいいのか、先を見通せなかったのかという
のを確認させてください。

◆ 政府参考人　大村慎一君
  （総務省大臣官房地域力創造審議官）　　
　お答えいたします。
　マイナポイントの対象となるカード申請期
限である二月末に備えまして、国民の皆様に
は早期の申請を様々な媒体で通じて呼びかけ
ますとともに、市町村窓口で混乱が生じない
よう申請受付の対応に万全を期すことについ
て、二月の上旬から要請を行ってまいりまし
た。また、カードの未取得者に対してオンラ
インで簡単に申請ができるＱＲコード付き交
付申請書の早期からの送付、携帯ショップ及

び郵便局、全国一万か所における申請サポー
ト事業、過去の駆け込み申請等を踏まえた
カード申請サイトの受付能力の強化と丁寧な
メッセージ表示などの取組をいたしまして、
国民の皆様に円滑にカードを申請していただ
けるよう環境整備に努めてまいりました。
　しかしながら、カードの申請期限である二
月末におきましては、過去の最大件数を大幅
に上回る一日百万件を超える申請があり、
カードを申請するために来庁した方で各地の
市区町村窓口が大変混雑するとともに、申請
サイトも混み合ったため、最後の手段として
緊急避難措置を講じたものでございます。
　なお、マイナポイント申込期限である九月
末に向けましては、国民の皆様にはカードの
早期受取、ポイントの早期申込みについて自
治体と連携して周知広報を行うとともに、窓
口混雑に備え、引き続きカードの交付及びポ
イント申込支援の体制を整備してまいりたい
と考えております。

◆ 委員長　河野義博君　　
　おまとめください。

◆ 岸真紀子君　
　はい。ほかにもいろんなことを指摘した
かったんですが、済みません、時間を上回っ
てしまいました。
　最後にまとめますが、やっぱり民信なくば
立たずで、政治は民衆の信頼なくして成り立
つものではありません。やっぱり、このマ
イナンバーカードはしっかりと自治体の声な
り住民の方の声を聞いて一回立ち止まるべき
だということを申し添えて、質問を終わりま
す。
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◆ 岸真紀子君　
　立憲民主・社民の岸真紀子です。
　第二百十一回国会でマイナンバー法が改正
された後もマイナンバーカードに関連するト
ラブルが次々と後を絶たない状況が続いて
います。しかも、言葉では、岸田総理も、一
連のトラブルに関し、そして各大臣もその都
度謝罪をしているようにはありますが、どう
にも原因を人ごとにしているように聞こえま
す。
　なぜだろうと思ったら、例えば、マイナ保
険証に別人の情報がひも付けられていたのは
入力したときのミスのように言ってみたり、
公金受取口座の登録に約十三万人が実際には
受け取ることができない本人以外の家族の口
座が登録していた事例も、まるで入力した側
が誤っているという話しぶりであって、そも
そもシステムの構築に問題があったこと、具
体的に言うと発注者側や計画立案に携わるデ
ジタル庁側が正しく理解できていなかったか
らという点が聞こえてきません。
　先ほどの杉尾議員への答弁を聞いていて
も、国民の不安に対しては謝罪をしているん
ですが、それ以外についてはどうにも反省し
ているように聞こえないのがとても残念で
す。そのシステムが何のために必要で、実際
に使う自治体など現場の職員がどう操作をす
るのか、使い勝手が良いものとして構築でき
ているのかなど、そういった視点が欠けてい
たという反省と謝罪となっていないので、ど
うにも聞いていてももやもやするという印象
を受けます。
　最初に河野大臣に伺いますが、一連のトラ

ブルにはそれぞれシステム構築に問題があっ
たと受け止めているのか、ほかの省庁の管轄
は回答が難しいと思うので、デジタル庁所管
の公金受取口座に絞っての答弁をお願いしま
す。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　公金受取口座の登録、これをお願いする背
景には、コロナ禍での給付金の給付作業に時
間が掛かった、必要な情報を行政側になかっ
たということで公金受取口座の登録をお願い
をするということを始めたわけでございます
が、このマイナンバーカードあるいは住民
票、戸籍の氏名は漢字氏名でございますが、
現在の口座名義、これは仮名氏名ということ
になっておりますので、自動で両者を照合す
るということができない状況にあります。
　現時点において、システム上で御本人名義
ではなく家族名義の口座登録になっているも
のを排除するというのは、残念ながら難しい
のが現実でございます。そのために、この登
録手続の中では、登録可能な口座は本人名義
とするという規約に同意を求めるほか、登録
画面でも何度か注意喚起を行うということで
御本人の口座を登録いただくような働きかけ
をやってきたところでございますが、残念な
がら家族名義に登録をされてしまった方がい
らっしゃるというのも現実でございます。
　普通の手順を踏んでいただければそういう
登録はできないんですが、少し違ったやり方
でできてしまうというのは、そこは御指摘
のとおりではございますが、その場合も漢字
氏名と仮名氏名の突合ができないということ

  ◎第211回国会（閉会中審査） 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会　2023年7月26日
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で排除ができないというふうになっておりま
す。
　ただ、先般の国会でマイナンバー法を改正
をしていただきましたので、二〇二五年の六
月までの期間に法律が施行され、振り仮名が
公証されるようになりますので、そのタイミ
ングに合わせてシステムの改修を行って、口
座名義人の自動照合、これを実現をしていき
たいと思っております。
　また、その間の間に……

◆ 委員長　鶴保庸介君　　
　大臣、答弁おまとめください。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　その間の間に、漢字氏名と仮名氏名を何ら
かの形で、まあ一〇〇％ぱしっというわけに
はいきませんが、漢字氏名と仮名氏名の照
合をする検知モデルの開発を年内をめどに
取り組んでいるところでございますので、
一〇〇％排除というわけにはいきませんが、
そうしたシステムも試していきたいというふ
うに思っているところでございます。

◆ 岸真紀子君　
　時間が私、二十五分間しかないので、なる
べくコンパクトに答弁いただきたいと思いま
す。
　何か、そのシステムを改善していくという
のは最後の方に読み取れてはいるんですが、
とはいえ、やっぱり最初からそういうふうに
しておけばよかったんじゃないかという反省
が先に立ってこないと、なかなかみんなは、
やっぱりもやもやが残って、だったらマイナ
ンバーカードやっぱり嫌じゃないかというふ

うになってしまっているんですよ。そこは重
く受け止めていただきたいです。
　マイナンバーカードの失効が先月一か月
で、先ほども言いましたが、二万件あったと
いうことです。小規模自治体では目立っては
いませんが、政令指定都市など大きな都市で
は一定程度の本人が希望しての自主返納も多
くなっていると聞いています。
　河野大臣は七月十一日のオンライン会見
で、本当に微々たる数、変なことに惑わされ
ないでと発言されたと報道で読みましたが、
数としては、確かに全体数で見ると比率とし
ては小さいのかもしれません。ですが、個人
情報の漏えいだけではなくって、他人にひも
付けされているかもしれないという事案が発
覚してから返納件数が増えていて、今も現在
進行形です。自治体職員が対応に苦慮してい
ると聞きます。
　河野大臣は自主返納の重みをどう捉えてい
るのかというのが重要になってきます。率の
問題で小さく見たり、言葉が間違っていただ
けなのかもしれませんが、事象を変なことと
済ますべきではありません。この点について
いかがですか。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　不安に感じられる方がいらっしゃるという
のは、大変申し訳なく、重く受け止めている
ところでございます。
　委員おっしゃいましたように、このひも付
け誤りの報道があって返納が増えたというこ
とでございますが、このひも付け誤りとカー
ドを持っている持ってないというのはこれは
全く無関係でございますので、カードを返納
することによってひも付け誤りのリスクがな
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くなる、低下するということはない。むし
ろ、カードを利用してマイナポータルからひ
も付け誤りがあるかどうかを御本人が確認す
ることができますので、そうしたことを少し
丁寧に周知をしていきたいというふうに思っ
ております。

◆ 岸真紀子君　
　今のひも付け誤りのこともあるので、
ちょっと質問を一問先に繰り上げてさせてい
ただきますが、様々な理由での返納自体は以
前から少なからずあったと聞いています。四
月の住所異動で記入欄が、カードの記入欄が
いっぱいになってとかの理由でした。しか
し、六月からの返納は、マイナンバーカード
をめぐる騒動により不安や不信の理由で増加
していると現場からは聞いています。
　これも何度も意見してきましたが、マイナ
ンバーへの信頼を回復するには、一度カード
の運用を立ち止まっての総点検とすべきであ
ると強く要望しておきます。これは以前から
申し上げているので答弁は要りません。
　しかし、想像してください。国から再三に
わたってカードの普及促進に、向上せよと自
治体が迫られて、途中からは、方向修正は
したものの、地方交付税の算定にも入れるよ
というような脅しまで掛けられて、それで結
果的に自治体職員の努力で普及率というのは
上がってきました。でも、ここに来てその努
力が、返納という手続を取らされている無力
感、想像していただきたいんです。
　また、説明や対応に時間を要している業務
量の負担も多大なんです。
　実際に窓口では、カードを再度持ちたいと
思ったときに再作成というのはできるんです

が、有料で、カードに八百円、電子証明書は
二百円という、千円ですね、合計千円が必要
となる説明であったり、カードを先ほど言っ
たように返納しても、結果的に保険証とか公
金受取口座のひも付けは残ったままとなって
いますよという説明をしているところです。
　特に自治体職員が心苦しいのは、保険証のひ
も付けは、一度ひも付けると取消しができな
くって、ひも付け解除を求める住民の要請に応
えられないということが、本当に対応に苦慮し
ているって、そういったような事情が様々なこ
とを自治体の職員からは聞きました。
　松本大臣は、こういった対応を実際に窓口
職員が行っていることを承知しているのか。
また、保険証のひも付け解除はできるように
することは必要と考えますが、これは加藤厚
労大臣にお考えをお聞かせ願います。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　委員御案内のとおり、マイナンバーカード
は本人の意思により申請をしていただくもの
であり、返納することも御本人の意思によっ
て可能でございます。
　マイナンバーカード返納の際には、それぞ
れ自治体におきまして説明をいろいろさせて
いただいていることはよく承知をいたしてお
ります。例えば、再発行に手数料が掛かるで
あるとか、またコンビニ交付等のサービスを
マイナンバーカードで行っている場合にはそ
のようなサービスが受けられなくなるなど、
各自治体において窓口で御説明をいただいて
いる実情があることはよく承知をいたしてお
ります。
　先ほどございましたが、私どもとしては、
地方交付税の算定に当たって交付率を利用さ
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せていただいたのは、マイナンバーカードの
利活用において地方交付税に財政的な一定の
負担が掛かっていると考えられることから、
これらを反映をするために交付率を活用させ
ていただいたので、是非、総務省としては各
自治体と連携をし、また行財政面からは支え
ていきますので、脅しであると受け取られな
いように私もまた御説明をしていきたいと思
いますが、御理解をいただきたいと思ってい
るところでございます。
　マイナンバー制度、マイナンバーカードの信
頼回復については、また関係省庁とも連携をし
ながら、同時に自治体の業務負担、財政負担等
についてもしっかりと状況を伺いながら丁寧に
進めてまいりたいと考えております。

◆ 国務大臣　加藤勝信君（厚生労働大臣）　　
　まず、今現状でありますが、マイナンバー
カードを市町村の窓口で交付する際等に自治
体において利用登録の支援が行われている中
で、御本人の意向の確認が十分に行われず利
用登録が行われてしまった場合には、現在、
御本人からの申立てに基づいて個別に利用登
録の解除を行っているところでございます。
　こうした方に限らず、一般に利用登録を
行った後で解除を希望する方について解除を
行っていくためにはシステムの改修が必要と
なります。さらには、マイナポータルとの接
続も切らなきゃいけません。こうした様々な
手続というか改修が必要となりますから、そ
うした点も踏まえた検討が必要というふうに
考えております。

◆ 岸真紀子君　
　松本大臣からは自治体への支援ということ

で御回答をいただきましたし、加藤大臣から
も認識は持っていただいていて、システムに
は、でも、改修するのに時間が掛かるので、
まだ検討段階というふうに受け止めさせてい
ただきますが、本当に返納までしている人た
ちなので、やっぱり外したいという苦情とい
うか、すごいこういった声がありますので、
是非ともそれは進めていただきたいと要望し
ます。
　事前に総務省へ、マイナンバーカードの再
交付枚数と再交付の事由、事由というのは、
紛失であったり、ＩＣチップの読み取り不良
とか国外転出等の理由等の内訳であったり、
再交付が有料なのか無料の別なのかというの
を照会したところ、済みません、国外転出
じゃなくて国外からの転入でした。間違えま
した。把握していないので不明ですという回
答がありました。
　実は、マイナンバーカードが壊れやすいの
か、初期段階からＩＣチップが壊れているの
かは不明なんですが、磁気不良のための再交
付というのが多いと聞いています。その場合
は有料での再交付千円を求めることになるの
ですが、窓口で理解してもらうのが相当時間
を要しています。これ、例えばスマホとカー
ドを近づけて磁気で反応して壊れてしまうの
かもしれないですし、なかなか分からないん
ですが、でも、これが分からないからこそ、
自治体では壊れていたら負担を求めるという
ことをやっています。これは自治体の人口規
模に問わずに起きている問題で、困っている
事象の一つです。磁気不良の再交付は目に見
えないので本当分からないんですよ。
　手数料を無料とするなど対策を講じていた
だきたいという要望が多いです。紛失とか故
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意に壊したという事例以外は無料にすべきと
考えますが、松本総務大臣に御質問します。

◆ 国務大臣　松本剛明君（総務大臣）　　
　委員もよく御案内のとおりかと思いますけ
ど、マイナンバーカードの発行に当たっては
原則千円の手数料が設定をされております。
　マイナンバーカードを初めて発行する場
合、また、マイナンバーカードに関して、御
本人の責めによらず、発行に関わった市町村
若しくは機構に誤りがあった場合などはその
手数料を無料にする取扱いとしているところ
でございますが、本人の責めによる場合には
有料となることになっております。
　再発行の際に手数料が必要となる場合があ
ることについては、総務省、市区町村におい
ても広報をさせていただいているところであ
るかというふうに思いますが、また、マイナ
ンバーカードの取扱いについて、Ｊ―ＬＩＳ
のマイナンバーカード総合サイトにおいて、
カードが熱で変形をしたり、高温、物理的な
力によってカードに内蔵されている電子部品
が故障する場合があるなども注意喚起をさせ
ていただいております。
　どのような場合が本人の責めによるものなの
かは、これらを参考に、個別の状況に応じて現
場、各市区町村において判断をされているとこ
ろでございますが、総務省といたしまして、こ
の取扱いについて、各市区町村の意見を踏まえ
つつ、より分かりやすく、現場において円滑な
運用が図られるものとなるよう、適切に対応い
たしたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　例えば折ったりとか、本当に故意的にやっ

たものならば手数料として受け取れると思う
んですが、分かりづらいんで、これ行政が進
めているものです。であれば、ただにすべき
だということはしっかりと受け止めていただ
きたいです。
　次に、毎年三月から四月は住民異動の繁忙
期となりまして、これまでも住民係などの窓
口は混雑してきました。提出をマイナポータ
ルでできますよと、オンライン手続可能です
と、これがメリットですと言っていますが、
実際には転入手続には窓口へ行くことになり
ます。これは、自治体としても各種自治体の
情報の提供などが必要なので、やっぱり窓口
に来てもらうということはいいことだと思う
んですが、マイナンバーカードを保有してい
る方は、住民票の住所異動の手続に加えてマ
イナンバーカードの住所変更手続と、住所異
動によって失効する署名用電子証明書の再発
行手続が必要となります。言わば時間が倍掛
かると、市役所に滞在する時間がですね。
　マイナンバーカードを持つことによってか
えって待ち時間が長くなって、住民に対して
の不利益が生じています。カードがなければ
住民基本台帳への登録作業はそれだけで済む
のでスムーズに終わりますし、住民帰ってか
ら手続してもいいという処理ができたんです
が、今は実態として違います。これでマイナ
ンバーカードのメリットはたくさんあります
よと喧伝されていても、なかなか、えって思
うところがたくさんあります。
　住民異動や氏名変更等により署名用電子証
明書が失効してしまうことへの対応であった
り、具体的に言うと、署名用電子証明の暗証
番号の確認や、そもそも署名用電子証明とは
何かの説明から始めなきゃいけないような実
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態になっています。
　これは改善ができないのか、政府参考人で
よいので、これ改善してほしいという要望も
含めてお伺いいたします。

◆ 政府参考人　山野謙君
  （総務省自治行政局長）　　
　お答え申し上げます。
　マイナンバー法の規定に基づきまして、マ
イナンバーカードの交付を受けている者、
引っ越しなどでカード記録等に、カードの記
録事項に変更があったとき、これは住所地の
市町村長にカードを提出しなければならない
と、これを踏まえまして、市町村長はカード
記録事項の変更等の措置を講じた上で返還す
ることとされております。
　それから、御指摘のありました署名用の電
子証明書でございますが、これは住民の基本
四情報が記録されておりますので、住所の異
動があった場合には失効する、こういうこと
でございます。このため、異動後も引き続き
署名用の電子証明書を利用するためには、再
発行の手続を行う必要があるというものでご
ざいます。
　委員御指摘ありましたように、これはカード
の保有者の増加に伴いまして、年度末あるいは
年度初めにおきまして、引っ越しに伴う転入転
出の手続のほか、カードの記録事項の変更等で
窓口職員の事務負担が増加傾向にあるというこ
とを承知しておるところでございます。
　一方で、一つは、本年二月に引っ越し手続オ
ンラインサービスが開始されましたので、マイ
ナンバーのカードの所有者、これは全ての市区
町村に転出届がオンラインで提出できるように
なりましたし、そういう意味では、転出証明書

情報のデータが転入予定の地の市町村に送られ
るということがございます。さらに、これも、
コンビニ交付サービス、これ参加団体が……
（発言する者あり）はい。人口カバー率高く
なっておりましたので、一定、こういったこと
で窓口の混雑緩和に一定の効果があるのではな
いかと考えてございます。
　いずれにしても、今後、市町村の実情を十
分に把握しまして、カード記録事項の変更等
に係る事務が円滑に行われるように努めてま
いりたいと考えております。

◆ 岸真紀子君　
　券面とかもこれから見直すと思うので、
しっかりとそこはなるべく簡素化できるよう
にしていただきたいというところです。
　だんだん時間がなくなったので次の質問は
要望だけをしておきますが、マイナンバー、
マイナポイント事業が九月末で終わりを告
げることになるので、これまで様々なマイナ
ンバーカードの保険証のひも付けとか公金受
取口座のひも付けはマイナポイントブースと
いうのをつくってやっていたんですが、こ
れが、ポイント事業が終わるのでもう職員を
そこに配置できなくなるという問題がありま
す。松本総務大臣には、引き続き、恒久的に
マイナンバーカードの業務に携わる職員確保
に向けた財源の確立を、これ要望だけしてお
きます。よろしくお願いします。
　次の質問に入ります。ごめんなさい。
　総点検についても要望があります。自治体
からは、報道でしか情報がないことへの不満
や、一体どれぐらいの業務量が増えるのかと
いう不安が大きくなっています。確認作業の
内容を明確にし、かつ、国がスケジュールあ
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りきで走るのではなく、大中小規模、自治体
に合わせた、事務内容に応じた期限とするこ
とを要望いたします。当然、報道よりも先に
自治体への周知を優先することが必要です。
また、点検事務に係る体制確保は自治体とな
るのか、自治体に対する過度な負担とならな
いようにすること、とはいえ、人員配置を含
め必要となる自治体の費用は国として財源措
置することも必要ではあります。これはお願
いできるか、河野大臣にお答え願います。

◆ 国務大臣　河野太郎君（デジタル大臣）　　
　今回の総点検に関しましては、まず、それ
ぞれ所管官庁から担当部局にまとめて調査票
を送ると同時に、マイナンバーを担当されて
いる部局及び首長部局、知事部局にも同じ通
知をお送りをするということで、何が起きて
いるかということがそれぞれの自治体の中で
情報共有がきちんとできるように努めている
ところでございます。
　先ほどから申し上げていますように、今、
ひも付けのやり方を確認をしていただいてお
りますが、多くの自治体は住民基本台帳シ
ステムと連携をしておりますので、先ほど厚
労省からお話がありました住所地特例の部分
が恐らく確認が必要になってくるところだろ
うと思いますので、自治体、市町村において
はさほど負担になることはないのではないか
と思っておりますが、その状況を見ながら最
終的な期限というのは設定をしていきたいと
思っております。

◆ 岸真紀子君　
　本当に、自治体に合わせてとか、まあ保険
者もそうですが、それぞれに期限を、こち

らが、国側からが決めるのではなくて、しっ
かりとそこは柔軟に対応していただきたいの
と、財源はしっかりと確保していただきたい
と思います。
　時間がなくなったので、ほかにもいろんな
要望がありまして、加藤大臣には、マイナ保
険証に関する総点検で国保中央会と支払基金
が請け負ってＪ―ＬＩＳに照会を掛けるのに
一件十円掛かることになります。これはやっ
ぱりその保険者に求めるべきではないので、
しっかりと国が対応すべき、費用を対応すべ
きだということも要望しておきます。
　最後に、政府はマイナンバーカードの普及
を急いできました。その中でも特に問題なの
が、杉尾議員も指摘しました健康保険証との
一体化であって、私も何度も保険証の廃止は
撤回すべきだと申し上げてきました。残念な
がら、法律としては可決、成立しています。
ですが、再三にわたって皆さんから指摘が
あったように、与党の中からもこの見送りは
必要ではないかという声があります。
　先日も、調剤薬局に行ったら、小さなお子
さんを連れたお母さんが、お子さん体調悪い
んですよ、なので、一生懸命顔認証システム
に照合しようとしても全然照合されないとい
う問題がありました。もうとってもぎゃん泣
きしていて読み込めないんですよ。そういっ
た問題も起きています。
　実際には、こういった現場でいろんなこの
マイナ保険証の使い勝手の悪さというのが起
きておりまして、厚生労働省としてどのよう
に把握をしてどのように改善するのか、利用
者目線に立っての加藤大臣の答弁をお願いい
たします。
　また、資格確認書であったり、プッシュ型
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にしたり、現行保険証の廃止を立ち止まって
見送るべきではないかと思いますが、その点
についてもお答え願います。

◆ 国務大臣　加藤勝信君（厚生労働大臣）　　
　今、幼い子供さんのお話がありました。確
かに子供さんの場合にはなかなかじっとして
おれないので顔認証ができない場合もあると
思います。そうした場合には、暗証番号を入
力していただくことによって確認するという
仕組み、あるいは診察した医療機関において
カードの顔写真と患者さんのお顔から目視に
よる本人確認を行って対応している、こうし
た対応をしていただいているというふうにお
聞きをしております。こうした受付方法など
もしっかり周知をしていきたいと思っており
ますが、医療現場においては実務上様々な課
題が出てくるというふうに思っております。
　今後とも、積極的に把握をして、新たな課
題について御指摘があればそれをしっかり受
け止め、一つ一つ丁寧に解決し、またその旨
を周知していく、こういう姿勢で臨んでいき
たいと思っております。
　健康保険証の廃止をやめるということであ
りますが、こうしたカードの利用をしていた
だくことによって、あえて保険証がなくても
いいという方もいらっしゃるわけであります
から、全員に改めて、全ての方に健康保険証
を発行する必要性はなくなっていくというふ
うに考えております。
　しかし一方で、カードをお使いにならない
方が保険料を納めながら保険診療を受けられ
ない、こういったことがあってはならないわ
けでありますから、そうしたことがならない
ように様々な周知を行うとともに、申請が期

待、資格確認書の申請が確認できないと判断
された場合は、本人からの申請によらず、職
権で交付するといった柔軟な対応を考えてい
きたいというふうに思っております。

◆ 岸真紀子君　
　先ほどの案件は、暗証番号を忘れて、しか
も受付の職員、薬局の方々が忙しくて対応で
きなかった事例です。
　なので、そういった医療とかにもつなげら
れないという問題は本当に重く受け止めるべ
きだということを申し添えて、質問を終わり
ます。


